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午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。 

 本日、令和３年第１１回津和野町議会定例会が招集されましたところ、執行部をはじ

め議員各位にはおそろいでお出かけをいただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第１１回

定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、４番、道信俊昭君、５番、板

垣敬司君を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期及び議事日程等について

協議しておりますので、その結果について、委員長の報告を求めます。１０番、後山幸

次君。 

○議会運営委員会委員長（後山 幸次君）  皆さん、おはようございます。 

 それでは、議会運営委員会協議報告書。 

 議会運営委員会を令和３年１２月６日に開催し、今定例会の議会運営について協議し

ましたので、その結果を津和野町議会会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

 今定例会の会期は、本日１２月１０日から１６日までの７日間としたいと思います。 

 初日の１０日は、議長より諸般の報告を受けた後、町長提出議案の説明を受けて散会

したいと思います。 

 １１日、１２日及び１４日は休会といたします。 

 １３日、１５日の２日間で一般質問を行います。今回の質問通告者は１１人の３２件

であります。 

 １６日は町長提出議案についての質疑、討論、表決、請願等の所定の処理を行い、各

委員会の報告を受けて全日程を終了したいと思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。令和３年１２月１０日、津和野

町議会議長沖田守様、議会運営委員会委員長後山幸次。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１

２月１６日までの７日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から１２

月１６日までの７日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（沖田  守君）  日程第３、諸般の報告をします。 

 ９月定例会招集日以降における議会行事につきましては、お手元に配付のとおりであ

ります。 

諸般の報告 

 【９月定例会以降】 

  ９月 ３日（金） 全員協議会、令和２年度決算審査特別委員会（初日） 

     ７日（火） 広報広聴常任委員会 

     ８日（水） 総務経済常任委員会所管事務調査 

     ９日（木） 令和２年度決算審査特別委員会（２日目延期：本庁舎閉庁の為） 

    １０日（金） 令和２年度決算審査特別委員会（２日目） 

    １３日（月） 令和２年度決算審査特別委員会（３日目） 

    １４日（火） 令和２年度決算審査特別委員会（４日目） 

    １６日（木） 令和３年度島根県立大学支援協議会総会 議長：書面決議 

           令和２年度決算審査特別委員会（５日目）、議会運営委員会 

    ２２日（水） 全員協議会 

    ３０日（木） 第９回津和野町議会臨時会、広報広聴常任委員会 

 １０月 １日（金） 鹿足郡事務組合議会定例会（クリーンパルにちはら） 

           鹿足郡不燃物処理組合議会定例会（吉賀町） 

           鹿足郡養護老人ホーム組合議会定例会（吉賀町） 

     ４日（月） 島根県町村議会議員研修会（松江市） 全議員：無期延期 

     ７日（木） 広報広聴常任委員会、文教民生常任委員会 

    １２日（火） 広報広聴常任委員会 委員長 

 １１月 ３日（水） 津和野町功労者表彰式典（日原小学校体育館） 議長 

     ５日（金） 島根県奥出雲町議会視察受入（本庁舎） 議長 

    １０日（水） 総務経済常任委員会請願審査・所管事務調査 委員、紹介議 

           員 

    １１日（木） 島根県町村議会広報研修会（松江市） 広報広聴常任委員４名 

    １３日（土） 城山整備事業完成式及び特別功労者表彰（稲成神社） 議長 

    １５日（月） 山陰道等早期整備決起大会（萩市） 議長・議員８名 

    １８日（木） 全員協議会、総務経済常任委員会所管事務調査 



    ２３日（火） 新嘗祭並びに農産物品評会表彰式典（稲成神社） 議長代理副

議長 

    ２４日（水） 益田地区広域市町村圏事務組合議会定例会（益田市）、全員協

議会 

    ２６日（金） 静岡県議会行政視察（特定地域づくり事業協同組合） 

    ２９日（月） 第１０回津和野町議会臨時会、全員協議会 

    ３０日（火） 鹿足郡不燃物処理組合議会臨時会（吉賀町） 

 １２月 ３日（金） 一般質問通告締め切り 正午 

     ６日（月） 議会運営委員会 

  

 【視察】 

 １１月 ５日（金） 島根県奥出雲町議会（１１名） 津和野町新庁舎視察・日本遺

産センター視察 

    ２６日（金） 静岡県議会（１名） 特定地域づくり事業協同組合について 

 １１月１５日の議員派遣につきましては、緊急を要したため、津和野町議会会議規則

第１２８条の規定により、議長において決定しましたので報告します。 

 益田地区広域市町村圏事務組合、鹿足郡事務組合、鹿足郡不燃物処理組合及び鹿足郡

養護老人ホーム組合議会の報告に関する書類、令和３年度定例監査及び財政援助団体等

監査報告につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、関係書類は事務局に保管してありますので、必要な向きは御覧をいただきたい

と思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１２２号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第１２２号令和３年度見晴らし広場解体工事

請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。 

 本日は、１２月定例議会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方にはおそ

ろいで御出席を賜りましてありがとうございます。 

 今定例会に提案をいたします案件は、契約案件１件、条例案件８件、指定管理者指定

案件３件、一般会計をはじめ各会計補正予算案件７件、報告案件１件の合計２０案件で

ございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜

りますようお願い申し上げます。 

 議案第１２２号でございますが、令和３年度見晴らし広場解体工事請負変更契約の締

結について、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 



○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  それでは、議案第１２２号につきまして御説明を申

し上げます。 

 契約の目的は、令和３年度見晴らし広場解体工事でございます。 

 契約の方法は、随意契約でございます。 

 契約の工期は、変更前の完成期日が令和４年２月２８日、変更後の完成期日を令和４

年３月１８日にさせていただくものであります。 

 契約の相手方は、住所、島根県鹿足郡津和野町森村イ４２１─１、氏名、株式会社栗

栖組代表取締役栗栖厚公でございます。 

 裏面に資料としまして工事請負変更仮契約書の写しをつけておりますので、御確認頂

きたいと思います。 

 次項には参考資料をつけております。１の当初契約の概要は御覧のとおりであります。

２の変更理由でございますが、ポンプ室地下に施設の給水設備用のタンクがあることが

施工時に判明したため、その取扱いについて、施工監理業務受託者と実施設計を行いま

すコンサルタントとの処理方法の協議に不測の日数を要したためでございます。 

 この仮契約は、津和野町議会の議決を得たとき、何らの手続をすることなく本契約と

なるというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１２３号 

日程第６．議案第１２４号 

日程第７．議案第１２５号 

日程第８．議案第１２６号 

日程第９．議案第１２７号 

日程第１０．議案第１２８号 

日程第１１．議案第１２９号 

日程第１２．議案第１３０号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第１２３号津和野町総合振興計画等審議会条

例の制定についてより、日程第１２、議案第１３０号日原特定公園条例の一部改正につ

いて、以上８案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題といたしま

す。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１２３号でございますが、津和野町総合振

興計画等審議会条例の制定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 



 議案第１２４号でございますが、津和野町地域審議会設置条例の廃止について、議会

の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２５号でございますが、津和野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２６号でございますが、津和野町国民健康保険条例の一部改正について、議

会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２７号でございますが、津和野町国民健康保険税条例の一部改正について、

議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２８号でございますが、津和野町介護保険条例の一部改正について、議会の

議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２９号でございますが、津和野町医療技術者等修学資金貸与条例の一部改正

について、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３０号でございますが、日原特定公園条例の一部改正について、議会の議決

を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  それでは、議案第１２３号について御説明

いたします。 

 津和野町総合振興計画等審議会条例の全部を改正するものであります。 

 改正箇所につきましては、第２条から第９条になります。 

 改正理由といたしましては、今年度進めております第２次津和野町総合振興計画基本

構想・後期基本計画並びに津和野町過疎地域持続的発展計画の策定に当たり、当審議会

において、必要な調査、審議をしていただいております。 

 併せて、この両計画の整合性を取り策定中でありますが、前期基本計画に係る評価、

これは行政評価になりますが、その体制整備ができていないために評価に時間を要して

苦慮したという経過がございます。 

 また、本年４月１日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され

たことに伴い、市町村計画に目標設定と計画達成状況の評価の記載が必要になったとこ

ろであります。 



 これらのことを踏まえ、役場内の体制として行政評価システムを再構築することで、

いわゆるＰＤＣＡサイクルを確立し、各施策や事務事業の検証を行った上で、毎年、当

審議会において進捗管理と評価をしていただき、必要に応じて計画変更を行っていくな

ど、次期の第３次津和野町総合振興計画策定作業をスムーズに実行できる体制整備のた

め、条例の全部を改正するものでございます。 

 続きまして、議案第１２４号について御説明いたします。 

 津和野町地域審議会設置条例を廃止するものであります。 

 廃止理由といたしましては、津和野町地域審議会の設置期間は、合併の日から平成２

８年３月３１日までとなっており、設置期間の満了に伴い条例を廃止するものでありま

す。 

 なお、今後の津和野町新町建設計画の変更や進捗状況に関する事項等につきましては、

先ほど御説明させていただきました津和野町総合振興計画等審議会において審議して

いただくこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第１２５号津和野町特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを

説明いたします。 

 本案は、令和３年８月２日施行の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則

の一部を改正する内閣府令の改正により追加された電磁的方法による対応について、本

条例の改正が必要になったことによるものであります。 

 ２ページめくって、新旧対照表を御覧ください。 

 今回の改正の主な点は、これまでは第２章の運営に関する基準の中で、利用申込者の

みに対して文書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法で行ってもよい

ということになっていましたが、今回の改正により、別途、章を立て、第４章雑則とし、

電磁的記録等の見出しにおいて、保育所等で記録や作成するもの、また、保存するもの

を書面により行うことが規定されていたものを電磁的記録で行うことができるように

なったことであります。 

 左側が現行でありますが、これまで一部規定されていた第５条第２項から第６項まで

と、次のページ、第３８条第２項を削除し、右側の改正後に、第４章として第５３条を

追加しました。この条例の第１項が、今回、主に追加された部分であります。 

 附則として、この条例は公布の日から施行し、令和３年８月２日から適用するもので

あります。 

 以上です。 



 続きまして、議案第１２６号津和野町国民健康保険条例の一部改正についてを御説明

いたします。 

 本案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び新型インフルエンザ等対策特

別措置法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本条例の改正が必要になっ

たことによるものであります。 

 １ページめくっていただき、新旧対照表を御覧ください。 

 今回の改正の主要な点は、一つ目として、令和４年１月１日より産科医療補償制度が

見直され、当該掛金が１万６,０００円から１万２,０００円に引き下げられたことにな

りましたが、出産育児一時金の支給総額については４２万円が維持されたため、第５条

において、出産育児一時金の額を４０万４,０００円から４０万８,０００円に改正する

ものであります。 

 二つ目として、附則第６項の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る

傷病手当金の項目において、新型コロナウイルスの定義を中国発生のものと具体的に記

載されたことの改正であります。 

 附則として、この条例は令和４年１月１日から施行し、経過措置として、この条例の

施行の日前に出産した被保険者に係る津和野町国民健康保険条例第５条の規定による

出産育児一時金の金額については、なお従前の例によるものであります。 

 以上であります。 

 続きまして、議案第１２７号津和野町国民健康保険税条例の一部改正についてを御説

明いたします。 

 本案は、子供に係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置が導入されることにより、

本条例の改正が必要になったことによるものであります。 

 今回の主な点は、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る国民健康

保険税の均等割額の５割を公費により減額するもの、併せて、規定内の用語の不備や明

確化等による整備であります。 

 ２ページめくっていただき、新旧対照表を御覧ください。 

 第３条から第２１条第１項まで及び第２１条の２以降については用語の整備等、第２

１条第２項を追加し、減額の内容を記載しています。第２１条２項第１号及び第２号に

ついて、アは７割軽減世帯、イは５割軽減世帯、ウは２割軽減世帯に係るものでありま

す。 

 附則として、この条例の施行期日は公布の日から施行するものであります。ただし、

第４条の２第１号、第１２条第１項、第２１条及び第２１条の２の改正規定（「前条の」

を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１号」に改める部分に限る。）

並びに附則第４項から第６項まで及び第８項から第１３項までの改正規定は令和４年

４月１日から施行するものであります。 



 また、適用区分として、この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）によ

る改正後の津和野町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

によるものであります。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  それでは、議案第１２８号について御説明いたしま

す。 

 津和野町介護保険条例の一部改正でございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した

第１号被保険者の介護保険料について、減免措置に対応するため、津和野町介護保険条

例第９条第２項中にある減免申請の申請期限について、特例を設けるため、附則第７項

の改正を行うものでございます。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第６項中につきましては、用語の整備を行うものでございます。附則第７項の「令和

３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改正するものでございます。 

 附則といたしまして、施行期日でございますが、公布の日から施行し、令和３年４月

１日から適用するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１２９号について御説明いたします。 

 津和野町医療技術者等修学資金貸与条例の一部改正でございます。 

 本条例につきましては、貸与の対象となる職種が理学療法士、作業療法士及び言語聴

覚士の３職種に限定されております。しかしながら、現在では放射線技師や臨床検査技

師の人材確保についても厳しい状況となっております。そのため、あらゆる職種に対応

するため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第１条中「理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士（以下「医療技術者等」という。）」

を「医療技術者等」に改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  それでは、議案第１３０号について御説明いたします。 

 日原特定公園条例の一部改正についてであります。 

 改正趣旨につきましては、日原特定公園の多目的体育館内に、このほど設置いたしま

したクライミングウォールを公園施設として追加するものでございます。 

 １枚めくっていただき、新旧対照表を御覧ください。 



 改正内容について御説明いたします。改正部分につきましては下線部となります。占

用料等につきまして記載されております条文第１８条及び別表第１へクライミングウ

ォールを明記することにより、特定公園内の公園施設として位置づけされます。 

 続きまして、次ページの別表第５基本使用料の表を御覧ください。使用の区分と１時

間当たりの基本使用料へクライミングウォール及び１,０００円をそれぞれ明記するこ

とによりまして、この使用料の徴収が可能となります。 

 続きまして、１枚めくっていただき、備考４及び５を御覧ください。この備考４及び

５の適用によりまして、使用料は、町内の方は無料、町外の方は１時間当たり２,００

０円となります。 

 また、この条例は、公布の日から施行するものとさせていただきます。 

 改正内容につきましては以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１３１号 

日程第１４．議案第１３２号 

日程第１５．議案第１３３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第１３１号指定管理者の指定の変更につい

て（訪問看護ステーション）より、日程第１５、議案第１３３号指定管理者の指定の変

更について（日原診療所）まで、以上３案件につきましては、会議規則第３７条の規定

により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１３１号でございますが、指定管理者の指

定の変更について（訪問看護ステーション）、に議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１３２号でございますが、指定管理者の指定の変更について（津和野町医療従

事者住宅）、議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１３３号でございますが、指定管理者の指定の変更について（日原診療所）、

議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  それでは、議案第１３１号について御説明

いたします。 

 指定管理者の指定の変更について、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称は、訪問看護ステーションでございます。 

 指定管理者の団体名称は、医療法人橘井堂でございます。 



 指定期間は、変更前が平成３１年４月１日より令和６年３月３１日まで、変更後が平

成３１年４月１日から令和４年３月３１日まででございます。 

 変更理由としましては、日原診療所の新築移転に伴いまして指定管理施設の位置が変

更となるなど、当初定めておりました仕様書の内容が変更となることから、条例改正に

よる新たな施設での指定管理者の再指定を行うため、現行の指定管理の指定期間を短縮

するものであります。 

 続きまして、議案第１３２号について御説明いたします。 

 これも、指定管理者の指定の変更について、議会の議決を求めるものであります。 

 公の施設の名称は、津和野町医療従事者住宅であります。 

 指定管理者の団体名称は、医療法人橘井堂であります。 

 指定期間は、変更前が平成３１年４月１日より令和６年３月３１日まで、変更後が平

成３１年４月１日より令和４年１月３１日まででございます。 

 変更理由としましては、指定管理施設の位置が変更となるなど、当初定めておりまし

た仕様書の内容が変更となることから、条例改正による新たな施設での指定管理者の再

指定を行うため、現行の指定管理者の指定期間を短縮するものであります。 

 続きまして、議案第１３３号について御説明いたします。 

 これも、指定管理者の指定の変更について、議会の議決を求めるものであります。 

 公の施設の名称は、日原診療所であります。 

 指定管理者の団体名称は、医療法人橘井堂でございます。 

 指定管理期間は、変更前、平成３１年４月１日より令和６年３月３１日まで、変更後

は平成３１年４月１日より令和４年３月３１日まででございます。 

 変更理由としましては、日原診療所の新築移転に伴いまして指定管理施設の位置が変

更となるなど、当初定めておりました仕様書の内容が変更となることから、条例改正に

よる新たな施設での指定管理者の再指定を行うため、現行の指定管理者の指定期間を短

縮するものであります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１３４号 

日程第１７．議案第１３５号 

日程第１８．議案第１３６号 

日程第１９．議案第１３７号 

日程第２０．議案第１３８号 

日程第２１．議案第１３９号 

日程第２２．議案第１４０号 



○議長（沖田  守君）  日程第１６、議案第１３４号令和３年度津和野町一般会計補

正予算（第６号）より、日程第２２、議案第１４０号令和３年度津和野町水道事業会計

補正予算（第３号）まで、以上７案件につきましては、会議規則第３７条の規定により

一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１３４号令和３年度津和野町一般会計補正

予算（第６号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１１億２,５

３１万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０６億２,７９５万１,０００円

とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３５号令和３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

てでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５２２万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１１億３,３５４万９,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３６号令和３年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ３４万８,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１３億８,５８７万１,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３７号令和３年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてでございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１９万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を３億１,８７６万３,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３８号令和３年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７４万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を３億４,２８９万１,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３９号令和３年度津和野町病院事業会計補正予算（第２号）についてでござ

いますが、収益的収入支出予算の総額からそれぞれ５８１万３,０００円を減額し、収

益的収入支出予算の総額を７億８,０６８万６,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１４０号令和３年度津和野町水道事業会計補正予算（第３号）についてでござ

いますが、収益的収入を１,２８４万８,０００円追加し、収益的収入予算総額を３億５,

７３０万８,０００円に、収益的支出を１,２８８万８,０００円追加し、収益的支出予

算総額を３億２,２５３万６,０００円に、資本的収入を２１０万円追加し、資本的収入

予算総額を３億７,３７９万１,０００円にするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 



○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第１３４号を御説明いたします。 

 まず、５ページをお開きください。 

 第２表地方債補正の変更でございます。総額で４億８,４４０万円の増額補正をして

おります。 

 詳細につきましては、事項別明細書の中で御説明をいたします。 

 それでは、歳出の主なものから御説明いたしますので、２４ページをお開きください。

また、お手元に補正予算の概要資料を用意しておりますので、併せて御参照いただけた

らと思います。 

 全体を通しまして人件費関連費目につきましては、一般職の給与条例等の改正や年度

中に変更が生じた諸手当によるものなどを計上しております。 

 歳出の主なものになりますが、総務費では、一般管理費の委託料といたしまして、定

年延長に伴います例規整備等支援業務委託料１３２万円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、財産管理費の積立金として、津和野城山整備事業等積

立金４,１４３万円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、企画費の委託料として、活動費等の減額に伴い、人づ

くりによる地域の好循環形成事業委託料４５０万４,０００円を減額をしております。 

 津和野高校町営寮建設に伴い、設計業務委託料３６１万８,０００円、工事請負費と

して、津和野高校町営寮整備工事費１億３,９７０万円、備品購入費として、津和野高

校町営寮の開設に伴い、一般備品費１,９７１万５,０００円を増額をしております。 

 情報処理費の負担金補助及び交付金として、しまねセキュリティクラウドの運用保守

負担金１０３万６,０００円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、諸費のつわの暮らし推進課分では、工事請負費といた

しまして、危険空き家の解体工事に伴い、空家等対策推進工事費１,１９４万６,０００

円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、道の駅管理費のなごみの里管理費では、負担金補助及

び交付金として、温浴施設屋上防水修繕等の修繕工事費負担金９７４万４,０００円を

増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進事業費の

商工観光課分では、負担金補助及び交付金として、実績見込みによる業績悪化緩和運転

資金補助金４６０万円を増額、新商品試作開発支援補助金１００万円を減額、雇用維持

支援事業補助金６００万円を増額、事業者独自キャンペーン実施支援事業補助金３００

万円を減額、個別商業包括的支援事業補助金１６０万円を減額をしております。 

 続いて、５０ページをお開きください。民生費では、児童福祉総務費の工事請負費と

いたしまして、旧木部さとやま保育園の解体に伴い、解体工事費３,３４０万７,０００

円を増額をしております。 



 備品購入費といたしまして、日原保育園の庁用器具費３１４万２,０００円を新たに

計上、負担金補助及び交付金として、日原保育園等の施設型給付費等負担金３,１７６

万２,０００円、うしのしっぽ等の地域型保育事業に伴い、地域型保育給付費負担金８

４１万２,０００円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費の負担金補

助及び交付金として、臨時特別給付金３,８８５万円を新たに計上をしております。 

 ５６ページをお開きください。生活保護費の扶助費として、実績見込みに伴い、医療

扶助９３４万７,０００円を増額をしております。 

 続いて、６０ページをお開きください。衛生費では、医療対策費の貸付金として、実

績見込みに伴い、医学生奨学金２９０万円を減額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、新型コロナウイルスワクチン接種事業費として、３回

目のワクチン接種に伴い、総額１,８８６万５,０００円を計上をしております。 

 続いて、６８ページをお開きください。農林水産業費では、農業振興費の負担金補助

及び交付金として、県事業の変更に伴い、農業施設機械等導入及び整備補助金１４０万

７,０００円を減額し、ハウス等整備事業１４２万５,０００円組替え計上しております。

農地費の負担金補助及び交付金として、中山・長福地区及び堤田地区の区画整理に伴い、

県営農業競争力基盤整備事業負担金３,３６０万円を増額をしております。 

 続いて、７２ページをお開きください。林業振興費では、備品購入費として、原木・

チップヤード整備維持管理用の高所作業車の購入に伴い、機械器具費１,１５５万円を

新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、有害鳥獣駆除等事業の負担金補助及び交付金として、

駆除実績見込みによる有害鳥獣捕獲奨励事業費補助金１７５万９,０００円を増額をし

ております。 

 続いて、７８ページをお開きください。商工費では、歴史的風致維持向上事業費の津

和野駅周辺整備事業費の委託料として、回廊等整備に伴い、施工監理業務委託料９００

万円を増額、工事請負費として、駅前周辺整備工事費８,６２８万円を増額、補償、補

填及び賠償金として、券売機等の移転に伴い、駅舎移転補償５,３２２万円を増額をし

ております。 

 続きまして、８４ページをお開きください。土木費では、道路維持費の委託料として、

町道等維持修繕、舗装修繕に伴い、道路維持業務委託料１,１３１万１,０００円を増額

をしております。 

 １枚めくっていただきまして、道路長寿命化対策事業費の委託料として、実績見込み

によります道路橋梁点検業務委託料１７１万７,０００円を減額、工事請負費として旭

橋等の長寿命化対策工事費９００万円を増額をしております。 

 続いて、１１２ページをお開きください。教育費では、森鴎外記念館費の備品購入費

として、資料購入費１５９万円を増額をしております。 



 １枚めくっていただきまして、桑原史成写真美術館費の工事請負費として、津和野駅

周辺整備に伴い、下水道接続工事費２０７万４,０００円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、養老館費の工事請負費として、環境整備に伴い、養老

館外構舗装排水工事費１０７万３,０００円を新たに計上しております。 

 続いて、１２６ページをお開きください。災害復旧費では、現年農地農業用施設災害

復旧費の委託料として、８月の豪雨災害に伴い、頭首工測量設計業務委託料１,３００

万円を増額、工事請負費といたしまして、１４か所の災害復旧工事費２億２,３９４万

９,０００円を増額をしております。現年林道災害復旧費の委託料として、林道柳二俣

線の測量設計業務委託料８９９万１,０００円を増額、工事請負費といたしまして、１

３か所の災害復旧工事費７,２４８万４,０００円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、現年公共土木施設災害復旧費の工事請負費として、町

道北斗台線ほか１４か所の災害復旧工事費１億３,１４９万５,０００円を増額をして

おります。 

 １枚めくっていただきまして、現年社会教育施設災害復旧費の委託料として、亀井家

墓所測量調査設計業務委託料２,９２９万円を新たに計上しております。 

 続いて、１３４ページをお開きください。諸支出金の国県支出金還付金の健康福祉課

分では、償還金利子及び割引料として、令和２年度生活保護費等国庫負担金返還金等１,

１７７万円を計上しております。 

 それでは、続いて歳入を説明いたしますので、１０ページにお戻りください。 

 地方交付税では、普通交付税１億４,８５０万円を計上しております。 

 分担金及び負担金では、農林水産業費分担金として、中山・長福地区及び堤田地区の

区画整理に伴い、県営農業競争力基盤整備事業分担金１,４４０万円を増額、災害復旧

費分担金として、８月の豪雨災害に伴い、農地農業用施設災害復旧費分担金２,００３

万円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、国庫支出金では、国庫負担金の民生費国庫負担金とし

て、医療扶助費の実績見込みに伴い、生活保護負担金７００万９,０００円を増額、日

原保育園等の施設型給付費等負担金及びうしのしっぽ等の地域型保育給付費負担金に

伴い、子供のための教育・保育給付費負担金２,３１０万４,０００円を増額をしており

ます。 

 衛生費国庫負担金として、新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴い、新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策負担金１,１７２万８,０００円を増額しております。 

 災害復旧費国庫負担金として、８月の豪雨災害に伴い、災害復旧費負担金２億２,６

１５万７,０００円を新たに計上しております。 

 国庫補助金の総務費国庫補助金として、事業者支援分の追加交付に伴い、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１,２１１万１,０００円を増額、危険空き家の



解体工事に伴い、空き家対策総合支援事業費補助金４２８万３,０００円を増額をして

おります。 

 民生費国庫補助金として、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に伴い、子育て世

帯への臨時特別給付金給付費補助金３,９３５万円を増額をしております。 

 衛生費国庫補助金として、新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴い、新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金７１３万７,０００円を増額をしておりま

す。 

 商工費国庫補助金として、歴史的風致維持向上事業費の津和野駅周辺整備事業に伴い、

社会資本総合整備交付金８６０万円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、教育費国庫補助金として、亀井家墓所災害復旧に伴い、

亀井家墓所災害復旧事業費補助金２,１００万円を計上しております。 

 県支出金では、県負担金の民生費県負担金として、日原保育園等の施設型給付費等負

担金及びうしのしっぽ等の地域型保育給付費負担金に伴い、子供のための教育・保育給

付費負担金４９８万２,０００円を増額をしております。 

 県補助金の教育費補助金として、亀井家墓所災害復旧に伴い、亀井家墓所災害復旧事

業費補助金３００万円を増額をしております。 

 災害復旧費補助金として、８月の豪雨災害に伴い、災害復旧費補助金４,１５７万２,

０００円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、財産収入の物品売払い収入では、実績見込みに伴い、

ミュージアムグッズ売払い収入２８１万５,０００円を計上しております。 

 寄付金の総務費寄付金では、城山整備事業の維持管理費として、城山整備事業寄付金

４,２８９万８,０００円を増額をしております。 

 繰入金では、財源振替に伴い、地域医療推進基金繰入金１,２０２万円を減額、まち

づくり基金繰入金１５０万円を減額、原木・チップヤード設備維持管理用の高所作業車

の購入に伴い、森林整備基金繰入金１,１５５万円を新たに計上しております。 

 一枚めくっていただきまして、町債の総務債では、一般単独事業債として、津和野高

校町営寮建設に伴い、合併特例１億３,６２０万円を増額、過疎対策事業債として、町

営バス購入事業の財源振替に伴い、自動車、雪上車１,０５０万円を減額、緊急防災・

減災事業債として、道の駅津和野温泉なごみの里の温浴施設、屋上防水修繕等に伴い、

緊急防災・減災事業４６０万円を増額をしております。 

 農林業債では、辺地対策事業債として、中山・長福地区の区画整理に伴い、農林漁業

経営近代化施設整備事業１,７２０万円を増額、過疎対策事業債として、堤田地区の区

画整理に伴い、農林漁業経営近代化施設整備事業２００万円を増額をしております。 

 商工債の過疎対策事業債として、歴史的風致維持向上事業費の津和野駅周辺整備事業

に伴い、観光施設整備事業１億４,０００万円を増額をしております。 



 土木債では、過疎対策事業債として、旭橋等の長寿命化対策工事に伴い、道路橋梁整

備事業７５０万円を増額をしております。 

 民生費の一般単独事業債として、旧木部さとやま保育園の解体に伴い、合併特例３,

２７０万円を増額をしております。 

 災害復旧債の農林水産業施設災害復旧債として、８月の豪雨災害に伴い、農林水産業

施設災害復旧事業１億９０万円を増額、１枚めくっていただきまして、公共土木施設災

害復旧債として、公共土木施設災害復旧事業４,５９０万円を増額、社会教育施設災害

復旧債として、亀井家墓所災害復旧に伴い、社会教育施設災害復旧事業６００万円を計

上をしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第１３５号令和３年度津和野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）について御説明をいたします。 

 歳出より説明いたしますので、１０ページを御覧ください。 

 総務費の一般管理費のうち、職員手当等９万５,０００円減、共済費２７万８,０００

円増は、職員の給与条例の改正によるものであります。 

 １ページめくっていただき、保険給付費の出産育児一時金４２万円増は、今年度出産

予定者が２名のため、１名分を増額するものであります。 

 ２ページめくっていただきまして、１６ページ、保健事業費の疾病予防費１２万９,

０００円増は、糖尿病性腎症等重症化予防プログラムの実施に当たり、当初２名と見込

んでいた対象者が３名となったことにより、管理栄養士の報酬や主治医意見書委託料等

増額するものであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページを御覧ください。 

 県支出金の保険給付費等交付金５２万８,０００円増は、保険者努力支援分及び国保

保健事業等交付金の確定によるものであります。 

 その下、一般会計繰入金の職員人件費１８万３,０００円増は、歳出の一般管理費で

説明した職員の給与条例の改正によるもの、出産育児一時金等繰入金２８万円増は、歳

出の保険給付費で説明したものの町負担分、財政安定化支援事業繰入金３６３万４,０

００円増、地方単独医療カット分６０万円増は共に確定によるものであります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議案第１３６号を御説明いたします。令和３年度津

和野町介護保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 １０ページの歳出を御覧ください。 



 総務費、総務管理費の一般管理費でございます。職員手当等１１万２,０００円の減

額、共済費４万９,０００円の減額につきましては、職員の給与条例等の改正によるも

のでございます。 

 １２ページを御覧ください。 

 介護認定審査会費の認定調査費でございます。職員手当等３万１,０００円の減額、

共済費７,０００円の減額につきましては、職員の給与条例等の改正によるものでござ

います。 

 １４ページを御覧ください。 

 地域支援事業費、包括的支援事業・任意事業費の包括的・継続的ケアマネジメント事

業費でございます。職員手当等１４万７,０００円の減額、共済費２,０００円の減額に

つきましては、職員の給与条例等の改正によるものでございます。 

 １６ページを御覧ください。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金の国県支出金等還付金でございます。償還金利子及

び割引料として６万１,０００円の増額につきましては、令和２年度分の国及び県補助

金の確定に伴う返還金でございます。 

 戻りまして、８ページの歳入を御覧ください。 

 国庫支出金、国庫補助金の事業費補助金でございます。介護システム改修事業費補助

金として７１万円を計上しております。 

 繰入金、他会計繰入金の一般会計繰入金でございます。包括的支援事業・任意事業繰

入金１４万９,０００円の減額、職員給与費等繰入金１９万９,０００円の減額は、それ

ぞれ歳出で説明いたしました職員の給与条例等の改正に伴います人件費の減額による

ものでございます。事務費繰入金７１万円の減額は、国庫補助金の計上に伴うものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  次に、議案第１３７号令和３年度津和野町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、１０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療広域連合納付金の１９万円減は、保険基盤安定負担金の確定によるも

のであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページを御覧ください。 

 保険基盤安定繰入金１９万円減は確定によるものであります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第１３８号を御説明いたします。令

和３年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 



 １０ページの歳出を御覧ください。 

 営業費の業務費でございます。職員手当等、共済費につきまして、職員の転居及び給

与条例の改正等に伴うもので、それぞれ１２万９,０００円と６万８,０００円を減額し

ております。役務費につきまして、口座振替手数料としまして８万円を増額しておりま

す。 

 処理場費でございます。需用費の光熱水費につきまして、星の子ステーション、清水

管理センターの電気使用料、水道料として、８６万４,０００円を増額しております。 

 戻りまして、８ページの歳入を御覧ください。 

 使用料及び手数料でございます。下水道手数料の登録手数料でございますが、指定工

事店更新手数料の変更により５,０００円減額しております。 

 一般会計繰入金でございますが、歳入で御説明いたしました下水道事業費の増額に伴

い７５万２,０００円を増額しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議案第１３９号を御説明いたします。令和３年度津

和野町病院事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 １２ページの下段、収益的収入及び支出の支出を御覧ください。 

 病院事業費用、医業費用でございます。 

 給与費の職員手当１７万２,０００円の減額、法定福利費３万５,０００円の増額につ

きましては、職員の給与条例の改正等によるものでございます。 

 経費の交付金につきましては、政策的医療交付金として予算計上しております修繕費

の減額により１５０万円を減額しております。 

 減価償却費の器機備品減価償却費でございますが、当初予算において見込計上してお

りました非常用発電機分の減価償却費につきまして、繰越事業となったことにより、減

価償却費の計上が来年度からとなったことに伴い、本年度分の減価償却費４１７万６,

０００円を減額しております。 

 上段の収入を御覧ください。 

 収益的収入でございます。 

 病院事業収益、医業外収益の負担金交付金につきましては、先ほど支出で御説明いた

しました医業費用の減額に伴い６７４万２,０００円を減額しております。 

 補助金につきましては、令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提

供体制確保支援補助金９２万９,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第１４０号を御説明いたします。令

和３年度津和野町水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 



 １４ページの収益的収入及び支出を御覧ください。 

 下段、収益的支出でございます。 

 営業費用の原水及び浄水費でございます。人件費でございますが、手当、賞与等引当

金繰入額、法定福利費につきましては、職員の給与条例の改正等に伴うもので、７０万

２,０００円減額しております。 

 修繕費につきまして、野広浄水場計装盤修繕等１４７万４,０００円を増額しており

ます。 

 続きまして、配水及び給水費でございます。人件費でございますが、手当、賞与等引

当金繰入額、法定福利費につきましては、職員の給与条例の改正等に伴うもので、合計

３万９,０００円増額しております。 

 光熱水費につきましては、水道施設電気代３０万円を増額しております。 

 委託料につきましては、配水池への管理道の立木伐採委託料として３３万６,０００

円を計上しております。 

 修繕費につきましては、堤田給水本管引換修繕、青原、添谷、左鐙地区の漏水修繕、

和田地区配水施設災害復旧等として合計９０６万３,０００円を増額しております。 

 工事請負費につきまして、野広配水池管理道舗装新設工事、町道滝谷１号線道路改良

工事に伴う配水管支障移転工事として合計２８３万３,０００円を増額しております。 

 補償金につきましては、和田地区水道管理道復旧工事に伴う立木補償として２,００

０円を計上しております。 

 続きまして、総係費でございます。人件費でございますが、手当、賞与等引当金繰入

額、法定福利費につきましては、職員の給与条例の改正等に伴うもので４５万７,００

０円減額しております。 

 上段、収益的収入でございます。 

 営業外収益の他会計補助金でございます。一般会計補助金につきまして、先ほど支出

で御説明しました営業費用の増額に伴い、１,０９６万６,０００円を増額しております。 

 雑収益のその他雑収益につきましても、先ほど支出で御説明いたしました支障移転工

事に伴い、１８８万２,０００円を増額しております。 

 １６ページの資本的収入及び支出を御覧ください。 

 資本的収入でございます。企業債につきまして、和田地区施設災害復旧費に伴い、２

１０万円を計上しております。 

 以上でございますが、ちょっと資料の訂正がありましたので御説明させていただけた

らと思います。 

 資料１０ページの下段（３）の級別職員数の補正前のほうの職員数の人数の表示でご

ざいます。補正前のほうです。２級のところが空白になっておりますが、これは２級の

ところが１名でございます。その隣も０.０と書いてありますが、１６.７としてくださ



い。それと、その下の５級に数字の１名と書いてありますが、ここが０名でございます。

構成比のほうも０.０でお願いいたします。 

 続いて、次のページの１１ページでございます。（４）の昇給の補正前の表でござい

ます。号級数別内訳の２号級のところが１名となっておりますが、これが０でございま

す。その下の３号級の空白のところが１名とさせてください。 

 その下の特殊勤務手当の区分のところにあります支給対象職員の比率、（２年４月１

日現在）と書いてありますが、（３年４月１日現在）でございます。 

 その下の期末手当、勤勉手当でございます。１２月分でございますが、補正前のとこ

ろが２.０７５を２.２２５と訂正させてください。その隣の支給率計でございますが、

４.３と書いてありますが、４.４５と訂正をお願いいたします。差し替えをよろしくお

願いします。差し替えをさせていただきたいと思います。すいません。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．報告第１１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、報告第１１号債権放棄について、執行部より提

案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第１１号でございますが、債権放棄について、

津和野町私債権の管理に関する条例第１３条第２項の規定に基づき、報告するものでご

ざいます。 

 詳細につきましては、担当課長から御報告を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、報告第１１号債権放棄について御説明い

たします。 

 津和野町私債権に関する条例第１３条第２項の規定により、議会に報告するものでご

ざいます。 

 権利の内容としまして、水道使用料等債権でございます。 

 放棄する債権金額等につきましては、１件、３８万４円でございます。 

 放棄の理由としまして、消滅時効が完成し、資力の回復が困難であるものです。 

 放棄の時期は、令和３年１１月２日でございます。 

 続きまして、裏面を御覧ください。 

 調書をつけております。条例第１３条第１項第１号の規定により、１件の３８万４円

を債権放棄するものでございます。本件につきましては、令和２年４月１日以前の給水

契約に基づくもので、民法上、消滅時効が２年とされていることから消滅時効が成立し、

資力の回復が困難であるために債権放棄を行うものでございます。 

 以上でございます。 



○議長（沖田  守君）  ただいま債権放棄についての説明がありましたが、これにつ

いて何か質疑があれば、これを許します。ありませんか。いいですか。２番、米澤宕文

君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  このほかにも、候補といいますか、続々と出てきそう

な可能性はありますか。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  今のところ、この１件で、多分来年はないと思いま

す。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 なお、本日までに受理した要望書は、既に配付いたしましたとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会といたします。 

午前 10時 10分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続きお出かけを頂きありがとうご

ざいます。ただいまから、１２月定例会２日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、６番、丁泰仁君、７番、御手洗

剛君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。発言順序１、９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  おはようございます。議席番号９番、寺戸昌子です。

通告に従いまして、３項目の質問を行います。 

 まず最初に、再生可能エネルギー事業についてです。 

 国際的な気候変動対策、脱炭素社会への移行を求める世論の高まりの下で、日本でも

気候非常事態宣言の決議とか、温室効果ガスの排出を全体として実質的にゼロにする２

０５０年カーボンニュートラル、また２０３０年度温室効果ガス４６％削減目標を当時

の首相が表明しています。 

 今や石炭や石油など化石燃料の使用を減らしていき、化石燃料を使わない脱炭素社会

に移行していくことは避けられなくなっており、推進していかなくてはいけません。 

 その実現のために欠かせない太陽光や風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネル

ギーの導入には、本来、安全性と地域住民との共生が大前提になります。 

 しかし、これと逆行し、地域外の大手事業者による大規模な開発を伴う再生可能エネ

ルギー事業が全国各地に広がり、土砂災害や環境破壊を起こしています。 



 津和野町内でも、再生可能エネルギー施設の普及が進んでいます。水力発電、太陽光

発電が既に行われており、木材を使ったバイオマスガス化発電も来年７月から行われる

予定になっています。 

 今後、再生可能エネルギー施設の普及はさらに進むと考えられます。しかし、その導

入に当たっては、安全性確保や環境保全など行政の配慮が必要だと考えます。近隣でも

自然を破壊しかねないと問題になっている開発があります。 

 そこで、所見をお尋ねします。 

 １、現在、大手事業者による大規模な再生可能エネルギー施設の計画はあるのでしょ

うか。 

 ２、多くの自治体で設置者に対する責務など盛り込む条例がつくられています。津和

野町にも必要ではないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。本日より一般質問でございま

す。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、９番、寺戸議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 再生可能エネルギー事業についてでございます。 

 まず、最初の御質問でございますが、大手事業者による大規模な再生可能エネルギー

施設の計画につきましては、現在のところ予定されておりません。しかし、この世界的

な課題でもある脱炭素社会の実現に向けて、本町としての責任を果たしていくためには、

温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入が必要と考えております。 

 また、本町では、森林資源を活用した木質バイオマスガス化発電所が来年度から稼働

する予定であることから、今後、エネルギーの地産地消と地域内経済循環を推進してい

くとともに、脱炭素社会の実現に向けた具体的な戦略策定が必要になるものと考えてお

ります。 

 なお、策定に際しては、議員御指摘のとおり安全性の確保や環境保全などに十分配慮

した上で、本町の地域特性や再生可能エネルギーの導入におけるポテンシャル等に関し

て、調査、分析、検討してまいりたいと考えております。 

 二つ目の御質問の施設設置者に対する責務などを盛り込む条例につきましては、現在、

本町では制定されておりませんが、全国の自治体において、主に太陽光発電事業の環境

保全対策に関する自治体において、条例の設置等が進んでいる状況であると認識をして

おります。本町としましても、今後、再生可能エネルギー施設の普及が進むものと考え

ており、条例制定に向けて、関係各課等と協議・検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  町のほうでも条例をつくらなければいけないというこ

とを考えておられるというのはとても喜ばしいことなので、ちょっとほかにもいろいろ

聞かせていただきたいと思います。 



 全国的に太陽光パネルが吹き飛んだりとか、大規模な斜面の開発で土砂が流れ出たり

とかいうことがかなりあるというのを把握しておられるのでしょうか。それはどの課が

把握することなのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  つわの暮らし推進課のほうで、全部ではご

ざいませんが、把握しようというふうに努めております。これは再生可能エネルギーと

いうよりも、新しい新エネルギー関連の担当部署となっておりますので、こうした情報

は逐次入る予定になっております。ただ、今回、環境生活課とか、その辺と連携して情

報共有してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  環境生活課さんとつわ暮らさんといろいろ関係がして

くることであるということで、連携をしっかりしていただかないといけないなというこ

とを感じます。 

 町民側から考えたときに、どこに訴えていっていいか。例えばここで開発の話が耳に

挟んだんだけどという場合は、つわ暮らさんに言えばいいですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  つわの暮らし推進課に御相談頂いて結構で

ございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  現在、そういう大規模な開発が行われる予定が把握で

きてないということなので、安心はしているんですが、万が一大規模な開発をしようと

いう場合、事業者はどういう手続でそういうことができるようになるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今のところそういう計画ございませんので、

具体的になかなか今すぐにはちょっと申し上げられにくいのですが、先ほど町長の答弁

にもございましたように、まだ津和野町においては条例制定等が進んでおりません。現

在は、景観に関する条例ですとか、津和野町景観条例ですね、それとあと景観計画等が

ございます。自治体によっては、こういう景観条例等でそういう事業者への規制ですと

か基準を設けているところもあるようです。ただ、私ども津和野町においては、まだそ

ういうところまで至っておりませんので、今後、もしそういうまた計画等のお話があれ

ば、関係各課等とそういう協議をして、制限等についての条例制定に向けて検討してま

いりたいということでございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  これから進めていくということなんですが、私、再生

可能エネルギーや新エネを進めるなという話ではなく、進めていかなきゃいけないと思

っています。それに当たって、万が一住民の方々が、例えば風力だったら、あまりに音



が大きいとか、周りの動物たちに影響を与えるとか、そういう自然とか住民に対しての

影響があまりに大きいものに関して、この津和野町でもし一件でも起きたら大変なこと

になるなという思いで質問させていただいています。 

 全国の事例の中で朝日新聞が取り上げたものがありまして、それは町のほうでは太陽

光発電を制限する条例がなくて、法律に基づいた指導は行えないということを、その担

当者の人が言っておられて、必要な手続さえ満たしたら事業者を拒むことはできないし、

工事を止める権限もないと、町の行政側が何も手を出すことができない今は状態だとい

う、大規模な再生可能エネルギーの開発が行われようと今している、そこの自治体では

そういう状態だということです。ですから、問題が起きてからするのではなく、問題が

起きる前にしっかり条例をつくっていただきたいなと思います。ぜひ早くつくっていた

だきたいんですけど、できるとしたらどのくらい時間がかかるものなのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  事業計画の規模にもよると思うんですね。

議員さんがおっしゃるように、確かに事業計画は制限ないまま進んでいって、それで自

治体がそれを手をこまねいて見ておるというような事例があるようでございますが、津

和野町がそうなってはならないと思いますので、その事前の準備はしっかりしたいと思

っています。 

 ただ、今御質問のように、どのぐらい時間がかかるかというのは、関係各課と協議を

してまいりたいと思っています。今回、総合振興計画等も改定いたしました。その中に

は持続可能なエネルギー社会の実現等も盛り込んでおります。そうした問題意識も高ま

っている昨今でございますので、早急にそうした関係各課集めて、そういう事業計画が

もしあれば、情報共有しながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  自治体のほうが取り組むのがなかなか、７月現在で１

５６の自治体が条例をつくっているということで、一般社団法人地方自治研究機構とい

うところが調べておられるんですけど、環境省からの照会での資料なんですが、島根県

は県はまだできていないということでした、この時点では。全国で県がつくっておると

ころは、県でも４か所しかありません。でも、かなりの問題になっていることなので、

県を頼るのではなく、津和野町が美しい森を守っていくためにまず早くつくって、でき

るだけ早くつくっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 自治体のデジタル化についてです。 

 なかなかデジタルのことは疎くて調べるのに苦労したんですが、やっぱりこれは重大

な問題で、自治体が根底から覆されるようなことがあってはいけないという思いから質

問させていただきます。住民と行政との距離が遠くなったり、住民が行政に相談に来た



り、窓口に来たりするのが遠のいてはいけないという思いから質問させていただこうと

思います。 

 デジタル技術は人類が生み出した最新の技術です。地方自治体においてもこの技術を

有効に活用して、住民の福祉の増進と自治体職員の労働条件の改善を図ることが必要で

す。しかし、技術は使い方を誤れば、住民に重大な被害をもたらします。デジタル技術

は、誰が何の目的でどのように使うかということが問われています。 

 総務省は自治体のデジタル化を進めるために、デジタルトランスフォーメーション計

画、略してＤＸ計画と呼ばれていますが、これを策定しました。御存じのようにデジタ

ルトランスフォーメーションとは、デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をよ

りよいものへと変革すること。既存の価値観や枠組みを根底から覆すような技術的革新

をもたらすものという意味です。 

 この計画では、各自治体において首長をトップとして、最高情報統括責任者であるＣ

ＩＯを配置し、全庁的・横断的なＤＸ推進体制を構築することが柱になっています。民

間人材の活用を推進することも盛り込まれています。今までにない強力な権限を持つ部

署が誕生します。 

 現在、全国の地方自治体では、地域の特性や住民のニーズに対応した独自のサービス

を実施しています。しかし、国はこの計画に沿って、令和７年度までに自治体の情報シ

ステムを国が定める標準システムに移行することを目指しています。実証実験を既に始

めている自治体もあります。 

 埼玉県深谷市では、民間企業と連携して、マイナンバーカードの活用や顔認証による

本人確認など、セルフサービスによる窓口業務改革に取り組んでいます。深谷市の実証

実験の課題としては、顔認証のシステムでは、なりすましや偽造が防止できない。個人

情報をインターネットで流したり、パブリッククラウド事業者に提供すれば、情報漏え

いのリスクがある。こういうことが明らかになっています。 

 パブリッククラウドとは、専用のハードウェアなどを所有することなく、企業でも個

人でも、利用したい人が必要なときに、必要なだけ、自由にサーバやネットワークリソ

ースを使えるシステムのことです。 

 深谷市の報告書では、全ての窓口をオンライン化するのではなく、対面窓口も含めた

住民それぞれのアクセスしやすい窓口の在り方を併設することが現実的であるとして

います。 

 そこで、津和野町のデジタル化について所見をお尋ねします。 

 １、行政におけるＡＩやデジタルの導入は、職員の労働負担軽減や業務の効率化には

有効ですが、公務労働を担う職員をそれに置き換えることはできません。窓口業務で手

続のオンライン化をする場合であっても、住民と職員が直接対話できる体制の確保が必

要ではないでしょうか。 



 ２、ＤＸ推進体制について、国は首長が強力な主導権を発揮するとともに、最高情報

統括責任者であるＣＩＯやＣＩＯ補佐官の設置を求めており、要職には、デジタル関連

民間企業からの登用を推進し、民間から人材を任用する経費について、特別交付税を設

置するとしています。民間人材の活用がされる場合、行政の公正性を守る体制を取るた

めには、民間人材といえども、地方公務員の服務規程を遵守することが不可欠ではない

でしょうか。 

 ３、地方公共団体情報システムの標準化に係る法律により、自治体の情報システムが

国の定めるシステムへの標準化を求められます。しかし、自治体独自の施策を制限する

ものではありません。津和野町独自にカスタマイズすることができます。カスタマイズ

を行い、町民の実情に合わせた税の減免や医療費助成等を現在のまま存続させる必要が

あるのではないでしょうか。 

 ４、デジタル化を進めるに当たっては、コンピュータウイルスによる攻撃の想定が不

可欠です。徳島県の町立病院は、コンピュータウイルスによる被害を受け、電子カルテ

が使用不能になり、診療に大きな支障を起こしていました。津和野共存病院を含め、町

行政のコンピュータウイルスによる攻撃対応はできているのでしょうか。 

 ５、行政のデジタル化による課題は何でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、自治体のデジタル化についてお答えをさせていた

だきます。 

 まず、行政におけるＡＩやデジタルの導入は、会議議事録作成、災害情報集約、単純

作業におけるＡＩ化など、デジタル技術を導入することは、様々な分野において活用す

ることが期待でき、職員の労働負担の軽減や業務効率化において有効なツールでありま

す。 

 また、自治体の行政手続のオンライン化を行うことで、課を跨いで行っていた手続が

デジタル技術を用いることでワンストップ化することができ、来庁された方の手続の簡

素化、負担軽減となり住民サービスの向上へとつなげることが可能になると考えており

ます。 

 しかし、議員御指摘のとおり窓口業務については職員が直接住民の方と対面をし、親

身に寄り添って申請の手続、相談等を行うことは大変重要なことであると考えておりま

す。 

 行政手続のオンライン化を進める一方で、従来どおりの職員と住民が直接対話をする

体制は基本であると実感しておりますので、住民サービスの低下とならないような運用

方法を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、二つ目の御質問でありますが、現時点では民間人材の活用は行っておらず、ま

た活用する予定はございません。しかしながら、今後、本町のデジタル環境を整備する

上では、職員のみではスキルやノウハウが不足しており、デジタル分野の有識者である



外部デジタル人材の登用は検討していかなければならない課題でもあります。外部人材

の登用を検討する以前に、まずは職員の育成に力を入れていく必要があると考えており、

職員のデジタルに対するスキルを向上させ、職員が自らの知識を基に業務の効率化を行

うことで、住民サービスの向上へと発展していくと考えております。 

 職員では不足する部分での役割、スキルを整理、明確にした上で、外部人材の登用に

ついても今後検討していきたいと考えております。外部人材を登用する際には、議員御

指摘頂きましたように、職員の服務規程に準じた規定等の整備を行ってまいりたいと考

えております。 

 三つ目の御質問でありますが、自治体情報システムの標準化については、令和７年度

末までに基幹系１７業務システムについて標準化を行う必要があります。本町において

も国が示す方針に沿って対象システムの改修を行う必要があり、現システムの保守管理

委託事業者である株式会社日立システムズと改修について協議を行っているところで

あります。 

 しかしながら、現段階では、システム改修の具体的な方向性が定まってはおりません

ので、本町の実情に合わせたカスタマイズについても、担当課を含めた協議を行い、検

討していきたいと考えております。 

 四つ目の御質問でございますが、コンピュータウイルスによる攻撃対応については、

日本年金機構の個人情報流出事案を契機とし、自治体の情報セキュリティ強化を目的に、

平成２９年４月より島根県が主体となり運用を行っております、しまねセキュリティク

ラウドに加入をしております。コンピュータウイルスの感染網である外部通信のインタ

ーネット接続口を集約し、不正通信の監視機能を強化しており、ログ分析及びログ解析

をはじめ、高度な情報セキュリティ対策を行うしまねセキュリティクラウドを共同で構

築し運用を行っております。 

 また、庁内ネットワーク及び住民情報システムの保守管理委託事業者と協議を行い、

セキュリティ機器の導入等必要となるセキュリティ対策を講じております。 

 津和野共存病院については、役場の庁舎内ネットワーク配下には属しておらず、ネッ

トワークの管理をしていないため、状況について把握ができておりませんが、今後、デ

ジタル化を進めるに当たっては、病院と連携をした取組を実施する上では、医療対策課

と協議、情報の共有を行いながら、情報セキュリティ対策について徹底した対策を実施

していきたいと考えております。 

 五つ目の御質問でありますが、行政のデジタル化による課題としましては、議員御指

摘頂きましたように、デジタル化を行う上で、コンピュータウイルス等による情報漏え

いのリスクが高まることが考えられますので、情報セキュリティ対策については今後さ

らに徹底していく必要があると考えております。高度なセキュリティ対策、システムの

導入を行うことは、それ相応の費用が伴うことから、町財政の負担増となる恐れもあり

ます。そのため、今後財源の確保や島根県及び近隣市町村との連携を密にして、共同で



の運用方法についても改めて検討していかなければならない課題であると考えており

ます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  このデジタル化にすることによって、住民との距離が

離れてはいけないということを行政側の町が考えておられるということはとても安心

をしますが、まだこれから何が起きるか分からない状態で、国からいろいろと話が下り

てくるんでしょうが、岡山県の奈義町では、既にデジタル推進計画というのを立ててお

られて、町民にパブリックコメントも求めておられます。人口としては、うちよりもち

ょっと少ないぐらいの町です。山の中でもあるんですが、財政的にはかなり裕福な町だ

と聞いております。そのように令和７年度にということで目の前にそれがあって、あま

りに急に進めていくなというのを、素人の私ではすごい感じています。今まで町がやっ

てきたシステムを国のものに統一するということで、かなり大変なことになっていくん

じゃないかと思うんですが、その辺はどのように捉えられているでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  このＤＸについては、今議員もおっしゃいましたよ

うに、かなりのスピード感で進んでいっているというふうに実感をしております。もと

もと国のほうで将来的に人口縮減期が訪れるという中で、そういった対策の中で国ある

いは地方公共団体、職員の数が減っていく中でどう対応していくかと。行政サービスを

維持向上させていくためにどうしていくかというふうなことを検討する中で、こういっ

た方向性が示されてきたというふうに聞いておるとこであります。 

 スケジュールでいいますと、令和３年度に国のほうでこの標準化に伴います標準仕様

書、いわゆる基準書の作成をするというのが今年度ということであります。その標準仕

様書に基づいて、令和４年度からそれぞれのそういった開発会社がそういったソフトの

開発をしていくと。そういった流れの中で、最終的に令和７年度に移行を完結させると

いうふうなスケジュール組になってきております。 

 そういった中でいろいろと窓口対応等のこともございますけども、先ほど町長も答弁

しておりますけども、やはり我々、また自治体として、住民の方と直接触れ合うとこで

ありますので、そういったところで窓口機能、今までの窓口機能は大切にしていきたい

というふうに考えております。 

 今後においては、いろいろとまだ情報的に国のほうからの情報もまだ不足している状

況でございますので、そういった部分をまた整理しながら検討してまいりたいというふ

うに思います。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  本当急に進めていく、もっとゆっくり進めていけばい

いという思いが一般住民としての私にはあるんですが。若者主体の町ではなく、高齢者



がかなり多いこの町で、システムが変わっていくということに、高齢者の方がなじむの

には大変な苦労があると思います。 

 例えばの話なんですけど、外食に行こうとするときに、若者は新しいお店でどんなも

のが出てくるんだろうかということを楽しみに若者は行くんですけど、お年を召された

方は、慣れ親しんだ、ここに行けばあれとこれがあるからこれを食べたいなという、ち

ゃんと段取りができたところが好きだということを分析しとる会社がありました。これ

からのシステムが変わっていくということに関して、とても脅威を感じています。顔と

顔が見える我が町で、窓口も本当、誰々さんが来たわ、あの人はここを気をつけてあげ

んといけんわというそういう心遣いを持っていろいろ窓口では接していていただいて

いると思います。すごくありがたいことだなと思っています。それがこのデジタル化に

よってそういうことが薄れていくようなことがあっては絶対いけないと思っています。 

 そのデジタル庁、自治体のデジタル化ということで、町の職員の方というのはデジタ

ルにはたけておられると思っておりますが、それ以上のデジタル技術をこれから職員の

方に担っていかなければいけない時代に突入させるというか、突入していかなくてはい

けないというこのＤＸ推進計画なんですが、人材の育成とかをまずしていかないとそれ

に追いついていかないと思います。今現在のシステムは、皆さん慣れていろいろされて

いますけど、それからまた変わっていくということで、職員のデジタル技術の習得の計

画とか、町長の答えにもありましたが、専門的な方をもし外部の方を招くようなことが

あれば、その専門の方にもまた人材の育成をしていただいたりするということになると

思うんですが、その人材育成のことに関しては、何かまだ決まっているというか、方向

性はないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  先ほども町長のほうで答弁をさせていただいており

ますけども、今そういった流れで動いておりますが、システムの改修の内容がまだ具体

的に示されていないという状況でございますので、人材育成等につきましては、そうい

った状況を見ながら研修の場を計画していきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  情報が流れてくる前に先の結末を決めておられるので、

現場としては大変だと思います。よろしくお願いしますとしか言いようがないんですが。 

 国はこのデジタル化によって、誰一人取り残さない、不便を感じてはいけないという

ことを言っておられますが、とてもそれをカバーする現場では大変なことになると思い

ます。誰一人取り残さない。８０代、９０代になられた方が窓口に来られて、万が一、

ＡＩがいらっしゃいませといって、何を御用でしょうかなんて答えようもんなら、びっ

くり仰天して窓口には行かなくなったりする可能性もあるので、その辺我が町の独自な

本当顔が見える町というところを大事にして進めていっていただきたいと思います。 



 住民のために不便を感じさせないシステムということなんですが、職員の方の仕事量

を減らすということも目的にあって、それが職員の削減のほうにつながっては絶対いけ

ないと思います。仕事が減ったんで職員の数を減らしていこうなんていう方向に向かっ

ては絶対にいけないと思っています。デジタル化によってできた時間は、やはり町民の

サービス向上のために使っていただきたいと思うんですが、その辺り町長はどうお考え

でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  デジタル化の推進というのは、やはり役場の効率性を上げて

いくという観点から非常に重要なことだというふうに受け止めております。そのことが

大前提にありますけれども、それをデジタル化進めることで職員数の大幅な削減という

ことにはつながらないというふうに私自身は思っております。 

 というのも、やはり合併をして本町も１５年という歳月がたっておりますけれども、

１６年でしたかね、１６年たっておりますけれども、やはりこの間、定員管理計画に基

づいて職員の数というのは相当数削減をしてまいりました。 

 一方で、国のほうからは、地方分権という名の下にといったらいいでしょうか、相当

な事務事業が町のほうにも下りてきておりまして、そういう観点から、職員は減るけれ

ども仕事量はかなり増えてきているということであります。一人一人の職員の負担感と

いうのは非常に重たいものになっているという状況で、いろんな新しいプロジェクトを

始めようにも、目の前の仕事が精いっぱいでなかなか新しい事業に傾注していくことが

難しい、時にはそういう体制にもなっているということで、そういう面からもこのＤＸ

デジタル化というのは、より一層進めていく意義を認めているといったとこであります。 

 ただ、やはり本町も高齢化がかなり進んでいる、そして高齢者の方が多いという中で、

議員御指摘のような、そういう町民の方が不便を感じるようなことになってはいけない

というふうに思っております。 

 一番分かりやすい例ということ、ふさわしいかはちょっと分かりませんが、例えば納

税業務なんかも以前から電子申告というものがシステム化されて始まっております。だ

からといって１００％の方が電子申告を必ず使いなさいということにはなっていない

わけでありまして、本町においても電子申告を推進しながらも、それが難しいという方

については納税相談を行いながら、町の職員が対応し申告業務を行っているというよう

なことにもなります。 

 今回のデジタル化の推進ということになりましても、私はできるだけ早く急いでシス

テムを構築する必要があるかと思います。じゃあといって、それができたからといって、

１００％町民の皆様が必ずそれを利用していくというようなことにはならないように、

それはそれで、できない、対応が難しい、特に高齢者の方々等には、職員がきめ細かく

対応していくということをしていく。そして、やがては時代の流れとともに、そのシス

テムを大半の方が使っていただくというそういう緩やかなサービスの変化というもの



を進めていくというふうに思っております。そういう観点で議員のそういう御懸念とい

うものが現実にならないように努力をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、もう一つは職員の人材育成でありまして、これも非常に重要でございます。

本町においてはこれまでにＩＴ系の誘致企業が来ていただいておりますので、そうした

方々をアドバイザー、御指導頂いて、職員の人材育成にも進めていきたいという思いを

私自身持っております。つい先日もその企業の御紹介を受けまして、あるＩＴ系企業か

ら、本町のＤＸを進めていくために人材育成をどのような形でやっていけばいいのかと

いう提案も頂いたところでありまして、我々としてはそういう誘致企業とのネットワー

クというものを有効に活用しながら、今後職員の人材育成というものも考えていきたい

というふうに思っているとこでございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ぜひ本当、一人一人を大事に顔の見える我が町を維持

していただきたいと思います。 

 もう一つ、このデジタル化に当たって、全国で同じシステムの中に自治体を全部取り

込んでしまうではあるんだけど、町独自、それぞれの自治体が独自でやっているいろん

な補助や支援のそういうものを削っていくということではないということ、独自の施策

はカスタマイズしていろいろやることができるということを共産党の議員が質問した

ときに、国会でちゃんと大臣がお答えになっているので、絶対この枠に入れなきゃいけ

ないというのではなく、津和野町が独自でこれをやりたいということがあれば、それは

できることなんだということを認識していただいて進めていただけたらと思います。こ

れは本当に大変なことだと思います。町民も理解も得るのももっと大変なことだと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 では、次の質問に移ります。 

 次は、乗合タクシーの実証実験についてお伺いします。 

 現在、木部地域で乗合タクシーの実証実験が行われています。高齢者の交通手段とし

て有効に使われているのではないかと期待をしています。実証実験は１０月から始まり、

実験期間の３分の１に当たる２か月が過ぎました。地域の住民からは、年金暮らしにと

っては月額運賃が高い。ほかの乗り合わせる人の都合に合わせることが今までの習慣に

ないのでためらっているなどの声を聞きます。 

 そこで、お伺いします。 

 １、現時点における加入状況、利用者の様子をお伺いします。 

 ２、対象地域を全町に広げられるのはいつ頃になるのでしょうか。 

 ３、今分かっているだけでいいんですが、課題点は何でしょうか。 

 近年、全国的に高齢の運転者による事故が多くなっていることを受けて、運転免許証

の返納をする人が多くなっています。自動車を運転しない方の移動手段が整備されてい



ないと、高齢者は家に閉じ籠もらざるを得なくなります。特に津和野町ではそういうこ

とが起きかねません。ぜひ使いやすい乗合タクシーにしていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、乗合タクシー実証実験についてお答えをさせてい

ただきます。 

 本町においては高齢化が進み、マイカーを自由に利用することができない住民の皆様

の買物・通院等、日常生活における移動手段の確保が喫緊の課題となっております。そ

うした中、住民の生活を支える移動手段として、鉄道、路線バスのほか、それを補完す

る町営バス等が運行しているものの、町営バスは利用者の減少と維持コストの増加、担

い手不足といった様々な問題を抱えております。 

 今後、さらに利便性が高く持続可能なサービスを模索するため、木部地区を対象に乗

合タクシーによる実証実験を１０月より開始したところであります。これにより、移動

手段が確保されるだけでなく、住民の外出機会が創出され、認知症等の予防にもつなが

るのではと期待しているところであります。 

 現時点における加入状況についてでありますが、１２月１日現在、５名の方に登録を

頂いております。木部地区住民に対して行った事前アンケートでは、乗合タクシーを利

用すると答えた方が３１人おられましたが、現状その６分の１程度にとどまっておりま

す。この原因については、利用者や公民館へ聞き取り等を行いながら検証しているとこ

ろですが、議員御指摘の月額運賃が高いといった意見も聞いております。また、これま

でも町営バスや買物支援サービス等を活用していたため、新たなサービスを使う必要性

を感じないといった意見もございました。しかし、実際に体験しないことには利便性を

感じてもらうこともできないと思われますので、１１月には木部公民館と連携し無料体

験会を実施いたしました。 

 また、１２月は１か月無料期間とし、利用機会の増大策を展開しているところであり

ます。運賃につきましても、運輸局と協議し、もう少し利用しやすい運賃設定を検討し

ているところであります。 

 今後も住民の皆様からの意見を聞きながら、利用者増加に努めてまいります。 

 対象地域を全町に広げる時期についてでありますが、木部地区での実証実験の結果を

踏まえ検討していく必要がございますので、現段階ではいつ頃とは申し上げることがで

きません。また、全ての地域でこれが一番よいやり方とも限りませんので、それぞれの

地域の実情を踏まえながら検討していきたいと考えております。 

 課題につきましては、まずは利用者を増やすことと考えております。利用者が増えな

いことには明確な課題も見えてまいりませんので、先ほど述べましたとおり、まずは利

用者登録における様々な障壁を取り除き、利用者増加に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 



○議員（９番 寺戸 昌子君）  登録は５名の方がされているということなのですが、

その登録されている方は利用をどのようにされているかを具体的に教えていただけた

ら。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  利用実態ですが、主には通院と、あと買物

が多くございます。中には散髪とか、そうした方もいらっしゃるようです。全てを何に

どういう利用されているかというのは把握しておりませんが、私の今手元にあるのはそ

ういった資料でございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  私がまだ乗合タクシーのシステムのことをどういうふ

うになっているのかが分かっていなくて、個人でこの日に病院に行きたいんだけどって

お願いしたら、タクシー会社のほうで組み合わせていただくとか、そういうシステムに

なっているんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  申込みに関してはそういった感じです。た

だし、利用の１時間前までに御連絡頂きたいということになっております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  乗り合いということになりますが、そうすると１人で

利用ということも可能ということですか。一緒に乗る人がいなくても大丈夫。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  １名でも利用可能でございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ということは、私がお話聞いた住民の方は、人と一緒

に時間を合わせて買物に行ったり、お医者さんに行ったりするのはとても難しいから利

用を控えているんだと言っておられた方は、ちょっとシステムの誤解をしておられると

いうことになるんですかね。自分がこの日に病院に行きたいと予約をしておけば、タク

シーが利用できるというふうに今解釈したんですが、どうでしょう。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  恐らく乗り合いする場合に、ほかの人との

時間調整のことを言われているんじゃないかと思うんですけども。例えば木部地区です

と、中山地区の方が仮に１０時に申し込みたいといった方がいらっしゃったとしますよ

ね。その後にＢさんが同じく１０時に申込みをしたということがあったとしましたら、

それが同じ例えば行き先が津和野共存病院だったとしますと、遠くの方のほうと時間を

合わせて、例えば９時５０分に来ます、Ａさんが。Ｂさんには１０時１０分に来ますと

いうような形でタクシー会社のほうで調整を行っております。なので、恐らく議員さん

がおっしゃった、お話しされた利用者の方というのは、多分、幾らか１０分とか２０分



程度の誤差が出るので、自分の思うようにならないというふうにおっしゃったのではな

いかなというふうに推察いたしますが、基本的には、乗り合いなので幾らかそうした時

間調整が出てくるというような実態であります。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  結構、そうすると使いやすい、私は事前に誰かと相談

して一緒に乗ろうよという話をしなきゃいけないのかなと誤解をしていまして、結構利

用しやすいなというのを今感じました。私、町の広報を見たり、議会での説明を聞いた

りしとって誤解をしたんですが、やはり住民説明会をされていても、まだ誤解があるん

じゃないかと、勝手に思っちゃいけませんが、やはりさっき町長のお答えで無料の体験

会をされたりするみたいなので、その辺をしっかり進めて、とにかく体験していただい

て使っていただくのが大事かなと感じます。 

 私は今、車の免許持って車も持って、自分で勝手に自分の好きな時間に出て帰ってと

いうことできるんですが、免許を返納すると、そういう乗合タクシーを利用したらいい

んじゃないかなというのを今感じます、私自身がです。たしか５,０００円でしたね、

月額が。それだとちょっと高いな、年金生活だと高いなという気はするんですが、車を

持ち続けると、月５,０００円じゃあとても維持できないので、その辺のことも考える

と、この乗合タクシーをもっと町の広いところで利用できるようになっていただきたい

なという気持ちがあります。ぜひ進めて大成功というか、どんどん広げていっていただ

きたいなと思います。 

 高齢者の方が三輪の電動三輪車というんかな、タイヤが三つあって電気で動く乗る車

がありますね。あれも結構使いやすいといって持っておられる方がおるんですが、それ

は結構高いそうなんですよ、買うにしては。あの辺、ちょっとした距離はああいうのを

利用しても何とかなる、バス停まではそれで出るとか、バスに乗るとかいうこともでき

るんじゃないかなと日頃は見ています。お年を召された方が家に閉じ籠もるようなこと

がないように、ぜひシステムの開発をしっかりしていただいて、利便性のあるところに

広げていっていただけたらと思います。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、９番、寺戸昌子君の質問は終わり、ここで１０時ま

で休憩といたします。 

午前９時 51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序２、５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  発言順序２番、座席で指定席が５番です。 



 下森町長には４期目の当選、まことにおめでとうございます。今回の質問は、町長の

４期目に向けてのまちづくり構想ということで、その中における何点かを御質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 最初に、０歳児からの人づくり構想の推進についてということでございます。特に今

後４年間、定住人口対策としてまちづくり構想の重点施策として位置づけられました、

０歳児からの人づくり構想を加速化する上で、今後４年間が大変重要であり期待すると

ころであります。 

 そこで一つ目、人材活用と財源確保、さらに予算管理、事業評価を一元的に執行でき

る「室」の設置が必要と考えますが、いかがでございましょうか。 

 二つ目として、津和野高校の魅力化に伴う施設整備として、ペンションのリニューア

ルが検討されております。改修費や今後の運営費についてどの程度が見込まれるのか、

そして県からの財政支援等はあるのかをお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは５番、板垣銀の御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 ０歳児からの人づくり構想の推進についてでございます。 

 津和野高校魅力化事業から始まった本町の教育魅力化事業は、教育委員会が策定した

０歳児からの人づくりプログラムをベースに、より系統性のある教育体制を構築し、活

動の充実を図ることとしております。これにより、保小中高それぞれの学校等の教育に

加え、自然や文化、産業等の地域資源を生かした地域総ぐるみの人材育成を進め、持続

可能なまちづくりを目指しているものでございます。 

 事業実施に当たりましては、教育魅力化コーディネーターが教育魅力化事業を企画、

立案しながら、子ども達の生きる力を育む主体的で対話を重視した深い学びを実践する

とともに、地域の大人が子どもに関わる機会の創出に取り組んでおります。今年４月に

は教育魅力化コーディネーター等の教育人材が所属する一般財団法人つわの学びみら

いが活動を始めており、事務局に行政職員が出向し教育魅力化事業を展開しております。 

 この法人は、保小連携から中学校、高校等のコーディネーターや町営塾ＨＡＮ─ＫＯ

Ｈの講師等が在籍しており、系統的で地域とつながる学びの実践に取り組んでおります。

この活動をさらに発展させることで地域総ぐるみの人材育成が進むと期待していると

ころであります。これらの教育事業における財源については、地方創生交付金を活用し

ており申請等の手続きや管理をつわの暮らし推進課が担っております。 

 また、０歳児からの人づくり事業をまちづくりに発展させるため、教育事業に関係す

る担当者が横断的に取り組むため、０歳児からの人づくり推進室を行政内に設置してお

ります。初年度の現状といたしましては、事業の進捗状況等の情報を共有し、事業の在

り方や情報発信について協議を進めているところであります。 



 今後の０歳児からの人づくり推進室の運営につきましては、一般財団法人つわの学び

みらいと連携することで効果的な事業実施が見込まれることから、教育魅力化コーディ

ネーターを構成員に加え、事業評価を踏まえ構想を練ることとしております。予算措置

や権限の付与については、必要に応じて検討してまいります。 

 次に、津和野高校の魅力化事業が全国的に認知され、志願する生徒が増加したことに

より、入寮希望者が定員を超えるなど住環境の不足が課題となっております。町といた

しましても、高校の魅力化事業に取り組む上で住環境の整備は喫緊の課題と捉えており、

志願する生徒が不安なく津和野高校に進学、そして生活できるよう、現在使用されてい

ない宿泊施設を改修して定員１６名の町営寮を整備することとしております。 

 建物改修につきましては、耐震化や消防法に適応した建物改修費に１億４,０００万

円程度を見込み、このたびの１２月補正予算案として上程させていただいたところでご

ざいます。財源は合併特例債を予定しております。 

 町営寮の運営費につきましては、炊事員人件費や水道光熱費等を含めた年間経費を１,

１００万円程度と試算しております。これに対して県の財政支援は、炊事経費に年間３

４４万３,０００円、光熱水費等の基本的経費に年間１０５万円の合計４４９万３,００

０円が補助金として交付されることとなっており、申請に向けて県教育庁と協議してい

るところであります。 

 町営寮の整備並びに運営につきましては、県教育庁や津和野高校と連携をし進めてま

いります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  私もこの魅力化事業に対して、非常に期待していると

ころということでございまして、これまでの進め方が教育委員会サイドで進んできたも

のと認識しておりましたが、改めて今年度の施政方針等に目を通してみますと、つわの

暮らし推進課に事務局を置くというような形で、既に津和野町０歳児からの人づくり推

進室というものがこの３年の４月に設置されているということを認識したところでご

ざいますが、この室に対してはつわ暮らの課長さんが室長という立場で進めておられる

かと思いますが、先ほどの回答では、一般社団法人つわの学びみらいに対しては事務局

として行政職員が出向しておられるというふうな答弁でございましたが、やり方がその

ほうがベストということで、現在進めておられるのかどうか分かりませんが、やっぱり

これは現在の室長であるつわ暮らの課長の、そこがやっぱり選任としておくほうが各課

を跨いで、特に教育委員会部局、健康福祉課も含め、さらに一般社団法人のつわの学び

みらいですか、そういうものを全部を統括する上では、やっぱり独立した室というもの、

そしてそれは兼任、併任ではなくて、専任というんですか、そういう室のほうがこれか

ら４年間進めていく上では大切になってくるのではないだろうかなと思いますが、現在

の事務局へ行政職員が出向しているという、そのことについて私はちょっと十分理解し



ておりませんが、どの課の方が行っておられるんですか。ちょっとお聞かせいただけま

すか。 

 それと、今の私の前段の質問に対して、現在その室長であるつわ暮らの課長がどのよ

うな認識でおられるか、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  まず、先ほど町長の答弁にありました０歳

児からの人づくり推進室というのは、議員おっしゃるように私が室長兼務しております。

これは、この事務局はつわの暮らし推進課にございまして、構成員は教育委員会から２

名、つわの暮らし推進課から３名、それから健康福祉課から１名、こういう構成になっ

ております。 

 この事務局は０歳児からの人づくり推進室として、つわの暮らし推進課が事務局を持

っておりますが、議員おっしゃる一般財団法人つわの学びみらいの事務局に町の職員が

出向しておるというのは、これはまた別の問題でございまして、一般財団法人つわの学

びみらいにはつわの暮らし推進課の課長補佐の楠が出向兼務で行っております。 

 これはどういうことかと申しますと、一般財団法人つわの学びみらいというのは、今

年の春に立ち上がりました。立ち上がった当時の、いわゆるスタートアップのところは

恐らく行政支援等が人的に入っていかないと、なかなか回らないだろうというところの

配慮から、大体１年ないし２年を目途に事務局長として行政役場側から出向して、そち

らのお世話しておるというようなことでございます。 

 なので、０歳児からの人づくり推進室とつわの学びみらいとは、ちょっと別物のよう

な形で御理解いただけたらというふうに考えています。０歳児からの人づくり推進室は、

あくまでも行政内の教育委員会、健康福祉課、つわの暮らし推進課が課を横断して、０

歳児からの人づくり推進を進めていきなさいという町長の意向から立ち上がったもの

で、議員がおっしゃるような行政内にそれを組織して、今年度はいろいろな情報共有で

すとか、情報発信に努めているというふうに御理解いただければと思います。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  分かりました。今、町長は一般財団法人ですか、つわ

の学びみらいを立ち上げて法人化できましたが立ち上げていたそのときは、いくらか財

源的というか、財政支援が国なり県なりからいただけるけども、これからはその法人事

態の運営については、非常に努力していかなければならないというようなことを今日ま

で申されたことを、ちょっと記憶にありますが、今後そのつわの学びみらいの運営に対

する財源というものはどういうものが宛がわれて、そして自分たちで法人で何かを収益

を得るというような事業にも、手が差し出されるのかどうか、その辺についてちょっと

お伺いしたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  現在のところの財源は、国からの地方創生

交付金が主なものになっております。議員がおっしゃるように、今後の一般財団法人つ

わの学びみらいは、やっぱり独自の財源を持っていかないと、地方創生交付金がなくな

った後のこととか考えると、今からもうそうした準備を進めなければならないという認

識でおります。じゃあ今、具体的にどういうものが今後のつわの学びみらいの財源とし

て宛にしておるかですとか、今後の事業計画があるかというのは、今のところまだ検討

段階でございます。 

 例えば、トヨタ財団ですとか、そうしたところの補助金の申請ですとか、それからあ

そこの独自の事業収入をどう得るかというような形を今、来年度の事業計画ですとか収

支計画等々は、今ちょうど検討しておる段階でございます。なので、持続可能なこうい

う一般財団法人が続いていくためにはそうした検討が早急に必要という認識でござい

ますので、今後そうしたことが分かり次第、皆様方にいろいろ報告してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  大変でしょうけど、しっかり財源確保と人材活用に奔

走されて、この事業で成果が得られることを期待しております。 

 あとペンションのリニューアルに関する質問でござますが、先ほど答弁では１億４,

０００万円、そして備品購入等で２,０００万円というようなものが先般の山陰中央新

報にも掲載されておられましたけど、少しちょっと、これからどうなるのかということ

で、現在の津和野高校の寮は７０人が定員で６６名入っておられて、寮費は３万５,０

００円というふうに伺っています。そして、それでは賄えない部分を下宿という形で、

何軒かの受入れ先になっていただいて、そこを希望される学生の方は、少し３万５,０

００円の寮費ではない、少し高額ではあるけども、そういうものが学生の負担として親

御さんにかかってくるようでございますが、そのために町としては下宿促進推進補助金

ですか、その１人当たり２万円ですか、それを月額出しておられると私は思っています

が。 

 ある下宿の受入れ先の方からの御意見では、私の家は７万円でその事業を請け負って

いるよと。そうすると、３万５,０００円が基準の寮費として当然の負担となり、さら

に町からの補助金が２万円あるとするならば５万５,０００円になります。そうすると

Ａさんの下宿先に入られた方は、あと残り１万５,０００円が自己負担として当然かか

りますが、それは寮という集団生活ではなくて、個人で生活ができるというわがままが

一部ありますので、その１万５,０００円はわがままで少し負担が増えても、それは本

人の当然のあれだと思ってみんな納得しておられると思いますが、本町が、さらにその

方の御意見を聞きますと、寮生に対しては２万円の月額補助金、そして受け入れ側のほ

うにもなんか１万円ぐらいは支援をいただいているというようなことも考えましたが、

受ける側、入る側にそれぞれ町として、それぞれの２万円と１万円という形なんか分か



りませんが、その辺については実体はいかがでございましょうか。そうしてこれ、２万

円の補助金についてはなんか要項がありましたけど、１万円の要項というのがちょっと

探す中にはないようですが、これ現在どのぐらい実績として出しておられますか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  ２万円の補助は私も承知しておりますが、

１万円の補助というのは下宿代の回収費じゃないでしょうか。これは上限１０万円でご

ざいます。津和野高校生を受け入れる下宿のところが自分の部屋を、例えばエアコンを

新しく設置するとか、そうしたことの経費に使っていただいております。恐らくその経

費じゃなかろうかと思います。 

 議員おっしゃるように今、寮生がいっぱいでございます。ただその下宿生に、じゃあ

どういう人がいくのかというのは生徒の希望ももちろんですが、その辺の采配といいま

すか、管理は高校のほうでしていただいています。ですから我々町のほうで、あなたは

寮に入りなさい、下宿にとかいってやっているわけじゃございません。なので、今後の

今度の町営寮ができますけれども、その辺も管理ですとか運営方法については、しっか

り県や津和野高校と協議しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  分かりました。あと新しく民間施設が町の寮として開

設される中で、先ほど運営については県から４４９万３,０００円ですか、補助がある

というふうに聞いております。それで１,１００万程度が年間経費という形でございま

すが、やはりその、まだ今の時点でどうかと思いますが、入られる寮生の負担がこの現

実の中でどの程度の設定がなんとかなるのか。その辺をまだ検討されておられますか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  まだ正直なところ、寮費の具体的な月額に

ついては、まだ決まっておりません。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  新聞資料では厨房というか、炊事とか云々じゃなくて

舎監というような表現でございましたが、舎監と炊事は同室のものですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今のところ、舎監と炊事の方は別々のもの

というふうに認識をしております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ひとつスムーズな、できるだけ早く受入れ体制が整う

ことを期待して、この質問を終わります。 

 それでは続いて、行政組織の見直しということで大きなくくりでおりますが、先日も

東京事務所の次長が帰られて全員協議会の中で報告がありましたが、東京事務所という



のはもともと、東京オリンピック開催年までを一区切りとして進めてこられたというふ

うに私は承知しております。 

 それで、東京事務所の設置に関する条例を見ますと、もろもろのたくさんなミッショ

ンというか、そういう仕事が課せられておりますが、これなかなか住民の皆さんからど

れだけの、この事務所が東京にあることに対するメリット、デメリット云々等で、とき

どきというよりは頻繁に私のほうでは聞くところでございます。 

 今回の４期目の町長選挙に際しましても、一つのテーマではなかったかというふうに

ふうに考えておりますが、この事務所の継続か、撤退か、町長の所見を伺いたいと思い

ます。 

 併せて文化庁から指定を受けて現在計画が出来上がりましたが、文化財保存地域計画、

出来上がっていると思いますが、それやら日本遺産の認定、重伝建等の推進を図る上で

文化財係を町長部局としたほうが、私はもろもろいいのではないかというのが私の経験

上思われるわけですが、その辺についての御見解をお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、行政組織の見直しについてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、津和野町東京事務所については、御指摘のように東京オリンピック開催年まで

を当面の一区切りとして進めてまいりましたが、その背景にはオリンピックを契機に一

層のインバウンド（訪日外国人旅行）需要が日本において高まることが予想され、本町

の観光振興に活用していくために重要な位置づけをしておりました。オリンピックは開

催されたものの、残念ながら新型コロナウイルスによるパンデミックによりインバウン

ドは見る影もなく鎮静化をしておりますが、今後必ずこの感染症も世界的な終息を迎え、

海外から多くの観光客が再び日本に訪れる時期がやってくると信じております。いわゆ

るアフターコロナにおいて本町の基幹産業である観光の振興を図る上で、引き続き東京

事務所の役割は重要と考えているところであります。 

 併せて、新型コロナウイルス感染症は、日本国民の生活様式や思考にも大きな影響を

与え、地方への関心が今後高まるといわれております。本町において定住対策は何にお

いても取り組まなければならない喫緊の課題であり、首都圏における窓口としての機能

を持つ東京事務所は社会環境の大きな変化とともに、今後一層活用していかなければな

らないと考えております。 

 本年の東京事務所の活動は、先日の議会全員協議会で報告をさせていただいた通りで

ありますが、コロナ禍により活動が制約をされる中でも、ウィズコロナ、アフターコロ

ナに向けて様々な準備を進めてまいりました。 

 また来年は、森鴎外没後１００年に当たり、終焉の地である東京都文京区とは一層の

交流を深める事業を計画しております。これまで文京区からは東京事務所の活動をとお

して、文化交流のみならず観光や企業誘致、農業などの様々な分野において本町の振興



に多大な御協力をいただいてまいりました。これほどの活発な交流や共同事業ができて

まいりましたのも、文京区成澤区長の本町に対する深い御理解があってこそと認識して

おり、この関係性が構築をできている間は、本町にとっての絶好の機会として東京事務

所を十分に生かしてまいりたいと考えております。 

 当然のことながら、厳しさを増している本町の財政状況を鑑みながら、東京事務所の

費用対効果を常に見極めてまいります。その上で、議会にも毎年度の予算編成前に御相

談をさせていただきながら、継続の時期などを判断してまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 二つ目の御質問でありますが、文化財係の町長部局への移管に関する御質問でありま

すが、近年文化財行政については、保存から活用へ重心が置かれるようになってきてお

り、呼応して全国の市町村では文化財関連部署を教育委員会から首長部局へ移管すると

ころも出ているように聞いております。本町においても、多様な文化財は重要な観光資

源となっており、その保存とともにどのように活用していくかという観点から商工観光

課等との連携を深める上では、町長部局への移管も一考に値するとかねてより認めてお

りました。 

 一方で、島根県においては文化財行政を教育委員会にて司っておられることや文化庁

との関係性を鑑みた上で、機能的な連携を行うためには移管することが正しい判断であ

るか慎重に検討する必要があると考えております。 

 併せて、これまで文化財に資する各種審議会に出席をしてきた中で、有識者の方々か

ら社会環境の変化に関わらず一途に文化財を守ってきた本町の姿勢を評価いただき、活

用に傾注しつつある風潮に本町が即していくことを心配さえる御意見を賜ってきたこ

とを胸に留めてもおります。 

 こうした背景において、本町の文化財係を町長部局に移管することについては、各界

の御意見をお聞きしながら判断をしてまいりたいとも思っております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それでは、東京事務所の町長の答弁に対しまして、こ

の東京事務所というのが開設以来何年になるのかなということでひも解いてみますと、

平成２６年の３月１１日が告示ということで設置要項がなっていますから、２６年３月

に設置されたもの、それから今日まで約７年間が経過しているのかなというふうに認識

しております。 

 ただ、その７年間の中で、時の流れか社会情勢なのか分かりませんが、この要項とい

うか改正が７回にも及んでおります。これは何を意味するかといいますと、結局実体が

なかなか当初の計画していたような形で取り組む体制也云々が、なかなか時々に応じて

支障があり、目的が達することが非常に厳しいというような視点のもとで７回の要項の

改正につながっているのかなという感じがしますが、いずれにしましてもこの前の、コ

ロナということが非常に極めて残念な中で、本当担当者の努力がやっぱり報われていな



いような感じがして、気の毒なところもありますが、ただ報告の中で、津和野の特産物

を輸送費をかけて東京に持っていって、これが津和野のブランド品ですと言ってやられ、

そして試食的な数量でその都内の都民の方、そして量販店の方、お料理屋さん、そうい

う方が試食的にそのブランド、農産物を使われて、それが最終的に取引きとして流通と

して拡大につながることが期待させるわけでございますが、なかなか全国津々浦々、う

ちのブランド品が一番だと声高らかに言ってＰＲしても難しいのではないかな、この事

業をこのままの継続では少し難しいのではないか、そのようなことから去年ですか、邑

南町の試食の取組について非常に関心がありまして、グループで行ってまいりまして、

寺本さんというんですか、その方のお話を聞く機会があり、そして寺本さん自身が編纂

されたビレッジなんとかという本がありますが、それも購入して読んでみますと、やっ

ぱり東京に物を運ぶとか東京に送るんではなくて、人をこっちに招く、あそこに行って

みようというような、その取組みのほうがむしろ実績が上がっているように私は感じて

おります。 

 その辺について御一考いただくということと、やっぱりもう一つは東京事務所の設置

に関しては、これからの津和野町を担う中堅の職員の一つの養成といったら言葉があれ

ですけれども、人材育成につながるような、そういう前線基地に１人で立ち向かって町

長のめいを受けて頑張っていただく、その人材育成のためには正職員を派遣するのが津

和野町民としては当然の人事ではないかという意見をよく聞きますので、その辺につい

て今度継続しようとするならば、その辺についての御配慮はいただけたらと感じており

ます。 

 あと文化財係のことについては非常に慎重にも答弁がありましたが、日本遺産認定の

修正計画は現在どのような段階にあるかをお聞かせいただきたいと思います。再審査結

果がまだですか。その辺についてお願いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  東京事務所の関係でございます。いろいろな業務の目的があ

るわけでございます。その中でやはり数少ない２名体制という、そういう中で業務を運

営しておりますので、今後についてはやはりもう少しやるべき仕事に優先順位を付けて、

それをある程度絞り込んでやっていく必要があるというふうに思っております。 

 私は最初の答弁でも申しましたとおり、まずやはり観光でございまして、このインバ

ウンドということを、やはりアフターコロナを目指して、今から取り組んでいくという

ことが非常に重要だというふうに思っております。やはり選挙期間中をとおしても、基

幹産業は観光だということで、多くの期待の声も聞いてきたところであります。じゃあ

これをどう生かしていくのかということで、情報発信ということにも力を入れてまいり

たいと思っておりまして、その辺の今、準備もしているところでありますが、やはりい

わゆる首都圏への、いわゆるツーリストの業務を行う会社、ツーリズムを行う会社、こ



ういうようにやはり直接的な訴え、足を運んでの営業活動、そういうことも非常に重要

だというふうに思っているところであります。 

 現在、やはり石見空港がありまして、それの活用という観点から、圏域でこうしたと

ころにも取り組んでいこうとしておりますので、本町としてはそういう益田圏域の自治

体の力もしっかり連携をしてお借りをしながら、東京事務所を有効に生かしてインバウ

ンドを中心とした観光につなげていきたいということであります。 

 御承知のとおり、今回の新型コロナウイルスの影響によりまして、町内の観光業大き

な打撃を受けております。なんとかこれを今から力を入れて復活させていかなきゃなら

ないと、そういう強い思いの中で、この東京事務所はもう少し活用していくという気構

えでございますので、また御理解もいただきたいというふうに思っております。 

 併せてもう一つの優先順位の高い問題として、これも最初にお話をしましたように、

人口減少対策でございます。やはり首都圏に窓口があって、津和野に住んでみたいと思

われる方を直接的にそこで津和野町の魅力をお話しできる窓口が常にあるということ

は、私は重要だというふうに思っております。当然、ＩＴ社会でございますので、詳細

な説明というのはまたオンラインという中で、東京事務所に来ていただいたところと、

そして本庁の担当部署とがオンラインでつながる中で、そういう説明もしながらという

ことも念頭に置いておりますが、やはりそこの窓口が東京にあるということは、この定

住対策においては非常に強みになるというふうに考えているところでありますので、今

後についてはそこをしっかり重点的に業務として行っていきたいというふうに思って

おります。 

 そして、正職員をまた東京事務所に派遣すべきではないかというふうにところでござ

います。この点についても十分踏まえて今後検討していきたいというふうに思っており

ます。今回は正職員を送るに至っておりません。再任用職員を送っているわけでござい

ますけれども、やはり本町も経営管理計画に基づいて職員をかなり減らしてきておりま

す。そういう中で全体の職場を見た中で人事のやりくりというのが非常に今、難しい状

況になっておりまして、このたびは一つの苦肉の策でもあるというふうに思っておりま

す。今後については、御指摘のような中堅職員の人材育成ということも踏まえた中で、

来年度から早々にということがちょっと今、はっきりは申し上げられませんが、いろい

ろ人事を考える中で、そのことは十分に気に留めながら、また検討してまいりたいと思

っているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  日本遺産の再審査スケジュールのことについでござ

いますが、今年の７月１６日です。再審査の発表があったということでございます。そ

の後、津和野町としましては合計４回の日本遺産の活用推進協議会を開催しまして、そ

ういった中で計画を作ってきたわけでございます。 



 当初９月の１７日に計画を提出する予定となっておったところですけど、今年度のコ

ロナの関係で現地調査も難しくなったということで、緊急事態宣言もありましたので、

これが延びに延びまして、現地調査事態、計画の提出事態が１１月になってまいりまし

た。その間、現地調査も９月に予定されておったところですけど、これも１０月の１４

日ということになったところでございます。実際、現地調査にフォローアップ委員会の

方、それから文化庁の方が津和野町にいらっしゃいまして、津和野町の日本遺産の活動

について先行説明を行ったところでございます。 

 そうしたところを越えまして、１１月の５日に計画を文化庁のほうに提出したところ

であります。発表自体は文化庁のほうからいつあるということはまだお聞きできていな

いところですけど、当初は１１月にあるということでございましたが、恐らく１２月、

もしくは１月ということで、そこのところまで聞いておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それじゃあこのことについては終わりまして、３項目

めの１００周年記念事業ということで、いろいろ歴史のある津和野町においてはそれぞ

れありますが、今年ですか、郷土館の創設１００周年記念事業ということで展開されま

して、そのポスターなりチラシを見ますと１０月２日に講演会がなされて、展示はこの

１２月１３日ですから今日までですか、そういう形で郷土館の中にあるもののさらに１

００周年を記念するような展示内容ということで伺っておりますが、私も少し中に入っ

てみたときに、あらと思って、たくさん入口の上がり框といいますか、その辺に埋蔵文

化財というか、そのあちこちいっぱい掘ったものが山積みになっておりまして、この１

００周年記念事業のお客様を迎えるという感じの博物館としてのしつらえとしては、い

かにも無造作という感じがありました。 

 さらに、これから話題になっております三津同盟やアフターコロナの中で、観光振興

策としてやっぱりこの歴史ある郷土館の活用が大切ではないかなと思っております。そ

の辺について、とりあえず答弁をお願いしたいということでございます。 

 それともう一つは２０２２年、ちょうど来年ですけども、山口線の開通１００周年と

いうことで、その際にイベント等はどのようなことを計画されておられるのか、現段階

においてその計画があればお知らせいただきたいということと、あと私たちの住んでい

るところでは、ＳＬの写真ファンの方がたくさん来られて、その方々とも日頃から意見

交換する機会がありますが、その中で城山から写真を撮ったり、それから門林の高いと

ころの辺でしょうか、あの辺から写真を撮った際に９号線から青野山荘のところを下り

て、津和野の町に入るところに大きな赤い鳥居がありますけれども、あの鳥居が頭だけ

ちょちょっと見れて、あともう全体が見えなくて、もう少し景観的なものがうまく維持

できないだろうかというようなことで、要望をいただいております。立木の伐採等につ

いての考え方等をお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、１００周年記念事業についてお答えをさせていた

だきます。 

 まず、大正１０年に公立の博物館の先駆けとして開館した津和野町郷土館は、今年開

館１００年を迎え、その価値を講演会や特別展示で町民の皆様や観光客にも紹介してき

ました。また、本館の建物は国の登録有形文化財としても登録されており、貴重な文化

財でもございます。議員御指摘の埋蔵文化財の出土品につきましては、郷土館で整理作

業を行ったものを旧三松園に移し保管しています。郷土館では埋蔵文化財調査の職員の

ほか、堀家文書の整理業務を行っている職員など、多くの業務を行っており、現状では

物理的に出土品を一時的にでも保管するスペースがなく、それらが来館者の目に触れる

状況となっています。 

 現在、事務スペースを確保できるよう調整を行い、適切な施設管理に努められるよう

に検討しているところです。また、今後議員御指摘のとおり、観光客に喜ばれるような

企画展示など一層の活用を図りたいと考えます。 

 二つ目の御質問でありますが、令和４年には山口線津和野駅が開業して１００周年を

迎えることとなり、町ではこの機会をコロナウイルスからの景気浮揚の好機であると考

えております。また、同年は森鴎外先生の没後１００周年にも当たり、町、教育委員会、

商工会や観光協会をはじめ、民間事業者等とも連動したイベント等を含む効果的な事業

に取り組みたいと考えております。 

 現在は、新年度予算の編成前に当たることから、観光部局が財源等も含めた事業計画

を検討している段階であり、現時点で具体的な実施策を全て答弁できないことをお許し

いただきたいと思いますが、森鴎外記念館での記念講演に加えて、ＪＲと連携した「鴎

外津和野に還る」とした誘客事業の実施や、それに併せた町内の商店等と連携して町中

バルの開催、飲食店やお土産物店などと連携して、新メニューや新商品の開発などを検

討しているところであります。 

 次に、大鳥居付近の樹木の伐採の件ですが、伐採に際しては土地の所有者の同意が必

要であります。そのためには所有者を特定することが必要になり、土地の境界確認作業

や相続等の調査も発生することが考えられますので直ちにというわけにはいかないと

思いますが、国道９号からの景観は現在整備を進めている見晴らし広場の整備等とも連

動して取り組むべき課題であると認識しております。今後は御意見を踏まえて、農林課

等と連携し適切に対応してまいりたいと存じます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  現在の状況は分かりました。旧三松園に調査というか、

とりあえず終わったものはそこへ移して保管しているというふうに説明がありました。

私もその三松園というものは１回中へ入ったことは何度かありますけど、現在どのよう

に、どこまで埋蔵文化財等でスペースが狭くなっているかちゅうことは承知しておりま

せんが、あれだけのスペースで、あそこへ調査の関係、埋蔵文化財調査の職員、そして



堀家文書の整理を行っている方、また西周の云々の調査もしておられる方も、ちいとず

つその今の郷土館の中で仕事しておられるようですが、三松園というものはただの物置

き、もっとあそこにそういうものの機能というものを移すこと、それは移すということ

は倉庫じゃないので、また電気やら電話とかいろんなもろもろのケーブル等では大変な

支出になるかと思いますが、三津同盟をこれからしっかり町のあれとして進めるとする

ならば、三松園にそちらの機能を移して、郷土館のしつらえをしっかりしていく、そし

て郷土館の２階に上がらせてもらいましたが、なんともいえん、倉庫ともいえん、なん

ていいましょうか、書庫といいましょうか、いろんなものがたくさんありまして、貴重

なものだとは思いますが、その辺についてもどっか移動して、２階もやっぱりうまく活

用するように、三津同盟をこれから進めるとするならば、そのぐらいの心構えで来年度

進めていただければと思います。 

 あと山口線の関係で、いろんなことを考えてはおられるけれども、まだ具体的なこと

が提案としてはいただけませんでしたが、その大鳥居のところの周りの木を切ることに

ついても、なんか従前から同僚議員があそこの津和野の町の景観等に云々、９号線の沿

線の流木の伐採等についてはこのような答弁だったと思いますが、鳥居の一部分のとこ

ろだけでも考えてみたときに、法務局の切図と登記簿を閲覧して具体的に進めることは

行政でなくてもできます。というのはなぜかと言いますと、私どもは山口線沿線協議会

というメンバー４０人ばかりで構成せれておられますが、その方々と一緒にうちらの山

の上に上がって、立木伐採しました。もちろん所有者も確認されて協会も確認されてい

ますからそういうこともできるわけでございますが、鳥居の周辺の一部を法務局行って

切図と登記簿謄本を閲覧した上で、積極的に伐採にこぎつける、こういうことも１００

周年、お祭り騒ぎをするだけでなくて、地道ではあるけどもそういうファンの皆さんと

一緒に共同活動ができれば、これでまた１００周年や極めて津和野の印象としてはいい

ものになると私は思っておりますので、御一考いただければと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  郷土館のことでございますが、今のあそこで整備をしたも

のを三松園のほうへ移して管理をしているということで、三松園の使い方は今もうほぼ

倉庫の状態です。そもそも美術館の作りでございますので、事務スペースがほとんどあ

りません。実際に遺物、出土品も含め堀家の文書は莫大の量でございますので、ほぼも

う満杯の状態に今なっておりまして、そもそもに今の状態ではそこ事務室を作りかえる

ということ自体が困難な状態に、今なっております。郷土館につきましては、従来から

教育委員会としての思いとすれば、養老館が改修が終わったら、次は郷土館ということ

で、今までも思って計画も進めてきたところでありますが、なかなか合間合間に新しく

緊急事態が生じておるような状況で、だんだん先送りに今なっております。このたび、

作りかえました計画の中では令和８年ぐらいから郷土館の整備に当たろうというふう

に計画を改めて控えておるところであります。 



○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  １００周年事業については、こういうことで終わりた

いと思います。 

 最後の質問でございますが、交通システムの実証実験については、前段の同僚議員か

らの質問に対して町長からの答弁もありました。その聞いたことをもう一度質問すると

いうのもいかがと思いますので、それを念頭に置いて質問したいと思いますが。 

 どうも１０月からスタートしたこの実証実験、まだ確かに１０月、１１月しか終わっ

ていませんが、先ほどの答弁をお聞きしますと鳴り物入りでやった割には登録者が５人、

どれだけの利用があったかといって、具体的に何回使われたとかそういうことも具体的

には答弁がありませんでしたが、そもそもこの実証実験は、委託料は１,９００万ぐら

いじゃなかったですか。それで委託先はコンサルと実証事件に関わるタクシー事業会社

の方に当然その実証実験の費用が積算として上がっていると思うんですが、１,９００

万も委託料払って、希望がないけえ、だけども来年なんとか見つけましょう。そんなま

だ２か月ですけど、最後の３か月やった上でないと、その結果というのは評価できませ

んが、いかにもそのやる段階でコンサルのやっぱりこうしたほうがいい、ああしたほう

がいい、そういう指導というものがコンサル料に大きく入っていると私は、入って当た

り前だと思うんです。その辺についてよろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  コンサルさんは今、バイタルリードさんと

いうところが受託しております。確かに議員おっしゃるように利用者が伸びておりませ

ん。これは１０月の事業開始までのところで地区説明会も４回行いました。それから木

部公民館の方等々、御協力いただきまして、お声かけの作業もしております。事前のア

ンケート調査、それから実際の事業がスタートしてからも１１月の実証実験のてこ入れ、

それから１２月は無料で行っているというような状況でございます。現在１２月に入り

まして、また２名の応募者がございましたので、今現在７名というふうになっておりま

す。 

 そういうことを考えましても十分な実績が上がっておるとは確かに言い難いことか

と思いますが、我々どもも担当課としたら、これ実証実験として非常に新しい試みで、

県内でも今、大田市で同様の実証実験が行われております。そこでは非常に高い利用実

績と評価をいただいているというような情報もあった中で、役場内では医療対策課の包

括支援センターとも協議をして、今の町営バスのいろいろな問題点を一緒に解決する。

さらには高齢者の方々の交通不便者対策の一助になるという考え方のもとに今進めて

おるところでございます。今年度残りもう僅かになってまいりますが、この利用者数を

増やしながら、この実証実験を実りあるものにしたいというふうに考えておりますので、

いろいろ御理解をいただきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 



○議員（５番 板垣 敬司君）  バイタルイズムというコンサル、大田のほうではそれ

なりに先行事例として実績も上がっておられるようですが、そういうところも担当課と

して参考にされながら、さらにそのコンサルのバイタルイズムですか、そういう方とも

協議をされながらここまでこぎつけられたと思うんですが、少しちょっと取組みの弱さ

というか、期待度が外れているなと思うんですが。 

 実は、朝日新聞の１か月ぐらい前にこういう記事がありました。山形県の南陽市、大

体その町は行ったことありませんけど、１６０.５平方キロメートル、ちなみに津和野

は３０７.０３平方キロメートルですから、津和野の半分かな。もちろん津和野はこん

な山の中ですから。ただその南陽市は津和野の半分でありながら、平野なのかも分かり

ませんが、人口は２万９,９５７人。沖郷地区というところがあるようでして、沖郷地

区が担当者に落合さんという方がおられて、私はその新聞記事から電話をしました。そ

うしたら、６０歳以上の人が対象で利用者は一律使ったときに５００円払われるそうで

す。 

 例えば、木部から津和野の共存病院まで行かれたときに５００円払う、診察が終わっ

て帰るときまた５００円払うわけですから１,０００円払うことになります。今の津和

野の場合は月々使っても使わんでも５,５００円を負担しましょう。そうして乗り合い

で三、四人で使いましょう、そういう仕組みになっていると思いますが、今の仕組みと

山形県の仕組みを見るとこっちのほうがなんか利用者負担が少なくて、使ったときに自

分の負担だと。５,５００円というのはみんなで５,５００円を負担して、利用者がその

ときになんぼかの利用料金を払うということで、国民健康保険のようなものです。使っ

たものはさらに幾らか利用料を払うけども、全体で保険で賄うということになっていま

すが、この山形県の南陽市もやっぱりその地区があるようでして、その地区は全体の町

じゃなくてその一部の地域が約２,５００世帯あるそうです。その世帯で年間１戸当た

り２００円を負担するそうです。そうしたら負担金の全額拠出額はなんぼかいうたら、

全額で５０万しかありません。そして先ほど言うように利用者は１回ごとに５００円払

うわけですから、５００円、それと住民が拠出した小渡２００円の年額５０万、その差

額は市の補助金として支出しておるようですが、令和２年の年度途中からスタートした

ようで、当初２００万予定しておったようですが、９０万は減額して１１０万で済んだ

そうです。令和３年度はどうかなっていったら、まだ途中ですけれども２００万はちょ

っと超すだろうとか、そんなことを担当者の落合さんは言っておられました。 

 私はこれを津和野に置き換えたときに、すぐ実行できるかどうか分かりませんが、や

っぱり検討するに値するなと私は思いました。とにかくまちづくりでいろんな形で各自

治会にもまちづくり交付金というのを数年にわたって交付していただいています。それ

はそれなりに、全くだめだとは私も言いませんが、まちづくり交付金が一旦住民の皆さ

んに支払われた後に、また住民の各世帯からその地域だけでも我々は負担していくよ、

ましてや津和野町の３,０００世帯の方が幾らから、１世帯当たりなんぼか負担しまし



ょう、拠出しましょう、そうして６０歳、６５歳以上の方が負担を軽くして、いつでも

どこでも行かれる、そういう交通システムの構築のほうが実は上がるんではないかとい

うことを申し上げて、私の質問に代えさせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、５番、板垣敬司君の質問を終わります。 

 １１時１０分まで休憩といたします。 

午前 11時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 08分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、質問を続けます。 

 発言順序３、１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  議席番号１０番、後山でございます。 

 一般質問を通告しておりますので、逐次質問に入りたいと思いますが、質問の前に一

言お祝いを申し上げたいと存じます。今回の町長選挙におかれまして、めでたく４選を

果たされました下森町長におかれまして、衷心よりお喜びを申し上げる次第であります。

誠におめでとうございます。今後４年間、全町民皆平等原則の下に御指導をいただきた

い、このようにお願いを申し上げておきます。また、島田副町長におかれましても再任

されまして誠におめでとうございます。今後も下森町政の補佐役として、ますますの御

活躍を期待をしておるところであります。 

 我々議員の任期も残すところ５か月となりましたが、残されました期間、御指導のほ

どをよろしくお願いを申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきたいと思います。おめ

でとうございます。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 １番目、郷土館の改修工事についてお尋ねをいたします。 

 郷土館の改修計画については、新館の雨漏りの修理ではなく、平成２９年度以降の国

庫補助事業で修理の基本計画、耐震診断の実施を予定し、段階的に郷土館の修理工事の

準備を進めると２８年度のときの質問に対する御答弁をいただいております。あれから

既に６年も過ぎております。 

 現在、町の公共事業は駅舎改修をはじめ、チップヤードの建設、城山整備、日原保育

所の建設、給食センターの建設とまた中座団地の解体造成、津和野庁舎の改修、また旧

議会棟の改修計画等、大きな事業が計画中であります。町の財政状況を見ましても、令

和２年度の決算では総額１０６億円の決算内容で、自主財源が１６億４,１００万、こ

れは比率にしまして１５.３５％ぐらいであります。あとは依存財源に頼っておる財政

であります。依存財源にしましても８４.６５％、このような状況にあります。自主財

源も乏しく依存財源に頼る財政状況にはありますが、その中でも地方債の残高も１３６



億３,１００万円、このようになっております。これは町民１人の負担額が約１９４万

円にもなっておる現在であります。 

 これも毎年増えておるわけでありますが、このような財政状況の中で避けて通れない

事業もあるわけであります。その類いの１件が郷土館の改修工事であるというふうに私

は思っております。 

 新館の屋根は瓦や金属板でなく、アスファルトシングルぶきで屋根のアスファルトシ

ートの劣化が大変進んでおります。防水の効果もなく、２階の展示室まで雨漏りがした

痕跡もあるわけでございます。応急的に屋根に防水シートが張られ、風よけに砂袋、土

のう袋ですね、これで押さえられておりますが、いろいろな角度からこれが見えて景観

的にも大変見苦しいと私は思っております。本館とまた新館の軒先が競り合い、破損を

している状況に今あります。教育長さん、見られて知っておられると思いますが。また、

１階の裏の横やら後ろ側ありますが、ひさしの雨どいももう破損して、ないところもあ

ります。 

 こういった箇所が大変そのままにされておると本当に見苦しい、人通りが多いところ

でありますので、といぐらいは私は修理されるべきじゃないかというふうに思っており

ます。大変な費用がかかるわけじゃないし、これはぜひやられておくべきじゃないでし

ょうか。 

 このようなことだけでなし、いろいろ改修計画があるわけでございますが、この改修

計画の進捗状況はどのようになっておるのか、ようやく資料館も済みましたので今度は

郷土館かなというふうに期待をしておるところでありますが、これについてどのような

お考えか御答弁いただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、郷土館の改修工事についてお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 津和野町郷土館は、国登録有形文化財に指定されている昭和１７年建築の本館と昭和

４８年建築の新館で構成されています。本館は建築から約８０年、新館は約５０年が経

過して老朽化が進んでおり、今後耐震補強や展示施設改修など郷土館全体の整備が必要

となることから、平成２７年度国庫補助事業にて津和野町郷土館保存活用計画を策定い

たしました。 

 当初はこの計画を基にして、養老館の改修が終了後、引き続いて郷土館の保存修理の

準備を進めていく計画でしたが、郷土館以外に早急な対応が必要となった城山プロジェ

クト事業などの文化財関係事業が続いたため、現在のところ郷土館の保存修理に着手で

きていない現状です。 

 今後は、改めて令和３年に策定いたしました津和野町文化財保存活用地域計画に基づ

いて、町内の文化財建造物の保存修理を計画的に進め、郷土館の保存修理を実施してい

きたいと考えております。 



 なお、雨どい等の諸修繕については、随時行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  先ほどの同僚議員の質問の中の御答弁にもあったよ

うでございますが、この郷土館の改修計画を令和８年度にというふうなことであったと

思いますが、郷土館以外に対応が必要な建物はたくさんあるとは思います。特にここに

上げてあります城山プロジェクトも大変大切なことではありますが、今、郷土館本館が

傾いておるのかどっち側が傾いておるのか御存じか分かりませんが、もう屋根が今競り

合っているんですね、どっちかが地盤沈下を起こしておるはずです。そういったことで

建物同士がもう接触して、その片方の屋根が相当傷んでおります。 

 このような状況にあるんですから、私は優先順は一番にするべきじゃないかと思うん

ですが、そういった点、どのようなお考えをされておるか。また、本当に雨漏りも今ま

で随分して２階の展示場も使えない状態にあるわけですから、私はこれは順番としては

これが一番じゃないかと思っておりますが、教育長さん、どのような御所見かもう一回

お聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  個人的な見解とすれば、まさに議員さんの言われる部分は

大事なことだというふうにも思っております。私も教育長という任を拝命いたしまして、

そこが一番気になる部分の一つであったというふうに思っておりまして、従来からとに

かく養老館が終わったら早く郷土館に取りつきたいということは私的にはずっと訴え

ております。 

 ただ、間あいだにより重要なものがどんどん入ってくる、そういう状況の中で限られ

た職員で用務を行っております。その中でどれだけその優先順位をどこのところへ持っ

ていくかというのは、全体の教育委員会担当も含めて、全体の中で協議をして今事業を

進めてきております。 

 御承知のように昨年の大雨で亀井家墓所ののり面が大崩落をしております。こういっ

たようなものも、もう捨て置けない、順番とすれば今まではゼロだったのが、いきなり

一番に持ってこないとやれないような、そんな事業がどんどん組み入れてきておりまし

て、雨漏りもして確かに建物も傾きつつある、そういう状況も承知しておりますけれど

も、何とかそこの辺を仮補修をしてでも日を延ばして、そこの優先順位を違うものが入

ってくるということを認めざるを得ないという状況が続いてきているというふうに私

は思っております。 

 改めて財政的な部分も当然必要なわけでありますけれども、人的にやはり職員がこな

していける量も限られておりますので、全体のバランスの中でそうしていかないとやれ

ないという現状でございます。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 



○議員（１０番 後山 幸次君）  災害等で緊急的にいろいろなことが起こるかもしれ

ませんが、既に地盤沈下を起こしておるんだろうと思います。建物がもう倒れかかって

すがり合っているような、本館か新館かどっちかはどうかは専門でないので分かりませ

んが、こういった状態を見たときに、私は順位は一番につけてやられるべきじゃないか

というふうに思っておりますので、教育長の今後のその御努力を期待しておりますので、

一日も早い修復工事着工をお願いするところであります。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。小学校前のバス停であります。 

 今年度の新規事業調書に堀内公園整備事業が計画をされております。小学校前にあり

ます空き地にバス停を兼ねた公園に整備するとの計画でありますが、公園の設計に当た

っては、津和野百景図をはじめとし、江戸時代の城下町絵図等を参考にして調査を行い、

歴史的景観の向上を図るとこのように計画書にあるわけでありますが、私は平成２８年

に当時の通学児童が石見交通バスで、寺田・直地方面から３４名の子供がおりました。

また、町営バスにつきましては畑迫・名賀方面、これからの子供が２１名で合計５５名

の児童が雨の中、傘を差してバスを待っている姿を見たときに本当に大変寂しい気持ち

になったわけであります。 

 そうしたことで質問をしておりますが、今年度の計画では、バス停を兼ねた公園とあ

りますが、公園というのは本来は公衆の憩いの場所として設けた庭園のことというふう

に私は理解しておりますが、あの空き地にバス停を兼ねた公園を整備することが本当に

できるのでありましょうか、可能なのでありましょうか。このような計画が本当に実現

するのでありましょうか。 

 本当に津和野の百景図や江戸時代の城下町絵図等を参考にした歴史的景観の向上を

図る、このようにも申されておるわけでありますが、本当に公園を整備される気持ちが

あれば、平成２１年に購入されております嘉楽園という大きな公園があるわけでありま

すが、これも当時１億２,３００万円で購入されて、現在まで何ら整備はされておりま

せん。現在使用されておるのはグランドゴルフ場として使用されておるような状態であ

ります。これも何度か質問をしておったわけでありますが、全く公園としての整備はさ

れておりませんので、本当に公園の整備をされる気であれば、この嘉楽園が最適な場所

であろうというふうに思っております。ここなら子供の遊具でも好きなものが造れる、

このような面積も広いところがわるわけでございますから、小学校の前の空き地にバス

停のみを計画されるべきじゃないでしょうか。 

 質問した当時、子供さんが１年生でありましたが、この子ども達が既に６年になって

来春には卒業します。このバス停を見ることもなく来年は卒業していくわけでございま

すが、大変私も寂しい気がしておりますが、また、２月に子ども議会が始まるわけでご

ざいます。昨年の子ども議会でもバス停のことを聞かれ、今一生懸命教育委員会でその

ほうの対応をしていただいている、早急にバス停はできるんだというふうに子供にも説



得してきておったわけでございますが、これが今やこのような状態であれば、２月に子

ども達にどのように説明をしようかと今大変悩んでおるところでございます。 

 バス停の建設は本当に実現が可能であるか、どうでありますか。これについて工事の

進捗状況が分かればお聞かせをいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、津和野小学校前のバス停についてお答えをいた

します。 

 御質問のありました場所につきましては、津和野小学校校門前で県道に面しており、

小学生が下校時に乗車するためのバスの待合所を設置するために、担当課のつわの暮ら

し推進課が用地を購入いたしました。この場所は小学校の入り口でもあり、津和野百景

図の第六十八図、堀内御番所の景として描かれた場所にも当たっており、津和野城下町

の外堀や土塁などがあったことが推定されるため、事業実施については教育委員会に移

管されたものです。 

 バス待合所を兼ねた津和野城下町公園として整備するに当たり、埋蔵文化財保護との

調整が必要となるため、津和野城下町遺跡の試掘調査を実施したところ、外堀や土塁な

ど遺構の一部が発見されました。 

 現在は津和野城下町公園測量設計を業務委託していますが、その中で津和野百景図に

描かれた歴史的景観がイメージできるよう、発見された遺構の表示や説明板設置などの

検討を行うとともに、バス停留所の設置については津和野警察署や島根県益田県土整備

事務所など関係機関と協議しているところです。 

 しかし、事前の協議では法令の基準からは現在の予定地にはバス停の移動が困難との

情報もあり、設計の基本に関わることとして、全くバス停の移動ができないのか、ある

いは何らかの対応で移動が可能なのかを検討協議しているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  御答弁いただきましたが、バス停の移動が困難との

情報もあるというふうに答弁書に書いてありますが、これは一応関係機関といいますと、

警察、県土木、それから陸運局、石見交通、このように協議をせんとバス停ちゅうのは

できんようなことは百も承知しております。 

 だが、この場所について、なぜ五年も六年もこれが実現できんのか、その点、どこか

らの一番その問題があるのか、陸運局がバス停の移動が難しいと言われるのか、警察署

が言われるのか、どこがどういうふうに言われるのか、それはどのように理解をしてお

られるのか。今の計画がこのような答弁をいただくのは、五年も六年もたってからの答

弁ではないと思います。もっと進んだ答弁をしていただきたい。 

 また、ここに埋蔵文化の件が出たようでありますが、外掘や遺構があって、その発掘

されて調査されているようでございますが、このようなものは写真を撮って埋め戻せば

何ちゅうことはない、今までそのようなことでずっとされてきておるんじゃないですか。



写真を撮ってそれを残していかれる、これが遺構の保全であろうというふうに私は思っ

ております。今よその土地でもそういうふうなことをされてきておるんじゃないでしょ

うか。 

 それはそれとして、教育委員会としての埋蔵文化の調査もしなくてはいけない、その

何は分かりますが、この進捗が本当にどうなるか、本音を聞かせていただきたい。来年

の２月に子ども議会がまたあるんですね。そこで私らはやっぱり行って、いろいろ子供

から聞かれると分かりませんちゅうわけにはいかないわけです。去年も今一生懸命、教

育委員会で前向きに用地買収もしていただいて進んでおりますというふうなことを申

し上げておるんですが、これを今回、来年２月に子供のところに行って、どのように答

弁すればいいのか。どこがどうで難航しておるのかというぐらいのことは申し上げんと

子供は承服してくれんと思います。この点どうでありましょうか、お答えをいただきた

い。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  今年度になって教育委員会のほうで今こういう形で設計に

入ったわけでありますけれども、それまでの経緯については、もう御承知かもしれませ

んが土地の購入と、県道との間に溝がありまして購入をした土地とは別の方の所有にな

っていたというところで、そこをまたがないとその土地に入れない、今の古い道だけで

いけば別ですけれども、そういう状況の中で、つわの暮らし推進課のほうでそこの溝の

用地の所有者との交渉をずっとやってこられて、ようやく今年度になって解決になった

というような経緯で長年時間がかかったというふうに私らは聞いております。 

 それから教育委員会のほうに移管をされて、設計の予算をつけていただいて、今設計

を委託をして進めているところであります。実際にうちとすれば、停留所も当然その前

に動けるものというスタンスの中で設計に入ったわけでありますが、実際にいろいろと

関係機関と話をしてみますと、いわゆる交差点から３０メートル以内には停留所が原則

造れないというふうに法令で決まっているようでありまして、そこの部分がどうしても

ネックになって、なかなかバス停自体を動かすことが難しいという現状のようでありま

す。 

 今、一つの方法とすれば、今あるバス停はそのまま残して、停留所の待合所だけは今

のところに造ろうというような思いで今設計をしているところであります。 

 実際はどうも正式な申請をしてみないと関係機関のほうで正式協議に入れないとい

うふうに言われているようでございますので、それをまた待ちますと、その期間ほどま

た延期になりますので、もう諦めて今の法令に遵守したような形でスタートするという

ことであれば、今の設計でもう入札に入るというようなこともできるかというふうに思

っております。そこの辺はちょっと財政的にどういう判断をするかというのは、もう少

し関係機関と詳細を詰めさせていただいて、もう出しても無理だというような状況であ

れば、そういう設計の仕方で設計を完了させていきたいというふうに思っております。 



 それから、発見された遺構でございますけれども、これについては先ほど議員さんが

おっしゃいましたとおり、調査をした記録を残して、記録保存という形で埋め戻しをし

て、上に一応公園という名称の中で整備をしていこうというふうに思っております。言

われるとおり狭い土地なので、遊具を置いたりとか遊ぶような公園は当然無理です。た

だ、一応ここの工事の予算の根拠とするものが、その公園という形での予算の設定がい

わゆる財源確保としてしてありますので、それに合うような形で公園の体は造りますけ

れども、そこで遊び歩くようなそんな公園というよりは史跡がここにありますよという

ことを表示できるような、そんな公園の造り方になろうかというふうに思っております。 

 それから、入り口がどうしても今は狭い入り口になっておりまして、スクールバスと

かそういったものも今は十分には入れないような状況になります。公園に合わせて若干、

道路敷地部分を広げるような形で設計をさせていただいて、道幅を広げてバスが中に入

れるような、そんな造りにはしていきたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  バス停については、直地のバス停から口屋橋のバス

停、これも時間がかかったと言いましても１年以内にはできておりますんで、いろいろ

条件もあったわけでありますが、ここも大変難しいいろいろな条件があると思います。

交差点から３０メーターとか云々とかということを言われましたが、今のバス停がある

ところも津和野印刷さんのところの角だったら３０メートル現在あるバス停でさえ、そ

れはその範囲の中におるんですから、どないな理屈を警察が言おうと公安が言おうと、

いろいろもうできんことはできんのでありましょうが、それを早くクリアしていただい

て、ひとつ一日でも早く次の子供らが本当によくこのバス停を造っていただいたという

気持ちになるように、ひとつ検討していただきたいと思っております。 

 それでは次の質問に入ります。請願採択後の対応についてでありますが、地方自治法

第１２５条に請願採択後の処置として、採択された請願に対して、議会は執行機関に対

し、処理の経過及び結果について期限をつけて報告を請求する権限を有しておるわけで

ありますが、この請求を受けた執行部は議会に対して報告をする義務があると、このよ

うなことが地方自治法第１２５条であるわけでございますが、津和野町議会ではこの１

２５条をもって処理した事例は一度もありません。そこで私は請願の紹介議員として、

一般質問で処理について伺っていきたい、このように思っております。 

 １番目に、津和野町の後田地区の側溝整備について、これは平成２３年に請願が採択

されまして、その後、部分的に整備が進み、あと１区間、今市鍛冶屋丁線の側溝の片側

４３メートル５０がまだ残ったままであります。これも請願をして、もう既に１１年が

経過しておるわけでありますが、この期間、担当の課長さん、何名か配置換え、または

退職をされて過ぎておるわけでありますが、こういったことの事務事業の引継ぎが大変

であるのは理解をしておりますが、この１１年間も過ぎて、まだその成果が出ていない



ということは大変残念に思いますが、残された改良部分の早期改善についてどのように

お考えがあるかお聞かせをいただきたい。 

 ２番目に狐尾線の道路改良について、続けて質問をいたします。 

 この件も平成２６年に道路改良工事の請願も採択をされております。部分的改良と拡

幅等も着工していただきましたが、一番危険な場所、丸山公園付近の急カーブの区間が

あるわけでございますが、この道路幅も狭く、何回も自動車事故が起こった場所であり

ます。そうしたことを鑑み、前の建設課長さんと一緒に地権者にこの場所がどうしても

事故が多くて改良したいんだということをお願いしまして、ようやく用地買収に応じて

いただき、それで用地買収をしております。課長さんも御存じと思いますが、そうした

経緯もありますので、ひとつ早急に改良計画に着手していただきたい、このようにも思

っておるところであります。 

 この場所は、御存じのようにＳＬの撮影場所として多くの撮り鉄の人が集まる場所で

もあるわけであります。今年はこの場所の近くの花畑に秋の七草の一つ、フジバカマと

いう花が植栽されておりまして、ここに旅する蝶という蝶、アサギマダラという蝶であ

りそうでございますが、この群れが数百匹飛び交いまして、本当に大きな話題になりま

した。新聞でも取り上げていただいて、本当に町民の皆さんの多くの方が知ったような

場所でもあります。こういったこともこの観光の一助にもなっているんじゃないかとい

うふうに思っております。 

 このような狐尾線の道路改良にぜひ実施計画を早くしていただきたい、一日も早くこ

れをつくっていただきたいと思いますが、これについて御所見をお伺いいたします。 

 次に、町道森野坂線の改良工事についてでありますが、これもくらしのみちゾーンの

トランジットモールに山陰の小京都津和野が津和野地区が登録をされた事業でありま

すが、この区間がＪＲ津和野駅より津和野温泉なごみの里までであります。主要幹線道

路の柿木津和野停車場線の駅通り２００メートル間と萩津和野線、本町・祇園丁、殿町

通りの７００メートル間は電線も地中化され、車道はさび色の御影石舗装にされ、イン

ターロッキング舗装をされて、この区間も１８年１０月に完成をしておるわけでござい

ますが、今私が申しておる場所はこの区間内にあるわけであります。町道森野坂線とい

いますが、これは町道の道幅も狭く、対面通行でありますので、大型車の離合の際は、

歩行者が道路の端まで寄らないと安全性が十分担保できない、このような道路の場所で

あります。 

 町も島根県に対しまして、町道森野坂線の県道編入による道路改良については、いろ

いろこれまでも要望されてきておるというふうに思っておりますが、平成２５年度にお

いて、県より県道昇格のための３つの課題が挙げられたわけでありますが、その１番目、

沿線用地の土地境界の明確化、２番目、津和野町としてのビジョンの提示、３番目に沿

線住民の改良に対する理解と協力について、この３つの課題について、平成２５年から

９年間も過ぎておりますが、県に対してどのような案を作成されておりますか。 



 ミニ国土調査の完了が平成２９年度末を予定されておったわけでありますが、県道柿

木津和野停車場線の中座バイパスの供用開始、これが３０年までの県道昇格を実現させ

たいとの考えでありましたが、これも大変遅れておるわけでございますが、先ほど申し

ましたこの３つの課題について、この解決策についてどのような処置を取っておられる

のか、これについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、請願採択後の対応についてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、後田地区の側溝整備については、御要望をいただき整備の必要があると認めら

れたことから、過去に部分的に工事を実施しております。工事が途中で休止状況である

との御指摘ですが、町内各地域において側溝整備など道路の改良要望が数多く寄せられ

ている状況であり、これらの要望箇所の整備について、財政状況を勘案し、特に危険で

早急な対策を講じる必要がある箇所から優先的に整備を進めていく方針でありますの

で、この点について御理解をいただきたいと考えております。 

 次に、町道丸山狐尾線につきましては、平成２６年に地元より御要望をいただき、町

議会においても請願採択されているところであります。この区間は延長約９００メート

ルで道路幅員が狭小のため、自動車の離合困難箇所や視距が確保できない箇所が存在す

る状況となっており、地域や観光客の方々の通行に御不便をおかけしていることも承知

をしているところです。 

 御指摘いただきましたとおり、この区間について道路改良の必要性があると考えてお

り、特に見通しの悪い急カーブ付近については、道路拡幅について土地所有者の御理解

を得て用地買収させていただいていることから、他路線の改良工事の進捗や財政状況を

勘案した上、この改良について検討したいと考えております。 

 次に、町道森野坂線の県道編入は、平成２３年度に関係する自治会から要望があり、

以降、庁舎内担当者会や町内関係者検討会を開催し、道路整備に当たっての協議を行っ

てまいりました。議員御指摘のとおり、平成２５年度に島根県から県道昇格のための３

つの課題が挙げられました。 

 その課題に対する進捗状況は、①の沿線用地の土地境界の明確化については、平成２

６年度に実施した地籍調査事業、ミニ国土調査において現地調査を行い、境界確定して

おります。 

 ②の町としての道路改良ビジョンの提示については、平成２６年より整備方針の検討、

整備へ向けた課題抽出など、庁舎内で議論を進めてまいりました。 

 ③の沿線住民の改良に対する理解と協力については、平成２６年に町内関係者におけ

る検討会を開催し、整備に当たっての御意見を伺いました。また、平成２７年には住民

アンケート調査を実施し、その結果については、大半の方々が整備が必要であるとの御

回答でありました。 



 しかしながら、この改良整備に当たって解決しなければならない問題がございます。

それは沿線世帯の自宅前に駐車をされている自動車の代替駐車場への移転であります。

この解決に向けて今一度内部で検討し、関係者の方々と協議していく必要があると考え

ております。 

 いずれにいたしましても、町道森野坂線の改良は本町において重要な案件であると認

識しておりますので、その実現に向け、引き続き努力してまいりたいと存じます。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  請願採択後の側溝のことでありますが、後田地区も

もうあと３４メートルばかりでございます。自治会としても毎年、その側溝清掃をポン

プまで買って一生懸命町のために協力してやっておるわけでありますが、もうちょっと、

もう３４メートル、何とか予算をつけていただいて、早急に実現していただきたい、私

もこの紹介議員の一人として、もう一人の紹介議員はやめてもうおられませんので、一

生懸命これを訴えておるわけでございますので、ひとつ計画の中に忘れずに入れて実施

していただきたい、このように思っております。 

 それから狐尾線についても、この道路もいろいろ撮り鉄の人、または地元の人、あそ

こをやれいろいろ車がとまるので公衆便所を建ててくれとか、いろいろな要望もあった

んですね。それも建設課にはもう申し出てあるんですが、なかなか一遍にどれもこれも

ということにはなりません。逐次悪いところからやっていただくように、これもひとつ

お願いをしておきます。 

 また、町道森野坂線でありますが、これは御答弁いただきましたように、自宅前の駐

車してある自動車の代替駐車場の移転でいろいろ申されておりますが、これは場所が私

は違うと思います。これは森野坂線で前からいろいろ問題になっておる区間であります。

私はここでなしに、今まだ改修されていないこの地区の場所のことをお願いをしており

ますので、そこも付近住民の要望は一日でも早くかなえていただくように、ひとつ実施

計画を立てていただいて、早期完成を目指していただくように強くお願いをしておきま

す。御答弁がいただければお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  後田地区の側溝整備につきましては、御質問にありまし

たとおり町道今市鍛冶屋丁線の一部区間であると思います。 

 私も先日、現地のほうで側溝の状況を確認いたしましたが、この区間は一部開渠の水

路となっておりましたり、または交差点の隅切り部分がしま鋼板が設置されておったり、

側溝蓋がフラットになっていなかったり、改善すべき点が幾つか見受けられました。御

質問の箇所は、地元より御要望いただき、一部区間の整備完了後、長らく休止中として

おりますが、改善を図る必要があると私自身も感じておるところでございます。 

 先ほど町長が申し上げましたとおり、町内各所において道路水冷に伴うたくさんの御

要望をいただいておりますので、また、今年はさきの災害復旧工事等も優先して行う必



要があるのではないかと考えているところであります。そういった状況を踏まえまして、

こちらの整備工事につきましては、今しばらくお時間をいただき、現地の状況を確認し

た上、調査・測量等を行っていきたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお

願いしたいと思っております。 

 続きまして、丸山狐尾線でございますが、こちらにつきましては、御質問のありまし

たとおり、幅員が狭く、車両の通行が困難な状況になっております。 

 この路線の改良計画につきましては、令和４年度より現地調査や測量設計に着手する

予定としておりましたが、他路線の改良工事の進捗状況や本年８月の豪雨災害に係る復

旧工事などを勘案いたしまして、少し遅れが生じる見込みでございます。平成２６年に

御要望いただいた後、こちらも長らく休止中となっております。議員御指摘いただきま

したとおり、平成３０年には一般県道柿木津和野停車場線中座工区が開通いたしました。

この中座バイパスによる市街地と国道９号のアクセス向上が図られたものと考えてお

ります。 

 丸山狐尾線の全線改良につきましては、道路の現況からして多額の費用を要するもの

と想定されます。また、御要望いただいた後、先ほどの中座バイパスの開通など市街地

への道路状況が変化しておりますので、私個人的な考えではございますが、御質問にあ

りました用地買収済みの丸山公園付近のカーブ付近からピンポイントで整備を進めて

はどうかと考えておるところでございます。こちらにつきましては、隣接する水路と高

低差があり、道路部分が暗渠になっていますので、現地調査の上、道路法線計画を含め

検討し、対処していかなければならないと考えておりますので御理解をいただきたいと

思っております。 

 続きまして、町道森野坂線の改良工事についてでございます。 

 町道森野坂線の改良工事につきましては、御指摘のありましたとおり県から３つの課

題を受けまして、庁舎内会議、関係者会議により整備方針について検討してまいりまし

た。先ほどお話しましたとおり、地籍調査事業による沿線用地の土地境界の明確化以外

のものにつきましては、根本的な解決には今至っていない状況でございます。町長申し

ましたとおり、町道森野坂線は本町において重要な案件でありますので、整備に当たっ

て課題解決に努めていかなければなりません。 

 また、先ほど改良部分について御指摘いただきましたが、ちょっと私自身がそちらの

ほうを把握していないところがあります。そちらについては進捗のないことにつきまし

ては反省しているところであり、またお詫び申し上げます。今一度こちらにつきまして

は、内容を精査して確認分析の上、対処したいと思っておりますのでよろしくお願いし

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 



○議員（１０番 後山 幸次君）  大変前向きな答弁をいただきましてありがとうござ

います。ぜひ実現をしていただかないと机上の空論で終わらせていたということになり

ますので、ひとつ実施計画を立てられて、ひとつどの工事も完成していただくように強

く要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１０番、後山幸次君の質問を終わり、ここで１３時

まで休憩といたします。 

午前 11時 58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて一般質問を続けます。 

 発言順序４、３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  議席番号３番、川田剛であります。通告に従いまして

質問をさせていただきます。 

 まず、冒頭、このたび町長におかれましては、４期目の御当選誠におめでとうござい

ます。また、副町長におかれましても、再任ということで、町長、副町長、両２名がこ

の４年間津和野町を住みやすいまちづくりにしていただけることを祈念申し上げまし

て、質問を始めさせていただきたいと思います。 

 まず、この町長４期目に当たり、質問をさせていただきます。 

 この町長選挙を終えまして、選挙期間中の声や選挙結果に表された町民の評価をどの

ように受け止めておられるか。そしてそのことを踏まえ、公約に掲げられたことをどの

ように実現されていくのか、まず所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、３番川田議員の御質問にお答えをさせていただき

ます。町長４期目に当たりという御質問でございます。 

 このたびの津和野町長選挙におきましては、多くの御支持をいただき４期目として再

選をさせていただくことができましたこと、町民の皆様にまずもって御礼を申し上げま

す。 

 相手候補におかれましても、町の発展のために自らの志や構想を示され、それに期待

される多くの票を得られたことが選挙結果として表れたと思っております。 

 選挙期間中には町民の皆さまから様々な声を聞いてまいりましたが、その中で特に多

かった御意見として印象に残っておりますのは、合併前の旧町を単位とした地域の考え

方において津和野地域と日原地域を対比してのまちづくりに不公平感を有しておられ、

そのことに対する御批判でありました。３期１２年の町政運営においては、上下水道や

道路などの社会資本整備、医療や福祉の充実に資する施設整備、観光振興や歴史文化財

の整備など、諸事業について両地域のバランスを考えながら進めてきたつもりでありま



すが、結果として多くの厳しい御意見をいただいた現実を真摯に受け止める中で、これ

までに行ってきた施策や事業について町民の御理解を得るための努力がまだまだ足り

ていなかったことを反省をしているところであります。 

 併せて今後の４年間においてもこれまで同様に行財政改革を恐れず断行していかな

ければなりません。改革を行うには利害関係者との調整が必要となりますが、その過程

においても、その改革はなぜ必要であり、全体としてどのようなメリットが生まれるの

かということなどについて、これまで以上に十分な意見交換を行うなど、丁寧な説明を

心がけてまいりたいと考えております。 

 そして人口減少により町民の皆さまが経済や集落の維持などについて閉塞感を持ち、

将来への展望が描けない状況にあることを改めて受け止めており、４期目という長期の

在任期間に入ることを厳しく自覚し、人口減少に歯止めをかける結果にこだわり、皆様

からの負託に応えてまいりたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  再質問させていただきます。 

 この町長選挙、町民にとりましては、大変両町二分するぐらいの激しい選挙戦だった

という感想を持っております。この結果の中で、私も選挙中、選挙後、町民の方とお話

する機会がありました。中には、当然町長を応援されている方、反対に町長を批判され

ている方、様々な方がいらっしゃいましたけれども、特に町長を応援されている方では

なく、町長に対して批判的な感情を持っておられる方の多くが思ってらっしゃるのが、

町長に対して意見を言うタイミングがないですとか、我々の声も聞いてもらいたいんだ

というような御意見でございました。この過去４年間のうちの約半分の２年間がコロナ

禍ということで、多くの行事、多くの集会が延期または中止されております。私どもも

議会議員も選挙で選ばれる身でありますので、多くの皆さま、多くの町民の方に会うこ

とが仕事の一つではあるんですけども、やはりそれがかなわなかった２年間だと感じて

おります。町長におかれましては、様々な会合、あらゆる団体とお話する機会はあると

思うんですけれども、たまたまこの町政座談会といった町民の方々と直接話す機会とい

うのが極端に減ったのではないかと推察しておりますが、過去４年間の中で、町政座談

会というのはどれぐらい開催されてきたものなのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  どのくらいという、回数として急に問われてすぐに答えられ

る状況にはございませんけれども、基本的には、コロナ前までは、１年間通して日曜日

を中心に各地域から町政団体の申し込みをいただいて、そして座談会を行ってきている

というところであります。そのほかにも、自治会単位ということだけではなくて、いろ

んな組織ごとに意見交換会をしたりあるいは総会に呼ばれたりということであります

とか、そういうことはまた平日の夜とかというふうにもなります。ですので、ほとんど

１年間通して町長の仕事というのはいろんなことがあって休みがないというような表



現が正しいかどうかわかりませんが、それぐらい頻繁に町政座談会やあるいは会合、そ

うしたものを通じて町民の皆さんと意見交換をしてきたというところでございます。た

だ、今、いろんな話す機会がないとか、そういう御意見もあるということを伺う中で、

やはり町政座談会においても、これまでにおいては、なかなか地域が偏っているという

状況もございまして、町政座談会されるところは毎年されますけれども、今まで１２年

間やってまいりまして、１度も自治会に行ったことがないという地域もございます。そ

ういうような状況の中で、今後は、これもなかなかそういう町政座談会、意見交換会を

することがなかった方々との、そういう意見交換の場ということを持つということも必

要なのかなということは感じておるといったところでございます。ただ、そうした町政

座談会や意見交換会の場でありますが、この２年間は新型コロナウイルスの影響であり

まして、ほとんどなかったと、できなかったという状況であります。それが１つなかな

か意見交換の場が、意見を交わす場がなかったというちょうど選挙前に重なりましたの

で、多くの意見をいただく結果にもなったのかなというふうにも思っておりますが、よ

うやくコロナのほうも落ち着いてきておりますので、今後については、また町民の皆さ

んと直接的に話し合いをすえる場というのは設けていきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  過去の３期までの町長の実績としましては、実質公債

費比率を下げたりですとか、この度のコロナウイルスに対しましても、迅速な対応され

てこられました。評価されるところは多々あるわけなんですけども、やはり批判的な考

えをお持ちの方というのは町長に我々の意見を聞いてほしい、我々もそうですが、いろ

んな情報が錯綜する、いろんな情報を目にする中で、知ったようなことは言えるわけな

んですけども、いざその現場では、我々が想像もしていないようなことが起きていたり

します。それは担当部署の担当課長もおわかりいただけると思うんですけれども、机上

の空論ではなかなかうまくいかないようなことも、やはり現場の人たちは、実際はこう

なんだと、こうした方がもっとうまくいくんだといったような意見もお持ちであります。

ですので、私は、この次の４年間においては、多くの町民の皆さんの御意見に耳を傾け

ながら、当然行政の財政規模というのは決まっておりますので、青空天井のようなこと

はできませんけれども、何でもかんでもやるという意味ではなくて、多くの方々の御意

見、全く反対の意見や肯定的な意見も全て聞いてあげると、そういった姿勢からが町長

への信頼につながっていくのではないかと感じております。 

 具体例申し上げますと、例えば、町長の公約の中にありました子育てという部分であ

りますけれども、過去何度か子ども議会、小学生子ども議会、また学習会を行ってまい

りました。毎年のように子ども達から要望が上がってくるのが公園の整備というところ

であります。遊ぶところがない、子供と親が一緒に行ける場所が少ないといった要望が

ずっと上がってきておりますが、この中で町長はこれからということで使いやすいスペ



ースとなるよう改良を図っていくというお答えを出しておられます。やはりこういった

なかなか予算的には難しいことになるんだとは思うんですけれども、子ども達の本当に

真摯な声、これは当然町民の子育て世代をされている方々も同じだと思います。そうい

った声をできないと片づけるのではなくて、気持ちを酌んでいつかは実現するという姿

勢、そこから町民の皆さんは、町長に聞いてもらったんだなというふうに納得いただけ

るんではないかと思っておりますので、ぜひとも町長には町民からの提案、要望、当然

頭の中には、いろんな財政のことが頭をよぎったり、緊急な課題、喫緊な課題が頭をよ

ぎると思いますけれども、実現が難しい問題であっても、耳を傾けてその実現に努力し

ていくという姿を見せていただければ、町民の方々も納得していただけるのではないか

と思いますので、一言、若輩者ではありますが、町長に対しましてお願いをしたいと思

います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  おっしゃっていることは当然でございまして、弁解がましく

申し上げるわけじゃありませんが、今までいろんな御要望を年間通していただくわけで

ありまして、そのときに即座にこれはできません。そんなことは言ったことは一度もご

ざいません。必ずお聞きをして、そして、常に頭にとどめながら、そして努力をする、

実現に向けて、その姿勢はこれまでも持ってきたつもりであります。特にやはり我々は

国に財源を依存しておりますので、課題を有しておりましたら、何かの拍子で国がそう

いういい補助制度ができて、そして実現ができるということ、これまでにもよくあった

ケースであります。ですから、今はなかなか財政上の問題があるということとか、なか

なか難しい面もあるけれども、しかし、課題はしっかり把握しておくことがいつも大事

であって、国の何かいい補助制度ができたときに、実現ができるかもしれませんので、

また実現に向けてさらに努力をしてまいりますということは、常に申し上げてきたつも

りでございますので、そういう姿勢というのはこれからも失わずに、様々な意見交換会

にも臨んでまいりたいと思っておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この４年間、町長の姿勢を十分注視しながら調整運営

に当たっていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 コロナウイルスワクチンの３回目の接種についてであります。今日のお昼のニュース

でもやっておりましたけれども、いろいろと情報が錯綜しております。錯綜といいます

かいろんな情報がございます。３回目接種の中で、交互接種があるだとか、ファイザー

製をずっと、３回目もファイザー製まで使ったほうがいいだとか、いろんな情報が出て

いるんですけども、全国一律そういうことができるのかなというふうにも思っておりま

す。そこで、町内のワクチンの３回目の接種はいつ頃からまず接種が可能なのかという

ところと、それと３回目接種は、ワクチンの製薬会社が選択ができるのかどうかという



ところ、そして、現在までのところでこの津和野町の取組、どのようになっているのか

をお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、コロナワクチンの３回目の接種についてお答えさ

せていただきます。 

 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種については、原則２回目の接種完了から８

か月を経過した方から接種を行うこととなっておりますので、町内での一般の方の接種

開始が令和４年２月上旬から実施できるよう、現在、津和野共存病院や和崎医院、つわ

ぶき医院と協議をしているところでございます。 

 使用するワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製の２社のワクチンになりますが、

供給されるワクチンの数量は、島根県の配分により、この２社を合わせて必要数量とな

りますので、希望するワクチンの製造会社を選択することはできないと考えているとこ

ろです。 

 今後、３回目のワクチン接種について、年末までには町民の方へお知らせしていきた

いと考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この３回目の接種ということで、モデルナかファイザ

ーか、どちらが来るか、今の時点ではわからないというところだと思うんですが、例え

ば、ファイザーを打ってほとんどファイザーだと思うんですけども、１回目、２回目フ

ァイザーを打って、３回目ファイザーじゃないんだったら、打ちたくないという方もい

らっしゃると思いますし、中には、ファイザー、ファイザーを打ってモデルナで打ちた

いと。もしくはこれだけ感染が落ち着いているんだから、もう３回目は必要ないという

方もいらっしゃると思いますが、そういったときに、製薬会社というのは事前の通知で

お知らせされるものなのかどうか、現時点でわかっておればお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  現在のところ今町長が答弁しましたとおり、ファイ

ザーとモデルナ、というか、モデルナはまだ国として承認されていない段階でありまし

て、今後２月ぐらいに承認をされるということの中で、物が動いているわけであります

が、現在のところはファイザーとモデルナで大体津和野町として５,５００人分が今受

けておられるわけですが、約５,５００人の方が。その約半分ずつをファイザーとモデ

ルナで配分の予定が県から来ております。現在のところ既にファイザーは入ってきてい

る状況になっていまして、まずファイザーの薬が入って、２月以降国がモデルナを承認

してからモデルナが入ってくるということになろうかと思います。 

 したがいまして、交互接種、今町長も申し上げましたが、２月ぐらいから接種を一般

の町民の方は接種をするということになろうかと思いますが、とりあえずその段階では、

まずはファイザー製の薬から順次使っていくということになります。 



 また、これも町長の答弁にありましたが、今議員言われましたように、私はファイザ

ーがいいとか、私はモデルナがいいということは、恐らく選択はもうできないと、その

ときにある薬になろうかと。もしくはその医療機関によって薬を分けることも、可能性

もありますので、今協議中でありますが、その辺もありますので、例えばその医療機関

に行くとファイザーがあるけど、例えば集団接種だったらモデルナになるとか、その辺

は今検討中であります。 

 それから、３回目接種したくないという方につきましては、２回目の例えば副反応が

ひどかったんで、私はもうしたくないと言われる方は、これは強制ではありませんので、

御自分の判断ということになろうかと思います。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  ということは事前にファイザーですよね、最初。その

ときにも、きちんと町民の方には接種券のときにはファイザーの接種券ですよというこ

となのか、それとも一律接種券が配られておりますから予約をしてくださいよと、和崎

医院なら和崎医院、集団接種なら集団接種、行ったところに行かないとそれはわからな

いということなんでしょうか。それは通知が行くもんなんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  現在のところの接種券を今後該当者の方に送らさせ

てもらうんですが、その中に、１回目と２回目をいつ打って、そのときのお薬は何でし

たよというのはこちらのほうで事前に記載をする予定でありますが、今議員言われます

ように、３回目はどこでファイザーが打てますとか、どこでモデルナが打てますと、そ

ういう記載は、混乱のもとになろうかと思いますので、今のところは接種券にもですが、

今後出していく御案内の文書にも出すかどうかは今検討中であります。この辺も、国県

等から、こういう広報の仕方をということで、今議員言われましたような広報の仕方の

指示がありましたら、それはしなければいけないということでありますが、そういうこ

とがなければ、今町の考えとしましては、できるだけそういう混乱を招きたくないので、

あまり出したくないなというところが私の今の気持ちです。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  ぜひ、そのあたりは県、国としっかり協議していただ

いて、町民の方に不安をあおらないような結果にしていただきたいと思いますので、お

願いしたいと思います。 

 次の質問に入らせていただきますが、こちらもワクチンについてなんですけども、子

宮頸がんワクチンの補助拡大について質問させていただきます。子宮頸がんワクチンは、

小学校６年生から高校１年生の女性が無料で接種を受けられる定期接種であります。 

 しかし、接種後の体の痛みなどの報告が相次いだため、国は２０１３年、平成２５年

の６月に定期接種の位置づけのまま、個別に接種を呼びかける積極的勧奨を差し控える

よう自治体に求めております。 



 ＷＨＯ、世界保健機構は、ワクチンをヒトパピローマウイルス感染、ＨＰＶ感染に対

する重要な予防手段として推奨しております。国も積極的勧奨を差し控えてきた８年間

で、ワクチンの安全性と有効性の知見を整理し、国民に理解を得るための広報を進めて

きたとし、来年４月から積極的勧奨を再開するとのことであります。 

 しかし、この積極的勧奨を差し控えていた２０００年度から２００４年度までに生ま

れた現在１６歳から２１歳までの女性のうち、およそ２６０万人が無料接種の機会を逃

したとの報告があります。 

 まず、積極的勧奨を差し控えていた時期、町内のワクチン接種対象者は何人で、接種

を受けた方は何人いらっしゃるのか。積極的勧奨を差し控えていた時期にワクチンを打

てなかった方々が高校２年生になってから自己負担により接種をされている、この自己

負担というのは５万円以上で、非常に高価なワクチンであります。積極的勧奨をしてお

りませんので、自分のお子さんが６年生から高校１年生までの間でそういう定期接種が

あるんだということを知らずに過ごしたまま高校２年生になって打つと自己負担にな

ってしまうと。それが５万円以上かかってしまうということなんですけども、ワクチン

については、体の痛みなど深刻な副反応の症状が出たとの報告もあり、接種を受けるか

どうかは、御本人や保護者に判断が委ねられているものではありますけども、ワクチン

接種を受ける権利というのも当然ございます。 

 まず、無料接種の機会を逃した方々や自己負担で接種をされた方に対し、国や医療機

関への働きかけ、町独自の救済策など、接種の補助について所見をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、子宮頸がんワクチンの補助拡大についてお答えさ

せていただきます。 

 国の子宮頸がんワクチン接種に関する経過としましては、議員御指摘の経緯により現

在の状況になっているところでございます。 

 御質問の子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を控えていた時期における現在１６歳か

ら２１歳の対象となる方は約１５０人と推定します。そのうち、ワクチン接種された方

は８名となっております。 

 このたび、国が子宮頸がんワクチンについて、ワクチンの安全性や有効性、接種後に

生じた症状に苦しんでいる人たちに寄り添った支援、情報提供の進め方等について議論

し、大きな方向性として、積極的勧奨を妨げる要素はないと総括され、接種を勧める積

極的勧奨を再開することを正式に承認しました。 

 町としましても、今後は国からの通知に基づきまして対象者の方には積極的な干渉を

実施していきたいと考えています。 

 なお、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応については、今後

国が公費による接種機会の提供等に向けて対象者や期間等についての議論を開始した



ところであると聞いておりますので、その結果を見た上で、町独自の制度の構築を図っ

てまいりたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  子宮頸がんワクチンということで、我々はどうしても

その名称から女性特有のワクチンなんだろうと思っていたんですが、このＨＰＶという

ヒトパピローマウイルスというのを感染するのは、女性だけではなくて男性も感染する

ウイルスだそうでございます。特に子宮頸がんに対してひどい症状が出るということで、

女性は特に打ったほうがいいということらしいんですけども、当然男性にも感染する恐

れがあるということで、欧米などでは９歳以上の男の子にも無料で接種をするというよ

うな制度があるという国もあるようでございます。そういうところで、日本においては

まだそこまでは広がってはいないんですけれども、その金額も大体９万円ぐらいするみ

たいなんです。そこまで接種をする必要性があるかどうかというのは、御家族の判断に

よると思うんですけども、ただ、子宮頸がんワクチン、女性に対して打ったほうがいい

というのは、特に若年のうちに打ったほうが特に有効であるという臨床結果もあるよう

です。ですので、お年を召してから打ってもあまり効果はないと。だんだんと効果が薄

れていくということで、この年代で打ったほうがいいと。 

 たまたま、私もこれある保護者から指摘を受けて知ったんですけども、実際子供がい

ますといろんな接種、ワクチン接種といいますか、いろんなものを打ちますけれども、

母子手帳には何歳のときに打ってくださいとは書いてありますが、やはり、役場からの

通知が来なければ、いつどのタイミングで何を打つのかというのは皆さん覚えていない

と思うんですよ。そうしますと、今津和野町で１５０人の方々が対象者としていらっし

ゃって、中には８名の方が打っているということは、８名の方は大変気にされて打たれ

たんだろうと思うんですけども、その間、通知が来ませんので、当然対象とは思ってい

ません。ある程度、何かの知識か何かの情報で知ったときに、もう無料接種の機会が終

わっていたということで、実際に子宮頸がんワクチンを自己負担で打たれている保護者

の方がいらっしゃいます。そういった方々にとっては、１年早く気づいていれば無料で

受けれたのに、１人打てば５万円です。２人で打ったら１０万円という高額な金額にな

っているわけなんです。ですので、今国のほうでは議論をされていると思うんですけど

も、例えばですけども、国の議論がいい方向に進んで、国の対象としてなるという予測

をしながら、早めにそういった方々を把握をしていただいて、町のほうから独自の補助

を出せないかどうか、それについて所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  まず、子宮頸がんワクチンといいますか、ＨＰＶ、

ヒトパピローマウイルスについてですが、これについては、ワクチンを早く打てばいい

という話ではありませんで、結局、男性でもこのＨＰＶには感染すると。というか、ほ

とんどの方が男性、女性でも約人間の５０％の人がこのウイルスを持っておるというこ



とでありまして、ただ、なぜこの早い時期に女性だけが打ったほうがいいということに

なっているかと言いますと、女性が性交渉することによってウイルスが移るということ

がわかっておりまして、その初めての性交渉するまでにこのワクチンを打たないと意味

がないということになっております。併せまして男性もということは、今議員おっしゃ

られましたように、海外では男性も打っている国たくさんあるわけでありますが、男性

もそのウイルスがなければ、女性に移すこともないというところの中であります。 

 それから、そのじゃあＨＰＶワクチンがどういう効果があるかというと、子宮頸がん

を発症する恐れがなくなるということでありまして、このワクチンを打たなくても、今

言いましたように人間の５０％ぐらいの女性の方はこのＨＰＶを持っておるというこ

とになって、ただし、それが発がんをするかどうかというのはかなり少ない確率であり

ます。ただし、その発がんをする方が、今年間日本で１万人超、それから３,０００人

ぐらいの方が亡くなっておられるという統計がありますので、そこを予防するというこ

とになっております。 

 それで、今議員まさにおっしゃられたとおり、平成２５年にこの事業実施はその２年

前の２３年ぐらい、２２年度の終わりぐらいから国のほうがＨＰＶのワクチン接種を始

めたわけですが、最初の２年間は緊急促進事業と言いまして、１３歳以上の方で高校１

年生までということで２年間やったんですが、その後、平成２５年の４月には定期接種

としまして、１２歳からということで１歳年齢下がりました。そこで、全国一斉に定期

接種ということで御案内をしたところ、６月に重篤な副反応を起こされた方が何人かお

っちゃったということで、急遽厚労省が積極的な勧奨を取りやめるようにという通達が

たった２か月の間に出たということになっています。 

 それによりまして、平成２５年から現在までのところ、接種をされた方が本当８人と

か、数人となっております。これについては、今申した人数、８名とかというのは無料

接種で、この期間のうちで受けられちゃった方であります。じゃあ、その間津和野町も

積極的な勧奨というのは個別に案内とかは全く出していませんけれども、ただ、資料、

この流れがあったんでいろいろ資料を調べてみましたら、例えば平成３０年あたりには、

一応この子宮頸がん予防ワクチン接種のお知らせとか、こういうチラシはどのぐらいの

レベルで配っているかはちょっと覚えていないんですけども、幾らかは配っています。

それと、あとは平成２５年の重篤な副反応があったということ、それから、御自分の判

断、もしくは保護者の判断によって、ワクチン接種が無料でできますというのは出して

はいますが、じゃあ、果たしてこれを個別に該当者の方に配ったかどうかというのは、

大変申しわけないですけど、今の段階ではわかりません。という中で、今議員おっしゃ

られますように、現在１６歳過ぎて、１７歳以降になって御自分で気づいて接種される

というときには、５万円程度の個人負担が要るということになっていまして、この接種

を受けた方というのは、私も保健師等に確認しましたが、今のところ１名ほどはそうい



う問い合わせがあって、接種をしたという確認が取れておりますが、ほかの方はいない

ということであります。 

 町長が最初に申し上げましたが、来年度以降、また積極的な勧奨をして、国がその救

済措置を取るということになっています。その救済措置というのは、積極的勧奨をして

いなかった期間の方の年齢の方が受けたいといったときには無償にするということで、

そこ何年で拾うかというのは今国が検討しているとこですが、実際接種されちゃった１

７歳、１８歳の方等がそこに救済されるかというと、そこは県のほうにも確認しました

が、そこはできないということになっております。つきましては、ここを救済するに当

たっては、津和野町が単独で行うしかないかなと思っておりますが、このことについて

は今議員からおっしゃられたことでありますので、今後検討させていただけたらなと思

うところでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  国の救済措置というのは、あくまで打っていない方々

はもう１回高校生になって、１年生を超えたところで受けていないんだったらもう１回

打てるチャンスが来ますよと。ただし、自己負担で打った方というのは、もうその方に

対しては国からの制度は何も適用されないということです。ということは、やはり今私

が申し上げたとおり、補助といいますか、打たれて、その方々が気づいて打ったのに、

何だか損したような気分になると思いますし、実際高額な金額ですので、ぜひ町独自で

その補助について検討していただければと思うんですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  最初の答弁でも申し上げておりますとおり、町独自の制度の

構築を図ってまいりたいと思いますというふうに述べているということであります。た

だ、やはり制度をつくる以上は、できるだけ多くの方を救済するものでなければなりま

せんし、また公平性ということもしっかり説明ができる、そういう制度をつくらないと

いけないというふうに思っているといったところでございます。そういう中で、国のほ

うでの公費の制度というものが議論されているということではありますので、それはこ

れからの話の部分でありますが、それも結果を見た上で、その上のまた広い救済措置と

いうことで１つの制度として盛り込めないかというのを検討したいというのが最初に

申し上げた私の趣旨でございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  いい結果になるように期待しておりますので、ぜひ議

論をしていただければと思います。 

 では、最後の質問に移らさせていただきます。 

 学校への生理用品の配置と性教育について質問を上げさせていただいております。 

 コロナ禍における「生理の貧困への支援」を求める意見書が本年６月定例会で、議員

提案、同僚からの提案で提出され、可決しております。その後、国や関係機関の提出さ



れたわけなんですが、他の自治体においては、コロナ禍における生理の貧困への支援と

して、公立高校や公立中高一貫校などの女性用トイレに生理用品を常備設置する取組が

行われております。 

 東京都のある学校では、５月に女性用トイレでの配布を開始しましたところ、半年間

で８００枚の使用があったとのことであります。それまでは、必要になった生徒が保健

室に取りに行けば生理用品を渡していたそうなんですが、年間で１０枚程度の利用だっ

たということであります。 

 東京都教育委員会の担当者に問い合わせをしてみましたところ、コロナ禍での整理の

貧困対策として配置したものではあるが、利用者がどのような状況で使用しているかま

では調査はしていないそうです。トイレでトイレットペーパーを使用することと同じ考

えで今後は配置していくということなんですが、今年度は学校の運営費の中で賄ってい

るが、来年度からも継続して生理用品をトイレに配置していくということでありました。 

 津和野町においても、保健室に生理用品を取りに来る生徒は年間わずかしかいないと

いうふうにお聞きしました。学校施設への生理用品の常設、配置場所については十分に

検討されたいと思います。 

 また、町に対しましては、役場を初め公共施設への常設を検討していただきたいと思

います。 

 そして生理用品の配置に併せ、性教育についてさらに充実されることを期待したいと

思います。 

 生理は女性特有のものではなく、男女ともに性に対する知識や理解がなければ、あら

ゆる問題を引き起こす原因にもなるということを町内の保護者さんから指摘を受けま

した。 

 特に、低年齢による妊娠は、本人そして家族への影響、母体への影響など、軽い気持

ちで取った行動が大きな代償を支払うことになりかねないものであります。 

 まずは生理になったときに家族や本人が不安にならないようにスターターキットの

ようなものを活用しながら、整理に対する理解を広げていただきたいと思います。そし

て、それに併せ、性教育のさらなる充実をお願いしたいと思います。 

 町長、教育長の所見をお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、学校への生理用品の配置と性教育についてとい

う質問に対してお答えを申し上げます。 

 学校施設への生理用品の常設、配置場所についてですが、現在学校ごとに設置方法に

ついて再度検討をしているところであります。 

 トイレへの設置の場合、１つ目として、メリットとしては、１つとして気兼ねなく使

用することができる。２つ目として、誰でも自由に使用できることから、貧困家庭に限

ることなく使用ができる。デメリットとしては、１つとしてトイレのスペースが狭く、



設置ケース等の設置場所がない。２つ目として、生理用品に対する衛生管理や安全管理

が十分にできない。３つ目として、自由な使用にすると、使用量がかなり多くなること

が予想され、多額の経費が必要となる。４つ目として、設置場所の在庫管理が大変であ

る。５つ目として、生理の貧困への支援の趣旨とは異なる趣旨となる。 

 ２つ目の候補として、学校の特定場所への設置の場合のメリットとしては、トイレの

場合と同じようなことと思われますが、デメリットとしては、トイレへの設置の場合の

１つ目を除く内容に加えて、男子の目にも触れることとなり、利用しにくくなることが

予想される。 

 ３つ目の設置場所の候補として保健室へ設置する場合のメリットとしては、１つとし

て、配布時の指導ができる。特に小学校では、最初にしっかりと指導するために、養護

教諭が直接渡すことで、児童への細かい様子を気にかけることができる。２つ目として

在庫管理が容易にできる。３つ目として、衛生管理や安全管理が行いやすい。４つ目と

して、本来の趣旨に沿って必要な者に配布することができる。デメリットとしては、誰

でも気兼ねなく使用することにはなりにくい。２つ目として利用者が多くなった場合、

養護教諭の負担が多くなる。 

 ４つ目の設置場所の候補として、職員室へ設置する場合のメリットとしては、保健室

の１つ目を除く内容と、５つ目として教職員の負担が分散される。デメリットとしては、

教職員の目が気になり利用しにくいと、そのような設置場所についての検討を行ってい

ます。このように、現在検討している設置場所の候補ごとにメリット、デメリットがあ

りまして、養護部会でさらに検討を行い、各学校の実情に応じて対応をしたいと考えて

おります。 

 また、役場を初めとした公共施設での生理用品の常設についてですが、町としまして

は、現時点で検討には至っていないのが現状であります。島根県では８月３０日から、

様々な理由で生理用品を購入できない女性を対象に社会福祉協議会や児童相談所、保健

所などで生理用品の無料配布を実施しております。津和野町内では津和野町社会福祉協

議会が生理用品の配布場所となっております。町としましては役場庁舎内の女性用トイ

レや総合窓口などにチラシを掲示して、制度の周知に努めているところであります。 

 実際に町の公共施設等で生理用品を配布するかどうかにつきましては、配布場所や配

布方法など必要とする方への配慮すべき点を踏まえた上で、関係各課と検討していく必

要があるかと考えております。 

 性教育の充実については、正規の授業時間では小学校４年生での保健体育、５年生で

は生活、中学校では保健体育の時間で学んでおりますが、そのほかにもいろいろな場面

での指導や講演会などの開催、女子と男子に分けての指導やジェンダー教育等、指導時

間を設けるなど、授業だけでなく、年間を通じて心身の発達段階に合わせた指導を行っ

ております。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 



○議員（３番 川田  剛君）  この学校への整理の貧困の支援ということで、６月定

例会で意見書の提出がありました。それを契機に、私にも何件か問い合わせがありまし

た。それと同時に、私自身があるスポーツの指導を行っております関係で女の子を指導

することもあるわけなんです。そうしたこと、私もずっと４０年間男として生きてきて、

情報としては性教育も学んできましたし、情報としてはいろんなことは知ってはいたつ

もりではあったんですが、いざ、女性がどういうふうな思いで過ごしているかとか、特

に今は男子、女子ではなくジェンダーというところで心の性、気持ちの性とか、いろん

な性があるわけです。そうしたときに、我々大人が女性の選手、男性の選手と接すると

きの配慮の気持ちというのが非常に大事なことだというふうに気づかされました。 

 指導していく上で、例えばスポーツのユニフォームを着替えるときに、人目につかな

いところで、トイレで着替えてこいやとか、車の中カーテン閉まっとるけえ車の中で着

替えてこいやと、これは果たして配慮しているのかというふうな議論が指導者の中で沸

き起こりまして、じゃあ、果たして中学校の先生方はどういうふうな指導をされている

のか。例えば試合中に生理になった子がいた場合、我々男性指導者に向かって何か問い

かけができるのか、我々がそれを気づくことができるのか、そのプレーに対して覇気が

ないなと、配慮できているのかどうか、その辺もいろいろ考えさせる部分がありました。

そうした中で、津和野町議会が意見書を提出したという情報と、それともう一つは、コ

ロナ禍における支援ということではありますが、学校への生理用品の配置ということで、

それが東京都の高校生、中学校の取組ではありますけれども、半年間で８００枚という

ことで、年間でいうと、単純計算で１,６００枚ですので、１０枚だったものが１,６０

０枚に増えるという、いろんな状況での使用だとは思います。貧困だけの使用ではない

と思うんですが、それだけの枚数の需要があったということは事実として東京都として

は受け止めているというふうなことでございますので、じゃあ津和野町はどうなんだろ

うと、学校の先生に問い合わせましても、そんなに学校で生理用品を取りに来る子とい

うのはあまりいないと、取りに来る子というのが貧困だから取りに来るのかというとそ

ういうわけでもなくて、忘れたからとか、いろんな問題、状況によって取りにくる子が

年間に数件あるぐらいだということですので、そこまで急いで配置しないとまずいぞと

いうところではないと思うんですが、ただ、配慮するという、ここの今この議場にも男

性ばかりであります。果たして女性がどれぐらいの苦痛があるかというのは、皆さんも

情報では知ってはいると思いますけれども、大変な思いらしいです。ですから、保護者

に言われたのが、川田君、何で制服が紺色か知っているかと。血がついてもわからない

ように制服というのは紺なんだよというふうに教えてもらいました。知らなかったです。

そういう意味なんだと。ですから、我々は知っているようで知らないことが私はたくさ

んありました。そこで、じゃあ、女性にとって生理って何なのかというと、生理現象で

すので、なりたくてなっているわけではない。我々もトイレに行きます。行きたくて、

出したくて出しているわけではなくて、勝手に来るものなんです。そのときに我々で思



うのが、トイレットペーパーがないときというのはやはりどきっとしますよ。女性も同

じだと思うんですよ。やはりそういったものがあるのとないのとでは、大分気持ちのゆ

とりが違うと思うんです。それが、子供にとっては、やはり恥ずかしさ、今日持ってき

てなかった、どうしようとか、相談できるかなとか、そういった心の心情もあると思う

んです。そういった意味から、配置の場所は検討してもらいたいというふうに提案させ

ていただきました。 

 ただ、一方で、現場の先生方からすると、無料で置いていたものを使ってもらうのは

構わないかもしれませんけれども、何で使ったんだろうとか、コミュニケーションが一

番大事だと思うんです。子ども達がどういった状況なのか、コミュニケーションを取り

ながら、そういった生理用品を配るということも大事だと思います。ですので、一概に

こうしたほうがベストとは思いません。東京都はこういうやり方をされていました。し

かし、津和野町としては、今私が申し上げたとおり、年齢によってもいろいろあると思

います。まずは学校段階においては、１つの生理現象として捉えてもらって、子ども達

が気軽に取りに行ける、準備していなかった場合、突然なった場合、気軽に取りに行け

る環境づくりというのを学校と検討していただいて、学校の負担にならないように、何

百枚も置けと言っているわけではありません。必要枚数を必要なだけ置いていただけれ

ば、子ども達の不安は取り除かれるのかなと思いますので、まず教育委員会にはその点

をお願いしたいと思います。 

 それともう一方、僕も知らなかったんですが、男性の皆さんレストランなんか行きま

すと、たまに綿棒が置いてあったり、身だしなみを整えるものがトイレに置いてあった

りしますが、女性用トイレには生理用品が置いてある場合があるそうなんです。やはり

そういったところを見ると、女性からすると、ここのトイレはちゃんと管理されている

なと思うそうです。やはり、全てのトイレに置けとも思いません。何か月もずっと置い

てあるものを使いたいとも思わないとも言われました。やはり新しいもの、きれいなも

のは当然使いたいけれども、あることによって、その環境、そこの場所が例えばレスト

ランであればレストランのホスピタリティーの高さというのを感じるそうです。なので、

できれば、この津和野町観光地でありますので、多くの観光客が利用されるところにそ

ういった設備が整うと、ホスピタリティーが魅力が向上していくのではないかなと思い

まして、そういった意味から、まずは官公庁の置けるところから、そういった対策をし

ていただけたらという思いで提案させていただきました。 

 そういったところからまず町長、教育長の所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  では、まず私のほうから学校関係の生理用品の配置場所で

すが、先ほど回答申し上げましたように、今、養護の先生を中心に設置場所についてメ

リット、デメリットを見比べながら、検討してもらう段階に入っております。一番トイ

レに置いて気軽に使うのが子供の立場からすると一番使いやすいんだろうというふう



に、誰も思うわけなんですけども、一番心配するのは、やはりそこの部分での衛生管理

と、万が一いたずらで何かそこへ仕掛けるとかいう、そういう部分のところが一番気に

なるということで、そこが、そんなことはあまりないとは思いますけど、万が一そうい

うことがいじめとかにつながってもいけないというような状況の中で、いきなりトイレ

でなくて、何か気軽に取れるような感覚で養護の先生のところに気軽に取りに来てくだ

さいというような、まず広報的なものからやるほうがいいんじゃないですかというよう

な話が今大体中心になっています。それから、トイレは、学校によっては狭過ぎて、衛

生管理をしっかり置いた箱を置けるようなスペースもないトイレもあるようですので、

そこら辺も全体をバランスを考えて、学校によっては若干変わってくる可能性もある。

それから小中で、中学校になるとほとんどの女子生徒が対象になろうと思うんですが、

小学校の場合は本当、まだ限られたお子さんだけということになりますので、そこら辺

で、とにかく初潮が始まった頃にしっかりとした指導を養護のほうでしたいという気持

ちもやっぱりあるということ、それから、特に父子家庭の家庭では、その辺をより充実

した指導をしていく必要があるというふうに養護の先生方も捉えておりますので、そこ

ら辺も含めて、全体的なバランスを考えて、今年度中にはどこへ置くかというのは決め

ていって、実際、その配布場所ということでスタートはしたいというふうに思っており

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今回のこの生理用品の配布につきましては、御指摘のとおり

生理の貧困への支援という、そういう大きな名目があって、それで始めた事業というこ

とになります。町としても、議会の請願、採択ということも受け、そしてまた、福祉施

策、それから教育施策、そういう観点から学校への配布というものを決定をしたという

いきさつがあるわけでございます。県におかれましても、子供だけではなく、福祉的な

観点から、経済的にお困りの方々の家庭を支援するという観点で、社会福祉協議会への

配布という方針を出されたということであります。こうしたことで、町が今度は公共施

設のほうへ常設をしていくということでありまして、そういう中で、要はトイレットペ

ーパーと同じような感覚で、消耗品のような形で全町民の方を対象に置いていくという

考え方になってまいりますから、ある意味福祉施策との整合性とまで言えばちょっと大

げさ過ぎるかもしれませんけども、一気にそこまで進めていくべきなのかどうかという

のは、もう少し議論をしていく必要があるかと思っております。観光のホスピタリティ

ーという、そういう利点もあるというのは、御指摘を聞いて、まさにそうかと思ってお

りますけれども、やはりいかんせん大きなお金ではないかもしれませんが、それでも町

も財政状況がございますので、一つ一つ丁寧に検討を加えながら、進めていく必要があ

るかというふうに思っております。ですので、常設で公共施設まで配布ということにな

ると、ちょっと私としては、一気にそこまで進めなければならないのかという、非常に

スピードがあまりにも早いような感じがしております。いま一度今日の御質問を踏まえ



た中で、庁議等でも意見交換の上、検討してまいりたいと、そのように思っております。

ぜひ、議会のほうでも請願の採択をされたという、そこが出発点でもございますので、

一度この点についてもまた議会の中でも話し合いをされるなりして、意見集約等も図っ

ていただければ、我々としてもありがたいなというふうに思っておるところでございま

す。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この質問を作成するに当たり、本当に知らないことば

かりで、そういうことなのかという、本当に感心をさせられたところでありました。教

育長におかれましては、今小中学校のことでいろいろ、小中によってまた対応が変わっ

てくるのは重々わかりますし、また学校の先生にも過度にその業務がいって、働き方が

ちょっとひどくなってもいけませんので、しっかり、一番、学校に合ったやり方、養護

教諭の先生としっかり議論していただいて、学校それぞれで対応していただいて構わな

いと思いますので、そのあたりしっかりやっていただければと思います。また、町長に

おかれましては、当然、先般、コロナ禍における生理の貧困から始まったもので、急に

役場に置くというのもなかなか難しいのは重々わかります。やはりいろんな女性の職員

の方もいらっしゃると思いますので、本当に必要か必要でないか、その辺の議論はでき

るのかなと思いますし、必要でなければ、必要でないということになるのかもしれませ

んが、やはり時代がこういう時代になってきました。そういったところで、いろんな観

点から見ていただいて、町の判断をしていただければと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、３番、川田剛君の質問の質問が終わり、ここで１４

時５分まで休憩といたします。 

午後１時 55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 05分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序５、６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  議席ナンバー６番、丁泰仁でございます。本日も通告

に従いまして、２項目の質問をいたします。どうかよろしくお願いいたします。 

 早速ですが、第１番目の質問からさせていただきます。 

 昨今の、第１番目、当町の当面の施策課題に関してでございますが、昨今の世界会議

（Ｇ２０）、先進国７か国に新興国を加えた主要２０か国及びＣＯＰ２６（国連気候変

動枠組み条約第２６回締約国会議）における主な協議内容を検討してみますと、以下の

３点に集約できるように思われます。 



 第１点目、世界経済情勢、特にコロナ禍で落ち込んだ経済活動の回復に関する事柄に

つきまして。このことに関しまして、新聞紙上により、我が国国内経済情勢について少

し触れてみますと、内閣府が１２月８日発表しました１月から９月期の国内総生産（Ｇ

ＤＰ）回復益は、実質、前期比０.９％減、年率換算３.６％減で、マイナス幅は事前の

市場予想を上回り、２期ぶりマイナスでした。減退の主な要因は、コロナ禍を受けた緊

急事態宣言で、個人消費が振るわず、世界的な半導体不足に伴う自動車の減産で輸出も

落ち込んだなどなど。また、経済再開もエネルギーや原材料価格高騰などの影響で個人

消費に影を落とし、景気回復の足踏みが続いている状態ということです。 

 元に戻りまして、第２点目、コロナ感染拡大防止、ワクチン接種の状況、特に第３次

ワクチン接種に関しまして。 

 第３点目、気候変動、大雨洪水等の異常気象及び地球温暖化に対する温室効果ガス排

出量に関してなどであります。 

 これら世界会議における協議課題を具体的に、当町の今後の施策課題として取り上げ、

検討し質問とします。 

 １、経済情勢について、特にコロナで落ち込んだ観光関連経済の立て直しに関しての

当町の諸施策及び忘新年会プレミアム券発行に関する情報などについて。 

 ２、コロナ感染拡大防止のためのワクチン接種に関して、特に、今後の第３次ワクチ

ン接種に関する情報について、また、今後のスケジュール。 

 ３、地球温暖化に対する気候変動に関しまして、今季の冬はラニーニャ現象で大雪の

おそれが高い予報が出されています。除雪計画は万全であるか。特に森三差路からキヌ

ヤ路線、大橋から高岡通りの幹線道路に関しまして。 

 以上、お答えください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、６番、丁議員の御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 当町の今後の施策課題に関してでございます。 

 まず、１番目の御質問でございます。 

 本町におきましては、コロナウイルス感染症に伴う観光入込客数の減少により、飲食、

宿泊関連事業者のみならず多くの事業者に深刻な影響を与えております。罹患状況の改

善により発令されておりました緊急事態宣言は解除となりましたが、町、商工会、観光

協会の３団体ともにいまだ以前の状況までは回復していないとの認識であります。 

 こうした中で、本町におきましては今年度、業績悪化緩和運転資金給付金、第４次と

して４月分から９月分、同じく業績悪化緩和運転資金給付金、第５次として１０月分か

ら１２月分、商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業補助金、事業者独自キャ

ンペーン実施支援事業補助金とともに観光協会への補助事業を展開して、事業者の支援

に当たってまいったところであります。 



 しかしながら、３団体会議の中でも継続した事業者支援が必要であるとの御指摘を頂

いておりますことから、町では現在展開中の施策に追加して、昨年度実施いたしました

社会保険の被保険者を有する事業者の雇用維持を支援する雇用維持支援給付金を新た

に展開して支援を強化したい考えであります。 

 次に、忘新年会応援キャンペーンについてでございますが、先日嘱託文書の配布によ

り皆様への周知を行ったところであります。 

 この事業は観光協会への補助事業として行っており、対象店舗での忘年会、新年会に

おいて４人以上での会食や仕出し、おせち等を御利用いただいた方の額がお一人３,０

００円以上であった場合に、御利用金額に応じてお一人最大３,０００円のドライブシ

ョッピング券をプレゼントするという事業でございます。 

 キャンペーン期間は１２月１日から１月１６日まで、券の利用期間は１月３１日まで

となっております。皆様方にも大いに御利用いただき、影響の特に大きかった飲食、宿

泊関係の事業者の方を中心に広く本町の経済支援につながることを期待しております。 

 二つ目の御質問でありますが、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種につきまし

ては、原則２回目の接種完了から８か月を経過した方から接種を行うこととなっており

ますので、町内での一般の方の接種開始が令和４年２月上旬から実施できるよう、現在、

津和野共存病院や和﨑医院、つわぶき医院と協議をしているところでございます。 

 使用するワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製の２社のワクチンになります。 

 今後、３回目のワクチン接種について、年末までには町民の方へお知らせしていきた

いと考えているところでございます。 

 三つ目の御質問でありますが、御指摘のとおり、報道によりますと、ラニーニャ現象

が発生しているとのことで、この冬は気温が低くなり、降雪量も多くなる傾向が予想さ

れております。 

 特に、冬にラニーニャ現象が起きると、日本の上空では偏西風が平年より南に蛇行し

て寒気が流れ込みやすく、気温が東日本や西日本などで平年より低くなる傾向にあると

いうことです。また、昨年度は本町において例年まれに見る大雪となったことは記憶に

新しいところでございます。 

 除雪計画についての御質問でございますが、この１２月７日、町内建設業者にお集ま

りいただき、除雪会議を開催し、今シーズンの体制について確認をしたところです。 

 町全般の計画について申し上げますと、除雪を開始する積雪量は、道路上における積

雪２０センチ以上とし、道路愛護団長または自治会長からの要請に基づき実施をしてお

ります。また、除雪車両は業者所有のものを借り上げております。 

 しかし、豪雪時には、町内全域にわたる除雪作業に相当の時間と労力がかかることが

想定されることから、個人で所有されている除雪可能機械及びオペレーターを募り、作

業を委託している路線もあります。 



 町道駅前線及び森野坂線につきましては、通常の場合、除雪ダンプ等での対応を検討

しているところです。 

 いずれにいたしましても、住民の方々から除雪に関して様々な御要望があることは承

知をしておりますが、限られた体制の中、必要最低限の交通の確保を基本に計画してお

りますので、皆様方の御理解御協力をお願いしたいと思っております。 

 また、過去全国的な大雪となり凍結防止剤の供給が需要に追いつかず、本町において

も町道の凍結防止対策に遅れが生じたことを踏まえ、今シーズンは事前に必要量をスト

ックできるよう準備しているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、経済の問題ですが、１０月に全国的に非常緊急事態が解除されまして、当町に

おきましても、それ以降、私、ちょっと土日を中心に見てまいりましたが、ちょうど秋、

観光シーズンですね。非常に何年振りかのね、本当観光客を見たような気がするんです

よ。それまでこの２年間ね、ほとんど死んでいましたからね、町が。幾ら連休であろう

と、土日であろうとね、本当寂しいものでした。しかし、ここを本当緊急事態宣言解除

されまして、ＳＬもまた運行し出したし、相乗効果で非常に町が賑わっていました。見

て、ふと安心しました。そういうふうに非常事態宣言なければ、やはり整備されたきれ

いな町に来てくれるんだなと。観光客ばっかり、一様に言うことは、やはり自然に恵ま

れた非常にきれいな町だということなんですね。だから、私どもが目指しているそうい

うまちづくりに、町長はじめ、執行部の方々、行政の方々、努力してこられましたね。

賜物がね、やはりそういうときにはね、成果として現れるんじゃないかなと、非常にう

れしく思いました。だから、今後も努力を続けて、そういう障がいを乗り越えて、さら

に素晴らしい文化都市をつくっていくべきじゃないかなと思っております。 

 それで、今の観光客の情勢、非常にいいということで、ただ、今、もう１２月に入り

まして、大体、オフの時期に入りましたんで、これからは地元のお客さんを中心にね、

いかに個人消費を喚起させるかという課題に入ってきていると思うんです。それで今、

県がＧｏＴｏＥａｔキャンペーンで、ＧｏＴｏＥａｔ券、これは、５,０００円で４割

アップの７,０００円の券が頂けます。それと今、ＧｏＴｏキャンペーンで町が、当町

がキャンペーンを始めましたのでね、これはまた４人以上、一人３,０００円以上だっ

たら１,０００円のお得特権のバックということで非常に相乗効果を期待しているお客

さんが、やはり、私どもを来店するお客さんが非常に何か楽しみに来ています。非常に

効果が今、出てきているんじゃないかと思います。 

 それで、ちょっとここへ、そういう効果が出てきているんですけどね、ちょっとこの

頃ね、面白い現象があるんですよ。面白いちゅうかね、これは店側にしましてはね、非

常にややこしい、戸惑うような現象というのがね何かと申しますとね、金券ラッシュな

んですよ。ちゅうのはね、レジで精算するのにね、ＧｏＴｏＥａｔ券、それから得々ド



ライブ券、それからもう一つはね、やまびこ、通称やまびこ券ですかね。山でお宝いっ

ぱいで、何かそういう券がもらえますよね。それを一緒に出してくるんですよ。そうし

ますとね、それは一緒の金券として処理するのはいいです、一括してね。ただ、ここの

中で問題はね、得々ドライブ券は、今度の忘新年会のキャンペーンの金額をはじくとき

にその対象にならないということでそれ除外しないといけない、今度は。それキャンペ

ーンと、要するに、４人以上３,０００円というね、そういう中で、その得々ドライブ

券を使っている分は、除外して計算しなきゃいけないんですね。ほいで、しかもね、こ

の忘新年会の得々ドライブ券をもらうにはね、店の証明書と、それからその領収証をつ

けて、それでお客さんに渡してお客さんがそれを観光協会に持っていって得々ドライブ

券に換えるわけなんですね。だから、店側としましてはね、全部精算するときに一括し

てね、レジをはじくわね。領収書は一つだけしか出てこない。その中にドライブ券が含

まれておるわ、もう全部に含まれておるわけですよ。ほいで別々に出すわけにはいかん

というんでね、こういうややこしい問題が非常に頭をこねているんです、今。ここはね、

何かええ考えがあるんですかね。私がふと考えておるのに、領収書の中に、うちドライ

ブ券が何ぼと金額を明示して、それを持っていってもらって観光協会にはじいてもらお

うかなと。そういう方法しかないのかなと。それとも何か、そのほかにいい案がありま

したら、課長、教えてください。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  議員御指摘のように、現在、津和野町内でそういっ

たキャンペーンをやっているところが、島根県のＧｏＴｏＥａｔですね、５,０００円

で７,０００円になるというお得。それと、現在、テイクアウトのキャンペーンをやっ

ておりまして、これも１２月の半ばまでやっておるところですけど、これについての

得々ドライブショッピング券が一つと、それと１２月１日から来年１月の中まで実施予

定の町内消費拡大キャンペーンのうちの忘新年会のキャンペーンになりますが、これが

一つということで、それぞれ、それぞれの券等があって、お店で発行、発行自体は観光

協会等が引換えをしておるわけですけど、実際それを使う、今度、それをお店で使う場

合にはいろんな種類のものがあるということでございます。それぞれにこれ統一できた

らいいところなんですけど、最低でも町の部分の二つについて統一できたらいいところ

なんですけど、現実問題、それは観光協会と相談したところですが、できないというこ

とでございました。ですんで、この施策を実施するに当たりまして、お店の方からはい

ろんな御意見を頂戴しておるところでございます。ですんで、なるべくマニュアル等を

つくって分かりやすいものを配布して、問合せについては丁寧に対応をするということ

で、現在、やっておるところですけど、そうは言いましても、現場のほうは日々券が集

まってくるところでございますんで、大変だろうなというふうには思っております。 

 先ほど何かいい手はないかということでございましたが、もう今となりましてはなか

なかちょっと難しい部分がありまして、ただ、分かりやすくこれを取り扱うということ



につきましては、先ほど議員が御指摘のように、証明書の中に得々ドライブショッピン

グ券が幾らかとか、現金が幾らでこの証明書が出るとか。また、領収書の明細の中にそ

ういった情報を盛り込んでいただくと、こういった方法しか今のところないのかなとい

うふうに考えております。 

 現在のところ、これについてはそういうやり方しかないというところでございますが、

今後、同じ形で町内消費拡大の施策をするときには、統一できるものにつきましては統

一して、お店側にとっても、利用者側にとってももっと使いやすい、そういったような

形で考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  なかなか難しいんで、そういうふうに店側が努力する

しかないかなとそういうふうに思っております。努力しましょう、それで。 

 これキャンペーンがね、キャンペーン期間が１２月１日から１月１６日までとあるん

ですが、これ途中で打ち切ることはありませんか。 

 というのはね、昨年だったかな、早々と打ち切ったような気がするんですよ。ちゅう

のは、予算が足りなくなったというようなことが、すごく好評でね。だから、そこら辺

はちゃんと１月１６日まで予算を確保しておいてもらえるんですかね。ほいで、お客さ

んにこういうふうに１月１６日まではやっておりますよちゅうんで来てもらった。とこ

ろが、観光協会が言った、「いや、もう予算打ち切りです」というようなね、そういう

ことではちょっとね、申し訳ない、お客様に。それのところで、ちゃんと１６日までや

るんならやるでちゃんと予算を足りなくなったら補充すると、そういうところの気構え

でね、臨んでほしいんですよ。せっかく人気があるキャンペーンですから、どうですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  忘新年会応援キャンペーンでございます。 

 ただいま予算のほうを確保しているところでございます。５００万円の予算を確保し

ております。昨年もこれについては実施をしてまいったところでございます。実績とし

ては、約４６０万の実績があったということであります。 

 キャンペーンのチラシのほうに載せてあると思うんですが、これも予算のほうがなく

なるかもしくは１月１６日という期限があって、そのどちらかが過ぎるところまでとい

う御紹介の仕方をさせていただいているところであります。 

 これについては、今回の国のコロナの補正での予算を充てたということでございます

ので、また新たに国の補正の予算が、現在、衆議院の委員会で本日も審議されているか

と思います。 

 今後、そういった部分の財源が、もし、これについて引き続き考えることができるの

であれば、こういったようなもんも考えながら、一旦は、１６日で締めさせてもらうと

いうところでありますが、その先についても、必要に応じて実施のほうを考えてまいり



たいと思っております。これは、まだ全然承認を、将来的に議会の承認も頂かなければ

いけないところでございますが、可能性としていろんなことを、そういったことをやっ

ていきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  とにかく１月１６日までは途中で予算がなくなっても、

私としましては何とか補充しまして、１６日という数字はキープしてもらいたいと、そ

れまでは絶対にキャンペーンをやると、そういうことをちょっと努力してほしいなと、

そういうふうに思います。 

 それでもう一つ、業績悪化緩和運転資金、これ非常に助かっていますが、これも今、

１０月から１２月までは、一応、出ておるんですが、来年度以降、これもやはり情勢を

見て継続されるという気持ちはあるんですかね。ここはどうですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  業績悪化緩和運転資金補助でございます。 

 現在、１０月から１２月の間ということで、第５次ということで、業績悪化の補助を

させていただいております。 

 これも、４月に４,０００万円の予算を承認していただきまして、今回１２月の補正

で、若干、数字が足りなくなるということで補正のほうを上程させて、要求をさせてい

ただいておるところでございます。 

 １２月までで、一旦、終わるところでございますが、来年１月からに向けては、先ほ

どのコロナの国の補正というところもありますんで、財源が見つかるところで、見つか

ればというところで、新しい御提案を考えていきたいとは思っております。 

 昨年１年間実施して、今年実施中ということでありますが、業績悪化の悪化率につき

ましては、昨年の４月から９月までが非常に高いパーセンテージでございましたが、今

年につきましては、もうすごく改善されたということはありませんが、若干、そういう

数字が穏やかになってくるといったような状況になっておりますんで、そういったよう

な状況も見ながら中身の率とか、給付額とか、そういったようなものも、今後、考えて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  この件も今、ようやく少し従来のデルタ株収まって、

ある程度平常な、経営のほうも運転に入っているような気がするんですが、今は怖いの

はオミクロンですかね、変異株がまた出てきているからね、これがどういうふうに拡大

していくかによりましてね、まずは緊急事態宣言みたいなね、何か報道を抑制されるよ

うな、そういう事態が起こった場合はね、また経営のほうもみんな各店舗を縮小せざる

を得ないと、こういうところで一番助かったのがこの業績悪化緩和資金なんです。だか



ら、そういうところはしばらく、来年以降情勢を見まして、行政としましても的確に迅

速に取り組んでほしいなと、こういうことでございます。よろしくお願いいたします。 

 大体、今の経済のほうはそういうところで推移していくんじゃないかとして、よろし

くお願いします。 

 次に、コロナ感染拡大……。 

○議長（沖田  守君）  丁君、ちょっと待って。最後に、町長に答弁必要とせん。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  はいはい、じゃあ。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  経済対策、今後に絞ってお話をさせていただきたいと思いま

すが、国のほうも１１月からこの売上高に応じての給付金制度のようなものを新たに行

うようなことを、報道によるとそういう方針だということでありますので、うちの業績

悪化と関わるような事業でもあろうかと思っております。そういう国の制度がまとまっ

たその内容を見させていただいた中で、来年１月以降のこの本町の業績悪化を同時に続

けていくのかどうかというのは、検討もしていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 それから、臨時交付金のほうも、現在、国のほうで予算審議等がなされているという

ことでありまして、これも現在での規模間、聞いているところによりますとという段階

でありますが、大体、１兆２,０００億円規模じゃないかというふうにいわれておりま

す。これが津和野町と対してどれぐらいの規模かと申しますと、これまで頂いてきた分

が、大体、国のほうで１兆円ぐらいの規模であります。それに対して津和野町が１億３,

０００万程度頂いてきたということでありますので、今回、１兆２,０００億円という

規模は、それまでよりもまたさらに増額がなされると期待をしているといったところで

あります。 

 ただ、今までの地方の各市町村への配分方法というのがいろいろ計算式に基づいてな

されてきたわけでありますが、津和野町は、そういう意味でほかの市町村と比べて、か

なり多く頂いていたということになりましたが、やはり今までの配分の方法では不公平

だというのが他の市町村から声が上がってきているという状況もあります。ですから、

同じ配分法、計算式で出てくるかまだ分かりませんけれども、ただ、少なくてもこれま

で頂いてきたぐらいの規模は頂けるんじゃないかというふうに考えているところであ

ります。 

 それを有効に使わせていただこうというふうに思っておりますけれども、今後はやは

り、私自身課題として思っておりますのは、今回、新型コロナウイルスの関係で多くの

企業が国コロナ、県コロナのこの融資を受けておられるわけでありまして、これが早い

ところでは来年度から、主なところでは再来年度ぐらいから償還が始まってくるという

ことであります。その償還元金までを町のほうで補填するというのはとても難しいわけ



でありますが、経済状況も見ながらこの利子不足分、不足分ということについてもどう

するのかという検討も必要だというふうに思っております。 

 これは確約的なお話、今の段階ではできませんけれども、国からの臨時交付金の規模、

そういうものも実際に町にどれだけ配分があるかというのをまた見た上で、そして業績

緩和のこういう運転資金や、それから今回やります雇用維持の関係の事業の補助金、そ

うしたもろもろのやってきたことの評価もしながら、今後やるべきこととして、どうい

うことを一番効果的なことが打てるのかというのは、今後の検討材料として考えている

という今、状況でございます。 

 いずれにいたしましても、経済対策は必要だと思っておりますので、何らかの町内事

業者を守るための対策は、町としてしっかり打っていきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  町長から前向きな答弁を頂きまして、大変うれしく思

います。よろしくお願いいたします。 

 次に、コロナ感染拡大防止のための話ですが、同僚議員のほうからこのことについて

質問があって、ある程度の要約は分かっておりますが、私がその中で質問を二、三した

いんですが、一つは、交差接種、要するに、ファイザー製で今まで２回目やってきて、

３回目はモデルナですかね、これを今から使用するようになるんだというような今、話

なんですが、これを交差接種というらしいんですが、それで、いろいろテレビ、ニュー

ス等を見ていますと、どうもその混ぜてね、打つことにちょっと安全性がね、どうも分

からないと、副反応が。だから、我々はファイザー製を何回打ってもどうもなかったか

ら大丈夫だろうと思うんですけど、今度、モデルナ製を打つということになりますと、

しかも我々が選択できないという答弁だったと思うんですが。そうしますと、ファイザ

ー製が回ってきた人はいいけど、モデルナ製が回ってきた人はちょっと不安なんですよ

ね。打ったことない、初めてになるわけですから。そこら辺がやはりモデルナ製のワク

チンとファイザー製のワクチンといろいろ打つ前にいろいろ特性が述べられていまし

たよね。だから、そういう点でこの安全性につきまして、一応、行政としましてはどう

いう情報を得ているのか、そこら辺の回答をお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  これまで１回、２回目につきまして、津和野町内で

実施していたワクチン接種につきましては、全てがファイザー製でありました。それで

今回は、先ほどもちょっと申し上げましたが、県の配分によりまして、町民、町内で接

種分の約半数はファイザー製が入ってくるが、約半数はモデルナ製であろうということ

で今、聞いておるところであります。 

 その安全性というのは、医学的な見地によるものでありますので、私どものほうで言

及することはできませんが、ただ、国のほうがそれで問題があるというようなことは、



今まで一度も聞いたことがありません。当然、安全性がないものを国民に向けて接種を

進めるということはないということで考えております。 

 町民の方々におかれましては、１回目、２回目がファイザー製でしたので、もう１回、

２回打ったことによって、次のファイザーだったら何となくイメージが沸くというよう

な感じなのかなというところでありますが、決して、モデルナ製がよくないワクチンで

あるとかそういうものでもありませんし、報道によりましたら、交差接種のほうが効果

が高まるというような報道も聞いたことありますし、また、東海のほうの集団接種では、

職域接種なんかはほとんどがモデルナ製で打たれているというところもありますんで、

特に安全性についての問題はないのかなと私どもは把握をしております。また、国、県

からの情報もありません。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  それじゃあ、そういう言葉を信じまして打つという方

向ですね。 

 次に、幼児に対してはどういうふうになっているんでしょうか。 

 それから、もう１点、オミクロン株、変異株ですね、今これに対してね、行政として

はあるいは国としてはどういう対応、つまり、どういうワクチンを打つとか。 

 ちょっと聞きますと、今朝テレビで見ましたら、南アフリカ、発祥地の南アフリカの

ある政府関係者は、要するに、オミクロン株の特性というのは、非常に感染力が強くて

広がると。しかし、幸いなことに軽症であると。だから、重症化は今のところあまり見

られないと。そういうような話を聞きました。だから、そういうところから、どういう

ふうにオミクロン株、変異株に関してはどういうふうに思っておられるのか、これちょ

っと聞かせてください。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今回の３回目のブースター接種につきましては、２

回目が終わって８か月以上たった１８歳以上の方ということになっています。ですから、

これまで１、２回目は１２歳以上、ファイザーの薬の場合、１２歳以上の方は接種がで

きるということになっていまして、現実、町内の方でも１２歳以上の方で接種を２回済

ましていられる方はおられますが、３回目につきましては、１８歳以上の方のみという

ことで、それ以下の方は３回目の期限が来ても、１、２回目が終わって８か月が経過し

ても、現在のところはファイザーの薬は打てないということになっています。 

 それから、もう少し小さいお子さんにつきましては今、報道でありますが、来年の２

月辺りぐらいからは、ファイザーの次を５歳以上にぐらいに下げると。ただし、液量な

んかが変わってくるということは聞いていますが、その辺も承認がされる方向で今、国

のほうが進んでいるというところだけ。これも国から直接聞いた話ではありませんで、

いわゆる議員と同じように、テレビや新聞の報道について見たところであります。 



 それから、このブースター接種、３回目接種についてのオミクロン株への有効性とい

うことにつきましても、これも国、県からの正式な通知等は市町村には来ておりません

ので、例えば、効果があるとかないとかそういう話は何もありません。知り得る情報は、

いわゆる一般的な報道で流れているもののみということですんで、特に私どものほうか

ら報告するようなことはないということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  分かりました。おいおい情報入ってくると思いますん

で、それを注視して、気に留めていきたいと思います。 

 ３点目の、それから次は、気候変動に関しまして、昨日以来、テレビでアメリカの竜

巻の話が出ていますよね。大体、１１月から２月というのはね、竜巻なんか、絶対アメ

リカで今までちゅうか、ほとんど１００年以内ですか、起きていないちゅうんですよ。

ところが、大体、６月を中心に梅雨時期ですよね、日本でいえば、から竜巻が大体起き

るちゅうんですけれども。このたびはこの本当に異常気象で、やはりこの地球が温暖化

現象でこういうことになったんだろうということでたまげているわけですね。そして、

世界中に今はちょっと脅威を及ぼしているわけです。 

 だから、こういうふうに気候変動は、もう当町におきましても大雨、大雪、何が起こ

るか分かりませんよ。それは、そういう状態でもう天変地異がもうしょっちゅう起こる

んじゃないかという時代に入っています。その中で特に、ラニーニャ現象の話が今、テ

レビで盛んに言われていますんで、本日ですかね、北日本、東北、大雪ですかね、一晩

で４０センチとかどうや言うて暴風圏に入っていますんで、だから、昨日まで暖かくて

急にそういうふうになるわけ、一晩で。だから、当町も油断はできないなと思っていま

すけど。この大雪をとにかく警戒しないといけないと思うんですが。 

 昨年でしたかね、もう豪雪で、ここに私、伸びましたが、特に、森三差路からキヌヤ

方面ね、これは食料買い出しにね、もう全員行ったらね、やはりキヌヤへ向かうんです

よ。そうしますと、私の家の前の道路がもう渋滞渋滞、しかも雪がかかれていない。往

生していましたから。それから今度は、大橋から役場の駐車場ね、入り口からずっと高

岡通り通して、あの幹線道路は、もう雪がかかれていないから、これは大変な状態でし

た。だから、それで私はちょっと、特にそこは気をつけて計画を練っておいてほしいと

いうことはそういうことであります。ここを回答で、先ほどの回答で、極力注意して、

いろいろできることはやるということですので、私もそれ以上無理は言いませんので、

ぜひそこら辺は、怠りなく、特に土日にかかったときに、もう日曜なんか特にかかった

ときに、祝日とか、そういうときは動きにくいかと思いますけど、その辺も徹夜で頑張

らなきゃいけないんではないかなと思うような日が来ると思いますんでね、ひとつ建設

課長、そこら御注意してください。注意。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 



○建設課長（安村 義夫君）  除雪体制につきましては、先ほど町長が申し上げました

とおりの計画でございます。今議員がお話がございましたとおり、豪雪時につきまして

は、町内全域にわたります除雪が必要になってくるかと思っております。このような状

況になった場合、なかなか１日、２日で全て取り除くということは不可能かなと感じて

おるところでございます。 

 先日、１２月７日に除雪会議を開催いたしまして、町内の建設業者の方と体制につい

て確認したところでございます。その中の御意見といたしましても、限られた作業員で

対応している、そういう状況もあるので、町のほうの了解と住民の方の御理解を頂きた

いとの御意見もございました。 

 除雪に関しましては、以前より住民の方から、早く丁寧にということの御要望を頂い

ておりますが、重々、承知しております。ただし、降雪量とか、気温や雪質の積雪の状

況、それとか、道路幅員、勾配、交通量、そういったこと、あるいは除雪に伴います機

械、除雪ダンプ、グレーダー、タイヤショベルなど、そういったものを複合的な要因に

おきまして早く丁寧に、なかなか現場ごとで対応できないことがあろうかと思います。

また、除雪に関しましては、どうしても除雪した後に路肩の部分に、一部、山を、雪の

山をつくってしまうことがあろうかと思います。そういった場合につきましては、お手

数をおかけいたしますが、住民の方に最低限のところで取り除いていただく必要がある

んではないかなと感じておるところでございます。 

 このように、現状では、住民の御理解、御協力なくしては対応できないことにつきま

して、改めて御理解頂きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  分かりました。重々、私どもも協力しまして、除雪し

やすく手伝っていきたいと思います。 

 それでは、１項目めの質問はこれで終わりまして、２項目めの質問に入らさせていた

だきます。 

 ２項目めは、蘭学、洋学、三津同盟に関してでございます。 

 この同盟の概要としましては、優れた蘭学者、洋学者を輩出したという共通の歴史的

背景を持つ津和野町、岡山県津山市、大分県中津市が相互に連携協力して、学術交流や

観光振興を進めることを目的として同盟を締結するということですが、この同盟による

具体的な事業内容に沿って質問をいたします。 

 １、博物館、資料館の交流と共同研究の促進。ここで、活動の拠点が鴎外記念館にな

ると思いますが、この際、教育の町として恥ずかしくない町民の知的学習拠点としての

津和野地区図書館の整備、改修等も他市町村に対する外交的視点から必要であると思わ

れますが、いかがか。文教民生常任委員会からも要望が出されております。 



 ２、知的観光の振興と他分野交流の促進については、食、物産などの他分野交流にお

いて、日本３大芋煮会のように３市町による盛大なイベントを企画しているのか。 

 ３、連携協力による広報活動の展開、観光面でのＰＲなど３市町で広報活動を展開と

ありますが、行政のみならず、町議会として両市との交流企画などは考慮をされていま

すか。 

 以上、３点でございますが、お答えください。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、蘭学、洋学、三津同盟に関しての御質問につい

てお答えを申し上げます。 

 １点目の活動拠点についてでございますが、三津同盟における活動の拠点につきまし

ては、森鴎外や西周、その他津和野藩の学者に関する史料を所蔵している郷土館と森鴎

外記念館並びに津和野藩の藩校であった養老館を想定しています。 

 また、図書館については、既に新しく日原図書館が建設されておりますが、郷土関連

資料等を多く有する本町におきましては、現在の津和野図書館は手狭な上、１００年も

の歴史ある図書館としても施設の充実が望まれております。 

 現状の施設の増改築や、以前議員より御提案いただきました今昔館などの既存施設の

利用、あるいは新たに新築することも含め、主要な課題の一つと捉えており、財政状況

等も踏まえて、以前から具体的な検討へのタイミングを図っているところであります。 

 二つ目のイベント企画についてでありますが、三津同盟の調印により、３市町は既に

ある知的好奇心を刺激する観光コンテンツの充実を図り、蘭学、洋学のまちとしてのブ

ランド力アップに努めることとなりました。 

 また、食や物産の産業を含めた他分野における交流を含め、３市町発展のための幅広

い交流に取り組むとしているところです。まずは、３市町で連携してＰＲを始めるに当

たり、３市町の観光パンフレット等をお互いの市町に設置したところであり、今後は、

議員御指摘のとおりイベントも視野に入れ、単独では生み出せない相乗効果が生じるよ

うな取組を行ってまいります。 

 三つ目の議会としての交流企画についてでありますが、今後の具体的な方策につきま

しては検討中ですが、３市町の協議の中では息の長い交流にしていきたいという思いが

強く、イベント開催などを中心にした一過性の交流ではなく、民間交流を含めた幅広い

交流活動を目指すことを考えています。 

 議員の御質問の議会としての交流につきましては、今後の３市町の議会間での交流は

もとより、民間団体などとの交流を通じて各地域の魅力発信や情報交換ができるよう、

御協力をお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  まず最初に、これは、たしか、１１月１８日に津山市

で三津同盟締結調印式があったと思いますが、これは計画どおり済まされましたか。 



○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  一応、計画どおり交流の協定を結んだところであります。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  はい、安心しました。計画どおり進んでいた。コロナ

禍でまた延期でもされたというんだったら、どうかなと思いました。じゃあ、そういう

ふうにちゃんと締結されたということで、質問のほうを続けます。 

 第１は、私が津和野地区図書館の問題を上げておりますが、よく言われるようにね、

各、内向的に外からいろいろな方がお見えになって、図書館を見れば、その町、あるい

はその市の町民、あるいは市民の知的レベルが、学習的な知的レベルがよく分かるとい

うようなことはよく言われるんですよ。やはり図書館を見てね、やはり判断していくと

いう傾向があります。だから、早く、せっかく当町としまして三津同盟という、これは、

全国でこんな同盟ないですよ。もう本当に知的な観光資源ということですね。こういう

のがまた重厚に創設されたということで、非常に私、うれしく思っています。 

 ほいで当町というのは、やはり、教育、文化、歴史ということを標榜して成り立って

いる観光都市です。そこへもっていって、こういう重厚な同盟が結ばれたということで

ね、とにかく、一時も早く図書館を何とかしてほしい。そして、やはり中心になるのは、

この津和野地区ですから、日原は図書館がちゃんと新しくなりましたけど、やはり今か

ら中心になって、こういう三津同盟の中心地域ちゅうのはこの津和野地区になると思い

ますので、早くこのことは手がけてほしいなと。 

 だから私、思いますに、当町ね、随分、十数年前から比べましたらいろいろ整備され

ましてね、いよいよ当町が将来目指す文化都市、国際的な文化都市を目指して、そうい

う意気込みでね、あと図書館、それから文化ホール、そういうものがぜひ欲しいなと、

そういうものが整ってきますと、ある程度公共施設として、文化都市に必要なそういう

ものが揃ってくる。そういうことも財源的なものもあろうし、いろいろ展望あろうと思

いますけれども、ぜひ考慮しておいてほしいなと、そういうふうに思っております。 

 次に、２点目は、物産交流の話ですが、これは、日本３大芋煮のあのイベントを見て

も、ものすごく近隣から集客するわけですよね、秋、観光シーズン。そうしますと、や

はり賑わう。その都度、津和野町がまた名前も上がる。そこへもっていって、また三津

同盟でいろいろ前と違った津山市で岡山の名物、あるいは大分、大分のほうから中津市

がそういうのを持ってくる。それで当町の産物、そういうものが交互に一大ね、物産展

が開かれればね、それは時期もよく考えられてやれば、本当に賑わって、盛大なもう呼

び込みのすばらしい町になっていくんじゃないかと思いますんで、ぜひこれも盛大にや

ってほしいなと思います。 

 ３番目に、これ私、表現悪かったですけど、要するに、行政だけじゃなくって、３番

目、議会の問題ですね。これは、私ども議会も両市の市議会と一緒くたにこの問題に関

して行政共々交流を深めていけば、非常に息の長い、答弁にもありますように、息の長



い付き合いになっていくんじゃないかと思いますし、こういう同盟というのは本当に、

今後、全国でもないんじゃないですかね、貴重な。だから、そういう点を考えまして、

ぜひ考慮してほしいなと、そういうふうに思います。 

 最後に、町長、教育長なり、一言。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今回、こうして三津同盟という同盟を結ばせていただきまし

た。主に岡山県の津山市からお話を頂いたということでありまして、津和野町にもぜひ

加わってほしいという、大変市長さんからの熱意ある御言葉も頂き、我々ももう文京区

さんであったりとか、３大芋煮であったりとか、あるいは与謝野町や明和町であったり

とか、これまでにもいろんな交流をしてまいりましたけれども、また今回の交流を通し

て、さらなる幅が広がればというふうにも思っているところでございます。 

 そして、特に三津同盟に関連しましては、やはり西周でございまして、現在、島根県

立大学と協定を結んで、毎年、西周のシンポジウムを始めております。そして西周賞と

いうものも始めたところでありまして、現在は西周の大全集を出そうということで、さ

らなる研究が深まっているというところであります。これにプラスして、今回の三津同

盟を結んだということは、そして学術研究の幅の広がりも出てくるということでござい

まして、これをいわゆる知的観光というふうに呼んでおりますが、そうした形でまた観

光へも波及をさせていきたいというふうに考えているところでございます。 

 そういう面で、また３市町の食、例えば、津山市であれば、津山ホルモンうどん、そ

れだけを上げると津山市に怒られるかもしれませんが、庶民的な食べ物として、そうい

うものが今、有名でございます。それから中津市は唐揚げでございまして、これもそれ

だけを上げると怒られるかもしれませんが、そういう庶民的なまたところでの持ってお

られますから、津和野町にもまたそれを加わらせていただきたい。より庶民になじみや

すい食材の中で、津和野町もＰＲを一緒にさせていただけると、また観光の広がりにつ

ながっていくんじゃないだろうかというふうに思っております。 

 そして、そうした中、今日は図書館の建設等もまた御指摘を頂いたところでありまし

て、もう議員の言われている趣旨は本当によく分かるつもりでございます。 

 ただ、やはり町も財政を理由にしてはいけませんが、でも、現実的な問題として、財

政上のやりくりというのがございます。これから学校給食センターを津和野中学校のと

ころにいよいよ建設に入っております。まいります。これが相当な額の要する事業とい

うことになります。 

 また、コミュニティーより、津和野町のコミュニティセンターでございます。町民セ

ンターでありますが、ここも相当老朽化が激しいわけでありまして、やはり社会活動等、

今後、広げていくためには、これをいつまでもこの状態のまま置いておくことができる

のかというふうに私自身課題として捉えているといったところでありますから、この改

修ということにもまた大きな費用が要するというところでもあります。そのほかにもも



う時間がありませんので、一つ一つの施設は上げませんけれども、そういう状況におい

て、財源のやりくりということも十分考え合わせながらということになりますが、図書

館ということについても、意義はよく分かるつもりでありますので、そういう財政的な

絡みを含めながら、総合的にまた検討してまいりたいと考えているところであります。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  町長の答弁頂きました。国際的な文化都市を目指しま

して、とにかく頑張ってください。お願いいたします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、６番、丁泰仁君の質問を終わり、１５時１０分まで

休憩といたします。 

午後３時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序６、８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  議席番号８番、三浦英治です。通告に従って質問をし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 今回、３点、質問をいたします。 

 まず、１点目の津和野栗生プロジェクトについて。 

 平成２７年に津和野栗再生プロジェクト推進協議会が発足しました。現在の状況と進

捗状態は。 

 １）現状の課題と対応策は。 

 ２）現在の植栽状況は。 

 ３）休耕田、耕作放棄地への植栽は。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、８番、三浦議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 津和野栗再生プロジェクトについてでございます。 

 津和野栗再生プロジェクトは平成２７年にスタートし、６年が経過したところです。

プロジェクトでは「つわの栗」の品質を高めるとともに、生産から流通までの全ての工

程を一貫して津和野で行い、新商品の開発等も含めた「つわの栗」のブランド化と生産

量の増加及びそれに伴う農業と商業等の連携による地域の活性化を目標としてまいり

ました。協議会では毎年、栗の生産量増加策として植栽や研修費の一部を負担し生産サ

ポートも実施するなどして生産量の確保に取り組むと同時に、品質もよく、パティシエ・



料理人に評価が高い「つわの栗」ブランドを確立するため栗部会生産者が所有する園地

での栗拾いイベントの実施や町内事業者の協力を得て、各飲食店・菓子店で限定スイー

ツや特別メニューの提供を「津和野の里の栗まつり」として実施してまいりました。 

 栗拾いイベントは津和野の栗を求め町内外から多くの参加があり、リピーターも多く

高い評価を頂いています。また、「栗まつり」においても、その商品やメニューを目的

に多くの観光客の方が津和野町を訪れております。 

 そうした状況でありますが、島根県内での生産順位は高いものの、生産量自体が少な

いことにより市場では他産地の栗と交ざり、島根県産栗として販売されるため、「つわ

の栗」としての販売ができていないのが現状です。 

 津和野産の栗をブランド化し、「つわの栗」として市場で販売を行うには最低でも１

０トンの出荷が必要との関係者からの意見もあり、今後は特に生産面のサポートを強化

する必要があると考えております。 

 評価の高さにもかかわらず生産量が縮小し需要に対する供給が追いついていないた

め、まずは、助成要件の見直し等を含む生産量を増やすための施策を行いたいと考えて

おります。 

 二つ目の御質問でありますが、現在の津和野栗生産部会で把握している栗の植栽面積

は町全体で８８４アールでございます。また、新たに植栽した面積で申しますと令和２

年度は約３２アール程度、また、今年度は約５０アール程度を予定しているところでご

ざいます。栗生産部会の会員も高齢化等により減少している状況の中で、栗の生産量に

も今後大きく影響が出ることも懸念されるところでございますが、何とか生産体制を維

持していただくため新たな生産者の確保につきましても課題の一つであると認識して

いるところでございます。 

 三つ目の御質問でありますが、休耕田対策として、これまでも栗の植栽事業を推進し

ており、これからも引き続き推進することとしております。 

 新たな植栽をするためには排水対策がされていることが必要となりますが、休耕田は

水田で利用されていた農地であり、かつ平地であることが多く、肥料や農薬の散布が山

地と比較して容易であることから、新たに植栽される方に対しましては休耕田の利用を

推進していきます。 

 また、耕作の放置されている農地とは、いわゆる農地法で定義します１号遊休農地と

再生利用が困難な農地のこととして捉えた場合、農地の再生作業として草刈りや基盤整

備等を実施する必要があることから、休耕田と比較すると植栽が困難でありますが、荒

れゆく農地の改善を目的として栗の栽培を推進することも栗の生産量を増やすために

は今後必要となってくることも考えられます。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  それでは、再質問させていただきます。 



 津和野栗再生プロジェクトは、経済産業省の事業である「ふるさと名物応援宣言」に

よる支援を受けて商品開発や人材育成など支援してきた事業ですが、地域資源活用促進

法は昨年の令和２年１０月１日に、中小企業の事業承継の促進のための中小企業におけ

る経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律、略して中小企業成長促進

法が施行されたことによって廃止となっております。 

 財源はどうしているのかお伺いします。 

 また、この「ふるさと名物応援宣言」による助成事業は継続しているのかお尋ねしま

す。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  津和野栗再生プロジェクトの中の協議会の運営でご

ざいます。 

 財源については現在、町負担でと認識しております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  そうか継続か。当時、中国地方では初めての「ふるさ

と名物応援宣言」による支援を受けた事業であり、また、津和野町栗再生プロジェクト

では５か年計画でＪＡ西いわみ地区本部共販扱いを１３トンから３０トンに増量する

計画でした。 

 今年になって、注文しても栗がないといった声を聞きます。今年の収穫量が分かれば

教えていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  「つわの栗」の今年の収穫量ということでございます。 

 昨年は、ああして栗も比較的豊作であったというふうに聞いております。この栗再生

プロジェクトのほうで購入した栗の数量が、昨年はたしか１.５トンだったというふう

にお聞きしております。今年度につきましては非常に集荷量が少なく、いわゆる裏年と

いうようなときもあるんかも分かりませんが、栗の仕入量が、ＪＡから仕入れた量が非

常に少なくて、約６３０キロの仕入量だったというふうにお聞きをしております。した

がいまして、今年度、栗を実際こうしたキャンペーン等に使うために昨年度ストックし

ておりました栗が約２７０キロ程度ございましたけれども、それと抱き合わせで今年度

につきましては栗を使ったということでございます。なかなか思うように栗が入らなか

ったというのが現状でございます。これが全国的なことなのか島根県全体的なことなの

か、あるいは津和野町単独のことなのかっていうのはちょっと分かりませんけれども、

今年度は非常に不作だったということをお聞きしております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 



○議員（８番 三浦 英治君）  どうも頭の中でトンの話をしとる中で、何キロという

のが出てくるというのがとても意外なような気がするんですけども、先般、道の駅シル

クウェイに行ったところ、焼き栗を知り合いが売っておりました。商売変えたんかなと

思って尋ねたところ、これＣＡＳにかけた栗なんじゃと、注文しても栗が入ってこない

からっていうことで、もうＣＡＳでどの程度冷凍しとったのか分かりませんけども、こ

ういったときほどＣＡＳ、最近ＣＡＳの話全然聞かんのですが、活用すべきじゃないか

という気がするんですが、当然生産が増えたときでないとそういうＣＡＳのほうに回す

っちゅうことはできないかもしれませんけども、今後、ＣＡＳにかけた栗がどの程度市

場で受けるのか、例えば料理とかやっている人は生栗を当然注文するんだと思いますけ

ども、ＣＡＳの栗に関することでその効果とかどういうふうに見ているのかなと思って、

お聞きしたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  ＣＡＳのことに関して御質問だったと思いますけども、

先ほど議員がおっしゃるとおり今年度につきましては、ＣＡＳをかけておりません。Ｃ

ＡＳをかけるまでも行かなかったというほうが現状かも分かりませんけれども、昨年の、

２００何十キロぐらい昨年のストックがあったということを今さっき申し上げました

けれども、いずれにしましても、今年度につきましてはＣＡＳは幾らかは冷凍はしたと

いうふうにはお聞きしましたけども、今年度につきましてはＣＡＳをおかけして、それ

を出荷したと、出荷というかお店のほうに卸したとかいうことは、今年度につきまして

はございません。 

 ただ、来年度以降、またどのぐらいの収穫があるかは、こればっかりは自然の相手で

すんで分かりませんが、もし幾らか余力があるようでありましたら、ＣＡＳをかけた冷

凍栗のＣＡＳをかけた数量を幾らかストックをさせていただいて、今後の不足部分にし

たりとかいうことは考えていきたいというふうには考えております。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  「つわの栗」は品質もよく、パティシエ・料理人の評

価の高さにもかかわらず生産量が縮小し、需要に対する供給が追いついていない状況の

中です。助成要件の見直しや生産量を増やすための施策を考えたいと答弁しております

けども、この津和野栗再生プロジェクトを立ち上げて、これを考えてこられたのではな

いかという気がします。単純に。生産体制を維持するために新たな生産者の確保が課題

であるとしておりますけども、平成２７年４月に、津和野町は「つわの栗」の再生に取

り組んでいただく集落支援を募集していますという大きなチラシが各戸に配布されま

したけども、生産者含めて担い手を今も募集しているとは思うんですが、こういうチラ

シを新たに見たような記憶がないんですが、どのように募集しているのか増やそうとし

ているのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 



○農林課長（益井 仁志君）  集落支援員のほうでございますが、昨年令和２年度に１

名集落支援がおりましたけれども、現在退職をしております。したがいまして、そこに

ついては集落支援員は欠員のままでございますけれども、現在、津和野栗再生プロジェ

クト推進協議会のほうでは、その抜きで、いわゆる今は集落支援いませんけれども、進

めておるという形でございます。 

 先ほど、町長答弁の中にもございました新たな後継者というのが今栗生産部会のほう

も高齢化をしているのは事実でございまして、新たな生産者を見つけるといったのも一

つの課題になっているというのを先ほど町長の答弁の中にもございましたけれども、今、

町としては先ほど答弁の中にもありました新たな栗の新植を推進をしております。なか

なか、これが場所とかがなくて休耕地なんかを利用してやっているんですけども、非常

にこれが伸び悩んでおるといったところと、併せまして「つわの栗」の生産推進研究会

というのがございますけれども、これが中心となりまして、毎年、栗のなりわい総合研

究社というところから講師をお招きしまして、栗農家さんを対象とした栗の栽培に関す

るアドバイスや意見交換会、それから栽培技術の向上といった技術的なハードのほうの

技術的な向上などのも今取り組んでおるところでございます。非常に現状維持の状態も

踏まえまして、こういったことも今行っておるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  発足当時、栗生産部会のほうで土地の所有者にいろい

ろ話を聞いております。その中に、多くがもうとても高齢でできない、今できとる土地

をやってくれるもんがおったら幾らでもやってほしいというような声が結構出ている

んです。だけ、それと、あとどうしても山間部でやると作業効率、また鳥獣被害──熊

とかイノシシ、猿の被害も多いので。生産、以前、総務経済常任委員会でＪＡ熊本──

あそこに視察に行ったときに、そこで言ったのは、もう山間部での生産は徐々に減少し

ていると、ほとんどが平坦地に下りてきているっていうのが鳥獣被害も含めて、あと作

業効率の関係だと思うんです。ですけ、休耕田とかそういうものもいかに活用していく

かっちゅうんが今後の大きな課題になろうかと思います。少しでも生産量を増やして島

根県産栗ではなくて、「つわの栗」としてのブランド化を目指していってほしいと思い

ます。 

 それでは、次の質問に行きたいと思います。 

 ２点目、空き家対策についてです。 

 今年度町内の空き家を調査されているが、結果は。 

 ２番目に、今後の空き家対策の展開はどうなるのか。 

 お聞きします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、空き家対策についてお答えをさせていただきます。 



 まず、１番目の御質問でございますが、令和３年７月から１０月の約４か月間にわた

りシルバー人材センターに空き家調査業務を委託し、実施をいたしました。その結果、

津和野町全体の空き家総件数は６１９件でありました。７年前の平成２６年に実施した

前回調査と比較しますと、津和野町内全域において前回調査の５００件から今回調査の

６１９件と、７年間で２４％増加をしております。また、今回の調査においても外観に

よる家の状態のランク判定を行っております。家の状態がよく比較的入居が可能と思わ

れるランクの高い物件数は３８３件、家の状態が悪く今後は危険家屋となり得るランク

低い物件数は２３６件という結果となりました。今後はこうした調査結果を基に空き家

改修や、危険家屋の対策を計画的に進めていきたいと考えているところであります。 

 二つ目の御質問でありますが、このたびの空き家調査で判明したランク高い物件を対

象に自治会長等を通じて所有者様とコンタクトを取り、空き家改修事業を御活用いただ

きながら迅速に空き家情報バンクへの登録を推進していきたいと考えております。 

 また、今年度より３か年の事業としてスタートしました民間賃貸住宅建設改修支援事

業につきましても所有者等に対して働きかけを行い、空き家の利活用を促進してまいり

たいと考えているところであります。 

 一方で、危険家屋の対応につきましては、瓦の落下や建物の倒壊により人的、もしく

は物的損害が発生する可能性がある物件については、自治会からの通報により逐次現場

確認を行っております。 

 また、早急な対応が必要な危険家屋については、所有者様と連絡を取り、危険回避の

対応をお願いしているところであります。 

 危険家屋の撤去に関しましては、今年度新設しました補助事業にて対応しております。

今年度は３件の申請がありました。 

 こうした事業を活用しながら、危険家屋対策への迅速な対応を行ってまいりたいと考

えております。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  危険家屋となり得るランクの低い物件数が２３６件、

これは以前２６年調査したときの建物状況判定のＡとＢって考えていいのか、ちょっと、

ここの分け方が２６年の調査ではＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄに分かれています。それで今回、入居

が可能と思われるランクの高い物件数が３８３件、危険家屋となり得るランクの低い物

件数が２３６件ということは、このＡ・ＢとＣ・Ｄに分けて考えればいいのか、お願い

します。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  議員お見込みのとおりでございます。です

から、要は家の状態の比較的よいもの、入居可能なものが３８３件でしたけど、町長が

申しましたが、それが前回調査でいうところのＡとＢでございます。危険家屋となり得



るランクの低い物件数２３６件というのが、ＣとＤにランクされる物件というふうに御

理解いただければと思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  それでは、前回と比較をしまして、危険家屋となり得

るランクの低い物件数２３６件っていうのが、前回Ｃ・Ｄ合わせて２３０件、６件増え

ているわけです。これは当然解体もあったかと思います。それに比較して比較的入居が

可能と思われるランクの高い物件数３８３件、これは前回調査のＡ・Ｂでいうと２７０

件、すごいここに差が出ているんです。この状況というのは人口減少並びに人口流出、

これが考えられるのではないかと思われます。 

 これから調査があって分析されていくとは思います。じゃあどのようにこれを次の段

階に持っていこうとしているのか、また以前、危険家屋という、もうおそれがあるとい

うのが、たしか２６件だったと私の中の記憶、記憶間違いかもしれませんけども、前回

Ｄの倒壊の危険性がある物件が６４件でした。今回一緒になっているんで、その前回の

評価のＤは何件あるのか、分かれば教えてください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  比較的状態のよい、最初の御質問ですが、

ＡとＢの件数が増えているのは事実でございます。なので、先ほど町長の答弁にもござ

いましたとおり、そういう状態の比較的いい物件は早急に空き家改修をして、それで住

める状態にして空き家バンクに登録を推進したいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 ２点目の御質問の、いわゆる危険家屋のさらに一番状態が悪い物件──Ｄランクの物

件でございますが、前回６４件に対しまして今回９６件ございます。なので、前回より

１５０％ということで、状態の悪い物件も増えておるというふうに御理解いただければ

と思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  なかなか、この空き家対策それぞれの自治体、住民も

自分たちでできることはなんとかしたいという思いもありますし、かといって素人が集

まってけがされても困るしというような、いろんな思いがありますので、また、自治体

とか連携して空き家対策を進めていっていただきたいなというふうに思います。 

 次に、民間賃貸住宅建設改修支援事業の現在までの申請状況を教えてください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  現在、申請件数は３件となっております。

令和４年の１月３１日に３件とも完成予定となっておりまして、事業完了後に町の検査

及び県の検査を経まして令和４年３月中旬以降で入居が可能となるような状況になっ

ておりまして、そこから募集を開始したいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 



○議員（８番 三浦 英治君）  危険家屋の撤去に関して、今年度補助事業に対応して

３件申請があったようですけども、これはもう解かれたのか、それか今年度中にやるの

かお願いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  これは、今２件は完了しまして、もう１件

がまだ途中でございますが、全部３件とも今年度中に完了予定でございます。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  ２年前のちょっと古くなるかもしれませんが、全国の

公営住宅で単身入居者の死亡後に残される遺品の扱いに自治体が苦慮していると、自治

体の多くが国による遺品処理のルール化を求めているので、国土交通省が実態調査に乗

り出す方針といった記事が出ました。それで、津和野町ではこのようなケースの町管理

の空き家はあるのかないのか、また、今まであったかどうか、また、そういう調査が国

から来たのかどうか、それをちょっとお聞かせ願います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  現在のところ、町管理というのはないと思

います。国交省等からそういう調査が来たかという御質問に対しても、ちょっと詳細は

今手元にありませんが、確認をしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  このすごく気になるのは、今町営住宅に限らずですけ

ども、高齢者で独居生活の方が増えております。例えば被災した場合、町は政策的空き

家として町営住宅を何軒か確保しております。それは、長期にわたって住む場合だと思

うんです。 

 それで、最近気になることがありまして、消防で出動したときに独居の方で障がいを

持っておられる方がおるということで、こういった場合、社協が対応していたんです。

たまたま生きとって。話を聞いたら、今晩、本人が承諾するとすれば身内の人は近くに

いないので遠く離れているので、「せせらぎ」でも行って一晩一緒に泊まろうかってい

うような状態がありました。それで、その社協の担当も気になって来ていた状況なので、

泊まる用意もしていなかったので、準備をして公用車で来るからっちゅうことで、それ

が来るのを待っておりました。後は本人が泊まる泊まらんでいろいろあって、最終的に

は泊まらなかったみたいなんですけども、ただ、思うの、今後こういったケースは増え

るんじゃないかなっていう気がするんです。例えば認知症の徘徊とか、そういった部分

も当然増えてくるだろうし、消防やって何回か捜索というのを出たことある。もありま

すけども、こういった短期、１日２日、例えば介護施設とかどうこうで対応できる体制

ができないのかなっていうふうに感じたんですけども、この点どう考えられるか、現状

とか分かれば。包括になるのかなお願いします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 



○医療対策課長（清水 浩志君）  今御質問の件でございますけども、確かにそういう

認知症の方とかの徘回とか、行方不明と言っていいかどうか分かりませんけども、家の

ほうからちょっといなくなるっていうような件が何件かは聞いていることはございま

す。ただ、最終的には見つかって御家族のほうに帰ってこられたというところで、そち

らのほうで対応されたというのを何件か確かに聞いてはいるとこなんですけども、今後

認知症の方とかそういう方が増えてくるっていうのは統計的にも出ております。そうし

た場合に、そういった方々を一時的にでもどっかに避難というか対応できる施設ってい

うところを、こちらとしましても、どうにかしないといけないなというところは現在考

えておりますけども、実際のところ、例えば特別養護老人ホームとか「介護老人保健施

設せせらぎ」とかといったところで対応できるだけの余力というか、そういうところを

まだ確保はしておりませんので、今後そういったところが出てくるというところを念頭

に置きながら、検討はさせていただきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  特に独り暮らしとか１人っていうのは、人間て大変不

安になるもんです。こうなったらこうしてくれるっていう体制があることによって、安

心感が生まれるっていうことは多々あると思います。今後、こういった事例が増えてく

ると思いますので、早急な対応を検討していただきたいと思います。 

 それでは、次の質問にまいります。 

 環境整備についてです。 

 まず、１点目、「ごみの分け方・出し方の手引書」は平成２９年に改訂版が配布され

ましたが、今後の発行、配布予定はどうなっているのかお聞きします。 

 ２点目、手引書の分別内容を詳細に記述する必要があると思うが、例として衣類のチ

ャックやボタンは取り除いて燃やせるごみかどうなのか。 

 ３点目、自治体によって分別の方法の違いで、津和野町を離れている持ち主が大変戸

惑っています。帰郷し整理のために町外の人も搬入できるのか。 

 ４点目、資源ごみ回収のキロ当たりの単価を教えてください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、環境整備についてお答えをさせていただきます。 

 まず、最初の御質問でありますが、「ごみの分け方・出し方の手引書」の改訂は発行

から五、六年を目安に改訂を考えております。発行後、内容に大きな変更点等があった

場合は、広報・嘱託文書・ホームページ等で随時周知を行っております。今後の改訂予

定といたしましては、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和４年４

月１日より施行となっており、容器包装プラスチック以外のプラスチック製品について

もリサイクルを行っていく予定となっております。現在、不燃ごみについては広域処理

となっているため、吉賀町と分別品目の見直し等の協議をこれから行う予定になってお



ります。このようなことから、令和４年度中には「ごみの分け方・出し方の手引書」を

改訂し配布を検討しております。 

 二つ目の御質問でありますが、「ごみの分け方・出し方の手引書」のリサイクル分別

表の各品目ごとに条件・注意事項等は記載しておりますが、説明が不十分なものにつき

ましては改訂時に修正を行う予定としております。 

 三つ目の御質問でありますが、町外の方のごみの分別については、事前に連絡を頂い

たものについてはホームページ上の「ごみの分け方・出し方の手引書」の御紹介させて

いただいたり、郵送等で手引書を事前に送付させていただいております。町外の廃棄物

を当町関連の集積施設へ搬入することはできませんが、津和野町に現存する自己の廃棄

物であれば町外の方でも搬入は可能でございます。 

 四つ目の御質問でありますが、資源ごみの回収については、現在町内２１か所の集積

箇所の回収を業者に委託し、回収を行っております。委託費用については毎年度入札に

より決定されるため、毎年度キログラム当たりの処理単価は変動いたしますが、令和２

年度実績で申し上げますとキログラム当たり約３１円となりました。 

 また、環境整備には地元住民、自治体をはじめとした関係機関との協力体制が必要不

可欠でありますので、関係機関との連携を密にし、より一層環境整備の推進に努め、き

れいで住みよい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  令和４年度中には手引書を改訂し配布するのだと思い

ます。検討しておりますと書いてありますが、４月１日よりプラスチックに係る資源循

環の促進等に関する法律が施行され、容器包装プラスチック以外のプラスチック製品に

ついてもリサイクルを行ってくる予定だとなっておりますけども、ということは今、容

器包装プラスチック、これピンク色の分だと思います。それが今、黄色の商品プラスチ

ックがあります。この商品プラスチックの袋がまた別の袋ができるのかどうかというこ

とが気になるんですけども、それと併せて、これの周知をどの時点でやっていくのか、

もう４月１日に法律改正なら今からでもやってかないけんのじゃないかなっていう気

がするんですけども、それをちょっとまず初めにお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  先ほどの質問なんですが、これが令和３年の今年の

３月９日に閣議決定をして、令和３年の６月４日に一応再本会議で可決されて、来年の

４月１日から施行できたらという目標ではあるんですが、まだ国・県のほうからうちの

ほうに正式な詳細なことは情報として下りてきてないところが現実であります。ですが、

４月１日からで今からやらなければもう間に合わないという感じではあるんですけど、

その辺のこうしたほうがというものを示されてから吉賀町とは今から一緒に動いてい

こうかなという予定ではありますんで、４月１日からっていうのは実際のところは難し

いかもしれないという状況です。 



 それで、ピンクの容器包装プラスチックと黄色の今まで出していた商品プラスチック

が多分一緒のような形の袋に、一つの袋になるんではないだろうかという今のところそ

ういう予定であると思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  ２点目の、これは例としてこう通告したんで言います

けども、衣類のチャックやボタンありますね。これ取り除いて燃やせるごみかどうかっ

ていうのが回答がないんですが、ちょっとこれすごく微妙なのかなっていう気がするん

ですが、どうなんでしょう。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  すいません。この辺の回答ちょっと書いてなかった

んですけど、回答としては、そのままチャックもボタンも付けてもらったまま燃えるご

みとして出してもらってよろしいと思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  結構、問い合わせがあるんです。こちらのほうにも。

それで、この町が持っている「ごみの分け方・出し方」は常に持ち歩いて見せてから説

明したりするんですけども、私も分からないというのを結構あるのと、今回ごみの分別

問題を取り上げたのも個人的に家の中を整理しなきゃならなくなったということと、た

またま、また独居の高齢者の方から「重い粗大ごみを持っていかれんけえ持っていって

くれんか」という声があったので、軽く自分も家を整理するついでに持っていってあげ

るよみたいな感じをしたところ、近所で長いこと空き家状態になった家で空き家バンク

に登録すりゃええのになっていう個人的な思いもあって、たまたま都会から帰ってきた

ときに「どういうふうに処分すりゃええんか」言われて手伝ったりしたんです。それで、

この分別が分かりにくかったりということがすごくありまして今回質問したわけなん

ですけども、結構、高齢者の人なんか分からない。特に家庭ごみを出す自治会でいろい

ろ取り扱ったりするんですけども、ちゃんぽんになっとって置かれていたりとかいうこ

とがたまにあったりとか、そうした部分でみんなで助け合って何とかやっていっている

んですけども、こういった都会から来たときに手伝って何とかしようっていう思いは、

自治会の中では少しでも住める家があったら空き家バンクに登録して住んでほしいと

いう思いもありますし、そういった部分では行政と連携せないけんところはあるかと思

います。それで、町民から分別に対する質問とか問い合わせって結構ありました。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  本当に１日１回では済まないぐらい多かったです。

１日１０件までは行かないんですけど、五、六件ぐらいは、高齢の方が多いです。瓶を

出したいんですけど、瓶の中に薬液っていうか顔に塗ったりするクリームが入っている

んですけど、それはそのまま出してもいいのか一度出さなければいけないとか、結構か

かってきます。あんまり同じ質問がないです。何かどことなくちょっと違うような形の



質問が多くて、うちも電話を取ってしばらく考えさせてくださいっていうようなやり取

りが結構あります。１日に１件もかからなかったということは、ほぼないような状況で

ございます。今。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  このゴミの問題出たとき一つの自治体で全てのごみが

処分できることができたら、世界から視察が来るだろうというふうに言われたことがあ

ります。それだけもう大変な部分ですけども、特に１人の人間が生きていく持ち物って

すごいものがあります。亡くなったらそれを整理するの、これまたすごい労力がいるも

んですけども、ふだんから断捨離とか言われて少しずつ小まめに出していけばいいのか

もしれませんが、日常の生活に追われてなかなかできないのが現状だと思います。 

 それとあと、その問い合わせ部分、職務上大変でしょう。どう考えても電話がかかっ

てきて。じゃあ、それをこういう紙ベースにもっと落とし込めることができれば少しで

も軽減されるものかなっていう部分を感じます。結構、今でも小まめに書かれているん

ですが、問合せがあるというような内容っていうのがみんな分からない人も多いと思う

んです。当然、行政に電話をかけられる人はまだいいですけども、聞けないから私ばっ

かりじゃなく議員なり自治会なりいろんなところに問い合わせ来るんだと思うんです

けども、ぜひこの手引書、少しでもグレードアップさせていってほしいと思います。 

 それとあと、あれです。この環境整備を考えたらごみばっかりじゃなくて、例えば道

路愛護だ河川愛護だなんとか、いろんな部分が出てきます。答弁にありますように地元

住民、自治体をはじめとした関係機関との協力体制は当然必要不可欠です。じゃあ、こ

の関係機関との連携を密にするための働きかけもしなきゃいけないと思うんです。行政

のほうから。これは、ごみにかかわらずですけども。そういった部分の機会・働きかけ、

ケーブルテレビとか広報とかやっているでしょうけども、まだ足りないような気がする

んです。何か考えられないのか、何かまた行政のほうで考えていることがあるのかどう

か、これを最後に質問したいと思います。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  多分今までも密とまではひょっとしたらいかないか

もしれないんですけど、そういうような、そういう地元住民、自治体さんと一緒になっ

てごみの出し方とはこうとか、婦人会さんとかも含めて、そうですね、まだ全体を集め

てっていう会議自体とかっていうのは多分ないと思うんです。婦人会さんとか毎年そう

いうのをやってもらっている団体さんとかは意外と密に、婦人会さんだけとは密になっ

ているけど、結局、全体を通したら婦人会さんと愛護団体さんとか、自治体の方は意外

と横のつながりがなかったりとかするようなことが多分あると思います。 

 やはり、今そういう意見が出たからには来年とか、また新年度始まってから、今年度

でもまたいろいろそういうところを、縦ばかりでなくて横の連携もできるようなそうい

う会議とか、何かそういうものを設けて今こういう状態というのをアピールしたり、皆



さんとそういう横の顔がつながったりとかいうことで、うちのほうも音頭取ってやって

いきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  本当住みよい環境づくりという部分を考えて、ごみば

かりじゃないです。全てなんですけども、ここに住みたいと思える定住にもつながると

思うんです。それと、そういう助け合える環境づくりっていう、そうしたことを考えた

中で住みよい環境づくりに努めていっていただきたいし、また私たちも、そのようなま

ちづくりに努めていきたいと思います。 

 これで質問終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、８番、三浦英治君の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会といたします。 

午後３時 58分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。一昨日に続いてのお出かけありがとう

ございます。ただいまから、３日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、９番、寺戸昌子君、１０番、

後山幸次君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 一昨日に引き続いて、順次発言を許します。発言順序７、２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  議席番号２番、米澤宕文君でございます。通告に従い

質問をいたします。 

 まず一つ目に、フランキ砲ということで、観光発展の起爆剤にフランキ砲、別名石火

矢、または国崩しとも言われるものであります。これの活用について質問いたします。 

 まず、フランキ砲の簡単な説明をさせていただきます。 

 フランキ砲とは、１６世紀の原始的な大砲、後装砲、これはカートリッジ式の前から

弾を詰めるものではなく、カートリッジを置いて打つということであります。日本に最

初に伝わった大砲であり、大坂の陣などで徳川家康が使用し威力を発揮したとあります。 

 津和野神社のフランキ砲５門は、太平洋戦争の金属類回収令などでも処分されなかっ

たものであります。これは私の推測ですが、氏子の方、または並びに藩主亀井家の御尽

力があったものと推測しております。 

 郷土館展示の２門は、秀吉時代に大陸に出征したとき、亀井茲矩公が持ち帰られたと

伝えられ、津和野神社倉庫所蔵の３門は、坂崎出羽守が大阪城落城後持ち帰ったものと

伝えられております。 

 津和野町のフランキ砲２門は、平成２８年、ＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」に貸し出

しております。どのような使い方をされたのか、ちょっと真田丸の再放送を見ようと思

ったんですが、再放送はされないことになっております。なぜか調べてみますと、この



出演者の中に逮捕者が出たこと、また、撮影の中におしめが映っておったらしいので、

男の、男優の、らしいです。これで再放送は禁止になっておりますので、ちょっと分か

りませんが、貸し出していることは確かであります。 

 質問に入ります。 

 津和野百景図４７、津和野神社これは玄武社とも言いますが、玄武とは、鶴と亀と蛇

が合体した神であります。ここの所有のフランキ砲５門を整備し、観光津和野の目玉行

事として活用してはどうでしょうか。 

 津和野神社所有の５門のうち２門は郷土館で展示、３門は津和野神社の倉庫で保管さ

れております。 

 書物によれば、津和野神社の宝物でもある、津和野神社だけでなく、見てみますと津

和野町、また日本でも珍しいものなので、すばらしいものだと思っております。 

 世界、また我が国でも珍しいフランキ砲３門が神社の片隅に、このような貴重なもの

が無造作に置かれております。 

 フランキ砲とは、１６世紀の大砲の種類で、日本に最初に伝わった原始的な後装砲。

津和野神社所蔵、フランキ砲は、全長１７５センチ、口径５センチ、これが２門、ちょ

っと一回り大きい全長２７３センチ、口径９センチが１門の合計３門が置いてあります。

世界で１２門、我が国に８門ないし９門しかないと言われております。この８門という

のは、津和野神社倉庫の前に説明書きが書いてあります。これが８門とあります。書物

によれば９門とありますが、どっちかは分かりませんが、そのうちの５門が津和野町に

存在すると、現存する、すごい事実であります。 

 一説には国宝でもおかしくないと言われており、津和野神社の３門は坂崎氏のもの、

郷土館の２門は亀井氏の所有物と言われております。 

 １１月、東京千代田区の靖国神社付属博物館遊就館２階に、１門展示のフランキ砲を

見てきました。国宝でもないのに撮影禁止となっておりましたので、受付に行って交渉

し、史料課の職員に撮影の許可を交渉しましたが、申請書の提出が必要とのことでした。 

 訳も言ったのですが、青銅製であり、ストロボをたいても、そんな変色するわけでは

ない、何でかと随分頼みましたが駄目でした。結局、申請書は出しておりません。 

 靖国神社のフランキ砲よりも古いと思われる原始的な津和野神社のフランキ砲、これ

は小さいほうの分ですが、それほど貴重な大砲であります。 

 靖国神社では、大変貴重な大砲として扱っております。ここのフランキ砲は全長２９

０センチ、津和野町にある、津和野神社にある大型より少し大きいです。口径は９.５

センチとあります。したがって、だんだん大砲も大きくなり、津和野神社のより一回り

大きくなっており、改良型ではないかと、これは私の思っていることであります。 

 次に、３点ほど質問いたします。 

 世界的に貴重な津和野神社所有の原始的なフランキ砲、これに台座、車輪などを整備

し、５門を盗難防止のためにも一堂に保管してはいかがでしょうか。 



 ２番目、さらなる観光資源、町おこし、観光力アップ、文化財と書いておきましたが、

まだ文化財ではないと思います。何の指定もありませんが、世界、また国内の都道県市

町村が実施できないフランキ砲５門の実射を、町内のイベントの開始合図として活用で

きないでしょうか。もちろん、これには津和野神社氏子の方の了解が必要なのは言うま

でもありません。 

 ３問目として、国宝として申請をされてはどうでしょうか。と言いますのも、やはり

靖国神社のフランキ砲の扱いを見ていると、やはり書物もちょっとありましたように、

国宝でもおかしくないというような表現がされておりましたので、やはりここらで何か

動きを出したほうがいいんではないかと思っております。 

 以上３点、質問をいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  おはようございます。一般質問２日目であります。 

 最初の御質問につきましては、教育委員会の関係の御質問でございますので、私のほ

うで回答をさせていただきたいと思います。 

 フランキ砲についてであります。 

 フランキ砲は、国内に９門しか確認されていない貴重な歴史資料であり、９門のうち

５門が津和野町に所在することは、当町の豊かな歴史を象徴するものであり、以前の大

河ドラマ「真田丸」の記念展示にも貸し出すなど、文化的な観光資源としても重要であ

ると考えられます。 

 現在、津和野神社で保管されている３門については、以前も盗難にあった経緯もあり、

現在、国内で金属の盗難が頻発するなど、そういった状況が見られるなど、貴重な歴史

資料の保存管理の観点からも、後世に伝えられるようにより適切に保管される必要があ

ると考えます。 

 今後、津和野神社に展示されているフランキ砲については、氏子の方々の意向も踏ま

えながら、適切な保管管理について検討いたします。 

 本物のフランキ砲を使った実射についてでありますが、これについては文化財保護の

観点からも、今後の文化財指定を目指す上では好ましくないと思われますので、画像を

利用するなど、別の方法で子供にも大人にも分かりすく魅力を伝える方法を検討いたし

ます。 

 国宝等の文化財指定についてでありますが、これにつきましては申請して指定される

ものではないため、引き続き、フランキ砲の詳細な調査を進めて価値を明らかにするな

ど、文化財指定に向けた取組を進めていきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  フランキ砲実射は、文化財の保護の観点から好ましく

ないとの答弁でございますが、現在、町、県、国、どこの指定にもなっておりません。

指定の予定があるのでしょうか。 



 青銅製のフランキ砲は、実弾を装填すれば壊れやすいとの記述もあります。したがっ

て、これは実弾でなくて空砲です。空砲で発射すれば、砲身に負荷が少なく問題はない

と思われます。 

 松江城では、火縄銃、姉さま鉄砲隊２０人が編成され、活躍しております。もちろん

これも空砲であります。実物フランキ砲の一斉射撃であるからこそ価値があり、全国に

津和野町の名がとどろき、観光客の大幅増が見込まれると思っております。 

 これを実現するためには、技術的に難しい面があるかと思いますが、４００年前の人

が使用したものでありますので、現代の人が使えないということは考えられません。い

ろいろ調べるようなこともあるとは思いますが。 

 そこで質問をいたします。 

 津和野町観光の起爆剤に、これほどの宝物を前向きに活用すべきであると思います。 

 二つ目、靖国神社付属博物館遊就館の国宝並みのフランキ砲、これをこのような扱い

の認識を、津和野町と比べてどのように思われますか。 

 以上２点、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  御提案をいただいてありがたく思うわけでありますが、フ

ランキ砲、議員御指摘のように、非常に貴重なものであります。これについては、たし

か平成２８年度だったと思いますが、別府大学の上野先生という、この専門で研究をさ

れておられる先生をお呼びをして、郷土館のほうで講演をやったことがございます。 

 そのときに、先生のいろいろな御説明の中で、我々も初めて、そのフランキ砲の貴重

さを認識をさせていただきました。そのときに、先生のほうにも、これを、それこそ米

澤議員さんではありませんが、国宝とか十分に匹敵しないものかなということをお伺い

をしたわけでありますが、先生が、その判定をする立場ではないので、それにすぐなる

とかならないとかということは申し上げられないが、全国で９門しかない、世界でいっ

ても１２門しかないという、そういった貴重なものであることは確かだというお答えで

ございました。 

 それを受けて、何とか重文なり国宝なりにしてできるものであればやっていきたいと

いうふうな思いは、そのときに、今、思ったわけでありますが、何分、それを持ってい

くにあたっては、それなりのデータとか、まずは国がそこの価値があるということを認

めていただく、そして、国のほうからこれについては指定を下ろしていくというような

ことになります。 

 町の指定であれば町の判断で、町の文化財指定ということは、それなりにできるとい

うふうに思っておりますが、いきなり町から進めるほうがいいのか、あるいは県とか国

とかそういったところで文化財指定をするのがいいのか、その辺は、今、担当のほうと

も協議をしながらいるところであります。 



 一方、これを利用して、空砲であっても、いわゆる爆裂させるわけでございますので、

そういったことをするということは、文化財の価値としての、今から指定を仮にするの

であれば、位置を引き下げる、そういった行為になります。町として、それを文化財と

しての意識がないというのを証明するようなものでありますので、今の両論併記は、今

回は絶対できないと私は思っております。 

 本当にこれで空砲で、皆さんに楽しんでもらうということで、もう文化財としての価

値は認めませんという意識であれば、そういうことも可能なのかもしれませんが、私の

感覚からすると、この貴重なものを、たとえ空砲であってもそういった利用の仕方をす

るということはあってはならないというふうに、私は理解をしております。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  つい最近の新聞記事でしたが、文化財を一つでも活用

しなさいと、これが当てはまるかどうか分かりませんが、まだ文化財でもなんでも、悪

い言い方ですがほったらかしです、今までは。 

 したがって、文化財を活用しなさいという国からのメッセージがどのように受け取ら

れるかの問題ではありますが、いろんなことを前向きにやって、観光津和野に役立てて、

文化財の価値が落ちるとは思いませんが、ますます価値が上がるんじゃないかと思って

おりますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  はっきり申し上げますが、空砲を打ちますと文化財の価値

としては下がります。これは明らかです。 

 議員の言われる文化財の活用というのは、そういった活用でなく、その大砲があると

いう現実をいかに観光なりでＰＲできるか、そういった活用の仕方を考えるべきであっ

て、それで空砲を打つというのは、さすがにちょっと無理です。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  価値的にどれほどのものがあるか分かりませんが、ま

たこれ、ちょっととっぴな話ですが、これはしなくてもいいんですが、例えばプロの鑑

定士がそろうお宝鑑定団、例えばそれに出して、これは何ぼか、青銅の値段か、これは

値がつけられんか、例えばそういう宣伝なると思うんです、全国に対しての。これはち

ょっと無理かもしれませんが、そういうやり方で全国に、こんな砲が、すごいのがある

んだという発信をすることはできると思いますが、ここで、今後、役場の方、また町民

の方、また議員の方、もしも東京に行かれることがあれば、千代田区九段の靖国神社付

属博物館遊就館にできるだけ行っていただき、２階に、１階はさっき言いましたように、

ゼロ戦が置いてあります。これはなんぼ写真を撮っても大丈夫です。２階に上がったら、

すぐフランキ砲が置いてあります。撮影禁止です。ちょっとたまげました。ぜひ、この

ようなところも見ていただきたいと思います。 

 それでは、２番目の質問に入ります。 



 遊園地兼防災公園の建設であります。これは資料２枚目でございます。写真資料。 

 このことは、子ども議会でも何回も提案されております。町内の親子や観光客の子供

の遊び場がないのが現状であり、随分と聞いております。町内の子供にとって楽しい遊

び場に、親にとっては、子供を持つ親同士の公園デビュー、そして子育てをしやすい環

境になります。 

 観光客の方からよく聞くことは、津和野町に子供を連れてきても遊ぶところがない。

観光客誘致の面でも必要ではないでしょうか。 

 防府市の海近くの防災公園、メバル公園というのがあります。土日の休日は、多くの

親子が楽しんでおります。子供の人口増加対策の一環として必要ではないでしょうか。 

 中でも人気が高いのは、らせん形のローラー滑り台、これは、親と子供が一緒に滑っ

てどんどん下りております。小さい子も親と一緒に、下の板ではなくローラーですので、

結構なスピードで下りるので親がついております。そして、幼児用複合施設、これは１

歳から遊べるような施設ですが、ゆっくりタコさんというのに、やはり幼い子を連れた

親がたくさんそこを利用しております。 

 そして、防災用は防災シェルター・かまどベンチ・防災倉庫等が設置されております。 

 近年、地球規模で発生している天候異変、特に予測不可能な大洪水、日本でも毎年各

地で過去にない大洪水が発生しております。 

 津和野町で災害時必要なものは、仮設住宅用広場・かまどベンチ・ソーラー充電機能

付きＬＥＤ照明塔等と思われます。ほかのものは、ある程度そろっておりますが、町長

施政方針の人口増や子育て環境の整備として、必要な施設ではないでしょうか。これは

遊園地のことですが。 

 子育て環境の整備、子供連れの観光客の誘致、さらに防災面の安心確保のためにも、

急ぎ建設するべきではないでしょうか。 

 以上、質問します。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、遊園地兼防災公園の建設についてお答えさせてい

ただきます。 

 子供の遊び場を兼ねた防災公園の建設についてですが、山口県防府市の防災公園（通

称、メバル公園）は、昨年１１月にオープンし、滑り台、ターザンロープ、クライミン

グ、ネットトランポリンなど３７種類の遊具を取りそろえた施設となっております。瀬

戸内の海を模した休憩施設や、大人も利用できる健康遊具を有するとともに、防災機能

を併せ持った公園です。 

 この公園は、メバル型大型遊具を中心に港湾緑地として建設され、道の駅に隣接する

ことから、子供連れの観光客誘致においても一定の効果があると考えます。 



 御指摘のとおり、子ども議会において、「アスレチックを造って子供が楽しめるよう

にしてほしい」または「人をつなげる広場」など、公園整備について様々な提案があり

ます。 

 子供自らの創意工夫により遊びを生み出す環境を整備することは、人の成長過程にお

いて、とても大切なことであり、行政の責務と考えております。 

 本町では、今年度より日原特定公園において、芝生広場の遊具の改修を進めておりま

す。そして、このほど設置されたクライミングウォールとの相乗効果により、より一層、

子ども達の健全な育成の場として、あるいは住民の健康づくりの場として機能すること

を期待しているところです。 

 緑のオープンスペースである公園は、住民の暮らしに様々な効果をもたらすと言われ

ております。その一つは、公園を休養・休息や様々な余暇活動、スポーツ、運動、地域

のコミュニティー活動に利用することでもたらされる利用効果でもあり、もう一つは、

緑に覆われた空間が存在することによってもたらされる都市機能や環境等が向上する

存在効果でございます。 

 本町においては、都市公園の維持管理を年次計画的に進めているところですが、これ

らの公園のもたらす効果にも着目し、子育て環境の整備、観光客の誘致及び防災機能の

充実など複合的な判断の下、整備について検討したいと考えております。 

 また、公園事業は多額の費用を要することから、その財源についても調査の上、整備

について検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  建設するとすれば財源の問題は当然起こってきます。

とはいいましても、人口増対策、子育て支援に欠かせない施設と思っております。 

 場所の選定といたしましては、現在整備中の見晴台広場、または９号線から下り、中

座バイパスを通して直結するなごみの里周辺、ここら辺りが効率的ではないか、観光客

のことも考えましてと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  今、ただいま、議員、御提案がありました件でございま

すが、先ほど町長が申し上げましたとおり、公園事業、かなりお金がかかるものでござ

います。 

 ちょっと私、調べたところによりますと、都市公園整備事業による事業要件というの

がございまして、最低でも２ヘクタール以上の整備、または、ちょっと記憶が確かじゃ

ないんですが、２.５億円以上の事業費とかいった、かなりハードルが高いものになっ

ている部分もございます。 

 そういったこともございますが、今、場所についても御提案がございました。なかな

か大規模なものについては難しい部分がありますが、今、ある施設において、大きなこ

とはできませんけど、遊び場というような、子ども議会でも御要望いただいております



とおり、議員御質問のとおり子育て環境の整備は必要と思っておりますので、そういっ

た面で大きなことはできませんが、そういったことで検討してまいりたいと思っている

ところです。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  答弁の中に、日原特定公園において、これはカントリ

ーパークのことと思いますが、芝生広場の遊具の改修を進めておりますとあります。 

 この日原特定公園、芝生広場の遊具改修を進めているということで、どのような、今

度、どのような遊具を設置されるのか。そして、これは一つの質問ですが、芝生広場ま

での上がる道、たしか１２０メーターぐらいあると思います。これの道路の広さは、幅

は３メートル程度で、とても離合できません。どっかで出会うと三、四十メートル、ど

っちかが下がらねばなりません。 

 といいますのも、月曜日の昼休みの間に、ちょっと行ってみました。芝生広場とはど

こだろうかと。私の頭では、グラウンド近くの見晴らしのええとこと思ったんですが、

とんでもないところでございました。 

 １２０メートルぐらい狭い道を進んで左側にテニスコートがあります。さらに、それ

を右に行った山の上です。寂しいところでありました。え、ここを改修して、さて子供

や親が喜んで行く場所かなと。もしも事故があったとき、救急車が上がって回転するの

も、ものすごい苦労すると思います。 

 また、公園の一番外れの山の上にありますので、熊やイノシシ被害も十分予測される

危険な場所と思っております。議会も予算を承認しておりますが、芝生広場が、まさか

このような場所とは思えなかった、これは私の感想です。 

 変更できるのであれば、このような、ちょっと恐ろしいような場所でなく、運動広場

のグラウンドの近くで、気楽に親や子供が楽しめる場所に変更するべきではないでしょ

うか。 

 といいますのも、１１月に自治会で買い物ツアーに行きました。益田市に。万葉公園

にトイレ休憩で立ち寄りました。１００メートル先に、きれいな遊具施設、滑り台とか

見えました。２歳の子が本気で走っていきます。一人で。どこに行くんかと思ったら、

遊具施設に行きました。 

 したがって、このような山の中に建てたんでは、効果が薄いんじゃないんかな、また

道も狭い。この変更はかなうかどうか、もう既に、まだまだ着手されておりませんので、

もしするとすれば道路の拡幅も必要じゃないかと思っております。いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  今、議員御質問ありましたとおり、芝生広場の遊具改修

については、現在、測量設計業務のほうを委託しております。 



 これに、趣旨につきましては、そちらにありますザイルクライミング等の遊具の老朽

化による更新を含めて検討しているものであります。 

 そういったことで、どうしても遊具でございますので、子供さん、事故があってはい

けませんので、適切な維持管理が必要となってまいろうかと思いますが、どうしても遊

具の解体処分だけでは、起債対象にならなかったり、そういったこともございますので、

ある程度幾らかの遊具の更新も含めまして検討しておるところでございます。 

 次に、広場までの道が狭い、距離があって幅員が狭いということでございますが、そ

ういったことでなかなか利用者がいないんじゃないかという御趣旨の御発言であった

かと思います。 

 この辺につきましても、今、設計中でございますので、いろいろな費用対効果も含め

まして、遊具の撤去と、あと先ほど御提案ありましたグラウンド周辺のほうにしてはい

かがかということも含めまして、まだ検討の余地はございますので、これから内部で協

議、いろいろしていきたいと思っておりますので、お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  お金をかけて改修するのであれば、やはりいきめがい

くところ、課長も行かれたことがあると思うんですが、こんな、本当、熊が出るかイノ

シシが出るか、一番上です。カントリーパークでも。ちょっと怖いと思ったので、これ

を取り上げています。 

 そして、津和野のどうせやるなら、津和野の道の駅の遊具施設、３種類あります。滑

り台が２台と、何かロープのつり橋みたいなのがありますが、ここは、やっぱり色が悪

いのか、面白みがないのか、子供が遊ぶところを１年のうちでもほとんど見ません。や

っぱり人気があるような、目立つようなものにされたほうがよいのではないかと思って

おります。 

 場所変更も検討されまして、実施していただければと思っております。 

 それでは、３番目の質問に入ります。 

 イノシシの捕獲対策ということで、イノシシ捕獲対策にミミズの養殖事業を、町営ま

たは民間委託でできないかということであります。 

 「凶暴化する野生動物」のタイトルで、イノシシに襲われたテレビ番組や、全国的に

農作物の被害増大が報道されております。 

 鳥取市で、住民がイノシシに足をかまれ、和菓子店駐車場にイノシシが侵入し捕獲さ

れた等、ほかにもイノシシ咬傷、かみつかれたといった報道がたくさんあります。 

 イノシシの好物ナンバーワン、ミミズの養殖を町営または民間でできないものか。こ

れを実施し、箱わな漁師の方に有料で分け、捕獲の増を図ることはできないものか。農

家救済で生産意欲増進のため、また襲われる人的被害防止の為にも、試験的に実施の価

値はあると思われます。 



 イノシシはミミズ目当てに一晩で５００平方メートルぐらいは軽々と掘りおこしま

す。これは、しかも鼻一本であります。例を申しますと、鷲原公園の平地、土手、至る

ところで掘り返しております。ほかにも多くのところで地面が掘り返されております。

これはよその畑とか、いろんなところですが。 

 津和野町内でも農作物のイノシシ被害のことをよく聞いております。イノシシによる

人的被害や農作物被害を防ぐため、他市町村に先がけ試験的に実施してみるべきではな

いでしょうか。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、イノシシ捕獲対策についてお答えをさせていただ

きます。 

 津和野町内における農地及び農作物等へのイノシシ被害につきましては、昨年度の同

時期と比較し、報告数に関しましては若干減少しているものの、依然、後を絶たない状

況であります。 

 一方、令和２年度のイノシシの捕獲状況は５６１頭、また今年度は、今現在で２７１

頭となっており、昨年度と比較すると低く推移している状況でございます。 

 町としましては、獣対策として防除や捕獲の両面の支援に取り組んでおり、そのうち、

防除対策につきましては、ワイヤーメッシュ柵や電気牧柵の防護策等の資材費を一部助

成する有害鳥獣被害防止施設整備事業を実施しております。 

 議員、御質問のミミズを餌にして捕獲対策に役立ててはどうかということについてで

ございますが、イノシシは雑食動物として知られており、季節や場所等にもよりますが、

様々なものを食すと言われております。ただ、食物として、ほとんどが植物性のものを

好み、動物性のものは僅かと言われております。ミミズもその動物性食物の一つとして

考えられますが、そのミミズのみを餌にしてイノシシを捕獲罠に誘引し捕獲する効果が

あるかどうかは、現在のところ分かっておりません。 

 また、イノシシが土を掘り返す主な目的でございますが、一般的には植物の根をかん

で栄養分を摂取するためであると言われておりますが、詳細な原因等については、いま

だ解明されていない部分が多く、今後調査、研究が必要であると言われております。 

 こうした現状から、町でミミズを養殖して餌として販売するということは現時点で考

えておりませんが、最新の研究・調査の情報収集に努め、必要があれば、こうした事業

の検討もしていきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  イノシシが雑食等動物であることはもちろん認識して

おります。植物の根といいますか地下茎、地下茎といいますと、地下の中を根、茎が張

り巡っている大きな根のことですが、これを好んで食べることももちろん記述にありま



すので調べております。イノシシの一番の好物はミミズとの記述もあり、私の中では常

識となっております。 

 一例ですが、鷲原公園の中の暖かい時期です。ミミズの活動時期が活発なとき、地面

がほじくり返されております。掘っているのはミミズのおりそうなところばかりで、例

えば草刈りの草が残ったところ、そして掘っているのは、ほとんど木の下です。湿度が

高いところ、湿気が。ほかの平地の草は掘っておりません。 

 草の根をかむというのは地下茎のことと思いますが、ほかにミミズぐらいしか考えら

れないところばかりを掘っております。そして、ミミズの活動しない冬場には、今でも

掘った跡はあります、夏に。最近掘ったところは見当たりません。 

 ゴルフ場においても、近隣の、イノシシ対策が大変であります。ゴルフ場の、例えば

夏場なんか、ものすごいミミズのふんが出ておりまして、こんなにミミズがおるものか

というところで、ここの対策も、電気牧柵や金網の柵が至るところにあります。 

 したがって、どうでも実施してみてはどうかということは難しいかもしれませんが、

一応私の思いはそういうところであります。 

 いささかとっぴな発想ではあるかもしれませんが、誰も、どこも実施していないこの

ようなことをすることにより、イノシシ被害、畑、人、また車の衝突事故も結構増えて

おると聞きます。イノシシの体はすごい硬いです。乗用車が当たったぐらいでは、ほと

んどびくともしません。乗用車が壊れます。 

 このようなことで、農業のやりがいといいますか、被害をできるだけ防げればと思い、

この質問に至りました。 

 また、写真資料にありますように、箱罠、ほとんどぬかだけです。よっぽど腹が減っ

たら入るかもしれませんが、ぬかを入り口からずっとまいて誘引するようになっており

ますが、入ってくれんと。 

 例えば、地下茎がミミズよりも大好物であれば、地下茎を養殖して、おりの中に入れ

るような工夫も必要じゃないかと思っておりますが、なかなか思うようになりませんが、

そのような地下茎の植栽といいますか、されてみる気はありませんか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  御指導、御指摘ありがとうございます。 

 イノシシの被害につきましては、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、令和

２年度については捕獲数が５６１頭、ちなみにその前の平成３１年度につきましては、

１年間で２８９頭で、今年度は今のところですけれども２７１頭と、相変わらずそうい

った捕獲の数についても減っておらんという状況でございます。 

 議員おっしゃるとおり、その人的被害というのは、我々のところに報告は来ておりま

せんけれども、農作物の被害というのは、あらゆるところから報告が来ておりまして、

確かに農家さん、困られている状況であるというのは認識をしているところでございま

す。 



 普通、一般的にここに書いてある、町長のほうの答弁にもございましたとおり、一般

的には雑食動物で、動物性よりも植物性のほうを好んで食すということを言われており

ます。 

 そういった中で、今のミミズを餌にしてということでございますが、これも動物性の

食物の一つでございますので、これが本当に有効的かどうかというのは、現在のところ

研究とか、あと調査とかしているところで、よく分かっておりませんけれども、先ほど

議員御指摘のとおり、今は米ぬかを使って、罠に餌としてまいて、それで捕獲をしてい

るというのが現状でございます。 

 もし地下茎を、どういったようなものがいいのか、あるいはどういったような地下茎

があるのかというのも含めまして、今後はまたそういうところも研究をしていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 いずれにしても、イノシシの捕獲を、依然として捕獲、あるいは防御のほうを、依然

として町のほうとしては、一般的に補助していくといいますか、というふうに今後も考

えていきたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  農業生産意欲向上のためにも、ぜひとも尽力をいただ

きたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、２番、米澤宕文君の質問を終わり、ここで１０時０

０分まで休憩といたします。 

午前９時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。発言順序８、１番、

草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  １番、草田吉丸でございます。通告に従いまして一般

質問をいたします。よろしくお願いをいたします。今回、２件ほど通告をしております。 

 最初に、下森町政４期目のスタートに当たり、３期１２年の行政経験を生かし、津和

野町発展のために全力を尽くされることを望むものであります。 

 そこで、次の点について伺います。 

 まず、町長の目指すまちづくり構想についてであります。様々な課題を抱える津和野

町行政において、改めて町長の目指すまちづくり構想について、お聞きをいたします。 

 二つ目として、新たな事業導入について。年度途中であるため、当面は令和３年度事

業の継続が主な取組と思いますが、今年度または令和４年度において新たな事業導入の

考えはあるのでしょうか。 



 ３点目でありますが、組織機構について。今後の行政運営をしていくためには何より

も行政の組織機構がしっかりと機能することが重要と考えます。縦割り行政の弊害をな

くし常に横の連携を保ちながら各課の課題、問題点が共有され、一体となった町行政の

運営が望まれます。 

 また、職員一人一人の能力が十分発揮できる職場環境づくりが大切であると考えます。

組織機構改革、職場環境改善計画等の考えはあるのでしょうか。 

 あわせて、庁議の在り方が行政運営上重要であります。現状について伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１番、草田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 下森町政４期目のスタートに当たってでございます。 

 このたび、津和野町長として４期目のスタートを切ったところでありますが、町民の

皆様方の変わらぬ御理解、御協力と議員各位には御指導を頂きますようよろしくお願い

をいたします。 

 議員御指摘のとおり、本町は様々な課題を抱えておりますが、その要因の最も主なも

のは人口減少にあると思っております。本来なら民間の経済活動において成り立つサー

ビスが、人口減少により市場経済にそぐわず、行政課題として解決を迫られる現状にも

あります。 

 そうした山積する行政課題の解決に向け４期目においても知恵を絞り全力を尽くし

てまいりたいと思いますが、諸課題の発生要因となっている人口減少を食い止める定住

対策は最も重要視をしているところであります。 

 御質問の私の目指すまちづくり構想ということでありますが、幼児期から小中高校ま

での系統性を持ったふるさと教育を実践する０歳児からの人づくり事業を進めながら

教育の魅力化を図り、教育の町・津和野町の看板を掲げ発信することで、ＵターンやＩ

ターンを増やしていく定住施策を推進してまいりたいと考えております。 

 過去１０年間、津和野高校の魅力化に取り組んでまいりましたが、様々な紆余曲折が

あり、その都度課題を乗り越えて、現在、重要な成果を見るに至っております。今後も

０歳児からの人づくり事業を推進する過程において新たな課題や困難に直面すること

が予想されますが、これまでの着実な取組を経験として信念を持ってこの４年間取り組

んでまいりたいと決意をしております。 

 新たな事業の導入についてでありますが、今年度は３月議会で述べました施政方針に

基づいて諸施策を進めてまいります。令和４年度においては、議会で請願の採択がなさ

れている買物支援対策事業や福祉施設関連防災事業をはじめ新たな課題の解決に取り

組まなければなりませんが、年々厳しさを増す財政状況を勘案しながら判断する必要が

あるため、新年度の予算編成とともに決定してまいりたいと思います。現時点で新規事

業等について明らかにすることは困難でありますことをお許しください。 



 組織機構については、御指摘のとおり縦割り行政の弊害をなくし、横の連携を保ちな

がら進めることが効率的かつ効果的な事業の推進につながると考えております。 

 しかしながら、合併以来本町は職員数の削減を行財政改革の一環として行ってまいり

ましたが、その一方で地方分権の名の下に国や県からの事務移譲が数多くなされ、職員

１人当たりの事務量は以前に比較して相当に増しており、本来の自らの持ち分の仕事に

追われ、プロジェクトチームをつくるなどの横の連携が取りにくい現状にあります。 

 こうした観点からＤＸの推進による事務の効率化とともに行っている事業のスクラ

ップ・アンド・ビルドによる見直し、そして各課の事務分掌の再精査などを行いながら、

職員一人一人の能力が発揮できる環境づくりと機能的な組織機構をつくってまいりた

いと思います。 

 あわせて、行政執行部の意思決定機関である庁議の在り方は重要であり、これまでよ

りもさらに活発な意見が発せられる中で意思決定がなされるよう、その環境づくりに留

意してまいりたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  町長のほうから回答を頂きました。 

 少し再質問なり、私なりの少し思いを話させていただきたいというふうに思いますが、

町長の回答の中ではやっぱり定住対策、これも大変重要視しているということでありま

した。０歳児からの人づくり事業を進めながらＵターン、Ｉターンを増やしていく、こ

のことを信念を持って取り組みたいという力強い、これは決意であったというふうに思

います。 

 私もこの０歳児からの人づくり事業については、確かにＵターン、Ｉターン者を増や

していく、そういうことにつながっておりますし、特に高校支援等は成果を上げている。

そういう実績もあるというふうに思います。やはり将来に向けて非常に重要な施策であ

るというふうに思いますので、ぜひこれを発展させていただきたい、そういうふうには

思っております。 

 ただ、私は町長に今日お聞きしたいことは、今、町民の方、そしてまた私自身が将来

に対して非常に不安を持っていること、これがございます。それは集落の維持というこ

とであります。町長もこの選挙中、いろんな集落を回られたというふうに思います。ど

のように感じられたか分かりませんが、周辺集落、大変厳しい今状況であります。少子

高齢化の波は止むことなく続いております。これまで集落で取り組んでいたことがだん

だんと縮小しなければならない、そういう状況にもなってきております。特に、草刈り

等についても農地周辺の草刈り等は直接支払制度とかそういった制度がありますので、

何とかこれは維持できている状況もあります。しかし、集落周辺の草刈り等の範囲もだ

んだんと縮小され、集落自体が狭まってきております。そうすると、そこには獣被害が

発生してきます。 



 集落の集会等においても、夜の集会、これはだんだんと参加者が少なくなってきてい

ます。今、団塊世代の人が大体７５歳です。その人が１０年先は８５歳になります。こ

のような状態で１０年後の集落はどうなっているのか。本当に存続できるのか。大変、

これは不安を抱えている、そういうふうに私は思いますが、何か希望を見つけていかな

くてはならない、そう思いますが、なかなか展望が抱けない、そういう状況でもあると

思います。若い人たちの集まりの中でもどちらかというとあきらめムード、そういった

ものもあるんです。 

 このような中で町長は集落対策、地域対策についてどのように取り組もうとされてお

るのか、まずその考えを私はお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  議員御指摘のように、それぞれの集落、今、人口減少が大き

な原因で本当に維持活性化というのが非常に難しい状況になってきていて、まさに１０

年、２０年先というのがそれぞれの集落がどういう状況になっているのかというのが危

機感というのは、今、議員がおっしゃられるとおり私自身も共有をしているというとこ

ろであります。 

 これまでもこの集落の維持活性化策というのは様々な取組をしてきたつもりであり

ます。一つは、まず、まちづくり委員会というのを各地域に設置をしていただきまして、

そして地域提案型助成事業、また、まちづくり組織交付金、そういう制度もつくってま

いりました。 

 先ほども草刈りという現実的な課題の例も挙げていただきました。こういうことも予

測したものがまさにまちづくり組織交付金でございまして、もう集落の人的な力ではも

う賄えないものをそういう組織交付金のようなものを使っていただきながら、例えばシ

ルバー人材センターにも委託をしていただくとか、あるいは現在では地域づくり協同組

合というのができましたので、そういう組織も活用していただきたい、そういう財源に

もなればという、そういう思いも込められているといったところでございます。 

 そして、それをやりながら、やはりそれぞれの集落が活性化をしていく取組というも

のにも地域提案型助成事業というものを使っていただきたい、そういう思いでございま

す。 

 我々はやはりまずは集落のそれぞれそこに住む方々が、やはり自発的に取り組んでい

くという、そこからが出発点だと思っておりまして、そこにいかに行政として御協力が

できるかということをまたやっていく必要があるかと思っています。そのためにはやは

りそれぞれの集落に、その次の時代をも担う若い人がまず住んでいただいて、そしてそ

の若い方々がその集落の担い手になっていただくと、そういうことも必要だということ

からやってまいりましたのが若者定住住宅でございます。特に日原地域も津和野地域も

比較的人口が多いところはまだ民間の建設会社等がアパートを造っていただけるわけ

でございますけれども、なかなかやはり山間部になってまいりますとそういう民間の建



設会社の事業がないという状況にもなる。そこも踏まえて我々はあえて中心部を中心に

若者定住住宅というのを推進をしてまいりました。そこに若い人が入っていただいて、

そしてそれぞれの地域あるいはまちづくり委員会の私は担い手になってもらいたいと

いうような思いの中で、こういう住宅施策も進めてきたというところでございます。 

 ただ、なかなかそれ以上にやはり人口減少のスピードが速いということでありまして、

その集落の今後の展望が描けない、今そういう現状にもなっているということは厳しく

受け止めているところでありまして、今後もまたより一層それぞれの集落やまちづくり

委員会と連携をしながら事業を進めていくということが必要であろうかとも思ってお

ります。そのためにもこの人口減少対策をどうするかということで教育というものを中

心に据えたまちづくりをこれから展開をしていきたい、それが多くの方がＵターン、Ｉ

ターンが来た中で、それがどこに住むかというまた一つの課題があると思いますので、

そこもしっかり解決をしていきたいと思っています。そのためには住環境の整備、仕事

のこと、それから子育て支援、そういういろんなことをやっていかなきゃならないわけ

で、課題は多いわけでありますが、また一つ一つしっかり取組をしていきたいというふ

うに思っております。 

 特に住環境については、空き家がやはりかなり増加してきております。危険家屋にな

る前に使えるうちに活用していくということが非常に大事でもありますので、今後はこ

の空き家の活用の部分についてしっかり取組をしていきたいと考えております。その辺

を視点に重点を置いた取組をしっかりしていきたいと思っております。 

 それから、仕事の確保ということになります。これについては、津和野町は何度も申

しましたが、物流の条件不利地域でありまして、なかなか大きないわゆるメーカーの工

場の誘致というのが非常に難しい競争社会の中で、そういう地理的なハンディを抱えて

おります。今後においては、これまでもＩＴ系の誘致というのを進めてまいりました。

またこれをしっかり伸ばしていくということと、あと工場誘致については、私はもう益

田市の工業団地のほうに一緒に取り組んで、そこに企業が来ていただいて、仕事は益田

の工業団地、そして住まいは津和野町、そういうやり方を目指していきたいというふう

に思っております。そのためには子育て支援等々のやはり益田市さんとそういう意味で

はまた競争になるかもしれませんが、津和野のほうが住みやすい、子育てしやすいとい

う環境をつくっていくことで推進していけるんじゃないだろうかというふうにも思っ

ているところでございます。 

 そういう状況でございまして、いろいろなこの取組をこれからもしていかなければな

らないわけですが、ただ最後にもう一つ申し上げたいのは子育て支援、今、住環境の整

備、仕事の確保、もう一つ忘れておりました、その仕事の確保についてはやはり各集落

に住んでいただくという面においては農林業というのがまた大事だというふうに思っ

ております。この辺のこれまで進めてきた地域おこし協力隊制度や国の農業施策の制度



を活用した農林業の受入れ、そういうものもより一層進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 その上でということになりますが、要は仕事の確保も住環境の整備、子育て支援、実

はもう全国の人口減少、どの町も苦しんでおられるわけですから同じようにやっておら

れます。すごくサービスを充実してやっておられます。だから、津和野町はそこをやっ

ただけではなかなか津和野町に選択していただけるかどうか、特にＩターンについては

という課題が出てくるかと思っております。そういう意味で、やはり何か津和野町とし

ての全国に向けてＰＲができる看板が必要だ、そういう思いの中で津和野町の歴史に鑑

みてもこの教育の町ということを看板として掲げるということが大きな特色づくりに

なっていくんじゃないか。そんな思いを持っているところであります。 

 ただ、これはただ看板を上げると言っても短絡的なものではいけないというふうに思

っております。まさに古くからの教育の町としての津和野の歴史があり、そして高校の

魅力化に取り組んできた１０年間の、本当に紆余曲折がありながらも積み重ねがあると

いうことであります。それをしっかり土台にした上で津和野町のこの教育としての看板

を掲げて、また全国へＰＲすることで津和野に住んでみよう、ＵターンＩターンを増や

していくということに繋げていきたいというふうに思っております。 

 少々取り留めのない話になりましたが、そういう中でＵターン、Ｉターンを増やしな

がら津和野に住んでいただくことを全庁的に行いながら、それぞれの集落の維持活性化

ということにも繋げていきたいと、そんな思いを持っているといったところであります。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  いろんな施策を展開しながら地域の維持、やっぱり集

落の維持、そういったことに繋げていきたい、町長のそういう思いは分かります。 

 今の回答の中でまちづくり委員会、これの活動のことは町長触れられましたが、私は

地域をこれからやっぱり存続していくために、このまちづくり委員会活動、これは非常

に重要な活動の一つというふうに捉えております。自由に使える財源が配分されて、そ

れを十分使っていく、これはなかなかこういう制度がないというふうに思いますが、私

はありがたい制度であるというふうに思っています。このものをやっぱり継続していく

ということが大事と思いますが、今、まちづくり委員会も１０年が経過してきたと思い

ますが、当初の勢いというかそういったものが少し薄れてきている、そういうふうにも

感じるんです。 

 そういった原因は何かということを少し考えてみたんですけども、私は以前、このま

ちづくり委員会について公民館と連携してこれはやらなければいけないことではない

かということで質問いたしました。その中で教育長も非常にそのことは、もう公民館と

地域づくりというのは一体的にやらなければならない、もうそういうときであるという

回答を頂きました。私はまさにそうだと思うんです。そのときに私は事務局体制を公民

館で持てないかという質問をいたしました。そのとき、教育長の答弁はこういうことで



した。公民館が事務局を持つことは地域の人材育成に逆行することにもなると、しかし

事務局を持つことを強制することは適当でないが、反対するものでもないと、地域の実

情に応じて協議をいただきたいというこういう回答だったんです。確かに、若い３０代、

４０代の人が事務局を担っていろんな勉強をしながら育っていくという、これは大事な

ことだと思います。しかし、私は今７０なんです。事務局を持っているんです。私、今、

育てっちゅわれてもこれ以上、よう育てません。恐らくどのまちづくり委員会の事務局

を担当されている方は６０歳を定年されて、その後そういう役に就いておられる方がほ

とんどだと思うんです。こういう実態なんです。若い人が一番やってもらえばいい、し

かし、そういう人材がいないんです。そういう状況です。だから、私はこの公民館とい

うのがこれからの地域の私は集落の存続に最後のとりででもあるというふうに思って

いるんです。ですから、そういった公民館の中に社会教育と、そういったまちづくり、

そういったものを全部担うような町の体制としてつくれない限り、幾ら教育長がやりた

いところはやっていいでしょう、そんなことではなりません。町がそういう方針を出さ

ない限り、絶対できません。そういう事務局体制を強化することで、私はいろんな集落、

自治会でも問題を抱えております。そういった問題をそこでいろんなことを協議しなが

らやっていけば、私は地域っちゅうのは継続できる可能性がある。何としてもこの公民

館というものをもっと私は機能していただいて、本当に集落維持、地域継続の起点とし

て私は機能するような体制をつくってほしいんです。 

 今、いろんな地域で公民館の見直し等が行われている。教育長は御存じと思いますが、

そういう動きはあるんです。そうしないと地域がもたない。私はそういうことで、まず

４期目の町長スタートに当たってお願いしたいことは、公民館の在り方について協議を

する場をつくってほしいんです。そして、指針、そういったものを示していただきたい。

私はそういうふうに事務局を公民館に持ってほしいということを言っておりますが、い

ろんな公民館がありますから、それぞれの考え方があろうかと思います。地域の事情も

あります。そういった意見もいろいろとくみ上げながら、ぜひ私はこの公民館の在り方

について協議する場、これをつくってほしい。これは町長、教育長、その辺についてど

うでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、公民館の連携体制ということでありますが、議

員御承知かと思いますが、旧津和野町と旧日原町が合併をいたしました。平成１７年９

月２５日、このときに一番の課題になったのはいわゆる公民館の体制でした。合併後、

３年間を目処に公民館体制を見直しをするということで最終的には調停をして、合併が

なったわけであります。その後、私もその新町になってから教育委員会に配属をされて、

その合併問題でいわゆる公民館の体制について各地域を回っていろいろな御意見を頂

きながら３年後にこういった方向でやろうという形で現在の体制になったわけであり

ます。 



 そのときに一番言われたのが、公民館に事務局を持たすな、そういう地域の声がたく

さんあったんです。我々は、私個人は地域のいろんな活動に公民館で事務局を持って、

持てるものについてはしっかり持って地域と一緒になって活動をしたほうがメリット

が高いという意識の中でいろいろな地域説明会の中で話をさせていただきました。ただ

なかなか受け入れていただけない。その中で合併後、公民館体制を受け継いで、その後、

だんだんとそういった状況についても地域で御理解を頂きながら現在に至っているな

というふうに思っています。 

 議員が言われるように１６年前と現在の状況はかなり違ってきていると思います。で

すので、今、あえて言えばその当時事務局を持たすなと言われた日原地域の議員さんで

ございますので、その議員さん自らの気持ちとして、やっぱり地域で事務局を担えるも

のについては持ってもいいという、そういった地域のお考えに変化が出てきたというこ

とは改めて今日は認識をさせていただきました。 

 また、改めてそういった部分について、公民館の役割を再度検討する時期に来たのか

なとそういう意識を改めてさせていただきましたので、そこら辺は地域によってやはり

事務局は地域が持つべきだと考えられているお方もおられると思いますし、公民館でぜ

ひやってもらいたいという地域もあろうというふうに思います。そこら辺をここで即答

でそうしますというわけにはなかなかまいりません。過去の経緯もございますので。そ

ういった御意見があったということで、また庁議で、先ほどの御提案にあったように庁

議の中でもそういった方向性について議論をする時間があればいいかなというふうに

も思っております。 

 貴重な御意見だということで参考にさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  私のほうからはまちづくり委員会に少し視点を置いたところ

からお答えをさせていただきたいと思っておりますけれども、このまちづくり委員会が

それぞれ公民館が事務局を持つということについては、それぞれの地域委員会の考え方

がありますので、それを尊重すべきだという思いの中で公民館が事務局を持って一体と

なってやる、それはそれで地域の考え方を尊重したいと思っていますし、公民館とは違

う形でまちづくり委員会を進めていくという、その地域においては、またそれはそれの

御判断だというところであって、どのようなやり方であってもこのまちづくり委員会と

いうのは町としてはしっかり応援をしていくというスタンスでやってきたところでご

ざいます。 

 そういう中でこれまでも、例えば畑迫のまちづくり委員会さん等は公民館とまちづく

り委員会が非常に連携をした取組をしていただいておりまして、現在、小さな拠点づく

りということで、例えば遠隔の健康相談とか、それから地域が振興していくためのいろ

んなイベント活動とか、そういう取組を現在活発にされているという状況であります。



そして、現在そこにＩターンの若い方も何人か加われて一緒になってそういう活動をさ

れているという事例もあるかと思っております。 

 ただ、私がここでそれを紹介をする中でもそれぞれの畑迫のまちづくり委員会におい

てもいろいろな課題を抱えておられて、それを乗り越えながらやってこられたというふ

うに拝察をしているところでございますけれども、またそういう見本になるような先進

事例というものも紹介をさせていただきながら、そういう意味では未来づくり協同会議

の在り方というのも今後問われているのかもしれませんけれども、そういう部分がまた

ほかのまちづくり委員会にも広がりながら若い人が入り、そして公民館との連携の在り

方、そういうものをまた模索をしていく、そういう切っ掛けにもなればというふうにも

考えております。これについては、また今後の、これはまた行政としての課題であろう

かというふうにも思っているところでございます。 

 こういう中でそれを今後進めていく中で、また各地域の公民館がどういう存在意義を

持っていくのかということにも繋がっていくかというふうに思っております。 

 今後、また私自身も公民館の在り方というものをしっかり考えながら、まちづくり委

員会との関係性においてお互いがよくなっていく、そういうことを考え出していきたい

と、そのように思っております。 

 どちらもそれぞれの集落が、まちづくり委員会も公民館もよくなっていくということ

が一番の目的でありますから、そこのことを前提にしてそれぞれのまちづくり委員会と

公民館の連携の在り方というのを考えてまいりたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  教育長の答弁の中では合併当時の話もありましたけど

も、やはりそれからもう１０何年経っておりますね。随分地域の実情も変わってきてお

ります、本当に。私も地域が協力、皆でやるということを放棄しておるという意味じゃ

ないんです。しっかりした事務局っちゅうのは本当に大事なんです。そこが機能しない

限りなかなか活動もできないと思うんです。事務局だけがしっかりしてきて、そして地

域の人も当然、会長職とか周りの委員とかなって一緒になってやるのはやるんです。基

軸となる私は事務局体制、ここを何とかしないと本当に活動が進まない、そういう思い

がしてならないんです。そういったことで町長からもいろんなあれがありましたけども、

庁議で話をされるということもぜひやっていただきたいと思いますし、いろんな公民館

の事情、そういったことの意見も聞いていただいてと思いますけども、ぜひ公民館の在

り方、これについてぜひ協議を持つ場を、そういった場をぜひつくっていただきたい、

そのことをお願いをしておきたいと思います。 

 次に、あと職場のことを少し書かせていただきましたけども、職場環境、これは仕事

をする上で非常に重要なことだというふうに思います。いろいろな取組もされていると

いうふうに思いますが、特に職員の方とトップの町長あるいは副町長、教育長、どうい

うふうに職員と向き合っていくか、そういったところも非常に私は大事な部分があると



いうふうに思いますが、４期目を迎えて町長もいろいろと出張も多い、そういう時期に

なると思いますが、役場はやっぱりそこで残って職員と向かい合う一番機会が多いのは

副町長の役ではないかなというふうに私は思っております。副町長、新しく島田副町長、

就任されました。非常に期待をしているところでございますが、これまでもいろいろと

職員との関係性は非常に気配り、心配り、そういったことをされて苦労があったという

ふうにも思いますが、ここで副町長に就任された島田副町長に副町長になられた抱負と

併せて今後職員とどのように向き合っていかれるか、その辺についてお聞きをしたいと

思いますが。 

○議長（沖田  守君）  副町長。 

○副町長（島田 賢司君）  職員への対応ということでございますけど、私が職員一人

一人に個人的に指示を出すようなことは、まずございません。それぞれの部署にはやは

り課長というものがおりますので、課長を通しての指示ということになります。 

 それよりも私が一番大事に思っているのは、課長を含めてまずは役場をまとめていく、

これが一番大事ではないかと思っております。これまでの８年間におきましても一貫し

て組織である以上は報連相──いわゆる報告、連絡、相談、このことを徹底していただ

きたい。そういう旨を伝えてまいりました。今月の庁議におきましても、改めて徹底す

るようにお願いをしてきたところでございます。特に管理職で構成いたします庁議の場

というのは役場の意思決定をするのに最高の場だと思っております。毎月定例庁議を行

っておりますが、その中で各課長にはそのときそのときの課題を全員に報告していただ

いておりますので、庁議メンバーは同じ情報を共有する体制は既にもうできていると思

っておりますので、町長の答弁にもございましたけど、今後もさらに充実をしてまいり

たいと思っております。 

 ただ、今後の課題としましては時代の変化、社会の変化等によりまして、職員の意識

改革、これは必ず必要になってまいります。みずから考え、行動できる職員をいかに育

てていくかが私どもの課題ではないかと思っているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ぜひ何としても職場は風通しのいい職場でないといけ

ないというふうに思います。いろんな人が力が発揮できるような職場環境づくりに努め

ていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 美しい森林づくり構想でありますが、平成２７年９月２５日開催された津和野町合併

１０周年記念式典において、町長は美しい森林づくり条例を制定することを発表されま

した。 

 平成２８年６月議会において美しい森林づくり条例が制定され、その後、美しい森林

づくり構想が制定をされました。 



 津和野町面積の９割以上を占める森林を生かし、里山保全と産業振興に結びつけるこ

の構想に町民の期待は大きなものがあったというふうに考えます。 

 そこで、次の点について伺います。 

 １、美しい森林づくり条例は例規集の第１編、「総記」第１章、「町制」の津和野町

民憲章の下に掲載をされています。他の条例より高い低いということは言われないかも

しれませんけども、高い位置づけというふうに私は捉えましたが、この条例の位置づけ

の見解についてお聞きをいたします。 

 ２点目、今日まで森林づくり構想として取り組んだ主な事業について。 

 ３点目、美しい森林づくり委員会の開催状況について。 

 ４点目、森林づくり構想第１期は平成２９年から３３年度の５年間となっていますが、

１期の実績の評価、検証や次期の構想についての取組状況についてはいかがでしょうか。 

 ５点目、枕瀬山を中心としたモデル林の現状と将来に向けた整備計画について。 

 ６点目、枕瀬大橋上流からバイオマスガス化発電所周辺の森林整備について。 

 以上についてお聞きをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、美しい森林づくり構想についてお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、最初の質問でございます。美しい森林づくり条例は他の条例と同じ位置づけで

はありますが、平成２５年の豪雨災害で手入れの行き届いていない森林が崩れて大きな

被害をもたらしたことを教訓に、行政や住民が一体となって森林保全に取り組む意識を

高めるため、津和野町民憲章の下に掲載しております。 

 二つ目の御質問でありますが、美しい森林づくり構想４つの柱の一つである森林とつ

ながる基盤整備として担い手育成を目的とし、地域おこし協力隊を主な対象とした林業

の技術研修を行ってまいりました。成果としまして、現在までに８名が津和野町に定住

し、自伐型林家として活動しております。 

 また、ここ２年間はコロナ禍のため開催できておりませんが、美しい森林づくり講演

会をこれまで１８回開催しております。講演会のテーマとして津和野町の林業に関する

ものだけではなく、鳥獣対策、森林教育など広範囲にわたるもので、多くの方に参加頂

くとともに、後日、ケーブルテレビで放送を行いましたので、人と森とを近づけるきっ

かけになったのではないかと考えております。 

 次の御質問でありますが、美しい森林づくり委員会の開催状況でございますが、これ

までに年２回程度、委員会を開催しておりましたが、ここ２年間はコロナ禍のため開催

できておりませんでした。来年度から木質バイオマスガス化発電も始まり、森林に注目

が集まると考えられることから、今年度中に１回は開催し、美しい森林づくりへ向けて

取り組んでまいります。 



 次の御質問でありますが、これまでの森林づくり構想で第１期でございますが、事務

局である農林課でこれまでの実績をまとめ、美しい森林づくり委員会で評価・検証を行

ってまいりたいと考えております。また、次期構想についても１期を踏まえた構想案を

事務局で作成した後、委員会内で協議し、第２期構想を今年度中に策定する予定として

おります。 

 次に、枕瀬山のモデル林の整備計画ですが、文京区との友好の森と遊歩道周辺の下刈

りや枯損木などの森林整備を毎年行っております。活用状況としましては、文京区との

こどもキャンプやＮＰＯ法人による自然体験イベントで活用しております。今後につい

ても継続的な利用が見込まれますので、活動に利用できる下刈り等を継続していくとと

もに、樹木の成長に伴い、キャンプ場、天文台からの景観が損なわれますので、適宜、

森林整備を進めてまいります。 

 次に、枕瀬大橋上流からの森林整備計画でありますが、現時点では森林整備の計画は

ございませんが、木質バイオマスガス化発電所が稼働した後は多くの方が視察等で訪れ

ることも予想されますので、森林所有者の御理解と御協力を得て、町内の林業事業体と

連携しながら、森林整備を行うことを検討したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  この美しい森林づくり事業でありますが、最初に申し

たように合併１０周年に町長がこれを制定を発表されました。非常に私自身もこれは重

要な条例であるというふうに思っておりました。 

 しかし、その後あまりこの条例を生かした活動が本当にされてきたのかといったとこ

ろはあまりまだ見えてこない。本当に本気で取り組んでおられるかどうか、これは分か

らないんです。いろんな研修会等は確かにやられました。私も参加はいたしました。い

ろんな話を聞かせてもらっておりますが、そういうことは幾らか取り組んでおられると

思いますが、特にモデル林ということで枕瀬山にありますね。非常に日原市街地が見下

ろせるいいところです。ここきれいに整備はされております。しかし、本当にモデル林

なのかどうかちょっとどうかなというところはあるんです。まだ範囲も狭い。もう少し

この条例をつくった以上はモデル林としてもっと立派なモデル林を作って、他町村から

でも来られて、さすがに津和野町だと思われるようなところまでやらないと、条例を私

はつくった意味がないというふうに思うんです。あそこの今、モデル林、入口に看板も

何もない。誰が来ても分かりません。どこにそういうモデル林があるか。そういうこと

もやっていないんです。私は本当にこれは本気か。その辺は非常に疑問に思います。や

る気があるのかどうか分からない。そういうふうに私は感じておりますが、そういった

意味ではもう少し非常にあそこあたりはここから見てもよく見えるところなんです。き

れいに整備をすれば、いろんな人が見てもさすがこういう条例をつくった町だ、きれい

に整備されていると、そういうことも伝わるんです。そういうことが全くないような気

がしてならない。もう少し、できればあのあたりを整備計画でもつくって、もう少し年



次的に整備をしていく、そういうことは考えていく必要があるんじゃないかと私は思っ

ております。 

 今の状況、地域おこし協力隊の方が８名、今、津和野町で林業に携わっているという

回答がありましたが、林業の担う業者の皆さんと併せてこういった協力隊の人はこれか

らの津和野町の林業を背負っていかれる、非常に貴重な存在であるというふうに思いま

す。こういった人が本当に協力隊の期間が過ぎて自立していける、そういうことはやは

り町も支援を今後もしなければいけないと思います。需要量の確保、こういったことも

して生活できる、そういうことをやっぱり考えていかなければいけないと思います。そ

のためにはいろんなもう少し活動を進めていくことによって、そういった事業も出てく

るんじゃないかなというふうには思っているところであります。 

 これの今、取組状況について農林課長担当と思いますけど、特に５年間の計画を立て

て、それで３年で一応検証するということがありましたよね。条例上もそうなっておる

んです。コロナがあったからちょっとそういうことをできないということもあるかと思

いますが、ちゃんとこれはやっておられるんですか。 

 それで次期の計画も立てるというふうに言われておりますが、この辺、途中の検証は

やられたのかどうか、その辺についてお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  森林づくり構想についてでございますけども、確かに、

議員おっしゃるとおり中間的に評価をしなさいという条例がございます。ただ、先ほど

から申し上げましたとおり、今のコロナの関係でここ２年は確かに活動ができておらん

というのが現状でございます。評価まで至っておるかどうかは分かりませんけれども、

今後その評価も含めて、この３月までのところで第２次構想を策定していく予定にはし

ております。そのために、今、１期分を実際にどういったようなことができたか、ある

いは今後どういったことをするのか課題も含めて、今ちょうど精査をしているところで

ございます。そこら辺も含めまして第２期の構想に向けて、今向かって準備をしている

というところでございます。 

 それから先ほど来、モデル林の整備という御質問がございました。これにつきまして

は、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、文京区との友好の森の歩道周辺を中

心に天文台、それからその下の道路まで基本的にこれは毎年、友好の森整備事業委託料

ということで３０万円ばかし予算をつけて草刈りあるいは枯損木等の除去を毎年これ

については行っておるところでございます。それに合わせまして、樹木の成長がどうし

ても著しいところにつきましてはキャンプ場、それから天文台からの景観が損なわれな

いように間伐といいますか除伐等もしておる状況でございます。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 



○議員（１番 草田 吉丸君）  本当にこの条例を持っておる町村、近隣ではない条例

をつくったわけですから、やっぱりそれにふさわしい森林整備、これはぜひ進めていた

だきたいというふうに思います。 

 それから、最後にもう一点だけお聞きしたいんですけど、前回、私は枕瀬大橋からバ

イオマスガス化発電まで、これの整備を何とかできないかという質問をいたしました。

特に建設課に対しての質問で、親水護岸とかを検討したらどうかという話をしましたけ

ども、それは非常に時間がかかる、なかなか事業採択は分かりませんけども、当面でき

ることはあそこらあたりの非常に景観が悪い立木があります。民間の人の土地であると

思うんで、当然許可も必要、許可を得てでないとできないと思いますが、そういったも

のだけでも整備すれば、非常にいい景観になるんです。だから、立木だけでやれば、そ

んなに財政的にもかからない。できるんじゃないかと思うんです。 

 特に私が今日言いたいのはあそこのバイオマスガス化発電のところ、もう６月に発電

が開始されるというふうに思います。チップヤード、造成のところでもいろんな問題も

出ましたけれども、６月からは何とかスタートして発電が行われる。そのことを私はす

ごく期待をしております。ただ、そのときにあそこの周辺なんです。国道と発電所がで

きる間、わずかな距離ですが、あそこは非常に景観上あまりよくない、よくないと言っ

ちゃあれですけど、少し景観上整備すればいい場所と思っておるんです。あのままでス

タートさせちゃいけんと思うんです。それと併せて国道から川河川の間、大変に竹が茂

っておる。あそこは大体山が狭まっておって雰囲気的には暗いところなんです。そうい

うところをもっと明るくせんにゃいけんです。恐らくあの竹も民間の人だと思いますけ

ども、ぜひ協力頂いて、間伐でもいいです。そうすると竹の林の間から高津川が望める

ようになる。非常にいい景色になるんです。それもそんなに財政的にかかるものじゃな

いです。そうして明るい雰囲気にしてスタートさせにゃ、いろんな、これ言われており

ますように視察等もある、そういうことがあると思うし、学校教育関係でもいろんなと

ころから私は来る、そういうところになるとそういうふうに期待をしております。来た

ときに周りがこれは何だと、これが美しい森林づくり条例をつくっておる津和野町かと、

そんなことになっちゃいけない。ですから、何としてもあの辺はあそこに入られる業者、

それと当然電力を発電する会社の皆さん、そして町、町がとにかく先頭に立ってきれい

にしようという、そういう協議をして何としてもスタートするまでには明るい雰囲気、

いい環境の中でスタートさせてほしい、そのことだけは私はぜひやっていただきたいと

思います。町長、いかがですか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  美しい森林づくり条例をつくったはいいが、なかなかそこに

実行が伴っていないんじゃないかというお叱りも受けてきたわけでありますけれども、

町としては当然このやる気を持っておるというところでありまして、これまでも自伐林

家の支援ということについても地域おこし協力隊制度が終わった後も、もうプラス町独



自のほうでこの制度をつくりまして応援をする、そういうものも行ってまいりました。

これは担い手の育成という観点でございます。そして、やはり林業活性化という視点か

らもこの木質バイオマスガス化発電に着手をしたというところでもありまして、これも

大きな事業費を投じてのものでございます。またそのほかにも作業道の開設に対して、

これも町独自にその開設の補助制度もつくったりというようなことで、恐らくここまで

やっている自治体というのは全国を見てもそこまで多くはないだろうというふうには、

そこについては自負をしているところであります。 

 ただ、なかなか林業だけにお金を投じるわけにもいきませんので、福祉も医療もいろ

いろなバランスを取りながら財政を投じていかなければなりません。そういう中でまだ

まだきめ細かいところで足りないところがあるというところはしっかり取り組んでま

いりたいというふうに思っております。 

 特に、森林環境譲与税が始まっております。これまではその辺の資金をガス化発電と

かそういうものに使ってまいりましたが、この事業も一段落してまいりますと、より森

林整備という形で環境譲与税を有効に使わせていただけるかというふうにも思ってお

りますので、その辺はまた念頭に置きながら、今日御指摘を頂いた、特に注目を頂ける

部分、まず最初にそこを優先的に考えながらモデル林を中心に、また木質バイオマスガ

ス化発電所との周辺の整備というものにはできるだけ、ちょっと６月のガス化発電の開

始に合わせてまでというのはここで確約はできませんけれども、できるだけ早い段階で

そうした環境整備には取り組んでいきたいという思いは持っているところであります。 

 そして、もう一つだけ、このバイオマスガス化発電でございますけれども、一昨日も

寺戸議員のほうから再生可能エネルギーで津和野町にそういう計画はあるのかという

御質問を頂きました。風量発電、太陽光発電等、大規模なものですが、これらについて

現在は計画はありません。ただここ数年の中でやはり風力発電のそういう設置をしたい

という意向を示されたお話もあったのは事実であります。ただ、津和野町はやはり、い

わゆる景観というものが重要な観光資源になっていることがございます。そういうこと

も踏まえて景観審議会でも御意見を頂きながら、やはりこの風力発電は津和野町の景観

を壊すことにもつながるということで町長として懸念を示すという、そういう文書も送

らせていただいたりとか、そういうこともやってきた事実もありまして、いわゆる風力

発電等はお話はあったけれども今のところは実現をされていないという状況の事例は

幾つかございました。 

 今後もやはり津和野町を考えたときに、再生可能エネルギーは必ず取り組んでいかな

ければなりませんが、脱炭素社会の下で、だけれどもなかなか風力発電、あるいは大規

模な太陽光発電というのはやはり難しいというふうに私自身は認識をしております。た

だ、そういう中で、今、地球環境というものが全世界的に問われている中で、全世界の

あるいは全国民が一人一人自分の責任を果たしていく、そして、自治体の責務もあると

いうふうに思っております。では、津和野町はその責務をどういう形で表していくのか



ということになりますと、やはり私はもう木質バイオマスガス化発電というものを、こ

れを進めていくということが非常に大事なんだというふうに思っております。 

 そういう観点から、今後もこのバイオマスガス化発電というものもしっかり中心に据

え、そして林業全体へ、また自伐型林家をさらに育てて取り組んでいく。そういう林業

森林施策というものを美しい森林づくり条例の下に進めてまいりたいという強い気持

ちを持っておりますので、またお叱りを受けないように実効性を持って、これからしっ

かり取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

 それでは、以上で私の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１番、草田吉丸君の質問を終わり、ここで１１時５

分まで休憩といたします。 

午前 10時 59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 05分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 発言順序９、１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  １１番、岡田克也でございます。それでは、通告に

従いまして４点質問をいたします。 

 まず、１点目の質問であります。津和野町の医療・介護についてであります。 

 津和野町は医療崩壊の危機の後、公設民営化で健全経営を続け、医療を町の最重要政

策として取り組んだ成果として、島根大学や自治医科大学、県立中央病院などから医師

の派遣を受け、益田赤十字病院との連携が津和野共存病院、日原診療所の医師体制の充

実を生んでいると考えます。 

 現在の共存病院・せせらぎ・診療所の現在の運営状況、看護師などの医療従事者の充

足状況、益田赤十字病院との連携によるベッド稼働率の状況、医療資材などの購入一括

化による経費削減状況などをお尋ねいたします。 

 また、看護師などの医療従事者確保のためには処遇改善が必要と考えますが、確保の

ための橘井堂の取組はどのような状況かお尋ねいたします。 

 また、日原診療所の移転が予定されておりますが、中年、高齢者の主な死亡原因とし

てトップに上げられますのが、心疾患や肺炎、脳血管疾患、悪性新生物、いわゆるがん

でありますが、それに対して診療所に配備されるレントゲン撮影装置や血液検査機器等

でも一定の検査が可能であり、精密検査が必要な場合は津和野共存病院のＣＴやＭＲＩ

撮影で対応されると考えます。 



 日原診療所移転後の検査機能の詳細や今後の日原診療所を中心とした日原地域周辺

の医療構想についてお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１１番、岡田議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 津和野町の医療・介護についてでございます。 

 津和野共存病院の運営状況につきましては、７名の常勤医師と非常勤医師により診療

に当たっておられ、津和野町医療介護統括管理者である益田赤十字病院木谷院長の御指

導を頂きながら三輪院長の下、医局全体で協力体制をとって診療に当たっております。 

 経営状況につきましては、令和３年度計画値に対し９月末現在の実績を比較し、入院

患者数では１日当たり１人の減、外来患者数では１日当たり８.７人の減となっており

ますが、診療単価では、入院収益が１,５５２円の増、外来収益が４６８円の増となっ

ており、収益全体では対計画値１０５.８％、費用全体では対計画値１０３.１％となっ

ております。 

 また、前年度同月末と比較し病床稼働率につきましては、令和２年度８１.４％に対

し、令和３年度８０.６％と僅かに減少しております。外来患者数につきましては、１

日平均患者数が令和２年度６８.４人に対し、令和３年度６３.６人と減少しております。

外来患者数の減少は、新型コロナウイルス感染症の拡大による受診控えと手洗い、マス

ク着用等の自己健康管理の徹底が大きく影響しているものと思われます。 

 日原診療所につきましては、令和２年１０月より須山先生が所長となり週３日勤務さ

れ、飯島副院長、非常勤医師により診療に当たっています。 

 経営状況につきましては、令和３年度計画値に対し９月末現在の実績を比較し、外来

患者数では１日当たり２.９人の増となっており、収益全体では対計画値１０１.３％、

費用全体では対計画値９２.８％となっており、増加傾向にあります。 

 また、前年度同月末と比較し外来患者数につきましては、１日平均患者数が令和２年

度２８.８人に対し、診療体制が整ったこともあり令和３年度３４.４人と増加しており

ます。 

 介護老人保健施設せせらぎにつきましては、令和３年度計画値に対し９月末現在の実

績を比較し、入所者数では１日当たり０.５人の増、短期入所者数では１日当たり１３.

５人で増減なし、通所者数では１日当たり１.７人の減となっております。収益全体で

は、対計画値１０３.４％、費用全体では対計画値１０３.５％となっております。 

 また、前年度同月末と比較し入所利用者数につきましては、１日平均利用者数が令和

２年度３０人に対し令和３年度２９人と減少しており、短期入所につきましては、令和

２年度１１.９人に対し令和３年度１３.５人と入所者数の減少をカバー、通所につきま

しては、令和２年度１３.５人に対し、令和３年度１２.３人と減少しております。 



 近年においては、高齢化と人口減少及び新型コロナウイルスの感染状況に左右される

中ではありますが、今後も人口予測等を考慮しながら、必要な医療と介護を提供してま

いりたいと思います。 

 看護師等の医療従事者の充足状況についてでございますが、令和３年度の計画要員数

に対し看護師８名、准看護師３名、介護福祉士６名、理学療法士１名、診療放射線技師

１名、臨床検査技師１名、調理員１名が不足している状況にあり、パート職員等により

補っておりますが、人員不足については厳しい状況が続いております。特に退職等によ

る看護師、診療放射線技師の不足が課題となっております。 

 職員の募集については、医療法人橘井堂のホームページや折り込みチラシ等の媒体を

使用して周知しております。これに加えて近隣県の医療技術者養成学校を訪問し、看護

師及び医療技術者への修学資金貸与事業の説明なども交え、就職担当者に対するＰＲ活

動も行っております。 

 なお、町は医療技術者に対する修学資金の貸与事業を実施しておりますが、対象者が

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を目指す者に限定されておりましたので、診療

放射線技師等あらゆる職種が対象となるよう現在手続を進めているところでございま

す。 

 益田赤十字病院との連携につきましては、平成２７年３月２６日に二次医療圏、益田

圏域において質の高い医療環境を確保し、地域住民に適切な医療を提供するため、緊密

かつ円滑な医療連携を図ることを目的として、津和野共存病院と益田赤十字病院は医療

機能連携協定を締結しております。この目的を達成するため、津和野共存病院は、益田

赤十字病院の後方支援病院及び在宅療養支援病院として位置づけられており、回復期の

患者対応を主とした医療を提供しております。 

 このように限りある医療資源を効率的に活用するため、二次医療圏における医療機関

の機能分担により当院の役割が明確化しておりますので、益田赤十字病院との連携によ

り回復期患者の紹介を受けることで、病床稼働率の向上につながっております。病床稼

働率の類似病院平均値が７０％以下で推移している中、津和野共存病院の令和３年１１

月末での病床稼働率は８０.６％となっております。 

 医療資材等の購入一括化による経費削減状況につきましては、益田赤十字病院の購入

方法を参考にＳＰＤシステムの導入に向けて検討中であると伺っております。 

 ＳＰＤシステムとは、病院における医療材料や医療用消耗品の購入に関する発注や在

庫定数管理及び供給を一つの業者に委託することで、過剰在庫の防止や期限切れ製品の

把握ができ、購入価格の抑制や不良在庫の削減など、病院経営をサポートするシステム

のことでございます。 

 また、入院や入所の際の必要な衣類やタオル等をセットで貸し出すサービスの導入を

令和３年１１月より導入されており、こちらも職員の負担軽減と経費削減、併せて患者

様や御家族様の負担軽減にもつながる可能性があると伺っております。 



 看護師等の医療従事者確保のための取組につきましては、医療法人橘井堂としても給

与等の処遇改善が大きな要素の一つとして考えられることから、昨年度より益田赤十字

病院等を参考にしながら、給与表や退職金規定の改正等、処遇改善に向けた取組に着手

し、令和４年４月からの実施を計画しております。 

 町といたしましても、処遇改善により医療従事者にとって魅力ある病院、施設となる

よう、財政担当課と協議を重ねながら支援を図りたいと考えております。 

 日原診療所を中心とした日原地域周辺の医療構想につきましては、平成３０年に民間

の医療機関が閉院したことに伴い、日原診療所は日原地域で唯一の一般診療所となりま

したので、日原地域にお住まいの方が安心して生活できるよう、日原診療所が提供する

医療をより充実させることが責務と考えております。 

 そのため今年度、日原診療所の場所を発熱外来施設へ移転増築する事業を現在進めて

おります。現発熱外来施設の約２倍の面積分を増築し、レントゲン撮影装置の導入及び

訪問看護ステーションを併設することで、診療所の機能強化を図ることとしております。 

 日原診療所で実施可能な検査につきましては、これまでと同様に簡易な血液検査及び

尿検査、そして今回新たにレントゲン撮影装置を設置することで簡易な画像検査が可能

となります。これにより利用者の移動負担の軽減につながると考えております。 

 日原診療所は津和野町全体で考えたときに、津和野共存病院のサテライト診療所とし

て位置づけられておりますので、診療所で実施できない検査につきましては、これまで

と同様に津和野共存病院と連携しながら患者輸送により対応してまいりたいと考えま

す。 

 また、将来的に必要な医師数及び医療従事者が確保できた場合には、二診体制での医

療提供の実施を検討していると伺っております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、ただいまの答弁に即しまして、１点ずつ

御質問をいたしたいと思います。 

 まず、７名の常勤医師と非常勤医師により診療に当たっておられるということであり

ます。そのうち７名のうち１名が自治医科大学卒業の医師の方であります。今後、自治

医科大学や島根大学への、また島根県立中央病院等への医師の派遣要請等、現在してお

られる状況についてお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  町長からの答弁にありますとおり、津和野共存病院

では現在常勤医師は７名おります。しかしながら、老健との兼任の医師がおられますの

で、人数概算上は６.５人となっております。様々な事情から、実質的に外来、入院は

若手医師４名で対応することになっております。無理がかからないように益田赤十字病

院や島根大学医学部附属病院からの非常勤医師の応援を依頼して何とか診療を維持で



きています。しかしながら、令和４年３月末で若手医師の２名が退職することが決まっ

ております。 

 津和野共存病院は、地域医療拠点病院の指定を受け、津和野町の医療を何とか守り、

研修医や学生の実習の受入れ、併せて町内無医地区への対応等、少なくとも現在の若手

医師、４名の体制を維持していくことが必要であります。津和野共存病院の存在は、こ

の圏域にとってなくてはならない医療機関となっており、現在勤務している医師に加え、

県に対しましてはさらにもう１名の若手医師の派遣を要望したと橘井堂のほうからは

聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ただいま、もう１名の医師の派遣の要請をされたと

いうことでありますが、これは自治医科大学のほうから２名の派遣をという要請であっ

たかどうか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  現在、自治医科大学のほうから１名の医師の派遣を

受けておりますけども、さらにもう１名ということで希望していると聞いております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  自治医科大学のほうから医師の派遣を受けるという、

このことだけでも今まで津和野町がどれほどこの医療を大事にし、そして尽くしてきた

か、そして県や国とどれほど連携しながらやってきたかという、その成果だと思ってお

ります。２名の派遣を頂くということになれば、より安定した今後も医療が継続されて

くると思いますので、ぜひとも自治医科大学には要請をして、この地域にとって何より

も大切な、なくてはならない病院であることを訴えていただきたいと思うことでありま

す。 

 再質問の２点目でありますが、診療単価が増加しております。これはコロナ禍の中で

外来の控えとかいろんなことがありながらも診療報酬が増となっておる中で、結局のと

ころ収益が増になっているという、今答弁でありました。診療報酬が増となった理由に

ついては、把握しておられますでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  先ほど町長からの答弁にありましたとおり、津和野

共存病院の９月末現在での診療単価につきましては、計画値より入院収益につきまして

は１,５５２円の増、外来収益につきましては４６８円の増となっております。 

 増となった原因につきましては、患者様への診療内容や投薬の問題関係など関係して

いると思われますが、詳しいことについては分かりません。 

 なお、９月末までについては、コロナ加算で増額につながったということを橘井堂の

ほうからは聞いております。 



○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  日原診療所については、診療体制が整ったこともあ

り、令和３年３４.４人と増加しているということであります。これは須山院長先生、

そして飯島先生、そして木谷先生などの益田赤十字病院からの応援診療、そして非常勤

医師体制の充実が増加の原因になっているのか、増加の要因についてお尋ねをいたした

い。 

 また、須山先生の週３日の診療、そして飯島先生の診療というものが地域住民から非

常に信頼を得られているということもお聞きします。その点についてお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  町長の答弁にありましたとおり、日原診療所の患者

数の増加は、診療体制が整ったことからが主な原因だと考えております。 

 診療体制につきましては、ただいまの議員のほうからもありましたとおり、須山院長

が月、火、金の週３日の診療と、あと訪問診療を月、木の午後行っております。水曜日

は飯島副院長、午後は特別養護老人ホームへの訪問診療、木曜日の診療については益田

日赤からの非常勤医師で対応しておりまして、午前につきましては、山﨑先生、また午

後につきましては益田日赤の木谷院長が担当されております。 

 今後、外来患者数につきましては、増加すると見込んでおりまして、１日当たり４０

人を超えた場合では、１人一診体制では不可能だと、厳しいということを伺いしており

ますので、今後１日当たり４０人を超えるようなことがあれば、この前提としましては

医師数とか医療従事者が確保できた場合ということになりますけども、二診体制での医

療提供を実施するという検討をしているということを法人のほうから聞いております。 

 また、須山先生、また飯島先生につきましては、以前より日原のほうで診療に当たっ

ておられたという実績ございまして、日原地域の町民の方には馴染み深い先生であると

いうところで、かかりつけ医という意味合いが大きくなってきたのではないかと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  病床稼働率が類似病院の平均値が７０％以下で推移

している中、津和野共存病院の令和３年１１月末での病床稼働率は８０.６％となって

いるという、これがこういうことや先ほども全体的に答弁の中で診療報酬というものが

増加をしておるという、これはやはり益田赤十字病院との連携が大きいところだと思う

わけでありますけども、この答弁の中でありましたＳＰＤシステムや医療等のセット貸

出し、これが益田赤十字病院が導入をしておられる、この経費削減方法だとの答弁であ

りましたが、どれぐらいの削減効果があるのか、そこら辺は把握しておられるでしょう

か。 



○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  先ほど答弁にありましたＳＰＤシステム、また入院

セット等のことにつきましては、始まったのがこの１０月からというところもございま

すし、ＳＰＤシステムにつきましては来年度からという形になっております。今のとこ

ろ、その試算につきましては医療法人のほうから聞いておりませんので、詳しいことに

ついては分かりません。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  医療従事者にとって魅力ある病院施設となるよう、

財政課と協議を重ねながら支援を図りたいということの答弁がありました。これは若い

職員がやはり処遇が将来を生活していく上で見通しがきかないということで退職とい

うようなことも続いたり、また、高齢になっていた看護師の方々に退職されてもずっと

勤務をされながら何とかこの医療を保っておりますが、やはりそれもいつかは限界が来

るわけで、若い医療従事者、看護師や医療従事者の方々にやはり勤務を続けていただく

ためには、処遇改善は避けて通れないことだと思います。 

 その中で地方交付税の措置、そして財源等をどのように考えて支援をしていこうと考

えておられるのか、お尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  処遇改善につきましては、先ほど議員のほうからご

ざいましたとおり、大変重要なことであると考えております。 

 今後５年、現在の状況で進みますと、恐らく医療従事者の確保ができないということ

で、幾ら医師のほう確保できたとしても、病院自体の経営ができないということになり

得ると考えております。 

 質問にございました交付税でございますけども、令和３年度の交付税につきましては、

津和野共存病院、一般病床が１３床、地域包括ケア病床が３６床ということで４９床ご

ざいます。交付税につきましては、病床数により算定をしておりますけども、普通交付

税につきましては１床当たり７２万円ということで３,５２８万円、特別交付税につき

ましては１床当たり１７０万６,０００円と定額分３,０８１万円により１億１,４４０

万４,０００円となります。合計で１億４,９６８万４,０００円となりまして、令和２

年度に比べまして約２,５６８万１,０００円の増額となっております。 

 ただ、この交付税を処遇改善の財源とするか、また他の財源を充てるかにつきまして

は、今財政課のほうと協議をしておりますので、今後の検討次第ということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 



○議員（１１番 岡田 克也君）  財政のほうは、このことについてどのように検討し

ておられるか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  病院従事者の処遇改善ということで、給与等の改善

ということでございますけども、今医療対策課長が特別交付税措置等の内容について、

普通交付税についても答弁しておりますけども、今現状で申し上げますと新年度予算に

ついての予算編成を今各課にお願いして要求を積み上げていただいている状況でござ

いますので、そういったことが整理されて、年が明けて各課ヒアリングを今から行うス

ケジュールにしております。 

 そういったスケジュールの中で、医療対策課と予算についてのヒアリングを行います

ので、そのヒアリングを通した中で協議を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  日原診療所はレントゲン撮影装置が入ると、今まで

例えば高齢者が亡くなる原因の大きな一つに肺炎があります。肺炎を誘発する理由の一

つは、やはり風邪やインフルエンザ様々なものがあります。そのような肺炎や、また骨

折などでも受診によって診断ができるのであろうということが予想されます。 

 今後、今現在、日原診療所から津和野共存病院にレントゲンを撮りに行かれる方がど

れぐらいあるのか。また、レントゲンがあることによって増えるということは十分に考

えていけると思いますが、このレントゲン撮影について、現状が分かれば、また今後の

展望があればお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  レントゲン設備のことでございますけども、大変申

し分ございません、日原診療所から津和野共存病院へレントゲン撮影を行うために搬送

している人数につきましては、資料を持っておりませんので分かりません。 

 ただ、今回日原診療所に設置いたしますレントゲン設備につきましては、津和野共存

病院に設置しておりますレントゲン設備よりは簡易なものでありまして、ドクター、医

師の判断で撮影ができるものになっております。ですので、今後は日原診療所のほうで

レントゲンの数は増えてくるということは予測をしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  津和野共存病院は地域拠点医療病院として申請をさ

れておるかと思いますが、この申請に係る経緯について、また組織機構の変更などもこ

れに伴って進めておられるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 



○医療対策課長（清水 浩志君）  地域医療拠点病院への申請の関係でございますけど

も、津和野町は国勢調査の経過からも人口減少が非常に激しく少子高齢化が進行してお

ります。高齢化率につきましては、令和３年９月末で４８.９％と５０％近くであり、

町全体で見ると住民の２人に１人は高齢者であります。このことからも高齢者や移動が

不自由な住民への医療提携体制を整えることが急務であると考えております。 

 このような状況で、町はいかにして医療を提供できるかということでありますが、先

般、津和野町の二つの地域が無医地区に認定されました。木部地区と須川地区です。病

院や診療所から離れた地区であります。 

 それぞれの地区につきましては、木部地区の高齢化率は５５.３％、須川地区は５７.

９％であり、両地区とも町全体の高齢化率を大きく超えたとこでございます。さらにこ

の地区の中の集落に目を向けると、高齢化率が１００％の集落も存在しております。両

地区とも町営バスが運行されておりますけども、運行本数も少なく、時刻などを考慮す

ると利便性が十分ではありません。 

 医療ニーズに関しまして地区公民館にお話を伺いましたが、やはり循環診療について

はぜひとも実施していただきたいということでした。循環診療を実施することで、患者

の負担も軽減され、住民の方も強く要望されていますので、医療法人橘井堂ともお話を

していますけども、実施する方向で現在進めております。 

 以上のことから、地域医療拠点病院となることで責任を持って地域に医療を届けたい

という思いから、申請をさせていただいているというところでございます。 

 なお、地域医療拠点病院に申請することによって、例えば巡回診療する施設等への国、

県の補助金の申請ができやすくなり、財政支援が受けられるというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  巡回診療は、非常に特に遠距離の地域に住まれる、

先ほどお話がありましたが、無医地区に認定された２地区にとりましても巡回診療は非

常に交通、例えば手段を使ってでもなかなか遠距離にまで出かけていくことが大変な高

齢者などには非常に有効的だと思います。 

 実際に巡回診療を行っていく上での医師体制、そのようなものは考えておられるのか。

また、医療近接型住宅というものも考えられると思いますが、その点はどのように考え

ておられるか。そしてまた、患者移送サービス、そういうものも考えておられるのか、

お尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  大変申し分ありません。先ほど質問にお答えするも

のが一つ抜けておりましたので、改めてお答えをさせていただきたいと思います。 

 医療法人橘井堂の組織機構の変更でございます。私もこの９月に医療法人橘井堂の組

織機構に係ります研修会のほうに参加をさせていただきました。これまでの運営につき



ましては、各施設、津和野共存病院、日原診療所、せせらぎ、訪問看護ステーション、

それぞれが単独で事業を行っていたというところでございますけども、１０月１日より

組織改編を行いまして、管理運営部門が一本化されたというところがございます。 

 また、今までダブりというのがございましたけども、その辺につきましても、課長や

係長、職員、会員との業務を明確化するというところも行っております。さらに医療部

門と介護部門を分け、それぞれを統括する部門を新たに設けたと聞いております。 

 新たなものとしましては、地域医療連携センターというものを設けておりまして、津

和野町で最後まで暮らせるための支援を行う課というところで、患者サービス課等々の

設置を行ったと聞いております。 

 それでは、先ほどの質問でございますけども、まず医療近接型住宅の考えでございま

すけども、医療法人橘井堂と連携を図りながら、津和野町としましては地域包括ケアシ

ステムを進めるため、通院が困難な方や退院後の自宅での生活が不安な方でも、町外へ

転出することなく津和野町で安心して暮らせるための医療近接型住宅の確保も考えて

いかないといけないとは考えておりますが、ただ、今のところ実際医療近接型住宅が実

現できるかどうかというところにつきましては、現在のところ検討中であるというとこ

ろでしておいていただきたいと思います。 

 また、先ほど申しましたとおり、地域医療連携センターの中に患者サービス課という

のを新たに設けております。これにつきましては、津和野町内の開業医の方と連携を図

りながら検討しなければいけないところも多々ございますけども、できればドア・トゥ・

ドアというところで、患者の方を家から病院へ運ぶということも考えておりますし、ま

た巡回診療におきまして、公民館で実施をする予定としておりますけども、その際には

患者の方を家から公民館へというところも現在検討をさせていただいております。 

 ただ、あくまでも先ほど申しましたとおり、地域の医療機関との連携を図りながら細

かいところについては検討させていただくというところにしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  住み慣れた地域で、住み慣れた家で安心して最後ま

で暮らしていくために、ただいま地域医療連携センターの開設というようなことも答弁

にありました。町長として、医療・介護をどのように考えているのか、最後に総括的に

お答えを頂きたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、まず質問の御回答に先立ってというふうに申しま

すか一つお話をさせていただきたいと思います。 

 今日、質問の前段の部分で、自治医科大学の医師派遣について何名お願いをするとい

う回答もしたところでありますが、これについては１２月２４日に島根県地域医療支援

会議がございます。そこで益田圏域であれば医師会病院、六日市病院、そして津和野共



存病院、日原診療所ということで、それぞれそこで何名の派遣をお願いをするというこ

とを正式にお願いをするということになりますので、そしてその上で、来年３月に発表

があるかと思いますけれども、実際にどの病院に何名の派遣というのが発表されるとい

うような状況でございます。この辺は少し慎重に進めていかなければならないものでご

ざいますので、そこの地域医療支援会議でお願いをするものだということを補足として

お話をさせていただきたいと、そのように思います。 

 そういう状況の中で、今後、医療と介護の方向性でございますけれども、やはり医療

従事者あるいは介護職場のスタッフの確保、これがやはりまずは基本になるというとこ

ろであります。そのためには、この待遇改善というのが重要になってくるわけでござい

ます。そして、そこに若い方々が入っていただいて、そして一緒の職場として、この職

場を最後までやり遂げていただけるという環境をつくらなければなりません。 

 津和野町のこの医療については、石西厚生連のいわゆる破綻から再出発を切っている

という経過もありますので、これまではこの待遇面というのは、ほかの自治体病院等に

比べても、非常にいい状況にはなかったということがあります。しかし、今後の将来の

医療の維持を考えていくためには、まず人材の確保が必要ということで、今回待遇改善

というものを進めていこうということになります。 

 来年度予算にこれが反映してくるということにもなります。できれば１月ぐらいの全

員協議会をお願いいたしまして、この辺、詳細についてまた議会に予算を提案させてい

ただく前に御説明をさせていただきたいというふうに思っております。 

 ただ、やはり待遇改善のための財源確保を町の行政のほうでもしていかなきゃならな

いという状況でありますので、今この点について予算編成に向けて全体の事業のある程

度の見直しも含めて財源を確保していかなきゃならないということになります。今そう

いう面で、相当重たいという使命を感じながら、そこに取りかかろうとしているといっ

たところであります。 

 そうした人材を確保した上で、様々なまた今地域連携あるいは医療近接型住宅、そう

したものにも取り組みながら医療・介護の充実に取り組んでいきたいと思いますし、介

護部門については次の質問にも関係するかと思いますけれども、組織の再編成というこ

とも念頭に置き、また限られた人材をより有効的に生かすことができるような、そうい

うまた体制づくりも進めていく必要があるかと思っております。 

 残念ながら本町も人口減少率、非常に高い。これはいろんな議員からも御質問頂いて

おります。そこには若者の移住ということも大事でありますが、やはり高齢者が町外へ

転出をされるケースというのも非常に多いわけでございますから、この高齢者の方が津

和野町で住み続けていただける、そういうためのこの医療・介護の提供、そういうもの

も充実が大事になってくるかと思っておりますので、またしっかりこの辺も重点的な取

組として進めてまいりたいと思っているとこであります。 



 細かいところまで話し始めると、とても時間が足りませんので、医療・介護の方向性

ということで私の思いを述べさせていただくということに、この場ではとどめさせてい

ただきたいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、２点目の質問に移らさせていただきます。

津和野町の介護についてであります。 

 高齢者の多い津和野町において、介護事業所の職員不足の解消が重要な課題となって

おります。各事業所の危機的状況を掌握して解決するためには、介護福祉士の資格を取

得できる学校へ通学する生徒への町からの奨学金の創設というようなものも考えられ

るのか。 

 また、町内の介護事業所に就職した場合の奨励金の創設など、そういうものも考えて

いけるのか検討する余地があるのか、などなどの対策を講じることが重要であると考え

ます。 

 また、実務経験３年で介護福祉士の受験資格が取得できます。町民に介護の仕事に関

心を持ってもらう講座や職場体験など、独自の育成システムも重要だと考えます。 

 また、将来的な人口予測に基づいた介護事業所の統合や人事交流などの検討が必要と

考えます。現在の町内介護事業所等の状況と所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、津和野町の介護について、お答えをさせていただ

きます。 

 議員御指摘のように町内介護事業所においては介護人材の確保が非常に困難で、施設

利用者の受入れ人数を制限された事業所もあり、人材不足により運営状況が大変厳しい

と伺っております。 

 少子高齢多死社会に突入し、第８期介護保険事業計画の介護サービス見込量等に基づ

き都道府県が推計した介護職員の必要数は、介護ニーズの上昇に対して少子化による労

働人口の減少が顕著であり、２０４０年には２０１９年と比較し６９万人の介護人材が

不足すると推計されております。 

 人材確保の方法としては、御指摘のように介護職を目指す方に対する奨学金制度を設

けることが考えられますが、民間の介護事業所への就職を目指す方に対し町が直接奨学

金を貸与することは難しいと考えます。 

 しかしながら、各事業所が人材確保のために工夫を凝らした独自の取組について奨励

金を交付するなど、町から何らかの支援を行うことについては検討の余地があると考え

ております。 

 また、介護の仕事に関心を持ってもらうための研修会等の実施についても１つの方法

と考えておりますが、平成２８年度まで社会福祉協議会において実施されておりました

介護職員初任者研修については、制度的に１３０時間の研修及び終了評価としての筆記



試験が義務づけられており、ハードルの高いものでありました。そのため介護に関心を

持つ介護未経験者に対して、基本的な知識を研修する数時間程度の入門研修を実施する

ことにより、介護の業務に携わる上での不安を軽減することも必要なものであると考え

ております。 

 また、入門研修を受講し生活援助従事者研修や介護職員初任者研修にステップアップ

しやすい環境を整えていくことも介護人材の確保につながっていくものと考えており

ます。 

 人材の確保が厳しく、職員不足が解消されない場合においては、介護人材を効率よく

配置することも鍵となります。人事交流や事業所の統合による解決策も考えられますが、

各事業所においては給与をはじめとした処遇面が異なっていることなどの様々な調整

課題を認めております。今後、専門家や各事業所の御意見を十分にくみ取りながら、検

討してまいりたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  昨年、県社協の主催で、介護に関する入門的研修が

益田市及び２自治体で開催をされました。その状況の中で、この介護に関する入門的研

修というものが介護に触れていく最初のきっかけになる、また介護人の仕事に関心を持

っていこうというものになっていくかと思いますが。 

 私も介護事業所に勤めているときに食事介助から清拭、車椅子の移動方法、そして介

護の方の褥瘡ができないための体位交換や様々なことを実際に学ばしていただいて、今

でもそのことが非常に介護を、例えば家族の介護、そして誰かの介護を必要とされる方

の手伝い、そういうことに繋がっていると感じます。 

 やはりそういう入門的研修というものは大事だと思っております。これは町でも市町

村でも実施できるとお聞きしておりますが、このことについてどのように考えておられ

るのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  介護取得の入門的研修でございますけども、先ほど

町長からの答弁がありましたとおり、介護初任者研修等につきましては、１３０時間等

というハードルの高いものでございますけども、この入門研修につきましては、全部で

２１時間というところになっております。基礎講座と入門講座として研修を受けるとい

うわけでございますけども、内容的には介護に関する基礎知識や介護の基本、基本的な

介護の方法や認知症の理解、障がいの理解、介護における安全確保、こういったものを

行うこととなっております。 

 先ほど申しましたとおり、この研修につきましては、介護事業に携わる切っ掛けをつ

くる大変有意義なものであると考えておりますので、現在医療対策課の中で来年度に向

けて実施できるかどうかというのを検討しているとこでございます。 



 検討に当たりまして、この入門研修につきましては、行政職員もしくは介護福祉士、

社会福祉士等の職員が講師を担うことができるとなっております。これにつきましては、

介護事業所等の協力を得ながら実施することも可能とは思っておりますけども、他市町

での状況を聞きますと、委託するというところがやっぱり多いというところを聞いてお

りますので、委託方式にするのか独自方式にするのかというところも併せて検討させて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、次の質問に移りまして、しまね留学と多

拠点生活つわの学び未来についてであります。 

 津和野高校は今年の新入生が定員の８０名を満たし、８０名の新入生のうち３６名が

県外からのしまね留学であります。今年、県外の中学校から島根県の公立高校に入学し

た生徒は２３０名となり、１２年前の４.２倍となっているとのことであります。 

 多拠点生活をサポートするＡＤＤｒｅｓｓサテライトオフィスである津和野オフィ

ス、しまね留学、学校と地域をつなぐ一般財団法人つわの学び未来が共同して、学校と

都市と津和野を結ぶ役割を担っていただいていると考えます。現状についてお尋ねいた

します。 

 また、ＡＤＤｒｅｓｓサテライトオフィスには、島根県立大学のサテライトオフィス

も併設しており、島根県立大学総合政策学部総合政策学科井上厚史先生のゼミ生の津和

野班が、津和野オフィスに定期的に訪問して地域の研究や課題解決にも取り組んでおら

れますとお聞きしております。 

 また、津和野高校のグローカルラボの部活は地域住民とともに地域課題の解決を目指

す活動を行っており、津和野高校留学の魅力の１つにもなっております。 

 これらの活動を通して交流人口の増加や空き家を使っての津和野高校への３年間の

母子留学など、また津和野町に住む人々の課題を解決し、満足度を向上させることも重

要であり、また連動して町内の商工観光業の活性化も図るべきではないかと考えますが、

所見をお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、しまね留学と多拠点生活つわの学びみらいについ

てお答えをさせていただきます。 

 誘致企業である株式会社アドレスが運営する津和野Ａ邸については、開設当初の稼働

率は２割程度で推移しておりましたが、１１月に入り稼働率が４割程度となり、徐々に

人気が増している状況と報告を受けているところであります。 

 職員の体制は、職員４名のうちＩターン者が１名、Ｕターン者が２名、さらに１月に

は、１名のＩターン者が就労する予定となっております。 



 株式会社アドレスの多居住拠点サービスでは、地域と利用者を繋ぐ家守を配置してお

り、利用者が津和野町のことを知ることのできる体制をとっており、ＵＩターン促進の

みならず交流人口拡大の一助を担っていただいております。 

 また、津和野Ａ邸は島根県立大学のサテライトオフィスが併設されているため、島根

県立大学と連携して毎月１回つわの未来塾をこの施設で開催し、島根県立大学生が津和

野町をフィールドに地域学習を行い発表する場となっております。この活動には、津和

野高校地域系部活動グローカルラボが参加することもあり、大学生と協働の課題解決学

習に取り組んでおります。 

 一般財団法人つわの学びみらいに所属する教育魅力化コーディネーターが、大学生と

高校生の協働学習に伴奏役として参加する機会もあり、サテライトオフィスとしての機

能を有効に活用しております。 

 当町では、総人口の減少に加えて担い手となる生産年齢人口も減少しております。こ

の担い手不足は地域が抱える大きな課題となっていることから、今後は交流人口と呼ば

れる地域外の人材を地域づくりの担い手として確保していく必要があると考えており

ます。 

 津和野高校生と島根県立大学生との交流は、地域外の担い手を確保するのみでなく、

交流する地域の方も刺激を受け、新たな担い手となることが期待されます。 

 町といたしましては、交流事業を通じた交流人口の拡大と担い手不足解消等の地域課

題解決に取り組み、地域の活性化につながる新たな社会需要を取り込む施策を県の支援

を得ながら進めてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  多居住拠点サービスにおいて、今担い手不足、そし

てそれに伴って人口減少も伴い、消費不足ということが非常にまだ課題となっておりま

す。その中で交流人口を拡大していくというのが、ただ、一居住ということだけではな

く、季節、季節で例えば津和野に住んでいただいたりしながら、農業のお手伝いや体験

をしながら、それがまた新規就農に繋がるのではないかとも考えております。 

 県の産地創生事業においても、ワサビが採択をされました。京都市では、各大学で京

都市の地域課題を解決する活動に対して、ふるさと納税を活用して、この活動に支援を

したいという方が、そのふるさと納税を納めるシステムもあります。これは京都市民以

外の方は返礼品がありますが、京都市民の方は返礼品はなくてもこの活動に協力したい

ということでインターネットのボタンを押せば、それで協力ができることとなっていく

そうであります。 

 これらの多居住拠点サービスにおいて、担い手不足、消費不足、それらの課題を解決

する、そして新規就農に繋がるのではないかと考えますが、この多居住拠点サービスと

いう考え方についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  この多拠点居住サービスでありますが、今

町長の答弁にもありましたとおり、株式会社アドレスさんが昨年度津和野町に進出して

おられます。アドレスさんは全国に２１５か所の拠点を持っておられまして、月々４万

４,０００円の会費で、その２１５点の拠点をいろいろ住み歩きといいますか移住でき

るというような環境を整えております。 

 たまたま島根県が、今回初めての地域でございまして、島根県で４７都道府県を完了

したということで、津和野町は島根県における第１号の拠点となったということでござ

います。 

 こうした今、アドレスさんはかなり多くの会員数も抱えていらっしゃいますので、そ

うした方のいろいろな多拠点居住の１つに津和野町がなり得たということは大変喜ば

しいことと考えておりまして、この方々が交流人口の一助になっていくというふうに考

えております。 

 議員御指摘のこれが、じゃ担い手不足にすぐ直結するかと申しますと、新規就農等に

はすぐには結びつかないかもしれませんが、津和野町をアピールするいい機会になって

いただくということはできていると思いますので、今後はこのアドレスに常駐する家守

さんを中心に、そうした津和野町の新しい特色もＰＲしていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  交流人口の拡大ということが、やはりこの山村に、

じゃ津和野町にいきなり移住してきてくださいというよりも、まずはお試し的に１週間

なら１週間、２週間、一月、そういうスタンスで進んでいただきながら、その中でいろ

んな体験をしながら、こういうことで居住していこうという、そこに結びつけるやり方

もあるでしょうし、また春先は田植えやそして秋には稲刈り、そしてワサビ等の育成、

そういうものもやってみたいという、そういうことも出てくるかと思います。 

 この交流人口の拡大ということが、今から定住とともに非常に重要になってくると思

いますので、担当課におかれましては一層の尽力を期待をいたしまして、次の質問をい

たします。 

 ４点目であります。グルメを使った観光振興についてであります。 

 津和野町内には、清流高津川のアユ料理を食すために全国から客が集まるアユ料理の

名店やじゃらんの中四国の夕食がよかった宿ランキング１位の料理旅館、全国の有名シ

ェフたちとの交流があるイタリアンの店、毎月その旅館の料理を食べに来るためだけに

来町される常連客を持った旅館、うどんやそばの名店、フランス料理や天ぷら料理、日

本海の海の幸や高津川のアユを扱う寿司屋や天然すっぽん料理をレトルトで出して好

評を博している料理店、うずめ飯や川魚料理、うどんや団子などでたくさんのお客さん

が訪れる店、旧畑迫診療所で野菜ソムリエがおり、地元産の野菜料理を中心に出すレス

トラン、地元産の季節の野菜料理を中心に好評を博す旅館や民宿、道の駅のレストラン、



地元民からソウルフードと呼ばれるお好み焼き屋、お客の絶えない洋食店、料理ととも

に頂く日本酒等の地酒、県外の方々からもリピートが絶えないわさび、タラの芽やコゴ

ミ等の山菜、まめ茶・ざら茶、一緒でありますけれども、そういうお茶や日本酒等の地

酒、笹山や大蔭などのブランドの里芋、ユズなど魅力のある食の町の津和野町でありま

す。県内他町村にはＡ級グルメの町としてアピールしている町もあります。 

 また、全国にはＢ級グルメの町として、津山のホルモンうどんや富士宮やきそば等、

観光の目的にもなっております。津和野町ももっと食を全面に出して津和野町の食を目

的に訪問される方々を増やしていくように、食の町津和野としてアピールすべきではな

いかと考えますが、所見をお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、グルメを使った観光振興についてお答えさせてい

ただきます。 

 議員御指摘のように町内には多彩な食資源や名店が多く存在していると認識してお

ります。先ほどお示しをされた料理の名店をはじめとして、評価の高いワサビやお茶、

地酒、里芋、山菜など枚挙にいとまがないほどであります。 

 しかしながら、こうした名産物、名店は特定の人には高評価の認識を持っていただい

ておりますが、まだまだＰＲ不足や流通・販売促進の弱さから一部を除いて全国区に名

を連ねるまでには至っておりません。 

 こうしたことから、御指摘のありました「食の町津和野」のアピールは、コロナウイ

ルス感染症で落ち込んでいる本町の経済再生の一つとしてのみならず、郷土料理やその

地域にしかない食を中心とした観光誘客戦略の重要なキーワードとして取り組むべき

ものと思っております。 

 現在、食を絡めた施策としては、地方創生推進交付金を活用した電動自転車を中心と

した体験ツアーの中で、食の分野での体験メニューの造成や森鴎外没後１００周年記念

事業を進める中で、鴎外の食した食べ物等をコンテンツの一つとして取り組むことなど

があります。 

 また、町内事業者においては、本町で導入いたしました真空高圧調理器を事業者が積

極的に活用する中で、芋煮、すっぽん、甘酒等をレトルト加工品として、新たな商品を

開発しているところでございます。 

 町内には、宿泊客をもてなす旅館料理、洋食店などの昔からのソウルフード、歴史に

育まれた伝統的な郷土料理、津和野町の偉人が愛した食べ物、町内のそれぞれの地域で

食べられている季節の旬な食材や料理があり、これらの津和野グルメを戦略的に観光振

興に利用する必要があると考えております。 

 本年度は、５年に一度の観光振興計画の策定年であり、現在その作業中でありますが、

新しい計画の中の柱の一つとして、食を中心とした誘客施策を検討していきたいと考え

ております。 



○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  今からなかなか食堂などを担っておられる方の高齢

化に従って、店がやはりどんどん閉店していくのかなという、そういう懸念をしており

ましたが、美容室を兼ね備えた喫茶店やそして洋食店なども県外から進出してこられて

開店をしておられたりする状況を見ながら、やはりこの食の町というものをアピールし

ながら、また店を継いだり、また出店したりという方が増えてくることを、そして津和

野町に来た人たちが津和野町の食はおいしいねと言っていただき、また行きたいねとい

う、それがやはり最大のアピールになっていくんではないかと思っております。 

 先般、町長の方からもありました三津同盟、津山市、中津市、津山市のホルモンうど

んや中津市の唐揚げ、そういうＢ級グルメも観光の目玉となっております。この三津同

盟というものを契機としながら、津和野町もそのような誰でも安価でも食べていけるよ

うなそういう名物を、津和野町の料理人の方々いろんな知恵を出し合いながら、また津

和野町出身の方が全国屈指の旅館の総料理長になっておられたり、京都の名店に勤めて

おられたり、いろんな方があります。 

 また、三國シェフや様々な方々も津和野町に関わっておられますので、そういう方々

とともに、その食というものを考えながら、津和野町の一つの──うずめ飯というよう

なものもありますけれども、いろんな食の祭典というものも考えたり、食を考えたりし

ていくべきではないかと考えておりますが、最後に御所見を聞いて質問を終わりたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  食の関係でございます。ただいま議員のほうからあ

りました食の祭典ということでもあります。 

 津和野町におきましては、過去あがん祭というお祭りがありまして、これが平成１２

年から１０回ほどやって、最後２１年まで続けられたわけでございます。このお祭りの

中で、津和野町の郷土料理、お菓子、あと地酒ですね。その他、農産加工品を広く宣伝

することによって、観光の誘客に繋げるということで開催された模様でございます。 

 そうした大きいイベント、このイベントによりまして、多くの方が津和野町を訪れ、

津和野町の食を知っていただき、さらに津和野町、その奥にある魅力を知ってもらった

というふうに考えております。 

 こういう大きいイベントを含め、またイベント以外についても、他市町でございます

が、Ａ級グルメ、Ｂ級グルメ、そういったような戦略的なことがあります。そういう戦

略的な施策を通して、観光誘客も併せた地域活性化もされている模様でございます。 

 今回観光振興計画を策定中でございますが、その中で今後５年間の食に対する観光含

めた、そういったようなものを考えてまいりたいと思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 



○議員（１１番 岡田 克也君）  以上で、一般質問を終わらせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１１番、岡田克也君の質問を終わり、午後１時まで

休憩といたします。 

午後０時 05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  それでは午後の会議に入りますが、本日は、たくさんの傍聴

者の町民の皆さんにお越しを頂きまして誠にありがとうございます。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 発言順序１０、７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  議席ナンバー７番、御手洗剛でございます。通告いた

しておりますように、２項目について質問をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 １項目めであります。津和野町国土強靭化地域計画に沿った事業展開についてであり

ます。 

 近年、我が国をはじめ世界各地で大雨による洪水や干ばつなどの自然災害が毎年のよ

うに起きております。我が国においても、平成３０年７月豪雨や令和元年の東日本台風

に伴う豪雨災害などが記憶に新しいところでもあります。本町においても、平成２５年

７月の集中豪雨で名賀や吹野地区を中心に大きな被害を受け、その復旧のために最近ま

での長期にわたり多額の事業費を投じてまいりました。 

 これらの近年頻発する自然災害に備える上で、その背景にある地球温暖化の影響を考

慮しておく必要があり、災害がいつ、どこで発生しても不思議でないことを認識してお

くべきと考えます。 

 国においては、平成２３年に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、平成２５年１２

月、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災等に資する国土強靭化基本法を公

布・施行し、平成２６年６月、国土強靭化基本計画を閣議決定をいたしました。 

 当町においても、近年、多くの自治体が被害を受けている大型台風や豪雨による風水

害、地震災害の発生が危惧されることから、国や県の動きに併せ解決すべき課題を整理

し、津和野町国土強靭化地域計画を策定しました。本計画の計画期間は令和２年度から

令和６年度までの５年間としております。 

 そこで、国土強靭化への取組の進捗状況についてお尋ねをいたします。 

 まずは、本年８月に発生しました台風９号による豪雨災害の被災件数並びに復旧状況

はどのようであったかについてであります。 

 二つ目として、これまでに実施してきた国土強靭化、長寿命化のためのハード、ソフ

ト両面の取組の状況について。 



 三つ目に、今後、本町国土強靭化地域計画に沿い、ハード面で優先して取り組む事項

についてはどのようなことか。 

 四つ目として、地域住民の方々からは、町管理の河川において豪雨の都度、川からの

越水により土砂が田畑へ流入することから、河床掘削の要望を数多く聞くところであり

ます。災害予防のための実態把握に鑑み、年間を通じての施設の巡回・点検が肝要であ

ると考えます。その実施状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、７番、御手洗議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 津和野町国土強靭化地域計画に沿った事業展開についてでございます。 

 まず、一つ目の御質問でございますが、本年８月に被災し災害復旧事業により復旧を

計画しているものは、公共土木施設が道路７か所、河川７か所の計１４件、林道が８件、

続いて、農地・農業用施設が１０件となります。農地・農業用施設の内訳については、

田２か所、用排水路５か所、頭首工が３か所です。 

 これらの被災箇所には、１０月上旬より１２月１０日までのところで国の災害査定が

修了し、準備ができ次第工事発注を予定しております。 

 また、現在通行止めにしている町道や農業用施設等については、地域の方々に大きな

影響を及ぼすことから、優先して準備を進めているところです。 

 なお、林道柳二俣線については、被災規模が大きく十分な現地調査が必要であること

から、復旧工法の検討など現在、国と事前協議を行っている状況です。 

 また、住宅裏が崩壊した箇所が５件あり、うち４件は町の林地等崩壊対策事業により

対処することとし、１件についてはのり面の十分な対策工事が必要なため、林地崩壊防

止事業として間もなく発注予定としております。 

 そのほか、農地への土砂流入など被害が小規模なものについては、津和野町農地農業

用施設小災害復旧事業補助金交付要綱による支援を行っており、現在、申請を受けてい

るものが１７件となっております。 

 二つ目の御質問でありますが、津和野町国土強靭化地域計画は、昨年、令和２年度に

策定したもので、起きてはならない最悪の事態を設定し、これを回避するための具体的

な事業の一覧をまとめているものでございます。 

 本計画に基づき、起きてはならない最悪の事態として、被災地での食料・飲料水等、

生命に関わる物資供給の長期停止の設定を踏まえ、町道の道路改良や落石対策、または

橋梁やトンネルにおける長寿命化対策に取り組んでおります。 

 そして、住宅・建物・交通施設等の崩壊や火災による死者の発生の設定においては、

中座団地等の公営住宅の整備、また、ソフト面として、木造住宅の耐震改修補助事業や

ブロック塀耐震化補助金制度などの住民への周知・利用促進に取り組んでいるところで

ございます。 



 三つ目の御質問でありますが、今後、本町国土強靭化地域計画に沿い、ハード面で優

先して取り組む事項はという御質問でございますが、今後、優先して取り組む事項につ

いては、町道改良や橋梁等長寿命化対策に引き続き取り組んでいくとともに、緊急性や

財政状況を勘案した上、改めて取り組む事項について検討したいと考えております。 

 一方、起きてはならない最悪の事態として設定している土砂災害等による死傷者の発

生については、島根県と連携し、河川改修事業、砂防事業、治山事業、ため池整備等防

災減災事業による取組を進め、津和野町全体の強靭化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 四つの御質問でありますが、地域住民からは河床掘削についての要望を数多く聞く、

災害予防に鑑み、年間を通じて施設の巡回・点検が肝要であると考えるが、その実施状

況はという御質問でございますが、御指摘のとおり、河床掘削は各地域から実施の要望

がございます。 

 高津川本流及び津和野川については県へ要望し実施頂き、その他の支流等については

土砂の堆積状況等を確認の上、優先順位を決定し工事を実施しております。この財源に

ついては、河川浄化対策事業補助金として全体事業費の２分の１が県からの補助金とな

っております。 

 施設の巡回・点検については、シルバー人材センターへ道路パトロールを含め年間委

託しており、異常があった場合、日報や口頭による報告があります。 

 また、各地域の河川愛護団に、法面の除草や清掃を委託しており、異常があった場合、

随時連絡頂いているところでございます。 

 なお、８月の豪雨災害においても愛護団体等地域住民の方々からの通報が大半を占め

ております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  それでは、再質問に移らさせていただきます。 

 本年８月の台風９号による豪雨災害の被害状況につきましては、９月定例議会におき

まして同僚議員の一般質問に対する現時点における被害状況の報告がございました。そ

の中では、公共土木施設で法面や路肩崩壊など８か所、護岸崩壊など河川６か所の１４

件となっているということであります。 

 また、林道が１５件、農地・農業用施設が２３件で、被害金額については公共土木施

設で約４,７００万円、林道で約１億９,０００万円、農地・農業用施設が約９,５００

万円の合計３億３,２００万円と推計されるとしておりました。そのほか農地への土砂

流入等であって、被害が小規模で災害復旧事業として復旧が計画できない農地・農業用

施設が約２０件との報告がございました。 

 その後確認された被害についてお聞きをするところでありますが、先ほど御回答があ

りました被害状況の中で、林道につきましては１５件と９月議会では報告がございまし

たが、これが８件、農地・農業用施設で２３件が１０件、また、小規模災害が２０件が



１７件というふうになって回答がございましたが、これについてはどういったことで件

数が少なくなったのか、お願いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  それでは、今御質問のありました災害復旧工事における

件数が、以前御報告いたしましたものと相違があるということの御主旨の御質問であろ

うかと思います。これにつきましては、まず、今回御説明させていただきましたものが、

補助災害といたしまして国の災害査定をまず受検させていただいたものでございます。 

 前回御説明差し上げたものにつきましては、またちょっと補助で向かうか、町の単独

で向かうかというのが若干確定できていない部分がございました。 

 それとこちらは、件数の考え方でございますが、災害復旧工事におきましては、普通、

ここＡか所、Ｂか所それぞれございましても、近接する距離が、私ちょっと定かではな

いんですが、１００メートルないし１５０メートル以内につきましては１か所工事とし

て、通常１か所として見るということがございますので、そういったこともございまし

て、実際、国の災害査定を受けるに当たりまして、それを取りまとめたということであ

りますので、ちょっと件数については前回御説明差し上げたものと乖離がございますけ

ど、一応今回、町長が先ほど答弁申し上げた件数につきましては、国の災害査定を現在

受けたものでありますので、この件数で御理解頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  分かりました。 

 それから、９月議会当時はまだ査定といいますか、調査が十分ではない段階であった

というふうに思っておりますが、９月以降、追加でこの対象になったものがその中にあ

るという理解でよいのかどうか、これについてお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  ９月以降という今、ことでございますが、一応、その時

点で一応確認させていただきまして、先ほども申し上げましたが、なかなか小災害であ

って、それぞれの事業において金額が４０万円以上とか被災金額が基準がございまして、

実際積算して弾いたところ、そのくらいの金額までに行かなかったものにつきましては、

町で維持の範疇等で対応をしなければいけないということもございました。そういった

ことでございますので、前回と数字が異なっております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  そういうことは、９月で報告のあった追加というもの

は基本的にはなかったという理解をしていいもんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 



○建設課長（安村 義夫君）  追加というか、町で今、維持管理の範疇でやるものにつ

きましては、これからも今、精査しておるところでございますので、ちょっと現時点で

何件だということが明らかにできませんで、どうしても国の災害査定が、８月の豪雨災

害を受けて早く受検の準備をしなければいけませんでしたもので、このほうを進めてお

りまして、先ほど申し上げました件数が国の国庫補助事業の対象になる災害復旧事業の

件数になります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  分かりました。 

 御回答の中で、現在通行止めをしている町道や農業施設等について、地域の方々に大

きな影響を及ぼすことから、優先して復旧の準備を進めているという御回答でありまし

た。この通行止めをしている町道、また、農業用施設、これは、具体的にはどこの部分

を言うのか、これについてお聞きをいたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  現在通行止めにしております路線につきましては、こち

ら天文台のほうに向かう道がありますが、北斗台線がございます。次に、日原中学校の

護岸沿いに町道が走っておりますが、日原青原線２号でございます。 

 これらにつきましては、まず、北斗台線のほうは、法面崩壊がかなり大きゅうござい

まして、こちらのほうが電線とかいろんなものの影響があり、応急工事ではまた再崩落

の危険がありますので、現在通行止めにしておる状況でございます。 

 また、日原青原線２号につきましては、隣接に中学校もございまして、生徒の皆さん

も通られるということでありますので、万全を配しまして現在通行止めにしておる状況

であります。 

 それと、農業用施設災害につきましては、先ほど申し上げましたとおりの件数で全体

が１０件でございますが、これから年度が変わって冬季を迎えますが、春の作付という

のが農家の皆さん、頭におありと思っておりますので、それに影響がないように早目に

発注できたらということで今準備しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  町道については、当然ながら皆さん方、生活のために

は必要不可欠なものでありますので、これは急ぐ必要があろうと、そのように対応され

るように回答がありましたので、お願いをしたいところであります。 

 それから、毎年豪雨で被災する箇所、河川からの越水で土砂が流入する農地、このよ

うなことで毎年のように起きております。立地条件もあると考えられますが、河川の幅

員が狭い上に、土砂が堆積し、河床が上がっていることが大きく起因していると思われ



ます。河床を掘削し、堆積土砂の撤去を計画的に実施することが何よりも本町にとって

は優先すべきものと思っております。 

 折しも木部地区におきましては現在、中山・長福地区において農業競争力強化基盤整

備事業による再圃場整備が進行中であります。また、令和５年度以降、山下地区におき

ましても、この事業を実施予定であります。 

 せっかく高規格の圃場が完成をいたしましても、毎年のように発生する豪雨による河

川からの越水で土砂が圃場に流入する危険性は多いにあります。また、現在もでありま

すが、取水風致に土砂が堆積していることで水が取れないと、地元からは早急な対応を

求められる声が多々あるわけであります。 

 このことは、木部地区だけにとどまらず、町全域共通の緊急に対処すべき事項でもあ

ります。災害予防に鑑みて計画的な実施を望むものであります。これにつきましての所

見をお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  ただいまの河床掘削についての御質問でございますが、

これにつきましては、例年１か所実施しておる状況でございます。これにつきましては、

県から２分の１が補助をされます河川浄化対策事業として実施しておるところでござ

います。 

 河床掘削につきましては、先ほど議員申されましたとおり、町内から多くの御要望を

頂いておりまして、町といたしましては河川の状況を確認の上、優先順位を決めさせて

いただき対応をしておるところでございます。ただ、昨年度の実施箇所の状況において

補足で御説明させていただきますと、工事費約４００万円程度で延長が３００メートル

ほどの施工区間であったかと思います。 

 こういったことでございますので、なかなか河床掘削の延長が長くなりますと、町で

行う部分につきましては時間を要すということがありますので、高津川本流とか津和野

川につきましては、島根県に対して要望をして、実施していただければと考えるところ

でございます。いずれにいたしましても、一度現地を確認させていただきまして、対応

を検討させていただきたいと思います。 

 また、河床掘削につきましては、残土処理のほうのこともございますので、また地元

のほうでその辺を選定について御協力頂けましたら、運搬距離が短いほど区間が実施で

きますので、御検討を頂けたらと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  １級河川につきましては、当然ながら県が管轄するも

のであろうというふうに思います。 

 今回答ありました町で対応する、１級河川以外の数は相当数あろうかというふうに思

っておりますが、その中で調査の対応は例年１か所程度で、要は予算が限られておると



いうことであろうというふうに思っておりますが、シルバー人材センターなり愛護団等

からの報告があって、相当数あるというふうに回答があるわけでありますが、相当数の、

それこそ私が想像するにおいても、実は最近、１級河川以外の木部地区にある町管理の

施設を見て歩きましたら、相当数の件数とともに堆積がかなりあるところが目につきま

す。 

 なかなか、例年１か所ずつであるなら、相当のその先になるんかなというふうなこと

で、大変心細い話になってくるわけでありますが、地元からは、県への要望なり町への

要望をぜひ出して、急いで対処していただきたいということがずっと私のほうにもお願

いをされることであります。 

 どうにかその予算を確保されまして、これに対する対応というのは、被害が起きてか

らでは、また相当復旧までに時間がかかるということがあるわけでありますので、町全

域にわたる話であろうかと思いますが、これに対する優先順位もなかなかつけづらいと

いうふうなこともあろうと思います。 

 そういった中で、やはり地域の方々に説明がいくようなものにしていかなくてはいけ

ないんじゃなかろうかというふうな思いをするところでもあります。 

 先ほど申し上げましたように、木部地区においても基本、一町５反といいますか、そ

ういった規模で区画整理を現在もしておりますし、今からもほぼ全体的に取り組む格好

にしております。 

 せっかく圃場整備をしても、こういった一つの災害で、土砂が堆積していることを起

因とするもので災害がやはり大きくなるといいますか、そういったことでは、やはり今

圃場整備をしている、それを見ておられる地元の農家からは、早急の中で本当対応をし

てもらわないと、圃場整備をした圃場がすぐ被害を受けるというふうな格好になっても

大変であるということが大きな声として出ておりますので、ひとつ御検討も頂きながら

今後の整備計画といいますか、そういったものを強化するようひとつ論議をお願いをし

たいなというふうに思うところであります。 

 シルバー人材センターの道路パトロールをされているというのも、私も知っておりま

すし、一つの仕事として取り組んでおられるというふうなことは目に見るところであり

ます。 

 日報のように上がっておるんであろうと思います。そういったことの把握は十分御存

じで、担当課は特に実態把握はできているというふうに思ってもおりますし、こういっ

た川の状況については、やはり雨の都といいますか、状況は変わります。やはり、被害

があって愛護団等から早急に対応をしてほしいというふうな声を聞くまでに、やはりし

っかりとした年間を通じた対応というものをぜひ求めるものであります。 

 先ほどの回答の中でもありました。そういった河床掘削をするためには、河川からの

土砂を処理するための残土処理場、この確保がまず必要であるということで、県なり町



も、その必要性の中でかなり交渉等も、場所の設定を検討し、現在木部においても場所

が決定しているということも私も承知しておりますが。 

 この残土処理場というものは１か所では決して済むものではなかろうかというふう

に思っておりますし、ましてや近い将来、津和野地区においても山入から喜時雨に抜け

るトンネル、この残土処理というものが当面の課題としてあるわけでありますので、地

域との協議の中で、我々も今まで多少は協力してきた経過もあるわけでありますが、地

権者交渉といいますか、そういったことをいち早く取り組むようにお願いをしたいとい

うふうに思っております。 

 現在、残土処理場として、県の関係もありますが、この町内にどの程度、現在、今か

ら使える残土処理場、大方の話でいいですが、あるものか。そして、今後どういったと

ころに確保していくかということの検討がされているかについての状況についてお聞

きします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  ただいまの残土処理場の選定についての御質問でござい

ますが、先ほど議員申されましたとおり、県事業として島根県に対して要望をし、事業

採択され実施するに当たりましても、どうしても残土処理場の件が考えていかなければ

ならないことがございます。 

 これにつきましては、やはり県の方より、地元におりますこちらの町の職員のほうが、

現場の状況とか地権者の顔が見える部分がございますので、県との間に入っておりまし

て、その交渉のほうに当たっているところでございます。 

 それで、今も残土処理場の選定につきましては、いろいろ地権者の方と協議しておる

途中でございますので、まだ確定とは申し上げられませんけど、今大きなところで県土

等の工事でその残土処理場として予定しておりますところが、川尻地区と田二穂地区に

２か所考えておるところでございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、地権者の方からいろいろと御要望を頂いてお

りまして、まだその辺で協議中でございますので、現時点ではそういった２か所あると

いうことで御理解頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  なかなか一つの事業を行うについても、かなりの段取

りをしながら取り組むざるを得ない、当然の話でありますが、今当面の課題として、こ

ういった河川の浄化といいますか、スムーズに水が流れることが何よりも必要であると

いうふうに思うわけであります。予算の確保等も行いながら、その取組を早める、この

必要があろうというふうに思っております。 

 町長、これにつきまして御意見ありましたら、ひとつお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  防災対策につきましては、治水事業、または治山事業、様々

な事業を着実に進めていかなけりゃならないわけでございます。やはり町の財源だけで

は限界もあるということと、それから、県の管理のものも多々あるということで、県に

ついては、毎年鹿足土木協会をつくっております。その協会を通して、津和野町長、そ

れから吉賀町長、それから津和野町議会議長、吉賀町議会議長とで県のほうに参りまし

て、県知事並びに県土木部のほうへ、こうした町内の様々な危険箇所をピックアップを

して、そして要望書にまとめて整備のお願いをしてきているというような状況でござい

ます。 

 ただ、県のほうも財源は国からによっておりますので、やはり国全体としても予算が

つかないと、県もお願いしていることを全てやっていただくということには、すぐには

ならないということにもなります。 

 同時に、我々としては国交省等にも毎年この予算の確保の要望にも行くというような

状況の中で、御承知のとおり国土強靭化のためのまずは３か年の予算というのが非常に

大きな規模でついたわけでございます。このことによって、この３年間は県のほうも津

和野町内、これまで要望してまいりました河川の危険箇所、河床掘削をかなり進めてい

ただいたということで、私としても大変喜んでいるという状況であります。 

 実際、今年の夏も大雨が降りました。消防団員にも警戒に出ていたわけでありますが、

今までとはやはり川の水位の上がり方が非常に緩やかだったというお話を聞いてもい

るとこでありまして、やはり河床掘削がかなり進んで効果というのは、そういうところ

からも感じているといったところであります。その声がまた県知事や、あるいは国交省

にも私から常に、その効果があるからということを伝えてもいるということで、次の予

算の確保に向けては、そういうこともしっかり声を上げる必要があるというふうに思っ

ております。 

 このたびこの国土強靭化の予算も５か年の延長が決定をしたということになりまし

た。今後もまたこの５年間は、過去の３年間の、また、予算規模よりも相当増額されて

の予算措置がされるということでありますので、今後の５年間、また、津和野町におい

ても県事業を中心に河床掘削が相当進んでいくんだろうというふうに期待をしている

といったところであります。 

 ただ、御承知のとおり、川の底を掘っても、一時的にはいいわけでありますが、また

だんだん土砂がたまってくるわけでございますから、そういうことを繰り返しながら、

常に河床掘削を繰り返して行いながら河川の安全を図っていくということが大切にな

ってくるんだと思いますので、これからまた５か年の延長が今度終わったときに、また、

今後もやはり継続的にこの予算がついていくということを今から、またしっかり国のほ

うにも訴えていく必要があるかというふうに思っているとこでございます。 



 国のほうも、現在は全国的に毎年のように大きな豪雨災害が発生している状況であり

ますから、この国土強靭化の必要性というのは、以前に比べるとかなり必要性を感じて

いただいているというふうに思っているとこであります。 

 そういう中で、しっかり声を上げていくということが大事であろうかと思いますので、

町長の仕事としても、しっかりこれから声を上げてまいりますが、また、議員の皆様方

からもいろんな場面、お立場の中で国にも声を届けていただけるとありがたい、そのよ

うに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 もう一つは、要は国全体の予算が増額されて、島根県にもその分増額の予算が下りて

きて、それを県が県内の危険箇所にどういうふうに事業に充てていくかという、今度は

そういう問題にもなるわけでございます。 

 津和野町の河床掘削の予算も、増額されておるといえども、やはり決まっているわけ

でございますから、そういう面において、今まで要望してきているところが全て一遍に

解決するという、まだそこまでの状況でもないということになります。 

 そういう中で、我々も津和野土木事業所窓口に、県にもいろんな要望箇所をお示しを

しているわけでありますが、津和野町としては、各町内箇所から頂いているところに、

なかなかその優先順位をつけにくいという側面もあります。 

 そういう中で、やはり地域が、時には直接県の津和野土木事業所でもいいかと思いま

すが、そこへ声を住民のほうから伝えていただくということも、またその箇所が進む一

つのきっかけにもなるかとも思っておりますので、その治水事業の必要性を伝えていく

という部分についてもまた御検討を頂ければいいんじゃないかと、そのときには津和野

町も一緒に同行させていただいて、県のほうにも参りながら一緒にお願いをするという

ことは可能かと思っておりますので、そういう点についても御検討を頂ければありがた

く思っております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  町長から御回答も頂きました。この津和野町において

もやはり、先ほど私は、支流といいますか、そういったところの話をしたわけでありま

すが、やはり必要なのは本流の整備といいますか、これから当然優先があるべきだとい

うふうにも思います。そういった意味で、県への要望等の必要性は大いに感じるもので

あります。 

 それでは、別な案件でありますが、以前、辺地債対応で実施を、改良予定になってお

ります町道砥石線並びに町道福谷線の整備のことであります。 

 町道砥石線につきましては、２年度から４年度に向けての工事期間として設定がなさ

れておるものであります。福谷線については３年度までというふうな格好になっておろ

うかと思いますが、現在のところまだ、測量はされたようでありますが実施の状況にな

い、これにつきまして、どのような経過と、今後、いつを目処にこの事業が完了するか、

分かればひとつお聞きをしたいというふうに思います。 



○議長（沖田  守君）  通告はあるんだな。建設、できる。建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  今御質問のありました町道砥石線、町道福谷線の状況で

ございます。議員御質問の中で、津和野町国道強靭化地域計画、この中におきましても

両路線計画が上がっております。 

 それで、完了予定につきましてもこちらのほうに記載しておりますが、令和３年度に

終わる予定になっておるものもございますけど、まだ着手していないという御趣旨の御

発言かと思います。 

 これにつきましては、先ほど御質問にありましたとおり、測量設計につきまして、そ

れぞれで申し上げますと、砥石線は本年７月に完了しております。福谷線につきまして

は、本年６月に完了しております。 

 それで、一応計画のほうの青写真ができましたので、いろいろ進める予定としており

ましたが、先ほどから申し上げております豪雨災害の対応等がございまして、正直申し

上げまして遅れが症いているところでございます。 

 それで、完成見込みでございますが、今、私が思うところでありますが、福谷線につ

きましては、何とか来年度完成見込みで今から頑張っていきたいと思っておるところで

ございます。 

 それと、砥石線につきましては、今回の豪雨によりまして災害出すような状況ではな

かったですけど、路面の一部が荒れたりいろいろした状況がございました。その辺のと

ころで維持管理の範疇で対策はさせていただいたところでございます。ただ、この路線

につきましては、議員御承知のとおり急勾配で幅員も狭く、なかなか工事も難しいとこ

ろじゃないかなと思っておるところであります。 

 ここにつきましては延長も７００メートルということでありますので、ちょっと感覚

的には１年ではちょっと難しいのではないかなと思っておるところであります。 

 よって、砥石線につきましては、完成につきましては令和５年ということで見込んで

おるところでございます。両路線につきまして遅れが生じておりますが、そういったこ

とで御理解頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  なかなか計画どおりにはいかないということであろう

かと思います。ただ、やはり議会決定をし、それを皆さんが知っておられる状況の中で、

そろそろできてもおかしゅうないんじゃなかろうかなというのが本音であります。 

 そういった中で、地域の自治会長なり町民の方から私のほうへも、また、公民館を通

じて町のほうへも声が上がっているんではなかろうかなというふうに思っておるとこ

ろであります。極力早めに対応ができるように御努力をお願いをしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。米の需給安定についてであります。 



 ２１年産、令和３年産は永年作であったものの、新型コロナウイルス感染拡大による

外食需要の減少もあり、古米の在庫量が異例の高水準となり、２１年産米の価格は大幅

に下落し、担い手農家を中心に大幅な減収の影響を受けることになりました。２２年産

米の需給均衡には大幅な作付転換を迫られる状況にあると予測しております。 

 農水省は１１月１９日、食糧・農業・農村政策審議会食糧部会で米穀の需給及び価格

の安定に関する基本指針の変更案を示し、了承されました。２２年産主食用米の適正生

産量は６７５万トンとし、２１年生産見込みの７０１万トンから約２６万トン低い水準

となっています。２１年産の主食用米の作付面積は、１３０万３,０００ヘクタールで、

２０年産の１３６万６,０００ヘクタールから過去最大規模となる約６万３,０００ヘ

クタールが作付転換をされたところであります。 

 ２２年産はそれに加え、来年でありますが、さらに４万ヘクタールの作付転換が必要

であるとしています。そして、２３年６月末在庫量は１８１万から１８５万トンになる

との見通しを示したところであります。 

 大幅な作付転換を求めるには、例年にも増して早い段階で地域協議会における論議が

必要であります。このことに鑑みて下記事項についてお尋ねをいたします。 

 一つ、本年産主食用米の生産面積並びに転作の内容及び転作の作付面積は。 

 二つ目に、２２年産主食用米作付面積並びに転作面積の目安が示される時期はいつ頃

か。 

 三つ目に、水田での転作作物であるＷＣＳ用稲等、計画生産するためには収穫機械等

の装備が必須要件でございます。今後における町としての見解は。 

 四つ目に、経営所得安定対策である水田活用の直接支払交付金の見直しがあるとお聞

きをしますが、その内容についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、米の需給安定についてお答えをさせていただきま

す。 

 まず、一つ目の御質問でございますが、当町における令和３年産の主食用米の作付の

実績は３５４.１ヘクタールとなっております。また、転作の内容につきましては、国

からは、飼料用米、ＷＣＳ用稲、麦、大豆、飼料作物などが推進されているところです

が、本町におきましては、それに加えて高収益を見込めることができる山菜、わさび、

里芋、スイートコーン、キャベツ、ミニトマト、タマネギ、アスパラガス、白ネギ、ブ

ロッコリーなども推進しており、それら転作による今年度の作付の実績は７７.８ヘク

タールでございます。 

 二つ目の御質問でございますが、例年、主食用米の生産水量の目安は、概ね１月下旬

から２月上旬に開催します水田農業協力員説明会でお示しさせていただいております。

２１年につきましては、コロナ禍のため説明会は実施せず、文書にて目安等をお示しし



たところですが、２２年は例年どおり説明会を実施し、作付面積及び転作面積の目安に

つきまして、お示しをさせていただく予定としております。 

 三つ目の御質問でありますが、現在のＷＣＳ用稲等の収穫機械は、平成２７年度に導

入をしたものでございます。その導入から現在６年が経過し、最近では故障や修繕が多

くなってきており、更新等の要望もあることもお聞きしております。 

 この機械は、ＷＣＳ用稲等を生産する際、効率的な収穫作業ができることから町内各

地の栽培圃場で利用されております。しかしながら、この収穫機械は大変効果であるこ

とから、新たに追加の装備等をする場合も含めまして、国や県の活用できる補助事業等

を利用することと併せ検討をしていきたいと考えております。 

 次の御質問でありますが、水田活用の直接支払交付金の見直しについては、１２月１

日の日本農業新聞の１面に掲載されておりました。新聞の内容によりますと、５年間一

度も水張りをしなかった水田は交付対象から除外することや、飼料用米などでの複数年

契約の加算措置として１０アール当たり１万２,０００円の産地交付金が配分されてき

たものの、２２年度は６,０００円に値下げをされるなどの記載がされておりましたが、

具体的な見直しの内容等も含め詳細等につきましては、現在のところ国から正式に示さ

れていない状況でございます。 

 今後、具体的な見直し案が提示されると思いますが、その時点で水田農業協力員説明

会等を通じて、関係者の皆様にお知らせをさせていただく予定でございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  それでは、時間がなくなっておりますが再質問に移ら

させていただきます。 

 本年１０月、津和野町農業再生協議会より稲作農家の皆様へ、令和４年産水田作付意

向調査が実施をされております。国による生産目標の配分がなくなり、令和４年度以降

も国・県からの情報を基に需給調整を行い、農業再生協議会が米の生産数量の目安を示

すこととなっております。意向調査の結果はどのようであったかについてお聞きします。

まず、それからお願いします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  ２０２１年度、今年度の意向調査の結果でいきますと、

積み上げまして３５６ヘクタールが意向調査の結果の生産の数量といったところがア

ンケート結果で出ております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  といいますと、今年より米を作りたいという者が、圃

場整備の関係もあろうかと思いますが、増えると、３５４.１ヘクタールが３５６ヘク

タールになるということであろうと思います。これを見ましても、やはりこの転作強化



を求められる状況の中で、農家からは今まで以上に米を作りたいということであります。

大変なことではなかろうかなというふうな思いがしております。 

 それから、時間がありませんので、もう１点にしたいと思います。今朝の新聞にも、

日本農業新聞にはございます。米どころを中心に県や市町村などの自治体が、２１年産

の米価下落に対し、稲作農家への支援策を相次いで打ち出しております。これは営農継

続などにつなげるためであります。 

 市町村関係においては生産者への給付、これは育苗の消毒のために、育苗散水施設等

を整備したときに費用の５割を支援するとか、収入保険の掛金補助をするということ等

であります。 

 また、県からは、つなぎ融資なり利子補給を、また、米の販売促進をするというふう

な支援策が出たり、主食用米から転換を図れば費用の一部を出すとか、それから、水稲

種子の購入費用の一部助成をするとか、このようなことが打ち出されておる県なり市町

村の状況は、全部ではありませんが、一部が報道されておるのを見たわけであります。

なかなか営農継続が厳しいということがいかに多いかというふうに見るものでありま

す。 

 町長、また検討を何もされていないかというふうに思っておりますが、この水稲生産

農家なり転作に関連して、町としての支援策といいますか、そういったことのお考えが

あれば、お願いしたいなと思っております。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  先日、農政会議のほうから、新年度予算に向けての御要望を

頂いた中で、このたびの米価下落のこの度合いが凄まじいという、大変これが懸案材料

だということを、状況をお話を聞かせていただいたというところであります。 

 これの対策をどうするかということにもなるわけでありますが、まず一つは、現時点

においても津和野町も業績悪化の関係、これは商工観光業だけではございません。農林

業版もつくっておりまして、農業従事者、林業従事者が新型コロナ等の影響によりまし

て売上等が下がったときに、この業績の悪化分を緩和させていただく事業というのを現

在進行形で行っているというものがひとつございます。 

 それから、農政会議、いろんな部会があるわけでございますけれども、各部会ごとに、

上限５０万円でございますけれども、いろんな事業へ自由に使っていただけるという、

もちろん新型コロナの影響という、そこのきちっとした目的がなければなりませんけれ

ども、いろんな事業展開をしていく上で、その事業費に使っていただくための支援事業

というものも現在行っておりまして、これも先日の農政会議では有効に使わせてもらっ

ているというお話を聞かせていただきました。 

 今後につきましても、御承知のとおり現在、国のほうでこの新型コロナウイルスの臨

時交付金がまた予算措置をされるというような状況でございます。津和野町においても、

その臨時交付金が配分されてくるというふうに思っておりますので、これを全て農林業



ということにはなりませんけれども、感染症対策、それから、商工観光課への支援対策、

そして、併せて農林業の支援対策ということに有効的に使っていきたいというふうに考

えているとこであります。 

 その中で、またこの米価下落に対しての対策ということについても、農業関係者、あ

るいは農政会議等ともまた相談をさせていただきながら、より有効的に御支援をさせて

いただく方法というものを考えて進めてまいりたいと、そのように思っております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ありがとうございました。農業者にとって、農林業者

もそうでありますが、ひとつ頑張れる一助になるような町としての施策を見せていただ

ければ何よりだなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、７番、御手洗剛君の質問を終わり、ここで２時１０

分まで休憩といたします。 

午後２時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 １２月定例会最後の通告者であります発言順序１１番、４番道信俊昭君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  ラストバッターです。 

 私は、今回はですね、観光について質問をしたいというふうに思っております。 

 津和野の観光というのは、ただ単に、観光の業者だけが、どうだああだという、そう

いう問題じゃなくて、これは、津和野が全国、日本津々浦々に知れ渡ったのは、この津

和野の持つ観光の力だというふうに思っております。と同時に、観光にかかわる人等々

にとっては死活問題ということですので、もう真剣に、この問題を解決していかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 そこで、今回の私の質問は、観光課長はまだ、若葉マークをつけておりますんで、で

すから、以前のことを聞くということももうできないし、それから、いろいろな判断が

ついて回りますんで、今回の質問に関したら、全て町長に答えていただきたいというふ

うに思っております。 

 それではまいります。 

 まずですね、最初の通告したのが、皆さんも御存じだろうというふうに思いますけど

も、それから私、資料をいろいろ検討しておりまして、こういう資料に基づいて発言し

てますよということですんで、ここからちらっと見せてもわからんとは思いますけども、

せっかく、町民の方もおられますし、資料に基づいてやっているんだよということを理

解していただくために、かざしますんで、読めはしませんけども、かざしてみますんで。 



 昨今の旧津和野町の、我々の関心事は、やっぱりホテル。道の駅に建てよう。建つか

どうかというのは知りませんけども、建てようとしているホテルについて、非常に関心

がございます。これは、ただ単にホテルというだけの問題ではなくて、下森町政が今後

ですね、津和野の観光をどのように持っていきたいかという大局的な施策を知るという

意味で、そういう意味で取り上げてまいりますんで、ただ単に、ホテルだけのことでは

ないということに注目しておいてください。 

 まず、皆さんに通告しておりましたところから、まずまいります。 

 これは１週間前に、皆さんに文書で通告しておりますので、それをまずは読み上げて

まいりたいと。 

 私が耳にしております外資系ホテルというのは、現在、世界一のホテル経営をしてい

るアメリカのマリオットホテルというふうに伺っております。それで、場所はなごみ温

泉前のヘリポートの横の土地ということですね。 

 ３番目として、この企画はマリオット側から働きかけがあったのか、津和野町が働き

かけたものなのか、このあたりをちょっと知りたいと思います。 

 次、４番目。この計画は道の駅に隣接した場所に積水ハウス、大手の住宅メーカー積

水ハウスが建物を建て、マリオットが経営をするというトリップベイスというものらし

いんですけど、この計画で津和野町が果たす役割、これをお聞きします。 

 それから、次が５番目、あそこに防災ヘリがありますよね。ヘリコプターが飛んでま

すけども、そのときの離発着の方向とか勾配に支障を来すんじゃないかなということを

心配しております。 

 私も益田の消防署に聞いてみたんですけども、うちでも分からんと。国に聞いてくれ

ということで、一応、資料を取り寄せるというよりも、見てやったんですけども、非常

に素人では難しいんですよ。勾配が何ぼとか、そういうものが書いてありますので、こ

れは分からんなと。ですから、町のほうで大丈夫かということを、お墨付きをもらえば、

まあそれでいいだろうというふうに思っております。 

 ６番目が、御存じのように、海外においては、コロナが再び活発になっておりますけ

ども、契約と完成予定はいつを設定しているのか。 

 ７番目が、私、毎日、観光客と接しているわけですし、外を見ているわけですけども、

その流れを見てみると集客、いわゆる、町を歩いている人たちというのが、子供を中心

とした家族が、私の目では８割ぐらい、それに若者がついてきて、そして、少し年配の

方がおられると、そういうふうに見ておるんですけども、特に、子供さんが動いている

というのは、観光業というのは、一番最初に、これ私の経験でもあるんですけども、私、

旅行社にもいましたから、まず最初に、若い者が動くんですよ。 

 特に、学生とかね、このあたりが動いて、それから、年齢がどんどんどんどんと上が

っていくというような流れになっているんですけども、その子供さんが動いている分に



対して、その子供さんに対しての施策というのを、どういうようなものを考えておられ

るかということを、まず、最初の質問にしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、４番、道信議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 外資系ホテルの建設についてでございます。 

 まず、１番目の御質問でございますが、交渉を行っている相手先の御意向もあり、現

段階で決定していることではありませんので、具体的なホテル名については、答弁を差

し控えさせていただきます。 

 次の御質問でありますが、現在想定をしている場所は、つわの温泉なごみの里前のヘ

リポート横の第２駐車場を含む土地でございます。 

 ３つ目の御質問でありますが、津和野町から事業を展開してほしいと働きかけをして

いるところでございます。 

 津和野町内の宿泊施設では、主なものとして、ホテル１件、旅館２件、民宿４件、オ

ーベルジュ１件の全部で８件であり、コロナ禍以前の繁忙期には、多くの宿泊希望者の

予約に対してお断りをしている状況です。 

 そうした状況の中、地方創生事業「ＴｒｉｐＢａｃｅ道の駅プロジェクト」地域の知

られざる魅力を渡り歩く旅の拠点となるホテルとして、全国で展開を行っている事業が

あることを知りました。大きな特徴として、宿泊特化型のホテルであり、食事やお土産

などは、道の駅を初めとする地域のお店を利用していただくなど、地元消費の喚起を促

す効果が期待されることが挙げられます。 

 なお、地元宿泊事業者との競合も予想されるため、まずは、旅館組合の御意見を伺い、

その上で、津和野町にホテルが必要との考えに至っております。 

 次の御質問でありますが、津和野町としての役割は、ホテル建設地を貸与することが

想定されます。 

 次の御質問でございますが、ヘリコプターの離着陸の場所については、航空法に定め

られているところであり、ここのヘリポートについては、大阪航空局の管轄で、緊急輸

送等に使用する離着陸場として使用されています。 

 緊急輸送離着陸場の場合は、場外にある離着陸場に比べて、設置の基準が緩和されて

おり、ヘリポート周辺の建物の高さの制限は、その建物からの距離にもよりますが、最

低１５メートルとなっております。 

 次の御質問でありますが、契約と完成予定については、新型コロナウイルスの影響が

終息しておらず、現段階で決定していることではありませんので、明確な時期を申し上

げる段階にはございません。 



 最後の御質問でありますが、現在、津和野町に来られている観光客の方は、時間や経

済面でも一定の余裕があるアクティブシニア層、ＳＬ写真ファン、子供連れの家族層、

近隣県からの日帰り層が多いと考えております。 

 議員御指摘のように、現在、ＳＬやまぐち号等により、多くの子供を連れた家族層が

訪れております。街中を回遊する家族層にとって、町内の文化財を含む観光コンテンツ

は子供には少々難しいこともあり、十分に楽しめてないといった声も聞こえてきます。

さらに、津和野駅から太皷谷稲成神社までの間には、子供の好きな楽しい商品を販売す

る店舗や季節、天候に対応した休憩場所も乏しく、民間事業者と連携を取りながら、施

設を含めた観光整備の必要性を感じております。 

 本年度は、５年に一度の観光振興計画の策定年であり、現在、その作業を行っており、

新しい計画の中で、施設の整備やイベントの開催など、子供連れの家族層にも満足して

いただく新たな施策を盛り込んでいきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  それでは、ただいまの回答を聞いた上で、私の次の質

問に入ります。 

 まず最初に、冒頭に言いましたように、これ、はっきり言ってびっくりしたんですよ。

それが、この新聞の、もうどーんと出ましたよね。これですよね。ちょっと後ろの方も

見てもらって、これで、私どもは情報を知りましたというよりも、以前に、町長選挙の

前に、このことにちょっと触れておられましたし、少しは知ってたんですけども、ここ

まで本気なのかと。新聞に出たから本気だということはないとは思うんですけども、相

当気合をいれているなというふうに感じました。 

 そこで、私が調べたのが、経営がマリオット、それから、建物が積水ハウス、土地が

町、この三段構えで、３部構成で、このホテルはどうも建つらしいということが、大体

今、わかったんですけども、ここに積水ハウスのコメント、トリップベイス道の駅プロ

ジェクトの特徴ということがここにちゃんと載っております。もう公式なあれでね。こ

ういうふうに載っております。 

 これをもとに、当然、私はこの質問を組み立てたわけですけども、さらには、それで

は、このホテル、このプロジェクトによって、既にもうホテルが、昨年の１０月に建っ

ているんですよ。建ち始めている。それがここに、私が調べた中では、１５ほどありま

すね。ここに１５ほどのものが、もう既に動いております。 

 この中に津和野が入るかどうかということになるわけですけども、それでは、私の２

番目の中で一番やっぱり、気になったのは、この資料、津和野町総合振興計画、この振

興計画、分厚いやつですね。この資料の中の観光及びレクレーションの振興というとこ

ろを読みますと、この中に目を通しますと、近年の観光形態は、近隣地域での旅行が増

加し、働きながら観光するワーケーションやアウトドア、滞在型観光、分散型旅行、オ



ンラインツーリズムを踏まえた観光施策を行うと謳っております。基本的な考え方です

ね。 

 さらに、この中の主要な施策、これは当然、町長がつくっとるわけですから、主要な

施策として、電動自転車による自然体験、日本遺産の再構築、朝夜散策ルートの設定、

朝と夜に散策できるようなルートの設定というふうにして、非常に身近な旅行ですよね。

身近な旅行。 

 大体、旅行というのは、先ほど言いましたが、最初は、特に、心当たり言いましょう

か。津和野・萩秋芳洞という２泊３日の東京、大阪からの旅行客がどんと来た。それが

一段落すると、次には、大体２００キロ圏内の、広島とか博多とか岡山とか、そのあた

りの行楽客が動いたわけです。その次は、本当に近郊近在になっている。いいか悪いか

は別ですよ。これが旅行の流れなんですよ。これは津和野だけじゃなくて、どこでもそ

うなんです。 

 私が旅行社におったときなんか、いろんなところも、大体そういうふうに動いていく。

津和野もピクニック客になったという感じがします。それが今の津和野の現状ですよね。 

 ところがですね、このホテルのプロジェクト、トリップベイス道の駅の基本的な考え

方は、日本各地の地域と連携し、全国にある道の駅を巡り歩くとある。この振興計画の

中、それと私が今、言うたことの中には、道の駅プロジェクトの姿というものは、全く

ないですね。この中には、感じられていません。盛り込まれていない。津和野の今の観

光の実態と、もうこうやって謳ってあるわけですから、私からすれば、余りにもかけ離

れている。 

 そこでですね、町長にお聞きします。 

 いつ、何がきっかけでこの計画を浮上させましたか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今、議員いろいろと御指摘されたことというのは、主に、国

内旅行という視点からの御発言だというふうに思っておりますけれども、やはり、観光

は、国内旅行も当然、津和野町においては大事でございます。そして、これからの観光

を進展させていく上で大きな期待を持っているのがインバウンドでございます。訪日外

国人観光客、これをいかに津和野町に取り入れていくかということが、国内旅行ととも

に、もう１つ重要な視点だというふうに、私自身は受け止めているところであります。

これは観光協会、商工会とも常々話をしているというところであります。 

 今回のこの誘致ということの始まりというところから御質問でありますので、お話し

させていただこうと思いますが、過去３年前か４年前ぐらいになると思います。ベルリ

ンのミッテ区との交流事業でミッテ区に行きました。ちょうどそのときに、津和野町の

話題として、殉教者の列福のお話が、相当話題として盛り上がっていたということであ

りまして、この列福が正式に認められれば、津和野町にも、外国人の方が多く訪れてい

く、その切っ掛けになるというような、大変夢のあるお話でありました。 



 そういうこともありましたので、せっかくベルリンまで行きますから、少し足を延ば

させていただこうということで、キリスト教のカトリック教会の本山でありますバチカ

ン市国へ行かせていただいて、そこの日本大使館へ行ってお話を聞いたり、また、幾つ

かの大小の教会を訪問させていただいて、お話を聞いたということであります。 

 その聞いたお話の内容というのは、津和野町が列福を正式に認定されたときに、どう

いう人の流れが起きるかということを主に聞いてまいりました。 

 その中で、そのキリスト教会の中で、この列福というのは大変大きな時代、重要なこ

とだけれども、ただ、それが決まっただけで、じゃあ、津和野町にたくさんの人が訪れ

てくれるかというと、決してそうではないということも伺ってきたということでありま

して、この列福という、大変重要な事項をいかに世界の、特に信者の方々を中心に、情

報発信ができるかということが、今後、津和野町の大きな課題として問われているとい

うのを、私自身、その現地に行って持ち帰ったことであったということであります。 

 そして、国内に帰ってきて、しばらくしたときに、ちょっと具体的な、もし御迷惑か

かっちゃいけませんので、町村名は出しませんけれども、ある全国の１つの町で知り合

いの町長さんがおられまして、実は、その町には今回、そのプロジェクトのほうから話

があったと。その町に進出をしたいという話があった。その話、町長、最初は乗り気で

いらっしゃったんですけれども、地元の宿泊業者から、やっぱり根強い懸念が、反対が

示されたということで、断念されたという話でありました。 

 私は、あちら側から話があるということで、うらやましいというふうに受け止めなが

らも、津和野町がもし、このプロジェクトが、誘致ができたならば、非常にいろんな効

果があるということであります。 

 先ほど申し上げた、特にインバウンドの関係でございます。 

 まずはやはり、宿泊施設が増えて、宿泊のパイが増えるという、そこのメリットがあ

ると思いました。それからもう１つは、やはり、企業誘致の１つでもありますから、雇

用の確保にもつながるということであります。 

 併せて、それ以上に一番大きな期待を寄せたのが、このプロジェクトが、いわゆる外

資系の世界にホテルを持つグループということでありまして、大きなネットワークを持

っているということに、このプロジェクトに魅力を感じたというのが私の思いでござい

ます。 

 というのも、この関連が、津和野町に誘致できれば、まさに、先ほど申し上げた列福

を初めとする津和野町の魅力を、そのグループのネットワークを通す形をして、手法を

もって、その情報発信というのが世界へしていけるんじゃないかという、大きな期待を

寄せたというのが私のスタートの思いでございます。 

 だからこそ、今の津和野町に来ていただきたいという思いで今回、こちら側から、ち

ょっと関連する企業については、相手先の意向があって、まだ出さないでほしいという

ことがございますので、私の口からは、これまで申すことは差し控えさせていただきま



すけれども、そちらのほうに自ら行きまして、この気持ちをお伝えしてきたということ

であります。 

 その前に、津和野町においても、旅館組合のほうに、やはり、業者から後で反対が出

てはいけませんので、こういう話を持っていきたい。津和野のぜひためになるからとい

うことで、事前にお話をして、旅館組合にも了解をいただいた上で、その相手先企業に

行ってきたというのが始まりであります。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  はい、わかりました。 

 いろいろ質問しますんでね、手短かにお願いしますね。 

 今、インバウンドの話が出ましたけどね、インバウンドを期待している、すごい期待

しているという感じですけども、これもこの中にあります。 

 平成２８年度、１,０００人、２９年度が８４９人、３０年度が１,０６１人、３１年

度が１,２４７人、４年間、ほとんど１,０００人ですよね。これ、１日に直すと２.７

人ですよ。２.７人、いや、これが１００倍になるんだというんなら、そら話は別です

けども、こういう統計的な事例から言ったときに、そのようなものは期待できないと。

これが経営的に、マリオットがどういう計算をしているか、分かりませんけども、マリ

オットホテルが計算している中で、これが採算に合う数字まで上がるというのは、非常

に大変ですよ。一日２.７人ですよ。 

 このマリオットホテル、先ほど、見せましたね。これのホテルの大体の客室数が、こ

れ３階、４階建て、それ以上は、ちょっともう無理でしょうけ、でいくと、大体６０室

で、ツインでいくと、あるいはシングルもありますけど、１.５人を掛けていくと、大

体９０人、１日９０人泊まれるんですよ。９０人泊まれて、それで採算ベースに合うと

いうのが、ホテル業界では７割ぐらいというふうに言われているんですけども、２.７

人のこの統計の中から、これが今の数字まで上がるとは到底思えない。 

 確かに、列福のこともありますが、それはイベントであって、ずうっとこれが続かな

ければならない。私はマリオットがそういうものを、特に、外資系はもうからないとな

ったら、すっと引きますからね。だから、こういうものが連動していくというのは、ほ

ぼ私は難しいと。 

 それと、マリオット系列の中で、お客さんを回すということはありません。これはほ

ぼ、じゃらんとか楽天とか、こういうところとか、あるいは、直のホームページですね。

こういうところがお客さんを回しますので、だから、マリオットの中で、お客さんをだ

あっと回していくということはほぼあり得ないというふうに思っております。だから、

世界一のホテルだから、その中から、誘客でずうっと回していくんだなんていうのは、

これは全くあり得ないというふうに私は思っております。 

 そしたらですね、今、私２.７人と言ったでしょう。私、決して、私の感覚で言うと

るんじゃないんですよ。これ町長、あなたがつくった表ですよ。この中の数字化に基づ



いて、私は言っているんです。２.７人をじゃあ、どのぐらいまでいくだろうというふ

うな目論見を、あるいは目算を持っておられるか、ちょっと、もしお答えできるんだっ

たら、答えてください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今回の道の駅プロジェクトというのは、もう既に、１５施設

国内でできております。このそれぞれのできている場所はどこかということになります

と、基本的に、観光では、津和野町より知名度がまだそんなに高くないところにも、た

くさんできている。そして、町というレベルのところにもたくさんできて、もう既にお

るという状況です。 

 今回の道の駅プロジェクトというのは、まさにそこに、そのプロジェクトをすること

で、その地域に人をたくさん呼んでくる、そういう思いも込められた事業だということ

でございます。ですので、津和野町も、過去、コロナ前の数字は、宿泊客数というのは、

そういう数字で間違いございません。 

 今、観光協会、商工観光課とも話しておるのは、列福というようなものを初め、大き

な期待を寄せられるイベントがある中で、このインバウンド、本当、飛躍的に増やして

いこう。そうしないと、津和野町の観光の将来はないんではないかというようなことで

あります。 

 だからこそ、この旅館組合においても、自らの自分の商売ということも考えた中で、

ライバルのこのホテルができるということを認められて、この誘致活動に賛同もしてい

ただいたというところでございます。 

 ですので、この道の駅が、じゃあ何人、この２.７人で採算が合うのかとか、そうい

うことはまさに、相手先が今、考えておられることでもありますし、あえて、これが私

が、それをどうこう、ここの場で言うていることは、相手先は、名前さえも今、出して

ほしくないと言われている中で、そこに踏み込んで申し上げるということは、もうこの

話を潰すということにもなりかねません。 

 ですので、私はこの道の駅プロジェクトを通して、そして、誘致企業とともに、この

インバウンドを飛躍的に増やしていく取組を、情報発信をしながら努力をしていきたい。

それが津和野の観光の将来につながることだというふうに信じながら、やってまいりた

いと思っております。 

 そして、もう１つだけ、誤解のないように申し上げておきますが、それはグループ内

の客数を回すという観点ではございません。これは世界に情報発信を、そのグループの

ネットワークを通してしていきたいと、そういうことを、私としては期待をしていると

いうことでございます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  期待、期待だけですよね。今、数字は全くない。だけ

ど、これ、国の金が入ってきますよね。当然、この地域創生事業費というのが入ってき



ます。国の金が、交付金が。当然、計画出さないかんでしょう。これに対して「いやあ、

期待だけしてます」そんなことで、この交付金が下りるわけがない。 

 だから、じゃあ大体どのぐらいの誘客をするのか、どのぐらいの利益が上がるのか。

この積算基礎があってこそ初めて、この交付金が受けられるものだろう、そのように思

ってますが、今の返答ですと、期待しております。私から言えば、言葉は悪いですけど、

思いつきかいなという感じがするんです。 

 だから、もう大体、このぐらいの数字を予定してますとかいうふうに、そういう答え

が来るのかなと思ったら、全くないから、それではちょっと、余りに無責任だというふ

うに思っておりまして、そして、次の質問ですけども、危機管理なんですよ。 

 危機管理ですけども、このホテルに…… 

○議長（沖田  守君）  道信君、ちょっと待ってください。町長。 

○町長（下森 博之君）  誠に慎重に進めなければならないプロジェクトで、こうして、

議会という公開の場でやっていることでありますので、間違いは間違いとして、大変恐

縮でありますけれども、訂正させていただきたいと思いますけれども、町から国のほう

に、この交付金をいただくために申請をするということは、一切ございません。この点

については誤解がないように、この場で申し上げておきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君ね、少し、根拠に基づいた質問をしてくださいよ。は

いどうぞ。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  この交付金は地方公共団体に出される金ですよ。この

交付金の要綱、後で言いますけど、これ見せますけど、これは業者に出る金じゃありま

せんよ。地方公共団体に交付されるお金ですというふうに書いてあります。だから議長、

今の事実に基づいてということですけども、事実に基づいてますよ。 

○議長（沖田  守君）  道信君、ちょっと待ってください。 

 町長、今の発言が正しいかどうか、あなた方は当事者なんだからね。きちっと執行部

が、これは役所のほうで交付金の対象になるんならなる、ならないんならならないとき

っちり言わないと、彼は、資料に基づいて質問しとるということなんだから、そこら辺

ははっきりしないといけないから、執行部のほうもきちっと答弁してください。 

 はい、町長、先。 

○町長（下森 博之君）  町としては、今まで、交付金を国に申請するような準備とい

うのは、一切しておりません。ですから、今回のこのプロジェクトにつきましても、土

地の、先ほど申し上げた貸与ということでの相手先との話し合いはしておりますけれど

も、国から、そうした交付金を町がいただくというようなことについては、一切今まで、

かかわっておらないということは明言をさせていただきたいと思います。もし、仮にそ

ういう交付金制度があるならば、それは町がいただければありがたいと思いますので、

むしろ、もう一回調べて、もしいただけるものが本当にあるならば、研究はしてみたい

とは思っております。 



○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  この要綱に書いてあります。ですから、後で見といて

ください。要綱に、この交付金は地方公共団体に交付されるもんだと。これが積水ハウ

スに交付されるということはあり得ない。まあいいです、いいです。もう後で調べてく

ださい。時間がないので、次にいきます。 

 ホテルの建物そのものに町がお金を出すということはありませんね。まずそれ。そし

て、そうすると、その建物の所有者は誰か。所有権は誰が持つのか。まず、次ですね。 

 それから、土地は、土地を貸しますよと言いましたね。土地は貸します。そうすると、

普通、貸したら、もう万が一のときに、万が一、倒産したときには、普通は、貸したら

旧に復するというのが普通の契約ですけども、こういうところの建物を撤去するという

ような現状回復の申出をしていますか、あるいはしますかということは２つ目。 

 ３つ目ですね。危機管理というところで私、まとめたんですけど、それから、そのほ

かに、これ誘致企業になるわけですけども、誘致企業に対する特典というのはね、これ

はどんなものがあるか。２つぐらいでいいですけ、固定資産税とか何とかあるでしょう

から、このあたりで、わかっとる範囲で、今のことを、ちょっとお答えください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  ちょっとお答えできることとできないことがあるかと思いま

す。 

 まず１つは、私なりに相手先との関係のことも考えながら、お話をしていく必要があ

ると思っておりますが、施設に、建設に対して町がお金を出すことというのは、今まで、

全く話をしたことはございません。それから、誘致企業への、いわゆる優遇策、これに

ついては、２,０００万円以上の投資に対して固定資産税を減免させていただく、そう

いう優遇策がございます。 

 あと、所有権であるとか、旧に復する場合の撤去のこととか、それはまさに、相手先

との交渉条件ということにもなってまいりまして、今日ここで、お示しすることはでき

ないというふうに思っております。 

 現段階で名前さえも、相手先がまだ出さないでほしいという御意向を持っておられる

ということで、交渉事は当然、道信議員も御存じだと思いますが、相手のこともありま

すので、やはり、ある程度のことが決まるまでは、慎重にも慎重を期して、相手先のこ

ともおもんばかって進めていかなければ、話さえが、やはりもうこれ、おじゃんになっ

てしまうということを、今、私も心配しながらやりとりをしているというところであり

ます。 

 これは決して、議会を軽視しようということではございません。ある程度の話し合い

がまとまったときには、議会全員協議会等を開催をさせていただいて、申し合わせた条

件等は、必ず、議会にお示しをさせていただきます。そのときに議会が、どうしてもそ

れではだめだと言われれば、それはまた、相手先交渉にもお願いをしたり、話が最終的



に振り出しに戻る場合もあると思います。それは町長といえども、議会を無視して決断

できる話ではないというのは、重々承知しているということであります。だけれども、

今、この段階は、まだ、交渉途中でありますから、何とぞそこは御理解をいただきたい

というところでございます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  ここに固定資産税、誘致企業に対する減免のもろもろ

を書いたものですね。こういうことに基づいて、誘致企業に対してはやっているので、

決して、１つのところを優遇して、こっちはどうだとかということはないという。 

 町民の中には、そのあたりがよくわかってないところもありますので、誘致企業とは

何ぞや。それに対しての優遇措置というのが、当然ありますので、そういうものに基づ

いてやるんだということを、町民の方も知っておいていただきたいということで今、ち

ょっと言っております。 

 それから、契約の問題ですけども、やっぱりね、一番心配するのがね、今、９号線で、

前のグランドホテルを撤去してますね。これ、町の金でやってますね。サンルートが今、

そのままになってますね。あれ、民間だからそのままで。私は契約のときに旧に復する

という言葉を入れないと、あそこにできました。万が一、だめでした。あっと残ります

よ、また。また、残りますよということが私が言いたいところだから、そこでどうする

かということは決まってはおらんけども、それはきちんと、契約の中でやっておいてほ

しいという、そういう要望を入れて、言うております。 

 一例として今、サンルートのことも言いましたけども、この前、大阪のお客さんが来

られてね、滋賀県の湖西、町長も京都におったからわかってますけど、滋賀県の湖西、

これ、もうホテルの幽霊屋敷っぽい形になって、私のおった当時もありましたけどね。

関西の人がなげいているんですよね。そのまんまになって、幽霊屋敷で残っとる。これ

が津和野になったら大変ですよ。一気に津和野の名がすたっていきますよ。だから、も

し何か都合があったら、湖西のほうを回ってみてください。そら大変ですから。 

 それからですね、次、まだ決まっておらないというふうに言われましたよね。どの段

階が決まってないかということをちょっと教えてほしい。 

 １つ目が、町の今の執行部の会議の中で、庁内の会議の中で、その中で、まだまとま

っていないのか。 

 次は、国の地方創生事業費申請をしていないのか。内諾がとれていないのか。 

 ３番目が、プロジェクトチームね。トリップベイス道の駅プロジェクトチーム、これ

との内部交渉がうまくいっていないのか。内部交渉はいっとるんだけど、正式契約まで、

まだ至っていないのか、決まっていないという段階がよくわからないんですよ。これね、

結構ね、興味持っている人がおってんですよ。 

 昨日もちょっとその話したんですけどね。私あんまり、このあたり、興味なかったと

言えばなかったんですけども、非常に興味を持っている町民の方がおられる。一体どこ



に、進捗状況に接してどこなのかということを、そのあたり、ちょっとお答えできれば、

よろしく。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、庁内の中でまとまっているのかどうかということにつ

いては、これは庁議でも図って、最初の段階で諮って、誘致の動きを始めたということ

であります。 

 それから、国の交付金の申請というのは、先ほどのやり取りでも申し上げたように、

町には元々、その交付金という、その意識が全くございませんので、私は恐らく、ない

んだろうということで、進めておりましたし、今、担当課長に振り向きながら確認もし

ておりますけれども、そうしたことは念頭にございませんでしたから、当然、申請も今

まではしておりません。 

 最後の、この相手先との関係でありますが、これは何度も先ほどから申し上げておる

ように、現段階では、これをお話しするのは、何とぞお許しをいただきたいと。いずれ

また、そのときが来れば、全員協議会なりで、もちろん、契約書を、印鑑を交わす前に、

議会の中でお諮りをさせていただいて進めさせていただくということを申し上げてお

ります。 

 今日、今も、かなり私もはらはらしておるという状況でありまして、余り具体的なこ

とを、今、やり取りをすると、交渉先と信頼関係を失う形になって、今進めてきた、積

み上げてきた話さえ、もうおじゃんになりかねないというぐらい、はらはらしながらお

話をしているという状況でございます。何とぞ、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  ほとんど進んでない。私がちらっと小耳に挟んどった

のは、既にもう、図面を書き始めているというようなことまで聞いておったんで、今止

めてどうするんだろうというね、これは小耳に挟んだあれですよ。 

 もう既に、某何とかハウスは、図面まで、もう書いているというような話だったんで、

そのあたり、ちょっと、よう確認しながら進めていってください。 

 それから、例えばですよ。私、ユーチューブでこれ、結構見たんですよ。このできた

ホテルを。それからですね。これ２０２０年の１０月に最初が出発してますからね。ま

だ１年しかたってない。まだ、最初のオープンケーキのときですよ。これから傾いとっ

たらどうしようもないわけですから、オープンケーキのときで、ユーチューブで見たら、

すごくお客さんが来ているような雰囲気ですけども、これがどうなるか。まだ１年しか

たってない。 

 ここが非常に危険だな。あるいは、何十年もたっとるところだったらまだわかるんで

すけども、そこの経営のところのトリップベイスじゃないやり方がありますから、それ

はもう何十年も経歴があるから、それを津和野に持ってきたら、だめかいいかというの

は、それは判断つきますけど、この事業は、まだ１年しかたってない。海のものとも山



のものとも、どうにもわからんという状態の中にあるというのを、私、だから最初に言

うたように、危ないですねということを言っております。 

 それから次です。例えば、私がユーチューブで見たのは、大体、四角い４階建てぐら

いの箱がポーンと置いてある。中には７階建てというのがあるんですけど、これはちょ

っとね、問題外ですけども、大体、３階から４階ですね。ですけども、これがあそこの

場所に建ったときに、城山から眺めてみてごらんなさいというのがあるんですよ。 

 この城山から眺めて見た風景が、我々の世代だったらよくわかっているんです。さだ

まさしの案山子という曲、これをあの上から眺めた状態を歌にしているわけですけども、

これ、御存じない方、若い人は分からん。あのあたりを歌っているんですよ。 

 城跡から見下ろせば、青く細長い川、橋のたもとに、造り酒屋の赤いレンガのレンガ

煙突、これはわかりますわね。この町を綿菓子に染め抜いた雪が消えればお前が云々。

次はですね、山のふもと、煙吐いて列車が走る。木枯らしが雑木林をころげ落ちてくる。

銀色の毛布つけた田園にぽつり、置き去られて、雪をかぶった案山子が一人。これがイ

メージなんですよ。これが。それで、私が冒頭に言った津和野が全国に発信できた力な

んです。 

 そうしたときにね、あそこに真四角かどうか知りませんよ、図面見てないから。大体

四角なんですよ。建ったときのことを想像したときにね、これ、ぶち壊しだなという感

じがしているんです。だから、観光の風景、風景にとっては非常にマイナスというふう

に私は思っています。 

 大阪から来たドローンを飛ばしたお客さんにも聞いてみました。ドローンを飛ばした

ときに、あそこの小学校から上に上るのがいいんだよ、あそこがというね。これはやっ

ぱり牧歌的で、そういう津和野のよさを本当に持っているところだということを受けた

ときにね、あそこにホテル建てるなよというのが、まあ２人で話したんですけど。こう

いうようなことをちょっと、考えておいてほしいんですよ。 

 それから次がですね、議会。町長、マニュフェストでも言っておられたし、新聞でも

どーんと出た。議会での全員協議会で、全くこの話というのが出てないですよね。ある

意味ね、どことも相談しないのとか、議会にぐらい相談してよというのがあるんですけ

ども、議会軽視とまでは、ちょっと言わないけども、それをどうです。どこかでやられ

るんですよね。どのあたりでやられます。全員協議会なんかに出されます。 

○議長（沖田  守君）  町長、発言してくださいじゃが、全員協議会で、我々は聞い

た記憶がありますが、そこら辺も含めて、再度説明してください。町長。 

○町長（下森 博之君）  なかなかもう、ちょっと答弁が難しくなってまいりましたけ

れども、道信議員は、どうもこれまでの御意見聞いておりますと、建設が反対というお

立場で、むしろ、なくなったほうがいいというようなお考えで、そういうことをおっし

ゃられているんだろうというふうに思っております。 



 ただ、我々は今のように、旅館組合等や、あるいは観光協会とも話をしてまいりまし

て、やはり、このホテルの、今後の津和野の観光を考えた中で、重要性というのは、共

通理解のもとで、この誘致活動を始めてきたということであります。その上で、景観等

はどういうふうに配慮したものをつくっていくのかというのは、また、その次のステッ

プとして課題を解決していく必要があると思います。 

 景観ということを申し上げるならば、先ほどもおっしゃられたように、今回、９号線

沿いのホテルを、長年の懸案でありましたが、これを今、景観上の問題から、ようやく、

国の着工金をいただいて解体を始めたということであります。 

 残念ながら、まだその隣にも施設が残っております。こういうものも、景観上はどう

したらいいかというのはまだ、解決できない課題にもなっていますし、休館中のホテル

もございます。そういう物もまた、景観上の問題が出てきているという状況であります

から、現実的な問題はしっかり解決をしながら、また次の、将来を展望した取組をして

いくということが大事だろうと思っておりまして、そのためには、私はこの外資系のホ

テル。 

 特に、外資系にこだわっているというのは、この列福等の大きなイベントを生かすた

めの情報発信ツールとして、この外資系ということに、私はこだわっての誘致活動を進

めようとしているということを御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 そして、議会との関係でございますが、全協で正式にこのことをお話ししたことはな

いと思います。ただやはり、議会の方々にも、何人かは相談をしてまいりました。旅館

組合と、それから観光協会もそうでありましたが、そのときに、同時に議長、副議長、

そして、経済委員長、また、特に、津和野地域で観光に御関心の高い議員さん、そうし

た方々には、事前にこういう活動を始めたいんだがということをお話をさせていただい

て、それはいいことだというような、全員がそういう意見をいただきましたので、そう

いうことも踏まえながら進めてきたという経過でもあります。 

 ただ、全員協議会という公式の場で、まだ、その誘致活動を大々的に発表する、それ

はまた、そのときにマスコミに取り上げられては、また問題も出るということで、公式

な場では、そういう相談ができなかったということでありまして、今後、この話がまと

まったときには、全員協議会を開いて、正式に、こういう契約で、こういう形でやりた

いので、議会の御了解をいただきたいということは、当然な手続として進めていきたい

というふうに思っております。ただ、それが今、どの時期かというのは、先ほどから申

し上げているように、明確な時期はできないというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  時間もあんまりないんでね。最後に、この件の地方創

生推進交付金、これは決して、このホテルのためだけに当然、あるわけじゃないですよ

ね。私これ、ちょっと戻りますけども、対案ぐらい出しましょう。批判ばっかりしとる

って言われるぐらいなら。 



 やっぱりあそこの、この前も阿武町、阿武の道の駅、日本で最初に道の駅をつくった。

どんどんきれいになっています。あそこは今、キャンプ場をずうっとつくった。道の駅

なんで、津和野の道の駅もね、キャンプ場とかというようなものはすごくいいなと。こ

こは、どうもこの地方創生資金を使っているみたいなんですよ。どうもですよ。ここに

書いてあるのがそういうふうに書いてあるから。 

 だから、こういうもの。それから、同僚議員が今日も言いましたけども、そのあたり

が一致しているわけで、そういうものをつくったほうがいいんじゃないですかというの

が対案として出しておかないと、批判ばっかりしとるって言われても、私も困りますん

で。 

 そういうのと、それから、最後になりますから、この創生資金なんですけども、これ

は決して、今のようなものだけに限ったわけではなくて、この創生資金の使い方として、

地方創生推進交付金の使い道は、地域の実情に応じた事業とある。本町の宿泊施設の実

情は、まず、サンルートホテルと吉野家の再構築ではないか。これが最初でしょう。こ

れをやりなさいと。 

 それともう１つ、後ろに近くですけど、あの戎、宿泊の人数見たらね、大変少ないな

と思っています。だから、まずそこを整備してから、宿泊者を増やしたいのなら、そこ

を整備することが先でしょう。それで、この創生交付金も使えますということですんで、

これすごい、広い形なんですよ、この交付金は。だから、宿泊施設に関したら、そこを

まずやる。再構築したらどうですかというのはありますけども、最後の最後に。 

 そのほかには、こんなことも書いてあるんですよ、この資金は。結婚、出産、または

育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業、移住及び定住の

促進事業や、地域社会を担う人材育成、農林水産業の振興、その他、町が地域再生を図

る事業と様々な使い道があるということなんで、ホテルから離れましたら、ぜひ、そう

いうところに使っていただきたいというふうなことを、最後に言っときます。どうされ

るかというのはあれですけども、そういうことまでこれ、しっかり勉強してほしいんで

すね。じゃあ、このホテルに関して、もう時間がないので。 

○議長（沖田  守君）  道信君、ちょっと待ってください。 

 創生事業の関連についてはね、各担当部署もあって、国から、県からの説明等も、重々

執行部は聞いとるんだから、町長が発言を求めるのは当然だと思う。町長どうぞ。 

○町長（下森 博之君）  地方創生推進交付金と言われましたんで、それで、大体わか

ったような気がしたわけでありますが、当然、その国のその制度はあるわけでありまし

て、津和野町ももう、何年も前から、例えば、津和野高校魅力化事業ですとか、様々な

地域づくりの事業を、国にこの交付金をとるために申請をして、現実に何億円というお

金をいただいてきている、そういう、もう使ってきているという状況であります。 

 今回のこの道の駅プロジェクトに取り上げられたのは、恐らく、たまたま、そのどこ

かの自治体が、その建設資金かなんか、国がもしかしたら町が出すかということの中で、



その交付金を活用されたんではないか。たまたまですね、ということではないかという

ふうに思っております。 

 津和野町は、特に、その辺に、この誘致企業に対しての資金を、今のところ、出す予

定はございませんので、当然ながら、地方創生推進交付金も使う、そのお金さえも必要

ないという、そういうような状況の中での企業誘致活動をしているということでありま

す。 

 ですから、今、議員がおっしゃられたような地方創生推進交付金は、繰り返しになり

ますが、高校魅力化を初め、もういろんな事業に今、使わせていただいているというの

が現実でございます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  私が間違っていたら、それは申し訳ないと。私はそう

いう形でこれ、見ましたし、ここにもちゃんと、地方創生事業と頭に書いてありますも

んね。これ、私書いたんじゃないですよ。答弁書に、地方創生事業「トリップベイス道

の駅プロジェクト」と書いてあるんですから、そのお金でしょうが、これね。それで、

詳しいことはまた、次回に、これ一遍に終わるわけじゃないんで、あれしましょう。 

 そしたら、最後にもう１つありましたから、これをちょっと聞かせていただきたい。 

 かわべですね。かわべの売上はどうなんですかということをお答えください。かわべ

の売上じゃなくて、あの中の喫茶店ですね。これの売上を教えてください。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、当初計画とその後についてお答えをさせていただ

きます。 

 日原賑わい創出拠点施設内の「クレープリーいと」につきましては、現在、ＮＰＯ法

人にこはらに指定管理委託しているところであります。令和元年の開設より３年目を迎

えて、認知度も向上し、山口県内や益田地域等からもリピーターが訪れるとともに、地

元の事業者からも評価をいただいているところでございます。 

 御質問の売上についてでございますが、設立年度の売上見込額は４２３万円でありま

したが、開設が９月にずれ込みましたので、これを按分計算しますと、約２４６万８,

０００円となります。これに対する各年度の実績額は、それぞれ令和元年度が２３６万

９,０００円、令和２年度が３２３万３,０００円、令和３年度の現在額は、１１月末日

現在で２８０万６,０００円となっており、コロナウイルス感染症の影響下にありなが

ら、順調に伸びている状況であります。 

 この状況については、商工会の経営指導員からも小さな営業面積であり、かつ、営業

が金曜日から月曜日までの期間であることを考えると、良好な状態であるとの評価をい

ただいているところであります。町といたしましては、今後も地域と連携しつつ、地域

の拠点として、一層の賑わいの創出を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 



○議員（４番 道信 俊昭君）  私から見たら、最初の計画４２３万円でしたかね。４

００万円ぐらいですね。実績は２００万円ぐらいでしょ。半分ですよね。だから、この

当初計画というのは、要するに、最初つくった金額ですからね、それがうまくいかない

というのはわかるんですけども、どう見たって半分ですよね。 

 次に、このクレープハウスというのがどういうふうになっていくかというのは、様々

なうわさなんかもあったりするんですけども、来年度からしっかり、クレープハウスな

のか、クレープリーハウスなのか、ほかのものなのか、ようわからんですけども、頑張

って、４００万円に近づけてもらいたいというふうに思っておりまして、私の質問は終

わります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  以上で、４番道信俊昭君の質問が終わり、以上で、全質問者

の質問が終わって、本日は、これで日程全て終了いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  本日はこれで散会といたします。大変御苦労でありました。 

午後３時 10分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  皆さん、改めておはようございます。 

 引き続きお出かけをいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいまより、令和３年第１１回定例会４日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、８番、三浦英治君、１１番、

岡田克也君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１２２号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第１２２号令和３年度見晴らし広場解体工事

請負変更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありませんか。２番、米澤宕

文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  解体後の活用というか、そのような目的というか、何

か考えておられますか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  ただいま議員質問の解体後の活用のことについてで

ございますが、現在コンサルタントのほうに委託をして計画を実施しております。 

 この中で整備方針としまして、展望ゾーン、津和野城下が展望できるゾーンというこ

とで、展望ゾーンを一つ。 

 それとお客さんが集うところ、また多目的に利用可能なスペースがあったらいいとい

うことで、広場ゾーン、それと９号線に隣接しておりますんで、一般車と、また観光バ

ス等が駐車可能なスペースがいるということで、駐車ゾーンということで大きく三つの

ゾーンを考えているところでございます。このほかに、また楽しめるところというとこ

ろで、現在検討をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 



 念のため申し上げます。押しボタン式による表決において所定の時間内にボタンを押

さなかった場合は、申合せ事項により棄権とみなすことになっております。各自、自分

が選択したボタンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２２号令和３年度見晴らし広場解体工事

請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１２３号 

○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第１２３号津和野町総合振興計画等審議会条

例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  第４条において、補欠委員とありますが、補欠委員は

何人ぐらいそろえられるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  第４条にあります補欠委員に関しましては、

人数の取決めは特にございません。必要が生じたとき、欠員が生じた場合に任命すると

いう決まりになっております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２３号津和野町総合振興計画等審議会条

例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１２４号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第１２４号津和野町地域審議会設置条例の廃

止について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 



○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２４号津和野町地域審議会設置条例の廃

止については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１２５号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第１２５号津和野町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、これより質

疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 



 賛成全員であります。したがって、議案第１２５号津和野町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１２６号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第１２６号津和野町国民健康保険条例の一部

改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２６号津和野町国民健康保険条例の一部

改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 



板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１２７号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第１２７号津和野町国民健康保険税条例の一

部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認ください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２７号津和野町国民健康保険税条例の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１２８号 



○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第１２８号津和野町介護保険条例の一部改正

について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１２８号津和野町介護保険条例の一部改正

については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１２９号 

○議長（沖田  守君）  日程第９、議案第１２９号津和野町医療技術者等修学資金貸

与条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１２９号津和野町医療技術者等修学資金貸

与条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          岡田 克也君 

棄権（１名） 

後山 幸次君                 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１３０号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、議案第１３０号日原特定公園条例の一部改正に

ついて、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３０号を採決します。本案件は原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 



 念のため申し上げます。押しボタン式によるこの表決においては、所定の時間内にボ

タンを押さなかった場合は、申合せ事項により棄権とみなすことになっております。各

自、自分が選択したボタンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１３０号日原特定公園条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１３１号 

○議長（沖田  守君）  日程第１１、議案第１３１号指定管理者の指定の変更につい

て（訪問看護ステーション）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１３１号指定管理者の指定の変更について

（訪問看護ステーション）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１３２号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、議案第１３２号指定管理者の指定の変更につい

て（津和野町医療従事者住宅）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１３２号指定管理者の指定の変更について

（津和野町医療従事者住宅）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 



板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１３３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第１３３号指定管理者の指定の変更につい

て（日原診療所）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１３３号指定管理者の指定の変更について

（日原診療所）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１３４号 



○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第１３４号令和３年度津和野町一般会計補

正予算（第６号）ついて、これより質疑に入ります。ありませんか。 

 ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ３１ページ、総務費、工事請負費１,１９４万６,００

０円ですか、これ危険家屋の解体工事になっておりますが、どこの場所ですか、これ。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  場所は日原地区にございます、元縫製工場

のクローネでございます。場所、具体的に申しますと、日原地区の高津川漁協があると

思うんですが、あの隣、隣接しておる建物でございます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ７２ページ、７３ページでありますが、負担金補助及

び交付金の中で、備品購入費としてチップヤードの関係で高所作業車購入ということで

あります。附帯施設については、町が整備するということになっておりますが、これ以

外に、今後想定されるこういった装備があるのかどうか、まずこれをお聞きします。 

 それから、１２６ページ、１２７ページで災害復旧費の関係であります。今回工事請

負費として３億２,３００万ですか、計上されております。この１４か所ということで

ございますが、具体的にどの場所にあたるかお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  まず初めに、７３ページの原木・チップヤードの関係で

ございます。備品購入費としまして、機械器具費としてチップヤードの高所作業車を購

入することにしております。これにつきましては、これ以外に議員のほうから、ほかに

はないだろうかということで御質問でございますが、今のところ聞いているのはこれだ

けで聞いておりまして、今後それ以上の設備に関してですけども、今のところは聞いて

おりません。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  災害復旧事業につきまして、具体的に内訳をということ

でございましたが、先に資料のほうで、図面で配らせていただいとる部分もございます

が、一応補助債で出しておりますものにつきましては、こちらが該当箇所になっており

ます。個別の金額等につきましては、まだ発注前でございますので、こちらでの答弁は

控えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 川田剛君。 



○議員（３番 川田  剛君）  ７９ページの商工費のところなんですけども、駅舎移

転補償補填及び賠償金として券売機等の移転に伴い駅舎移転補償の５,３００万円が計

上されているんですけども、今、津和野町が工事を行っている中で、何に対する補償な

のかな、工事費だったら何となく券売機を造るのかなとか思ったんですが、何に対する

どういう補償にあたるのかというのが１点と、それと１１３ページ、森鴎外記念館費の

中で当初説明の中にもありましたが、資料購入費というのは、どういった資料の購入な

のかというのをお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  補償費のほうでございますが、これについては、先

ほど申されたように券売機等の移設に係る部分も含みますし、その他、大部分になるん

ですけれども、鉄道の運行に必要な大きい機械があります。その機械が今回の改築によ

りましてレイアウトなりが変更になります。そういったような鉄道の運行に関する機械

を移設するための金額になっております。それから、細かいとこでは、ＪＲのほうが使

用されている備品等についても移設ということで、そういったようなものも含まれてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  この資料につきましては、全て鴎外、初刊になりまして、

３か所から購入することになっておりますが、全集には未収録の初刊ということで、来

年、鴎外の没１００年という年に当たりますけども、その中での展示に使ったりと、そ

ういった関係の資料でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ２９ページの、例のつわぶき交流センターということ

で、今日、名称も変わったようでございますが、これから工事費が１億３,９７０万で

すか、こういう工事さらに備品購入等々が予算化されておりますが、これから工事をス

タートされて、大体工事が終わるのがいつ頃で、その間、今まで聞いておるとこの工程

表から言えば、３月いっぱいに工事が済むのかどうかというのが懸念されますけども、

最終的に出来上がるまでに、この高校生が県外から新しく来られたり、現状今おられる

高校生の方が、どういうような対応で過ごされるのかなということをまずお聞きしたい

と思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  まず、工期についてでございますが、恐ら

く今日予算が認めていただきますと、入札が年明けになろうかと思っています。そうし

ますと年度内完成はちょっと難しいと考えておりまして、繰り越しをさせていただきま

して、恐らく１学期いっぱい、早くても夏ぐらいまでには、かかるんじゃなかろうかと



見込んでおります。また、それまでの生徒の代替えの部分でございますが、一応、町内

の民宿等をお借りして、そこに代替え的に１学期間住んでいただいて、夏休みに引っ越

しぐらいのイメージで今考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ８５ページの道路維持業務委託料というのが、今回１,

１３１万１,０００円ですか、このことについてはちょっと説明を聞き漏らしましたの

でもう一度お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  道路維持の委託料でございますが、これは年度当初に津

和野地区、日原地区それぞれ委託をしております。それで今回、いろいろ豪雨災害によ

る維持補修等ございます。それと、通常のいろいろ水路のほうの維持管理、そういった

いろいろなものがございまして、今回ここで要求させていただいたものでございます。

それで、地区ごとの内訳で申し上げますと、まず道路維持に関しましては、津和野地区

が５２７万２,０００円プラスということと、日原地区が４１４万２,０００円プラス、

あと別途、舗装関係の維持を出しておりますが、津和野地区が１２０万６,０００円、

日原地区が６９万１,０００円ということで、今該当箇所をそれで積算いたしまして、

積み上げたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  例の町道だと思いますけど、鴎外記念館、それから津

和野土木事業所のあの何百メートルかありますが、あそこの何て言いますかね、がたが

たがあるんですよ。あのがたがたが、今の説明の中に、舗装という事業の中に加わって

おるかどうかを確かめたいと思いますが、かねてからあそこは少し１回補修されたかと

記憶にありますが、結果的にまだ全体がきれいになっていないので、住民の方から非常

に苦情が出ておりますがいかがでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  ただいまの御質問でございますが、申し訳ございません。

今その箇所がちょっと入っておるかどうかまでちょっと把握しておりませんで、町内至

るところにつきまして、舗装修繕のほうも御要望が出ておりますので、現在積算しとる

ものにちょっとそこが入っているかどうか分かりかねます。ただ、そういった御要望が

ありましたら、またほかのところといろいろ兼ね合いがございますけど、状況を確認さ

せていただきまして対応したいと思っとるところでございます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 岡田克也君。 



○議員（１１番 岡田 克也君）  ６２、６３ページの新型コロナウイルスワクチン接

種事業費のところであります。多分これから、３回目の接種に向けて接種券や接種して

いただく医師への報酬等が入っているのかなとも思いますが、その内訳と今後のおおよ

そのスケジュールについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  ３回目の接種につきましては、一般質問でもお答え

をさせてもらっておりますが、今のところ２月の初めからは一般の方の接種を始めてい

くというところで考えております。基本的には、個別接種を今回は主でいきたいと思っ

ておりまして、津和野共存病院のほうで１週間に１１０名、それから和崎医院のほうで

１日３６名の５日ですんで、約２００名ぐらい、それからつわぶき医院のほうで週に１

００名、これを今お話をさせていただいておるところです。 

 それから２月中に集団接種のほうは２日程度ほど、日原側が個別接種の機会、今言い

ました三つの病院と診療所は皆津和野地域側になりますので、日原側で集団接種の機会

を設けるようにしております。ただ、本当に雪がたくさん降る時期であったり、寒い時

期でありますので、高齢者の方がどうやったら来やすいかというところで、今検討して

いるところであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  内訳もお尋ねしていたんですけど、このおおよその、

この予算の。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  内訳と言いますと、今回、これまでの１回目、２回

目接種の予算の組替えと、それから３回目分の１,８００万追加分ということで、予算

を上げさせてもらっておりますが、接種者については約５,５００人分程度でありまし

て、個別接種の場合は２,０７０円、１回、医療機関に支払うということ、それから集

団接種の場合は人数に応じて２０万から３０万を１日、医療機関のほうへ支払うという

ような感じの積み上げとなっております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  すいません。不勉強で申し訳ありません。２９ページ

なんですけれども、企画費の中のひとづくりによる地域の好循環形成事業なんですが、

この事業の概要と、それと４５０万円の減額になっておりますがどういったものが減額

になっているかお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  これは、一般財団法人つわの学びみらいへ

の委託料になります。この４５０万の減額の内訳でございますが、主に地域おこし協力



隊として一般財団法人つわの学びみらいに来ていらっしゃる方々の事業費の減額でご

ざいます。なので、今３名いらっしゃるんですが、その方々の、今年新型コロナウイル

スの関係で出張等に行かれなかったとか、あと事業ができなかったとういうことを積算

したものが、この４５０万４,０００円ということになります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ６７ページの上から５、会計年度任用職員パート期末

手当が１２万７,０００円増額になっているんですが、先般の条例改正で期末手当はマ

イナスが全てについているんですが、なぜここでプラスになっているのか教えてくださ

い。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  この１２万７,０００円につきましては、農業委員会の

ほうの補助事業が、実は内示で幾らかついております。もともと単費といいますか、単

独事業で組んでおりまして、それで、ここでありますページ数でいったら７０ページの

多面的機能支払事業費というのがございますが、ここの期末手当マイナス１４万３,０

００円で、農業委員会のほうが１２万７,０００円と金額は違いますけれども、差額に

つきましては、それこそ人勧分でマイナスになって組み替えたということでございます。

有利な補助事業のほうに組み替えたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ５１ページの旧木部さとやま保育園解体工事費３,３

４０万７,０００円かけて解体するわけですが、後の利用は何か考えておられますか。

それから７３ページ、原木・チップヤード、これの高所作業車機械器具費１,１５５万

ですが、これは多分バスケット付のもんでしょう。 

 もう一つ、土木費、８７ページですが、９００万、旭橋ほかとかありますが、随分長

寿命化対策工事費というのが長くかかっておるような気がしますが、終期というか、い

つ頃までで終わるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  旧木部さとやま保育園の解体につきましては、敷地

が、ほとんどが民地でありまして、利用しなくなったら旧に戻して、お返しをするとい

う契約になっておりますので、できるだけ早いうちに、こうやって解体をして、更地に

して所有者にお戻しをするというような考えでおります。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  今度購入を予定しております高所作業車につきまして、

先っちょにこう箱がついておるのがバスケットということかどうかは、私も詳しくは分



からないんですけれども、１２メートルの高さまで可能な、先っちょといいますか、先

端には１メートル高さ、幅が１メートル５０の、幅が７５０の箱のようなものがついて

おるような機械でございます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  先ほどの、これは道路長寿命化対策事業費の橋梁関係と

思いますが、こちらの９００万円につきましては、円ノ谷線あるいは鉄砲丁耕田線、そ

れと旭橋の関係の工事請負費の増額になっております。これにつきましては、１２月中

に発注する予定としとるところであります。 

 それと、いつ終わるかという御質問でございますが、橋梁、かなり町内にございまし

て、いろいろ事前に調査をした上、工事発注をしておりますので、それと国のほうで長

寿命化ということにつきましては、いろいろ力を入れているということでこちらの事業

も、道路メンテナンス事業補助ということで行っておりますので、これからも継続的に

行っていく必要があろうかと思っておるところでございまして、ちょっと今のところの

段階で全橋梁が終わるのがいつかということは、ちょっと申し上げられません。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣さん。申し上げますが、あなたは既に３回やっておいで

になりますが、もう一回許します。どうぞ。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  大変すいません。お許しいただいてありがとうござい

ます。６１ページの医療対策費の中で委託料というのが４２万円、介護サービス事業展

開支援委託料ということでございますが、今日の課題を、介護の事業体をどうだこうだ

というのが文教でも議論がありましたが、この委託というのはどこへ委託して、どうい

う内容のものを委託しようとしとられるのかお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  医療対策費の委託料４２万円でございますけども、

これにつきましては、津和野町の介護事業所の今後の在り方ついて現在検討をさせてい

ただいております。その中で、どうしても専門家からの御意見を伺わないとできない部

分というのが多々出てきておりました。その関係で、現在、医療法人橘井堂と委託契約

を結んでおります福岡の業者に対しまして、随意契約のほうで契約を結ばさせていただ

こうと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ７３ページです。先ほどから出ておりますけど、高所

作業車、これのことなんですが、これは最初からもう計画されとって、今回補正に上げ

られたのか、それが、建屋を１メートル下から上げましたよね、上に。そういう関係で



このことが出てきたのか、もうもともとやっぱり必要だったのか、途中で変更でこうい

うことは必要になったのか、その辺をお聞きしたい。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  先ほどおっしゃいました、篩機がヤードが、もともとピ

ットにあったのが上がったことによってではございません。もともとコンベアが高さが

もともと高いところにございまして、これをいわゆるメンテナンスといいますか、維持

するのに必要だということで、当初からあるというふうに私は伺っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

 後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  ２７ページの総務費・企画費の委託料、つわぶき交

流センターの、先ほど差し替えをされた分でありますが、これは高校の寮のこの何であ

りますが、今回、１６名の定員のためにこれを建設されるわけでございますが、県の高

校でありますので、町が一体どこまで財政投入していかれるお考えか。今、６６人ぐら

いつわぶき寮に入寮されておりますね、これにさらに１６人ですか、今度の計画では女

子寮ということで計画をされておるようでございますが、これをどの程度まで津高に対

して町は財政負担をしていかれるおつもりなのか、限度がどこというの大変難しいでし

ょうが、そこんとこがどのようなお考えかをお聞かせいただきたい。 

 次に７３ページ、同僚議員も質問しておりますが、農林水産業費の原木・チップヤー

ドの高所作業車の問題でありますが、これは、工事費用については、また変更が出てお

るんでそんときにお尋ねしますが、これはリースで借られるというお考えはないのか、

どうしてもこのものを購入せにゃならんか、高所作業車といいますと点検用であろうと

いうふうに思うんですが、そこんとこはどうでございますか。リースで考えたことはな

いのか、そのほうが安くつくと思うんですが。 

 それと、ほかにもう備品ちゅうといいますか、機械類、わし、前から思っとるんです

が、タイヤショベルがあそこで前は必要であったろうというふうに思っておったんです

が、それは、今回はもう要らないということで理解していいですか。その点をお聞かせ

いただきたい。 

 それと７９ページ、商工費で歴史的維持向上で駅舎周辺の整備が上げてありますが、

今回、回廊の計画がされております。これが今、駅舎の工事と観光便所のほうと２社が

入っておられますね。そうすると、工事がなかなか競合して回廊やろうたってできない

と思うんですよ、工事が一緒の場所でやりますから。そうしたとき、これは随意契約で

もされて工事を施工されるお考えがあるかないか。そうせんと、ほかの業者が入っても

工事ができませんので、そうしないと、今、予算をつけられても来年３月まで工事がで

きるかどうか、それが懸念されますが、そういうことは考えておられるかおられないか、

お聞かせいただきたい。 

 それだけ、先、お願いします。 



○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  初めに、津和野高校の関連でございますが、

どこまでやるのかといったような御質問ですが、現在、今、金額的にどこまでというの

はなかなか申し上げにくいところでございますが、島根県が今、島根留学ということで、

県内の公立高校に対して県外生のアピールといいますか、その受入れについて非常に積

極的にやっておられます。 

 そうした中で県立津和野高校は、その島根留学のトップを走っておるというような認

識は、我々町も、それから島根県も一致しております。で、今回の新しく町営でこうし

た建設をさせていただくということに関しまして、県の教育委員会とも話をしてまいり

ました。本来なら、議員がおっしゃるように島根県立高校でございますので、県の責任

においてやっていただきたい、現行のつわぶき寮の改良、それから改築、それから増築

を含めて、ぜひ、やっていただきたいという要望は、私も県の松江まで出向いて話をし

てきたところでございます。ただ、県の回答としたら、今、現行のつわぶき寮以上のこ

とはなかなかできないというような回答でございまして、その代替えと言ってはあれで

すが、みなし寮として、本来なら県が建てなきゃいけないものを町が代替えをする、そ

れに対して、それに県立寮としてみなすということで、みなし寮としての補助金の内諾

も頂いておるというところでございます。 

 また、町長の最初の挨拶にもありましたが、教育のまち、それから、教育移住を今か

ら標榜する津和野町の方針にのっとって、この津和野高校が、０歳児からのひとづくり

構想の中核でもあるというふうに、我々ども認識しておりますので、津和野高校支援を

しっかり、この勢いを止めてはならないということの思いで、今回も上程させていただ

くものでございます。 

 今後、どこまでやるかということに関しては、十分、議会の皆様方ですとか、住民の

方々の意向なりに配慮しながら、予算編成については気をつけてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今回、つわぶき交流センターということで建設をいたします。 

 教育の魅力化ということで、０歳児から、これからひとづくりを、幼児期から高校ま

で一貫してやっていこうということでありますので、その辺の、例えば人員の強化とか、

それから、どういう教育をしていくかという部分、主にソフト部分については、また、

これからも力を入れてやっていきたいというふうに思っております。ただ、ハード部門

については、ひとまず、この交流センターの建設をもって、町としては一区切りという

ふうに、私自身は考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 



○農林課長（益井 仁志君）  先ほどの御質問で、原木・チップヤードの高所作業車に

ついて、リースでは考えなかったのかということでございます。 

 実は、リースでも正直、検討したところでございます。先ほど、議員、おっしゃられ

たとおり、リースのほうが安くつくんじゃないかということでございますけども、我々

が検討した結果、リースのほうが、５年リースで計算しまして約２００万くらい、ちょ

っと高くなるという結果が出ております。そうしたことから、購入ということで、今、

検討したところでございます。 

 それから、先ほどの御質問にもありましたけれども、今後、そういったほかに機械を

買うことはないのかということでございますが、今のところ聞いておるのは、この高所

作業車のみでございます。 

 今後、どうなるか分からないと言えばあれですけども、この機械を買うということで、

ほかの機械を買う予定は、今のところございません。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  ＪＲ津和野駅舎周辺工事についてでございますが、

ここにつきましては、現在、ＪＲ駅舎を利用しながら工事を進めてまいっているところ

でございます。今回、補正で上げさせていただいたところは、議員、おっしゃられるよ

うに、駅舎本体の前、前正面部分の回廊の工事、２期と３期部分のと、あと、その前に

広場の辺りの工事になります。 

 駅舎本体がＪＲの運行に関わる部分になりますんで、業者としましては精通業者でな

いといけないという部分が一つあること。それと、この工事につきましては、人の通路

の流れを随時変えながら段階的に工事をしているということ。それと、本体の駅舎と回

廊部分の取付けが微妙なところがありまして、そこの部分に手間がかかるということの

理由がありますんで、一応、随契という形を考えながら進めていって、なるべく早くと

いいますか、一刻も早く駅舎が完成するような形で進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ２７ページのつわぶき交流センターでありますが、こ

れ、８室の１６人、現在、下宿生が１８人おると聞いております。この下宿生をここに

入れるということでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今現在、下宿している方は想定はしており

ません。ですから、それ以上の入学者数は増えるという見込みの中で、今回の建設のほ

うを一緒にさせていただきたいというものでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 



 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  会計年度任用職員の方も含めて、職員の期末手当の引

下げに反対するので、この議案に反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、議案第１３４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１３４号令和３年度津和野町一般会計補正

予算（第６号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１３５号 

○議長（沖田  守君）  日程第１５、議案第１３５号令和３年度津和野町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。い

いですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結いたします。 



 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１３５号令和３年度津和野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１３６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１６、議案第１３６号令和３年度津和野町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。いいで

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより、議案第１３６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１３６号令和３年度津和野町介護保険特別

会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１３７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１７、議案第１３７号令和３年度津和野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。

いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 



 賛成全員であります。したがって、議案第１３７号令和３年度津和野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１３８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１８、議案第１３８号令和３年度津和野町下水道事業

特別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、

川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  １１ページの下水道事業費の光熱水費が出ております。

他会計繰入金ということで、一般会計の繰入れだと思うんですけども、光熱水費が基本

的に受益者負担というところで賄われるところと思うんですが、この光熱水費が出てき

た理由というのは、どういったところなんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  この光熱水費の増額に当たりましては、清水管理セ

ンターと星の子ステーションの２件の処理場なんですけど、ここのポンプの関係のちょ

っと不具合で、電気料と水道料金がちょっとダブルで上がってしまったということで、

ちょっと光熱水費が増額となりました。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 



〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１３８号令和３年度津和野町下水道事業特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第１３９号 

○議長（沖田  守君）  日程第１９、議案第１３９号令和３年度津和野町病院事業会

計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、川田

剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  すいません、説明があったと思うんですけど、聞き漏

らしました。４ページの支出のところの減価償却費が減額で補正されているんですけど

も、減価償却費のこの時期での補正というのがちょっと分かりませんでしたのでお願い

いたします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  このたびの補正におきまして、減価償却費のほうを

減額させていただいております。この減額分につきましては、当初予算のときの編成時

には年度内で工事が完了するということで見込み予算ということで、非常用発電機の令

和３年分の減価償却費を計上させていただいておりましたけども、非常用発電機の工事

につきまして、令和３年度への繰越し事項となったということに伴いまして、減価償却

費が令和４年から始まるということが分かりましたので、このたび、減額とさせていた

だきました。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 



 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３９号を採決します。 

 本案件を原案のとおり決することに賛成の方は１のボタンを、反対の方は２のボタン

を押してください。各自、自分が選択したボタンのライトが点灯しているか確認してく

ださい。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１３９号令和３年度津和野町病院事業会計

補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第１４０号 

○議長（沖田  守君）  日程第２０、議案第１４０号令和３年度津和野町水道事業会

計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより、議案第１４０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の

方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、議案第１４０号令和３年度津和野町水道事業会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

寺戸 昌子君                 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  それでは、１０時２０分まで休憩とさせていただきます。 

午前 10時 10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 20分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第１４１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２１、議案第１４１号令和２年度原木・チップヤード

建設工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  今定例会に追加で提案いたします案件は、契約案件１件、計

画案件２件、条例案件１件の合計４案件でございます。いずれも重要な案件でございま

すので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜りますようお願い申し上げます。 

 議案第１４１号でございますが、令和２年度原木・チップヤード建設工事請負変更契

約の締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当

課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 



○農林課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１４１号につきまして御説明申し上げ

ます。 

 令和２年度原木・チップヤード建設工事請負変更契約の締結についてでございます。 

 契約の目的は、令和２年度原木・チップヤード建設工事でございます。 

 契約の方法は随意契約でございます。 

 契約金額につきましては、変更の金額が税込みで２億８,９４８万３,７００円、変更

前の金額が２億６,０７０万円、変更額が２,８７８万３,７００円の増額でございます。 

 契約の相手方は、住所、鹿足郡津和野町瀧元５８番地１、氏名は、株式会社日成建設、

代表取締役坂﨑和義であります。 

 裏面に資料としまして、工事請負変更仮契約書を添付しておりますので、御覧頂きた

いと思います。 

 次項には参考資料１をつけております。 

 １の当初契約の概要は御覧のとおりであります。 

 ２の変更の理由でございますが、主な理由としまして、篩機ピットを廃止したことに

より、新たに破砕機の架台の追加が必要になったこと。コンクリート舗装を追加したこ

とにより、これらに関連する工事費が増額となったこと。 

 また、この建屋建設の掘削の際、地下水の湧き出しが大量に発生したことから、この

敷地を調査した結果、新たに排水対策をする必要があり、そのための対策工事を追加で

実施することによる、工事費の増額変更が必要となったためでございます。 

 それから、参考資料２としまして、工事図面の平面図をつけておりますので、御覧く

ださい。 

 中央の黒く、白黒で申し訳ないんですけど、黒く塗りつぶしてあります箇所が建屋の

建設部分でございます。中央に側溝が上から下へあると思うんですけども、側溝があり

ますが、その側溝の右側の丸い敷地部分が貯木場となる予定の箇所でございます。 

 参考資料３としまして、チップヤード建屋の立面図及び、参考資料４としまして機械

関係の図面を添付しております。 

 また、本工事の変更仮契約は、津和野町議会の議決を得たとき、何らの手続をするこ

となく本契約となるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  すみません。根本的に篩機ピットを廃止したというの

はどういったところから廃止されて、破砕機架台工が必要となったということだと思う

んですけれども、根本的にこのピットを廃止した理由のところと、それとコンクリート

舗装を追加するっていうのは、これは変更は当初から上がってなくて、なぜ追加で出て

きたのかというところをお尋ねいたします。 



○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  ピットを廃止したという理由でございますが、当初この

ピットがありまして、地下に篩機があったんですけども、それをそうすると水がそこへ

溜まってしまって、大量ではないと思うんですけども、幾らか水没をしてしまうおそれ

があるいうことでピットを上げまして、篩機をフラットＧＬの部分まで上げまして、そ

の部分に投入するということでございます。ですので、投入するのに高さがありますの

で、架台を約１メートルぐらいだったと思うんですけども、高さの架台を設置しまして、

投入が機械でしやすいように架台を設置したというものでございます。 

 それから、コンクリートの舗装の追加でございますが、これにつきましては、先ほど

申しましたとおり、ピットの架台、スロープになりますけど、それを設置した関係で面

積が少し広くなりました。もともとはそれがない予定で考えておったんですけど、それ

をつけることによって、コンクリート舗装が一部増えたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  その、もともとピットを地下に篩機を置いておいたら

水が入ってきて埋没することになったということで、水が出てくるっていう話は、ごめ

んなさい、どの段階でか分かりませんが、水が出てくるなって話はあったと思います。

それ地下に置いたら当然水が入ってくるので、排水対策は必要なんだろうということは

想定できるわけなんですけども、そこも当初の段階では分からなかったということで理

解してよろしいんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  当初はピットに、地下に入ってますので、さっき議員お

っしゃるとおり、水が溜まってというのは想定がなかったと思います。じゃあ、それど

うするのかという話になったときに、水中ポンプでくみ上げるなんて話もあったんです

けれども、やはりそれでも機械類でございますので、高い機械でございますのでなかな

かそういうわけにもいかんだろうということで変更をしたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  今回、２,８７８万３,７００円の変更がありました

けれども、基本的には３月３１日で工事が完了する予定であると考えるわけであります

が、かなり大幅な補正等があり、今後はこれで一応完成と見なしていいのでありましょ

うか。今後もまだ何かあれば対応していく可能性もあるのでしょうか、非常に話題にも

なっておりますので、確かめたいと思います。お願いします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  今回の変更で、今３月末とおっしゃいましたけど、一応

今、先般の臨時議会のときで工期の変更をお願いし、皆様のほうにお認めを頂いたと思

うんですけども、１月末の今工期を予定をしております。先ほど理由にもございました

とおり、この変更の理由の主な理由がそこに書いてあるとおりでございますけれども、



一応今のところ１月末をめどに舗装まで全て終わらすということで、工程については進

んでおるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  参考資料２の図面で排水路がずっとありますが、流末

のところで、これは恐らく沈砂池みたいなところがあって、そこに流すようになるんじ

ゃないかと思いますが、あれ見ても沈砂池というか、あんまり、何か自然に少し下げと

るようなところに最終的にはこの水を溜めて、その後どうなるんですか、これ国道の側

溝にそれが出るのかどうか、その辺りを土木事業所との協議、これはされているかどう

かお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  そこの流末につきましてですが、議員おっしゃるとおり、

ここの溜め池みたいなのが最終的に国道の横に、これは参考資料２の図面でいったら真

ん中辺りになりますけども、ここの溜め池に一応水が集まるように、地下水と一緒に水

が集まるようになっております。ここはきれいに掃除はするんですけども、こっから流

末につきましては、ここの出口に国道１８７号線の側溝がございますが、そこから２０

メートルぐらい、どういいますか、左鐙寄りといいますか、ほうに行ったところに６０

０用の暗梁がございます。そこが道路を横断しておりまして川に出とるという構造にな

っております。 

 津和野土木事業所とも実はこれについては協議をしておりまして、若干流量が多いだ

ろうということで、これはちょっと来年度になると思うんですけれども、取水機までの

ところではここのところの約２０メートぐらいあるんですけれども、そこを今の道路側

溝ではなくて、自由勾配側溝、ＶＳ側溝を、縦断用のＶＳ側溝を今考えております。こ

れもまだちょっと今、具体的にどうこうっていうことは申し上げれませんけども、今そ

ういったＶＳ側溝をここに、要するに水路を大きくすることによって、水量を廃棄して

しまおうという予定で今考えておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  県のほうもそういう工事はするということです。今ち

ょっと言われたかもしれませんが、それについては、全部県の負担でやるということで

もない、町も幾らかの負担は出るということですか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  この工事につきましては一応、河川法第２４条の関係に

なりまして、県のほうからお願いをされております。これは町のほうで工事については

やるということになります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  これも、前から指摘しておりましたが、湧水処理の

ことで随分議論をしたはずなんですが、途中で側溝が整備されるように変更でやられま



したね。それからまた、今回こういうふうなピットやらが廃止になって、また増額にな

ったということでありますが、まずピットが初めに作ったときに、ピットっちゅうのは

地下へ何ぼか入るわけですから、そのときに恐らく１メートル２０ぐらいのピットじゃ

なかったかと思うんですが、そん中へベルコンが入るようになっとったわけですね。そ

れでダンプから積んできたのをそこに落として入れるというふうな工程で、その計画を

してあったもんが、ピットを全然もう地下へせんこうに平らにしてしもうた。そうしま

すと、この前も説明を求めたんですが、ベルコンが短こうなりますよね、地下に入らん

のですけえ。そういうことから考えると、工事金額が私はだいぶ少のう減額になるんじ

ゃろうと思っとったんですよ。 

 ところが、フラットにしても工事金が高うなってくるというとこがちょっと理解しに

くいんですが。ピットを廃止したから、そういった金額は増えてくるというのがちょっ

と理解しにくいんですが、そこんとこをちょっと説明頂きたい。 

 それと今、同僚議員が言いましたが、この用地の下に県道があります。県のほうは恐

らく側溝をつけというような指摘をしてくると思います、相当の水量があるんですから。

それを今度どうされるんか。町のほうで恐らく１８７号に、道路に向けて側溝をつける

ようになると思いますが、これは県がやってくれるわけじゃない、町がやらにゃならん

と思いますが、そこのところをどうなっとるんか。これからまだ完成するまでにそれを

やられるのかどうか、そのことをお聞かせ頂きたい。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（益井 仁志君）  先ほどのピットの話でございますが、ピットにつきまし

てはもともと、先ほども申し上げましたけども、ピットにつきましては、先ほど議員お

っしゃるとおり、１メートルか１メートル２０ぐらいの下に当初は計画をされておった

というふうに聞いております。それが、やはり水取り対策で、水がこれにつきましては

溜まるだろうということで、ピットをフラットまで持ってきまして、それに対して、ま

あベルトコンベアも若干は短くはなってはおるとは思うんですけれども、ただ、その代

わり架台も今度設置するということになったわけでございます。その架台も設置費がや

はり金額が上がってきたということで、御理解頂きたいというふうに思っております。 

 それから、先ほど来出ております側溝についてで、１８７号線の側溝についてでござ

いますが、当初今の溜め池を調整機能を持たせておこうということで考えておりました

けれども、実際やってみますとそれもですけれども、側溝のほう、県と協議をしたとこ

ろによりますと、なかなか今の流量がそれではちょっともたんだろうということで、若

干ですけれども、水が大量に出たときに、道路に向いて水が出る可能性も場合によって

はありますよということで、先ほどから議員もおっしゃるとおり、県のほうからも工事

についてはやっていただきたいというお願いがありました。 

 これにつきましては、出水期までにやればいいという県の御指導もございますので、

できれば来年度にここの側溝、あと２０メートルぐらいだったと思うんですけれども、



そこの部分を今さっきも言いましたけどもＶＳ側溝に、５００だったと思います。５０

０の、５００だったと思うんですけども、それのＶＳ側溝に、縦断用のＶＳ側溝に替え

させていただくという予定にしております。これも県からの指導で、そこにつきまして

は、町のほうで設置をするということになる予定でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１４１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトは点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１４１号令和２年度原木・チップヤード建

設工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第１４２号 

○議長（沖田  守君）  日程２２、議案第１４２号第２次津和野町総合振興計画（基

本構想）の変更についてを議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１４２号でございますが、第２次津和野町

総合振興計画（基本構想）の変更について、議会の議決を求めるものでございます。詳

細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  それでは、議案第１４２号について御説明

いたします。 

 第２次津和野町総合振興計画（基本構想）の変更に当たりまして、津和野町議会の議

決すべき事件を定める条例第２条第２号の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 第２次津和野町総合振興計画につきましては、１１月２９日の議会全員協議会におい

て、議会の皆様方に草案並びに策定趣旨等についてお示しさせていただいたところであ

ります。この間、同時進行しておりました委託業者による文章及び文言等の確認作業等

踏まえまして、全員協議会以降において計画の一部修正等を行っております。 

 別紙の第２次津和野町総合振興計画の御説明をさせていただきます。 

 １ページめくっていただきまして、目次を御覧ください。 

 第２次津和野町総合振興計画は、第１部、序論、第２部、基本構想、第３部、後期基

本計画の概要、第４部、後期基本計画の４部により構成されており、これは前期と同様

の構成となっております。 

 続きまして、１９ページを御覧ください。 

 第２部、基本構想でございます。基本構想につきましては、津和野町総合振興計画等

審議会におきまして、審議員の皆様方から多くの御意見を頂いたところであり、新型コ

ロナウイルス感染症などによる急激な社会情勢や経済情勢を踏まえまして、構成を含め

て変更をしております。 

 前期計画に比べまして主に変更を加えた箇所は、２３ページの第３章、基本目標から

２６ページの第５章ＳＤＧｓと総合振興計画までとなっております。 

 続きまして、３３ページを御覧ください。 

 第４部、後期基本計画でございます。 

 以下、３５ページからは、基本構想で示す将来像の実現に向けて分野ごとに様々な取

組を展開していくため、具体的に内容を示しております。御確認頂ければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  主要指標のところなんですけれども、当然目標として

掲げられている数値に達成をするのは大事なことだと思うんですが、この目標の設定は

どのような設定といいますか、各課で行われているのか、それともその審議会の中で設

定していくのか、目標数値の設定について教えてください。 



○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  基本的には、役場内の職員で組織しました

策定委員会で設定をいたしました。その設定したものを基に審議会の皆様方にお諮りを

して決定したという経過でございます。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  当然議会でもこの数値のチェックしていくと思うんで

すが、その審議会においても、この数値のチェックをされるのか。チェックされるので

あれば、どういうタイミングでチェックをしていくのか。また、それがチェックされた

後に、どういうふうに施策につながっていくのかというのをお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今後この、いわゆる事務事業評価、行政評

価等をこの審議会、この総合振興計画ベースでやっていきます。評価の頻度としまして

は、一応基本は毎年１年に１回ということを今のところ想定をしております。といいま

すのも、町のいろいろな計画がございますが、その計画の中でも一応今回の総合振興計

画は最上位に当たりますので、この審議会等でいろいろな計画が審議できるよう、今回

先ほどの条例改正等も行いましたが、そうしたことで、事務の効率化を図りながらこの

行政評価をしっかりできた上で、いわゆるＰＤＣＡサイクルがきちんと回るような形を

想定しております。 

 ですから、今回のこの主要目標は、実はかなり力を入れて、今までの前期計画と比較

してかなり明確化させていただきました。なので、課題と現状、それから主要事業、そ

れから今回の主要指標をうまくひもづけをさせていただいて、今後の評価がしやすくさ

せていただいたということで、御理解頂ければと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  つまり、いろいろな計画がある中で最上位ということ

は、これは行政評価に当たると、それだけは職員さんの罰はないにしても、やる気とい

いますか、モチベーションといいますかというところにも繋げていくという理解でよろ

しいんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  そのとおりであります。主要指標について

は、もっと大きくしろとか、例えば、ふるさと納税で言いますと、もっと金額を大きく

して職員の意識も上げるようにとか、審議会でいろいろな御意見も頂いた中で入れてお

ります。もちろんそうしたことで議員御指摘のように、職員のモチベーションにも繋げ

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。草田吉丸君。 



○議員（１番 草田 吉丸君）  ２６ページ、第５章としてＳＤＧｓの総合振興計画と

いうことで、これは新しく入ってきた分だろうというふうに思いますが、そこにＳＤＧ

ｓとはどういうことだということが書いてありますけれども、ちょっと私のいよいよ勉

強不足で申し訳ないんで、このことがどういうことかなかなか分かりにくいんですが、

例えば、この新しい振興計画の中で、ＳＤＧｓに関する何か具体的にこれこういうこと

がＳＤＧｓですよというような、何か具体的に、どこでもいいんですが、何か具体的に

説明できるとこがあればしていただきたいんですが、お願いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  このＳＤＧｓといいますのは、持続可能な

開発目標ということで、平成２７年９月の国連サミットで採択されたものでございます。

その後、このＳＤＧｓの視点を取り入れた計画づくりというのは、全国の自治体でやっ

ぱり実践されておりまして、こうした総合振興計画等実施する場合は、このＳＤＧｓの

基本指標に沿った形で計画しなさいというのが、基本的な流れでございます。 

 具体的にどっか例を示して説明してほしいということでございますが、どういいます

か、ちょっとなかなかそんなうまく例が説明しにくいんですが、例えば４６ページを御

覧ください。 

 例えば、１─４道路の整備・維持管理とございますが、その横に１１番と１７番で色

をつけて図が描いてありますよね。これがＳＤＧｓの先ほど草田議員が言われた２６ペ

ージのこの１から１７番までに突合しておると。持続可能なこの１７の指標のうち、１

と１７がこの道路の維持管理には適合していますよというふうに突合して見ていただ

いて、御理解頂ければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結させていただいていい

ですか。それでは、質疑を終結をいたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１４２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１４２号第２次津和野町総合振興計画（基

本構想）の変更については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第１４３号 

○議長（沖田  守君）  日程２３、議案第１４３号津和野町過疎地域持続的発展計画

の策定についてを議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１４３号でございますが、津和野町過疎地

域持続的発展計画の策定について、議会で議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては、担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  それでは、議案第１４３号について御説明

いたします。 

 本町の過疎地域持続的発展計画を定めるに当たり、過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 津和野町過疎地域持続的発展計画につきましては、先般１１月２９日の議会全員協議

会において、議会の皆様方に草案をお示しさせていただいたところでございます。 

 市町村計画の策定に当たりましては、あらかじめ都道府県との協議が法律で義務づけ

られておりまして、本町におきましても、１１月中旬から島根県と事前協議を行ってま

いりました。このたび、島根県との協議が完了しまして、島根県からの意見等を踏まえ

て計画の一部修正等を行っております。 

 次に、別紙の津和野町過疎地域持続的発展計画につきましては、先ほど御提案させて

いただいた、本町の最上位計画であります第２次津和野町総合振興計画（基本構想）後

期基本計画と整合性を取り、策定しているものでございます。 

 以上であります。 



○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わり、これから質疑に入ります。

草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  人口の関係で基本目標とか８ページですか、載せてお

られます令和７年度の人口、津和野町の人口ビジョンでは６,２１６人、それが目標値

で少し高い目標値がここでまた定められておりますが、これはどういう、高い目標でい

いとは思いますけども、その辺はどういうことでこの目標値を設定されたのか。お願い

いたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  これは津和野町人口ビジョン、これは平成

２７年度に作成しました「まち・ひと・しごと創生津和野町人口ビジョン」というのが

ございまして、その数値でございます。その中のそれよりも上回る数値をやっぱり目標

値にして掲げなさいというような県との協議がございまして、それで６,５３５人とい

う数字となっております。この数字の根拠は何かといいますと、ちょっと、県との協議

をしたということ以外になかなかないんでございますが、詳細につきましては、もし根

拠があるようでしたら、私のほうで調べてまた後ほど御連絡させていただきたいという

ふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  提案されてからあまり時間がありませんので、なかなか指摘

をするという箇所もなかなか見つけにくいとは思いますが、ないようでありましたら、

質疑を終結してよろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  それでは質疑を終結し、これより討論に入ります。まず、本

案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１４３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。それぞれ自分が選択したボ

タンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 



 賛成全員であります。したがって、議案第１４３号津和野町過疎地域持続的発展計画

の策定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第１４４号 

○議長（沖田  守君）  日程第２４、議案第１４４号津和野町過疎地域における固定

資産税の課税免除に関する条例の制定についてを議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１４４号でございますが、津和野町過疎地

域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定について、議会の議決を求めるも

のでございます。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（山本 慎吾君）  それでは、議案第１４４号につきまして御説明いた

します。 

 津和野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてでご

ざいます。 

 本議案は、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日をもって失効し、新た

に令和３年４月１日より過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、

町においても、津和野町過疎地域持続的発展計画が策定されたことに伴いまして、固定

資産税の課税免除に関する条例について制定するものであります。 

 まず、第１条の趣旨では、法に定める目的の達成に資するため固定資産税の課税免除

を行うことを規定しております。 

 第２条では、課税免除が適用される特別償却設備について規定しております。 

 第３条、過疎地域における固定資産税の課税免除でございますが、この条文の中で課

税免除についての具体的な内容を規定しております。 

 それでは、課税免除の内容について御説明いたします。まず、対象となる地域は津和

野町全域です。対象となる事業者は、製造業、情報サービス業等、農林水産業等販売業

または旅館業で青色申告書を提出する法人または個人であります。 



 対象となる固定資産は、当該家屋の敷地である土地、直接事業の用に供する家屋、償

却資産です。 

 生産設備の取得価額要件として、情報サービス業、農林水産業等販売業は５００万円

以上、製造業、旅館業は、資本金の額等が５,０００万円以下の場合で５００万円以上

です。 

 なお、製造業、旅館業においては、資本金の額等に応じ、取得価額要件が段階的に変

わってきます。例えば、資本金の額が５,０００万円を超え１億円以下では１,０００万

円以上、１億円を超えると２,０００万円以上の所得した場合に対象となります。 

 適用期間内に取得または製作もしくは建設した生産設備が対象となりますが、資本金

等の額が５,０００万円を超える法人については、要件が厳しくなり、新設または増設

の場合に限ることとなります。 

 適用期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までで、課税されるべき年度

から３年度分課税免除を行います。 

 旧法である過疎地域自立促進特別措置法での課税免除に比べると、一区画要件が２,

７００万円を超えるものであったのが、５００万円以上に引き下げられ、対象となる業

種も情報サービス業が追加されました。また、対象となる設備投資も、以前は新設・増

設のみでしたが、資本金の額等が５,０００万円以下の場合には、取得または製作もし

くは建設した設備投資が対象となっております。 

 続きまして、第４条では申請等について規定しております。 

 第５条では、決定及び通知。 

 第６条では、課税免除措置の承継について規定しております。 

 第７条では、課税免除の取消し等について規定しております。 

 第８条は、この条例を施行するに当たり、必要な事項の規定を規則に委任するもので

あります。 

 附則としまして、この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する

ものであります。 

 第２項では、本条例の制定に伴い、旧条例であります津和野町固定資産税の免除に関

する条例の廃止について規定しております。 

 また、第３項では、令和３年３月３１日以前に新増設したものについての経過措置を

規定しております。 

 第４項、第５項では、本条例の制定に伴い、ほかの条例も一部改正が必要となりまし

たので、そのことを規定しております。 

 裏面の新旧対照表を御覧ください。 

 津和野町産業振興のための固定資産税の減免等に関する条例及び、津和野町地方活力

向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例について用語の整理を行って

おります。 



 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１４４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、議案第１４４号津和野町過疎地域における固定資

産税の課税免除に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．発委第４号 

○議長（沖田  守君）  日程第２５、発委第４号議員定数等議会活性化特別委員会設

置に関する決議についてを議題とします。 

 本議案につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 本案件について提案理由の説明を求めます。議会運営委員会委員長後山幸次君。 

○議会運営委員会委員長（後山 幸次君）  発委第４号、件名、議員定数等議会活性化

特別委員会設置に関する決議について、上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９

条第６項及び津和野町議会会議規則第１４条第２項の規定により提出をいたします。 



 議員定数等議会活性化特別委員会設置に関する決議でありますが、次のとおり議員定

数等議会活性化特別委員会を設置するものとする。 

 １、名称、議員定数等議会活性化特別委員会。 

 設置の根拠、地方自治法第１０９条及び津和野町議会委員会条例第５条。 

 設置の目的、津和野町議会の活動及び議員活動の活性化に向けて議会運営の在り方等

を検討する。 

 構成委員、議長を除く全議員。 

 調査期間は、３月定例会まで。 

 令和３年１２月１６日、津和野町議会議長沖田守様、提出者、津和野町議会運営委員

会委員長後山幸次であります。 

 それでは、発委第４号についての提案の趣旨説明をさせていただきたいと思います。 

 この４年間の任期のうち、後半の２年間については新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、これまで当たり前としてきた日常の生活が一変し、我々議員の活動にも様々

な影響がありました。地域住民との意見交換の場、イベント等も減り、これまでのよう

な議会議員活動ができなくなっておりました。私たち、議員の任期も残すところ４か月

半となりましたところでありますが、少子高齢化、人口減少が喫緊の課題である津和野

町において、議会議員活動の在り方、活発な議会運営、議員活動する上で必要な議員数

等について我々が経験したコロナ禍において、当たり前が当たり前でなくなった日常生

活と議会、議員活動の経験を基に、今後の津和野町議会の活性化に向けて議論・検討し

ていく必要があると考え、特別委員会の設置を決議するものであります。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 以上で、もろもろ、趣旨説明等終わらせていただきます。 

 これより質疑に入ります。質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、発委第４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに、賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認してください。 



〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成多数であります。したがって、発委第４号議員定数等議会活性化特別委員会設置

に関する決議については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１０名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          板垣 敬司君 

丁  泰仁君          御手洗 剛君 

三浦 英治君          寺戸 昌子君 

後山 幸次君          岡田 克也君 

反対（１名） 

道信 俊昭君                 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  それでは、ここで特別委員会より正副委員長の選任をお願い

したいと思います。 

 暫時休憩といたします。 

午前 11時 08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 暫時休憩中に、特別委員会の正、副委員長の選任を頂きました。 

 委員長に岡田克也君、副委員長に草田吉丸君がそれぞれ選任されましたので、報告を

いたします。 

 それではここで、選任された委員長より自席で御挨拶を頂きたいと思います。 

 岡田克也君。 

○議員定数等議会活性化特別委員会委員長（岡田 克也君）  このたび、議員定数等議

会活性化特別委員会の委員長に選任されました岡田でございます。 

 議会活性化に向けて様々な議論を重ねてまいりたいと思いますので、皆様の御協力、

お力添えをお願いいたしまして、就任の言葉とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  はい、ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

 日程第２６．請願第３号 



○議長（沖田  守君）  それでは、日程第２６、請願第３号災害時等における避難場

所として役場本庁舎３階の使用を求める請願についてを議題といたします。 

 総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。草田吉丸君。 

○総務経済常任委員会委員長（草田 吉丸君）  総務経済常任委員会請願審査報告書。 

 令和３年９月定例会において、本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとお

り決定したので、津和野町議会会議規則第９４条第１項及び第２項の規定により報告し

ます。 

 記。 

 受理番号第３号、付託年月日、令和３年９月２２日、件名、災害時における避難場所

として役場本庁舎３階の使用を求める請願。 

 審査の結果、採択。 

 審査の内容、別紙のとおりであります。 

 審査の経過でありますが、審査年月日、令和３年１１月１０日水曜日、内容、机上及

び現地審査、出席者でありますが、総務経済常任委員会委員６名、総務財政課長岩本要

二、防災担当係長山本淳、紹介議員、川田剛、寺戸昌子。 

 審査意見であります。 

 ここ数年にわたり、世界各地でこれまでの記録を更新するような異常気象が報告をさ

れている。 

 近年のデータによれば年間雨量は増加傾向にあり、気候変動等の影響により、水害リ

スクは高まっていると言われている。 

 津和野町においても、平成２５年の激甚豪雨災害をはじめ、毎年豪雨災害が発生して

いる状況である。 

 いつどのような災害が発生するか想定できないような気象状況の中で、災害に対する

備えは重要である。 

 中でも、安全な避難所の確保は重要課題の一つである。 

 枕瀬地域の指定避難所は滝元・枕瀬公民館と日原小学校であるが、土石流警戒区域や

それに隣接する場所である。 

 一方、防災拠点でもある役場本庁舎の位置は、ハザードマップ上でも安全な場所とい

える。 

 特に３階部分については、河川の増水時においても安全地である。 

 指定避難場所として各種法令基準のクリアや用途変更手続と併せ、電気、水道（給排

水）、空調、エレベーター、トイレ等の設備の点検・整備のための基本設計を早急に進

められ、一日も早く枕瀬地区及び日原地区の指定避難所として開設されることを強く要

望する。 

 審査結果、本請願は全員賛成で採択と決した。 



 令和３年１２月１６日、津和野町議会議長沖田守様。総務経済常任委員会委員長草田

吉丸。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  はい、ありがとうございました。 

 それでは、委員長の報告について質疑に入りたいと思います。ありませんか。いいで

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 はい、委員長、ありがとうございました。 

 それでは、これより討論に入ります。 

 まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 本請願に対する委員長報告は、採択であります。 

 本請願は委員長報告のとおり、採択することに賛成の方は１のボタンを、反対の方は

２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタンのライトが点灯しているか

確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。 

 賛成全員であります。したがって、請願第３号災害時等における避難場所として役場

本庁舎３階の使用を求める請願については、委員長報告のとおり採択とすることに決定

いたしました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

草田 吉丸君          米澤 宕文君 

川田  剛君          道信 俊昭君 

板垣 敬司君          丁  泰仁君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

寺戸 昌子君          後山 幸次君 

岡田 克也君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 



日程第２７．総務経済常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２７、総務経済常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題とします。 

 総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。草田吉丸君。 

○総務経済常任委員会委員長（草田 吉丸君）  それでは、総務経済常任委員会所管事

務調査報告をいたします。 

 令和３年９月の定例会において、許可を頂きました所管事務調査について、会議規則

第４７条第２項の規定に基づき報告をいたします。 

１、まず、調査事件になりますが、商工・観光の現状について。 

２、目的、現状を調査し議会活動に資するため。 

３、調査方法、机上調査。 

４、調査の経過であります。 

 第１回でございますが、令和３年１１月１５日、場所、本庁舎第５会議室であります。 

 出席者、総務経済常任委員会６名、商工会事務局長藤山宏、観光協会事務局長金子誠

一郎、商工観光課長堀重樹、課長補佐村田隆昭。 

 調査内容は、机上調査であります。 

 調査概要でありますが、まず商工観光課の関係であります。 

 まず、コロナ対策の経過と令和３年度の状況についてということでありますが、これ

については事業の内容については省略させていただきますが、まず業績悪化緩和運転資

金補助金でありますが、予算計上は４,０００万であります。 

 次を、２ページをお開き下さい。 

 表の中で一応掲げておりますが、９月までの実績でありますが、給付金額が２,５１

４万５,０００円となっております。 

 ２として、商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業補助金であります。予算

が２００万であります。 

 実績といたしましては、これ、９月まででありますが、件数が１０件、１３６万６,

０００円であります。 

 主なものが、空気清浄機、飛沫防止パネル、オゾン発生器、検温器でございます。 

 ３番目として、事業者独自キャンペーン実施支援事業補助金でありますが、予算が５

００万円であります。 

 実績といたしまして、件数が１１件、１４３万３,０００円であります。 

 主なものが、ＰＲパンフレットの作製、チラシ等、のぼり旗であります。 

 次に、新商品施策開発支援補助金、予算が２００万円であります。 

 実績といたしまして、件数が４、決定額が８０万円であります。 

 主なものが、餅を使用したレトルト商品、パウンドケーキ、酒類等の中国向け商品、

元気米を使った新商品等であります。 



 次に、日本遺産の再審査についてでありますが、これにつきましては、５月２７日に

オンライン調査が始まりまして、以降、推進協議会を４回ほど開催をされております。

その中で活性化計画、それらを検討されておりまして、１１月５日、日本遺産を通じた

地域活性化計画書を提出をされております。 

 これにつきましては、日本遺産再審査結果発表はまだ未定でありますが、１２月かあ

るいは１月発表予定ということであります。 

 次に、津和野駅周辺整備の状況でありますが、表のようになっております。３年度事

業として３件、それから今後の予定として５件の事業が発注予定であります。 

 それから、４月以降はＪＲ津和野駅舎管理業務委託、７月には駅業務の簡易委託契約、

それから８月５日、山口線津和野駅開通１００周年、それらが計画をされております。 

 城山整備の状況でありますが、これも表のとおりでございます。 

 ライトアップの期間ということで、１０月までが金土日祝８時から１０時、１１月か

らは６時から８時というふうになっております。 

 それから、外資系ホテル誘致についてでありますが、津和野町の宿泊施設の現状は現

在２施設が休館中で、団体客等はキャパシティー不足で受け入れしがたい状況にあり、

行政としてもコロナの終息後の観光需要の取り込みを図るために、誘致に積極的に働き

かけていると。 

 町内の旅館組合との協議は同意済みで、誘致後は町内事業者と連携した形での運営に

ついて協議中ということであります。 

 今後の主な事業計画としましては、既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業、森

鴎外没後１００周年、列福への準備等であります。 

 次に、商工会の関係でありますが、これは商工会からの資料頂いたものをそこにつけ

ております。 

 事業所数の状況とか会員数の関係でありますが、そこで一つ新規加入というところ見

ていただきたいんですけれども、１０という数字があると思うんですけども、新規加入

ですね、これがコロナ禍ではありながら少し増えている、そういう状況が特徴的かなと

いうふうには思っております。 

 その下には、商工会で今の実態等を記入させていただいております。 

 事業承継の実態、それから空き店舗活用の実態、そして商工会の課題、これらについ

て掲載しておりますので、その辺については目を通していただきたいと、そういうふう

に思います。 

 次に、観光協会の関係でありますが、観光客の入り込み数でありますが、津和野地区、

これも１０月までの実績であります。まだ、そういった関係で年間ははっきり分かりま

せんけども、６６％ぐらいの入り込み客数の状況であるということであります。 

 日原地区につきましても、これは９月までの実績でありますが、約７７％、これで前

年対比ですね、ぐらいであります。 



 それから、宿泊人数でありますが、下段については訪日外国人客の人数を示しており

ます。これも、訪日外国人については特に全く３年度は今のところゼロというような状

況であります。 

 町屋ステイの利用実績については、表のとおりであります。 

 審査意見でありますが、コロナウイルス対策。 

 各種コロナウイルス対策については、商工・観光業者にとって事業継続の支援につな

がっていると考えられる。 

 コロナ禍の中でも商工会会員の新規加入の増加が見られるのは、各種対策の効果の現

れとも思える。 

 今後についても、コロナウイルスの状況を見極めながら、町内経済３団体の協議を重

ね、支援事業の継続と実情に合った支援策等について検討されたい。 

 次に、日本遺産再審査についてであります。 

 津和野町日本遺産活用推進協議会において作成された地域活性化計画を提出し、再審

査結果待ちの状況である。 

 日本遺産の認定を受けた貴重な文化遺産であることを誇りとして、地域活性化計画に

掲げている重点課題について積極的に取り組まれたい。 

 結果発表で再認定されることを期待するものである。 

 次に、外資系ホテル誘致についてであります。 

 現在外資系ホテルの誘致に向け働きかけている状況である。 

 コロナ収束後の観光需要の受入れのためにも、今後のインバウンドの増加や列福認定

を想定した受入体制の整備として前向きに検討されたい。 

 併せて、旅館組合や関係する事業者との協議を進め、地元業者との連携でホテル運営

がなされるよう十分な配慮をされたい。 

 最後であります。 

 今後の商工観光に期待するものということで、津和野駅前整備、城山整備、ホテル誘

致、見晴広場等の観光関連施設が整備されていく中で、これらの施設が十分活用される

ようソフト面も含めて、コロナ収束後を見据えた商工観光業の復興について行政として

も積極的に支援されたい。 

 令和３年１２月１６日、津和野町議会議長沖田守様。総務経済常任委員会委員長草田

吉丸。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  はい、ありがとうございました。 

 それでは、委員長の報告に対する質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  はい、ないようでありますので、質疑を終結します。 

 はい、委員長、御苦労でありました。 



 以上で、総務経済常任委員会の所管事務調査報告を終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．文教民生常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２８、文教民生常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題とします。 

 文教民生常任委員会委員長の報告を求めます。板垣敬司君。 

○文教民生常任委員会委員長（板垣 敬司君）  所管事務調査報告書。 

 令和３年第８回（９月）定例会において、閉会中の許可を頂きました所管事務調査に

ついて、会議規則第７７条の規定に基づき報告いたします。 

 記。 

 １、調査事件、上下水道事業の現状と課題について。 

 ２、調査目的、現状を調査して、議会活動に資するため。 

 ３、調査方法、机上調査。 

 ４、調査月日、令和３年１０月７日（木曜）午後１時半。 

 ５、調査場所、津和野町役場本庁舎、委員会室。 

 ６、出席者、文教民生常任委員会委員６名、議長、環境生活課長野田裕一、係長日熊

憲明。 

 ７、調査概要、平成２９年３月議会（文教民生常任委員会報告）以降における上下水

道事業の進捗状況及び今日における課題等について調査を行った。 

 水道事業。 

 １、クリプトスポリジウム対策では、中曽野、日原地区第２浄水場及び第４浄水場が

既に工事完了し、日原地区第１浄水場が工事中である。下横道浄水場は令和５年度に計

画している。 

 ２、水道未普及地であった麓耕地区の工事は、今年度より３か年で実施。概算事業費

は２億４,９００万円が見込まれる。 

 ３、奥ケ野、三歩市地区は令和５年度、コンサルタントによる水利、概算事業費等を

含め事業採択を検討する。 

 ４、管路更新は毎年１％に相当する予算５,０００万円を見込んでいる。 

 ５、平成３０年度から公営企業会計で、平成３１年２月に改訂された「津和野町水道

事業経営戦略」に基づく投資・財政計画にほぼ沿った実績となっている。令和３年度の

一般会計繰入金は１億２,２０５万円である。 

 ６、令和４年度から５年度にかけてコンサルタントによる調査を行い、令和７年度を

目途に水道料金の改定を計画している。 

 下水道事業。 

 １、下水道への加入状況、日原地区８７.８％、津和野地区５７.３％。 



 ２、津和野処理区における事業進捗は、事業認可区域１０５.３ヘクタールのうち９

２.９ヘクタールで、橋南地区（中座工区）、橋北地区（山根丁工区）とも、令和３年度

末工事完了見込みである。 

 ３、高岡通り（津和野庁舎裏）から今市通りの管路新設工事は令和４年度計画となる。 

 ４、令和３年度下水道事業特別会計における一般会計繰入金は１億６,３００万円で

ある。 

 ８、調査意見。 

 水道会計。 

 １、未普及地区の解消に努力されたい。 

 ２、空き家における漏水対策を講じられたい。 

 ３、独立採算が原則であるが、住民生活の影響には特に配慮されたい。 

 下水道会計。 

 １、各処理区の延長管路は３９.２キロメートル、当面の管路更新は必要ないが、最

終処分場、マンホールポンプ等定期的な点検により維持管理を徹底されたい。 

 ２、令和６年度より公営企業会計に移行することになる。職員体制の強化によって、

スムーズな事業進捗を図られたい。 

 参考資料としては、市町村別の水道料金が書かれてあります。 

 令和３年１２月１６日、津和野町議会議長沖田守様。文教民生常任委員会委員長板垣

敬司。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  はい、ありがとうございました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。はい、道信俊昭君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  下水道のところの事業の３番目の高岡通りから今市通

りの新設工事はというのは、これは意味がようちょっと、どういう意味かよう分からん、

どこの場所を言っているのかよう分からんので、もうちょっと詳しく説明してください。 

○議長（沖田  守君）  はい、委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（板垣 敬司君）  稲成丁の、何といいますか、あそこに

大きな鳥居がありますが、あれから下──高岡通りというのがどこまでかといいますと、

私も十分承知しておりませんが、ちょうどスクランブル交差点の下の辺からずっと今の

役場の裏、給油所がありますが、ガソリンスタンドの辺をずっと下へ下って、さらに和

﨑医院のところを真っ直ぐ、今度は高岡通りを真っ直ぐ下がるのではなく、和﨑医院さ

んのところを右に曲がる、そして本町通りへ、本町というか新町通りというか、へ接続

するということで、和﨑医院様から下のほうについては管路の新設については現在、計

画としてはないということでございます。 

 そういう表現でございます。 

○議長（沖田  守君）  はい、道信君。 



○議員（４番 道信 俊昭君）  よう分からんのですけど、高岡通りは入るんですか。

（「高岡通りということが表現として」と呼ぶ者あり）そこがちょっとよう分からん。

高岡通りも入る。（発言する者あり）庁舎裏から。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（板垣 敬司君）  駅の近くの高岡通りということもあり

ますが、現実的にはスクランブル交差点から駅のほうへ向かって下がってきますが、そ

のまま高岡通りを下がるのではなく、和﨑医院様のところを、右に曲がるというか（「あ

あ、上から行ったらね」と呼ぶ者あり）はい、そういう感じで管路が接続される予定で

あって、いわゆるその和﨑医院様から下のほうの駅までの高岡通りに関しては、当面計

画がないということです。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  はい、はい、分かりました。 

○議長（沖田  守君）  はい、ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  はい、ないようであります。質疑を終結します。 

 委員長、ありがとうございました。 

 以上で、文教民生常任委員会の所管事務調査報告を終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議員派遣の件 

○議長（沖田  守君）  日程第２９、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りをいたします。議員派遣の件につきましては、お手元に配付しましたとおり派

遣することにしたいと思いますが、御異議ありますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）   御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は派遣

することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．各委員会からの閉会中の継続調査の申出について 

○議長（沖田  守君）  日程第３０、各委員会からの閉会中の継続調査の申出につい

てを議題とします。 

 各委員会から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調

査の申出があります。 

委員会 目 的 事 項 期 限 

総務経済 
議会活動に資するため

の所管事務調査 
林業振興について 

３月定例会ま

で 

文教民生 〃 
社会福祉法人「つわの清

流会」の現状について 

３月定例会ま

で 



議会運営 所掌事務調査 
議会の運営に関する事

項 

３月定例会ま

で 

○議長（沖田  守君）  お諮りします。申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）   はい、御異議なしと認めます。したがって、各委員会から

の申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）   以上をもちまして、本日の日程、全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和３年第１１回津和野町議会定例会を閉会といたします。大変御苦労でございまし

た。 

午前 11時 38分閉会 

────────────────────────────── 
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